
チベットにおける他者排除(anyapoha)論の形成と展開(2)
-12-13世紀サンプ系及びサキヤ系論理学者の論争史の一局面一

西沢史仁

序：

筆者は，先に，ゲルク派のドウタ文献に見られる他者排除論を手掛かりとして，

チベットにおける論理学の最古の学統であるサンプ系論理学の他者排除論を論じ

た1．その際，資料として依用したのは，ゴク翻訳師ロデンシェーラプ(INgoglotsa

babloldanshesrab,1059-1109)の『量決択難語釈』 （乃加dmamam"gesAyidkzz'

9"smambs/md) とチヤパ・チューキセンゲ(Phyapachoskyisengge,1109-1169)

の『論理学意闇払拭』 （乃加dma血""zz"zseム以下， 『意闇払拭』）である．

ゴク翻訳師は,インド直伝の新しい顕教教学の学統をサンプ寺において最初に打ち

立てた人物であり，その意味で， 《サンプ教学》の祖とも称せられるべき者である．

これに対して，ゴク翻訳師の孫弟子にあたるチヤパは，ゴク翻訳師の教学を批判的

に検討することを通じて，サンプ寺にゴク翻訳師の学統とは別個の学統を打ち立て

た．サンプ教学は，実に，このゴク流とチャパ流とも称されるべき二つの大きな学

統からなるといっても過言ではない2． このうち，チャパの学統は，やがてゴク翻

訳師の学統をも圧倒してサンプ教学の主流となっていくが3，その流れを引く学者

！西沢2014参照本稿はその続編である．本稿を記すに際してPascaleHugon氏から『量決択チ
ヤパ註』の入力ファイルを頂き検索に使用した．同氏には記して感謝の意を表する次第である．

2例えば『黄瑠璃史』には， ゴク翻訳師とチヤパの二つの学統が後にサンプ寺が上院と下院の二

院に分裂する契機となったという説が紹介されている（同書p､ 149.19) .サンプ寺の分裂につい
ては，それ以外にも色々な要因が考えられるので，それだけが理由であるとは思われないが，

このことはゴク翻訳師とチャパの学統がサンプ寺において取り分け勢力を持っていたことを示

す一証左である．個別的には後代に影響力を持ったサンプ系の有力な学統の一つとして，般若

学の分野で，所謂「デ・アル(0BreAr) 」の学統というものが知られている． これは， ゴク翻訳

師の四大弟子の一人であるデ・シェーラプバル('Breshesrab'bar)とその弟子筋のアル・チャン

チュプイェシェ(Arbyangchubyeshes)の二人の学統を指すが， これにしても，基本的にはゴ
ク翻訳師が伝えた般若学の学統を出るものではない． このデ・アルの般若学の学統については，

西沢2011b,Vol. 1,pp. 153-159参照．サンプ寺の分裂事情については，同書pp､228-232参照
3チャパは，特に論理学と中観学の分野で「要綱(bsduspa) 」と称される綱要書を案出し，そ
れを契機として後代非常に大きな影響力を持つようになった．西沢2010,p.63参照

AcmTYb“たααB脚“ﾉiica8: 1-168,2015.
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として，本稿では，まず最初に，ツァンナクパ・ツウンドウセンケ(gTsangnagpa

brtson'grussengge,十二世紀）とツルトウン・ションヌセンゲ(mTshurstongzhon

nusengge,ca.1150-1210)の論理学書を取り上げ，彼らの他者排除論を検討する．

この二人のうち，ツルトウンは，サキヤ派のサパンの初期の師の一人であり，サ

パンにサンプ系の論理学と中観学を伝受した人物として特記される．サパンは後に

カシュミールパンデイタ･シヤーキヤシュリーバドラ(SﾖkyaSITbhadra,1127?-1225)

及びその随従達と出会い，カシュミール系統の論理学の相承を受け継ぐことを通じ

て，サンプ系論理学に対して批判的な態度を強めることになるが，彼の論理学綱要

書『論理学正理宝蔵』 （乃〃αdmarjgsgr"以下， 『正理宝蔵』）を仔細に検討す

ると，サパンの論理学思想には，依然としてサンプ系論理学の残津が多分に見出さ

れるのである4．そして，そのことは，本稿で扱うこの他者排除論からも確認され

るところである．

他方，このサンプ系論理学の学統と並び，それと拮抗する形で，チベット仏教論

理学の一大学統となったのが，サパン(Saskyapapditakundga!rgyalmtshan,abbr.

SapaQ,1182-1251)により創立されたサキヤ系論理学である．サパンの論理学の学

統は，主に直弟子のウユクパ・ リクペーセンゲ('Uyugparig/rigspa'isengge,ca.

1170-1253?）を初めとするサキヤ派の学僧達の間に受け継がれ，サンプ系の論理学

の学統と並び,チベットにおける論理学の二大学統として後代に伝承されていくこ

とになる．本稿では，そのうち，サパンの『正理宝蔵』とそれに対するウユクパの

註釈『正理成立』 (Rigsgr"b)を資料として，初期サキャ派の他者排除論をも併せ

て紹介する．その際，特に， サンプ系の他者排除論をサパン及びウユクパが如何

に受け止め，それを批判的に検証することを通じて， 自らの解釈を打ち立てて行っ

たのかという点－それは他者排除論を主題としたサキヤ系論理学の形成過程に

他ならないが－に考察の焦点を当て，併せて， 12-13世紀におけるサンプ系及び

サキヤ系学者による論争史の最初期の一局面を紹介したい．

4それについては,Hugon2004,pp.xii-xvに指摘されたほか，認識手段(tshadma,*pramapa)の
定義を巡る議論に関しては，西沢2007,pp. 368-376において紹介した．認識手段の定義を含む
認識手段論全体については，それが見出される『正理宝蔵』第八章後半部の校訂テキストの後註

及び訳註において検討し，サンプ系の一連の論理学書とのテキスト的対応関係も包括的に調査

した．それについては西沢2011b,Vol,3,pp.223-342参照．

2



第一章．サンプ系論理学における他者排除論

第一節．ゴク翻訳師とチャパの他者排除論：

ゴク翻訳師とチヤパの他者排除論については，既に前稿（西沢2014）にて検討

したので，詳細はそれに譲り， ここではその結論だけを簡単に纏めておく．特にチ

ヤパの他者排除論は，ツァンナクパとツルトウンが前提としているので，彼らの他

者排除論を分析するに先だって，その内容を予め確認しておくことが必要であるか

らである．

インドにおいては， 『タットヴァサングラハ』及びその『パンジカー』に明記さ

れているように，後代に至るまで，他者排除は， 《語の対象(Sabdartha)》に相当

する概念であった． しかし，チヤパは，彼の『意闇払拭』において，他者対象を語

の対象ではなく，分別知の三つの作用のうちの一つと見倣していることが明らかと

なった．つまり，チャパにとって他者排除は，語の対象として対象の側に結び付け

られるべきものではなく，その語の対象を把握する知の側に結び付けられるべきも

のであった．後代のドウタ文献では，他者排除と密接に関係したものとして《排除

作用(selljug)》という概念が立てられたが，チャパの他者排除の理解は， ドウタ

文献では，他者排除ではなく， この排除作用に相当している．他者排除を対象の側

に結び付けるのか，あるいは，知の側に結び付けるのかということは，チベットに

おける他者排除論の最も重要な論題の一つであるが，既に示唆したように5， この

点に関して，サンプ系の論理学者とサキヤ系の論理学者は，全く異なる解釈を取る

ことになる．

さらに，後代のドウタ文献では， 『タットヴァサングラハ』 (TS1004)に依拠

して，他者排除を否定(dgagpa,*prati9edha)と同一視する解釈が示されたが，そ

のような解釈は，チャパには全く見られないことも確認された．特に，チヤパは，

非否定(meddgag,*prasajyapratigedha)と無否定(mayindgag,*palyudasa)を，

否定対象を否定した際に，他の法を引発するか否かの点から立てる解釈を否定し，

従来のインド原典に基づかない独自の否定理論を構築した．

以上がチヤパの他者排除論の特徴であるが6，その点を念頭において，以下にツ

s西沢2014,p､275f参照

6チヤパの他者排除論については，西沢2014,pp.250-274参照
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アンナクパ及びツルトウンの他者排除論を検討しよう．

第二節．ツァンナクパ・ツウンドウセンゲの他者排除論：

ツァンナクパ・ツウンドウセンゲ7 (gTsangnagpabrtson!grussengge,12世紀）

は，チヤパの「八大獅子(sengchenbrgyad) 」と称される八人の筆頭弟子の一人

であり， 『量決択』に対する大部の註釈『善説集成』 (Legsbshadbsdifsp")が現

存している．後代の資料では，中観の解釈に関しては，師のチャパは自立派の立場

を取ったのに対して，ツァンナクパは帰謬派の立場に立ち，チヤパに対して批判的

であったことが伝えられている8．ただ，それを原典に基づき検証する作業は今後

の検討課題であり，実際のところ，ツァンナクパがチヤパと如何なる思想的関係に

あったのかということは依然として不明の状態である．そこでその点をも念頭に置

きつつ,彼の『善説集成』を資料として，ツァンナクパの他者排除論を検討しよう．

I. 『善説集成』における他者排除論の位置付けとその科段構成：

『量決択』では，前述したように，第二章（為自推論章）に，他者排除論に言及し

た一連の中間偶(PVinn.29-31=PVI.40-429)が見出されるが，ツァンナクパの

7ツァンナクパの生涯や事績，作品等については，西沢2011b,Vol､ 1,pp.214-216を参照．

8例えば， 『青冊』p.406.6-16;『ゴク伝』p.451.4-6参照
，西沢2014,pp.246-250参照これは，サンプ系論理学における他者排除論を論ずる際に所依典
籍となる極めて重要な偶であるので， ここに梵語原文・蔵訳・和訳を提示しておく．

sarvebhavmsvabhavenasvasvabhavavyavasthitei/
svabhavaparabh5vabhyamyasmadvyavrttibhaginah"2M(=PVI.40)

tasmadyatoyato'rthanamvyavrttis,tannibandhan"/

jatibhedaiprakalpyantetadviSe"vagahinaM30"(=PVI.41)
tasmadyoyenadhanneqaviSegahsampratryate/
nasaSakyastato'nyena,tenabhinnavyavasthitiM31"(=PVI.42)
gangphyirdngoskunrangbzhingyis"rangrangngobolagnasphyiIW
mthundngosgzhangyidn"sdaglas"ldogpalanibrtenpacan"2"
dephyirgangdagganglasdon"ldogpadeyiIgyucangyi"
rigsdbyedeyikhyadpargyis"rtogs'gyurbadagrabmbyed"30"
dephyirkhyadpargangzhigchos"ganggis"bar'gyurbade"
delasgzhangyisnusmayin"desnathadadmampargnas"31"
「全ての事物（＝自相）は， 自性によって， 自身の自性に存するので， 自性（＝同類） と

他性（＝異類）から反転したことからなるものである． (PVinⅡ､29)

それ故，諸対象（＝自相）には，何であれ，或るもの（＝同類と異類の他のもの）からの

反転があるが，それ（＝その他からの反転）を根拠とする，類（＝普遍, i.e.法）の区別

(jati-bheda. i.e.dhama-bheda,PVSVT)は，それ(=自相）の特殊(=所作や無常等）に
内在しているものとして(tadviSe"vagahinah') [分別知により］仮設される． (PVinn､30)
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他者排除の設定は，それに対する註釈の直後に，単なる註釈としてではなく，独立

した主題として別立されている．それは， 「一般に知が対象に作用する仕方(spyir

shespayullayugpa'itshul) ｣ [『善説集成」116b8]という科段に属するが， この

周辺は，明確に科段分けされておらず，その派生元の科段は明示されていない．こ

の定立と他者排除の設定が如何に派生したのかということについては，その科段の

冒頭部にこう解説されている．

「さて，前述した［通り］ 】0， 自相としての対象には， ［所証や証因等の］

区別は存在しないので，それ（＝自相）を把握する［知］ （＝直接知覚） ［に］

は，直観（＝知覚）の対象としては［前後の］順序はないが，他者排除によ

って作用する［知］ （＝分別知） ［に］は，確定の対象として，順序があるの

で， 「分別知は部分を対象とするものである」と説かれたのである．そこで，

定立と他者排除の作用の仕方について少し解説しよう．」 （『善説集成』

それ故，或る特殊（例：無常）は，或る法（例：無常の類＝無常性）によって，理解され

るが，その［特殊］は，それ（＝その法，例：無常の類）より他の［法（例：所作の類＝

所作性)］によって［理解されることは］出来ない2．それ故， ［所証法と証因の］設定は相
異する3. (PVinⅡ､31)」

1.PVSVTpl12.3-5: kimviSi"stadvi9e"vagahinah/tasyasvalak9apasyayeviSega
akrtakadi-vyavrttirUpa-lakgapastadavagahinal/

2.PVSVTpll4､24-27:yataScaivamdhanna-bhedahkalpyante,tasmadyahsvalakSana-
viSegovyavarttanrya-nitya-vyapekSayavyavasthapito 'nitya-lak¥aqah/yenadharmena
yenaSabdena/yathanitya-Sabdena/Sabdo!pidharma-vacakatvaddhannaucyate/nasa
sakyastato'nyena/anitya-Sabdadanyenakrtakadi-Sabdena/「このように，法の区別が仮
設されるが故に，それ故， 自相の特殊，即ち，排除されるべき常住に依拠することに

より設定された，無常を相とするもの．或る法によって，即ち，或る語によって．例

えば， 「無常」 という語によって．語もまた，法を言表するものであるので， 「法」と

云われる．その［特殊］は，それより他の，即ち， 「無常」という語より他の， 「所作」
等の語によって， ［理解されることは］出来ない.」

3.PVSWpll428f:tenabhinn5vyavasthiti!/tenakﾖrepavikalpanﾖmnaikavigaya-tvam/
sabdanamcanaparyayatvam/ 「 ・ ・ ・その理由により，諸分別知(=所作や無常等を

把握する分別知）は同一の対象を有するものではない． ・ ・ ・ 」 ;PVVp272.17f:tena
karapenasZdhya-sadhanayorbhinnavyavasthitih/｢その理由により，所証と能証の設定
は相異する.」

註記:西沢2014,p248では,PVinn.31中の「或る特殊」を所作に結び付けて訳出したが，
ここではPVSVTに合わせて，無常に結び付けて訳しておく． これは，所作と無常の何れか

一方を理解することにより他方は理解されないことを示す嚥例なので，意味には大差ない．

他方, PVSVTでは, yenadhannepaを「無常」 という語に結び付けて註釈しているが， こ
れは，無常という語それ自体というよりも，その語によって言表されるべき分別知に顕現
する無常性という法ないし普遍を意味するので，そのように訳出した．

10恐らく以下の文章を念頭に置いているものと思われる． 『善説集成』116a6f: Ianggimtshan
nvidladbvebamvedkvang blo'iyuldubsgrubbyasgrubbyedmyedpamayinte/byaspadangmi
rtagpalasogspaldogchoskyibyebragrtogpalasharbadonlakunbrtagspa'ispyi 'ga'zhiggis
ngespa'iphyirro"
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116b7-8'')

既に指摘したように12, 『量評釈』においては， この一連の偶の直前に置かれた

PVI.39が他者排除論の冒頭部に相当するが，そこでは， 自性因が「主張の意味の

一部分（＝所証法）を有する(prat瓶ﾖrthaikadeSa)証因」一チベット論理学の用

語では， 「所証法と証因の区別がないことに基づく不成立因(chosrtagsthadadmed

nasmagrubpaiigtantshigs) 」に相当する－ではなく，正しい証因であることを

示すことを契機として， この一連の偶が立てられた13. このことは，他者排除論が

自性因の証因と所証法の関係の論証から派生した主題であることを如実に示して

いる14.ツァンナクパの上述の記述もまたそれを念頭に置いてのものである．

ここでツァンナクパは,無分別な直接知覚と分別知の対象の把握の仕方の違いに

言及しているが，それによれば，直接知覚が対象を把握する時，対象は，部分に分

かれて順次に把握されるのではなく，一体化した形で明瞭に知に顕現してくる．そ

れに対して,分別知は,対象の諸々の部分,例えば,所作の部分や無常の部分等を，

順次に別々の形で把握する知である．

自相としての対象には，所証と能証，法と有法等の区別は存在せず，それは分別

知によって仮設されただけのものであるが，その仮設されただけのものを把握する

分別知が，如何に自相としての対象を理解することが出来るのかということが，

PVinll.29-31の導入部に問題として設定され，その回答として， この三偶が説か

れたのである．そして，ツァンナクパの他者排除の設定は， この三偶に対する註釈

から派生した論題として，その三偶に対する註釈の直後に位置づけられている．

以上が， 『善説集成』における他者排除の設定の位置付けと派生の仕方である．

皿danigongdubIjodpadonranggimtshannyidladbyebamyedpasde'dzinpamyongpa'iyuldu
rimpamyedkyanggzhanselpasiugpangespa'iyuldurimpayodpasrtogpacha'iyulcannozhes
byaba'dirsgrubpadanggzhanselpa'iljugtshulcungzadcigbljodparbya'o"
'2西沢2014,p.247参照．
'3他者排除論の導入部(PVI.39)の議論と，続くPVI.40-42=PVinn.29-31については，西沢

2014,pp.247-250及び本稿p.4,n.9において訳出・解説したので，参照されたい．
'4例えば，ゲルク派のタルマリンチェンは， 「自性因の関係を確定するもの(ranggzhinrtagskyi

'brelpangesbyed) 」 という科段の冒頭に， このPVI.39を立てている． 『解脱道解明』p.64参
照．他方，サキャ派のコランパも，彼の『正理宝蔵』の註釈の他者排除の設定の冒頭部にこう明

記している． 『正理宝蔵．大註』p.29.2.4f:′Ⅳtmz 'g"ﾉ'dirle'udangpolyrangbzhingyirtagskyi
rtagschoskyi 'brelpasgrubbyedlas'phrosnasgzhanselgyimamgzhagrgyasparbshadpadang/".
「この『量評釈』第一章において， 自性因の証因と所証法の関係を論証することから派生して，

他者排除の設定を詳細に解説することと， ・ ・ ・ 」
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そこで，次に，その科段構成を概観しておこう．

「ここで，一般に知が対象に対して作用する仕方には三つある．即ち， 1．

定立(sgmbpa) と, 2.他者排除(gzhanselpa)と, 3.その両者がない

もの(deglyiskamedpa)である.」 （『善説集成』116b8'5)

ここに明記されているように，ツァンナクパは， 「知が対象に対して作用する仕

方」を一つの独立した科段として立て，そこで，定立と排除を纏めて設定している

が，そのような科段設定は，チヤパの『意闇払拭』には確認されず，ツァンナクパ

の独創かと思われる．チヤパの『意闇払拭』では，前述したように，他者排除は，

分別知の科段において,顕現と判断にならぶ三つの作用のうちの一つとして立てら

れて論じられたほか，定立との対比で纏めて論じられることはなかった． 「知が対

象に対して作用する仕方」 という科段を設定して，そこで，定立と排除を纏めて論

ずるこの設定の仕方は，現在利用可能な資料に依る限り，ツァンナクパの『善説集

成』が最も古いものである． このツァンナクパの設定の仕方は，後代にかなり影響

力があったもので，サンプ系の学者のみならず，サパンを初めとするサキャ派や，

さらには後代のゲルク派にも受け継がれていくことになる．

尤も，他者排除を，語の対象ではなく，知の作用の一種とする解釈は，既にチャ

パが提示していたものであり，ツァンナクパもまた，この他者排除の基本的理解を

チヤパから受け継いでいることは疑いない．それは，前述したように，後代の用語

で言うところの． 「排除作用(selliug)」に他ならないが，後代のドウタ文献には，

他者排除と排除作用が峻別されていたのに対して，チヤパやツァンナクパは両者を

区別せずに，一緒くたにして用いている点に特徴がある． また， ドウタ文献では，

知の対象に対する作用は，定立作用と排除作用の二つに分けられたのに対して， こ

こには，三つに分けられている点にも相異が見られる．

n.定立に関するツァンナクパの見解：

他者排除に関するツァンナクパの見解を検討する前に,その対立概念である定立

に関する彼の基本的見解を概観しておきたい．ツァンナクパは， 「定立による作用

(sgrubpasiugpa) 」という表現を使用しているが，以下，ツァンナクパの文脈に

'5delaspyirshespayullaljugpa'itshulnigsumste/sgrubpadang/gzhanselpadangdegnyiska
myedpa'o"
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おいて， 「定立作用」という場合には，その意味で用いていることを断っておく'6．

これは以下の三つの科段骨子から構成されている．

定立(sgrubpa)/定立作用(sgrubpas!jugpa) [『善説集成』116b8-118b4]

1．定義(mtshannyid) [117al]

2．定義基体(mtshangzhi) [117al]

3． ［定立は］実体(rdzas)を対象とするものであると論証すること[117al]

1．対象の実相'7 (dongyiglaslugs) [117al]

2．知の把握方法(blo'i1dzmstangs) [117a7]

3．知と対象[が一致すること］を考察すること(blodon[mthunpa]'8bsam

pa) [117a8]

1．定立の定義と定義基体：

まず最初に，ツァンナクパは，定立／定立作用の定義と定義基体を以下のように

提示している．

「第一(＝定義)は,＜自相を顕現を通じて把握するもの(ranggimtshannyid

snangpa'isgonas!dzinpa)>である．嚥例を述べるならば，色や楽等が顕現

する無分別不迷乱知である.」 （『善説集成』 117al'9)

この定義に明記されているように，ツァンナクパによれば，定立作用とは， 自相

を顕現を通じて把握する無分別不迷乱知の作用に相当する．ここで， 「定立(sgmb

pa) 」は， 「顕現(snangba) 」 と同様の意味で用いられている20．顕現作用を無

16 「定立作用(sgrubiug) 」 という語は, 1.定立による作用(sgrubpasiugpa)と, 2.定立
に対する作用(sgrubpalaiugpa)という二義がある．概して，サンプ系の学者は前者を，サキ
ャ系の学者は後者の解釈を取るが，その詳細については後述する．

'7ここで「実相」 と訳したglaslugsというチベット語は，文字通りには， 「在り方」 という意
味であるが， ここでは特に，対象の多様な現れ方に対して，真の在り方を意味している． 『蔵漢

大辞典』には， この語には, gnastshul(在り方)という第一義の他に，第二義として, chosthams
cadkyingobo'amdngospoyongsrdzogskyirangbzhin(一切法の自体，ないし，全ての事物の自
性） という意味が記載されているが，その第二義に相当する． 『蔵漢大辞典』p. 1551参照
18 「対象の実相」以下， この三つの科段は，排除作用の設定にも全く同じものが立てられている

が，そこでは， このmthunpaという語が見出される（同書118b5) ． さらに， 『智慧灯明』の平
行句（同書p. 12.2f)にも，同様に， この語が入っているので，補足しておく．
'9dangponiranggimtshannyidsnangpa'isgona;dzinpaste/dperbIjodpanigzugsdangbdeba
lasogspasnangpa'irtogmyedmakhrulpamamsso"

20実際，後続の箇所では， 「対象の形相が顕現するもの(donde'irnampasnangba) ｣ (『善説
集成』 ll9a2)というより簡略な「定立」の定義も挙げられている．
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分別不迷乱知の知の作用として立てることは，前述したように，チヤパが既に行っ

ているところであるが219ツァンナクパは，それを， 「定立」 と同一視して，排除

の対概念として設定した．後述するように，ツァンナクパは，チヤパと同様に，定

立を否定の対概念としても用いているので，彼の体系においては，定立という語は

両義的であり，文脈に応じてその意味を考える必要がある．ちなみに， このツァン

ナクパの定義は，後にナルタン寺のチュミクパ(Chumigpa)により批判されるこ

とになるが22，それについては別稿にて紹介する予定なので， ここでは触れないで

おく．定立の定義基体は，色や楽等の自相が顕現する直接知覚が挙げられている．

ところで,無分別知は,不迷乱知（＝直接知覚）と迷乱知の二つに分けられるが，

このうち，無分別迷乱知に定立作用があるか否かという点については議論がある．

チヤパは，無分別迷乱知には定立作用を認めないが，ツァンナクパは，その点を明

記していないので， ここで検討しておこう．ツァンナクパは，定立作用をく自相を

顕現を通じて把握するもの＞と定義しているので，ツァンナクパが無分別迷乱知に

定立作用を認めていたか否かは,無分別迷乱知がこの定義を充足するか否かを見れ

ば判断することが出来る．そこで注目すべきは，以下の記述である．

「黄を把握する［知］の把握対象が法螺貝であるならば，それ（＝黄を把握

する知）にそれ（＝法螺貝）が顕現する必要があるので，法螺貝の本体であ

る白もまた顕現することになる.」 （『善説集成』 17b8-18al23)

ここでツァンナクパは，白法螺貝が黄色く顕現する無分別迷乱知において， 自相

である白法螺貝が顕現しないことを明言している．即ち， もし白法螺貝が顕現する

ならば，それと無区別の実体である白色もまた顕現する必要があるが，それは実際

には顕現しないからである．このことは，ツァンナクパが，無分別迷乱知に自相が

顕現することを認めていないことを如実に示している．それ故，ツァンナクパは，

無分別迷乱知を定立作用と認めていなかったと結論してよかろう．

2．定立は実体を対象とするものであると論証すること：

第三の「 ［定立は］実体(rdzas)を対象とするものであると論証すること」 と

2’西沢2014,p.264参照．
22 『チユミク要綱』7b7f参照

23ser'dzingyigzungyuldungyinnadeladesnangdgospasdunggibdagnyiddkarpoyangsnang
par'gyurro"
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いう科段には， 『量評釈』第一章に見られる他者排除論を前提とした議論があり，

他者排除論との関係で，かなり重要な内容を含んでいる． この科段には， 「対象の

実相」等の三つの科段が付属しているが， これらは，チャパの『意闇払拭』では，

排除作用である分別知の確立の科段の下に立てられていたものに相当する24． ツァ

ンナクパは，後出の排除作用の科段の下にも，全く同じ三つの科段を立てているの

で，排除作用のみならず，チャパが独立した設定として立てていないこの定立作用

においても，同様の三科段を立てて論じていることになる.そこで問題となるのは，

この二つの設定の関係であるが， この両者を比較検討するならば，幾つかの検討課

題が自ずと浮かび上がってくるので，その点を予め示しておこう．

まず第一に留意すべきは，排除作用の設定では， これに対応する科段は， 「排除

が反体(ldogpa)を対象とするものであると論証すること」とある点である．ここ

から，ツァンナクパが，定立作用は実体を対象とし，排除作用は反体を対象とする

と解釈していたことが分かる．チヤパの『意闇払拭』では，特に，実体と反体の設

定が定立作用と排除作用に結び付けられて解説されることはなかったので，これは

ツァンナクパ独自の解釈であるが，その妥当性は検討課題の一つである．

さらに興味深いのは，定立作用の「対象の実相」の科段には， 『量決択』第二章

のみならず， 『量評釈』第一章からも数偶が引用され，ダルマキールテイの他者排

除論に基づく解説が見出されることである．それは量的にも，排除作用の「対象の

実相」の科段よりかなり多く，またその内容も多岐に渡っている．通常，他者排除

は，無分別知ではなく，分別知との関連で論じられるので， この点が些か奇妙であ

るが， これをどう解釈するかが検討課題の一つとなっている．また，特に，定立作

用の対象の実相と排除作用の対象の実相が如何なる関係にあるのかという点も留

意すべき検討課題である．以上の諸問題を念頭に置きつつ，以下にその具体的内容

を検討しよう．

(1)定立作用の対象の実相一実体の三相一：

ツァンナクパは，定立作用の対象の実相をこう規定している．

「(1)それ（＝定立作用）の把握対象である壺等25は，非青から反転したも

24西沢2014,p.255参照．
2sここで，壺等が有法，青や所作・無常等はそれに存する法である．壷が青であるというのは，
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のであるので，青として存するものに他ならず， （2）青と所作と無常等の法

の区別(choskyidbyeba,*dhamla-bheda)は,無別異の実体(rdzasthamidad

pa)として存するものでもある．なぜならば, [もし，青と所作と無常等が］

相互に排除したならば，青は無因や常住等［となる］過失26になるからであ

る． （3） しかしながら，典籍に， ［壷と，青と所作と無常等が］別々の葱と

して立てられていること27や,世間の者が［それらに］法と有法の区別(chos

dangchoscangyidbyeba,*dharma-dhami-bheda)を為すことは, [それらを］

別異のものとして増益したが故である.」 （『善説集成』 117al-328)

前述したように，ツァンナクパにとっては，定立作用である無分別不迷乱知（＝

直接知覚）の対象は，実体(rdzas)であるので， ここに示された三つの相29は，実

体の実相に他ならないことになる．その三相とは，端的には以下の三つである．

1．壺等が，非青から反転した青として存すること．

2．青・所作・無常等の諸法は，無別異の実体（＝同一実体） として存するこ

と． ［＝諸法の無別異性］

3．無別異の実体である壷と青・所作・無常等に対して法と有法等の区別を立

てることは，増益であること． ［＝法と有法の別異性］

第一の相は，青い壷が青であるのは，実在のレベルにおいて，それが非青から反

転したものとして存するからであることを示している．つまり，それが非青から反

特に，青い壷を念頭に置いてのことであろう．他のテキストでは，青は法というよりも，むし
ろ，所作や無常が存する有法として立てられることが多いが， ここでは壷に存する法の一つと
して立てられている．

26例えば，青が所作であることを排除するならば，青は，非所作，即ち，無因なものであるこ

とになり， また，青が無常であることを排除するならば，青は常住であることになる過失があ
る， という意味．

27ここで，典籍とは，恐らく『倶舎論』等の阿毘達磨論書を指していよう．青は色謹に属するが，
無常等は不相応行なので，行蔑に位置付けられる． これはツァンナクパ自身が後続の文章で言

及しているところである． 『善説集成』 118a8-118bl参照．後述するように，サパンは『正琿宅

蔵』において同様の科段を立てているが， コランパは，それに対する註釈で毘婆娑師の説として，

『阿毘達磨集論』を典拠に同様の解説を与えている． 『正理宝蔵．大註』p.28.3.4-28.4.1参照
28 [1]dangponide'igzungyulbumpalasogspasngomayinlaslogpassngonporgnaspanyid
dang/[2]sngonpodangbyaspadangmirtagpalasogspa'ichoskyidbye[ba]rnamsrdzasthami

dadpargnaspa'angyintephantshunspangsnasngonpoIgyumyeddangrtagpalasogspa'iskyon
du'gyurba'iphyirro"[3] 'onkyangbstanbcoslasphungpogzhandubzhagpadangljigrtenpas
chosdangchoscangyidbyebabyedpanithasnyad(read:thadaddu*)sgrobtagsnasyinno"

＊この修正は文脈及び『智慧灯明』の平行句による． 『智慧灯明』pl2.15:…dedagnillladad
Jsgrobtagsnasyinpas...

29ここに三つの相が示されていることは，ツァンナクパ自身，後続の文章で， 「三つの対象の実

相(dongyignaslugsgsum) 」 と明言しているところからも分かる． 『善説集成』 117a8参照．
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転したものであることは，単に分別知によって仮設されただけのもの，即ち，概念

レベルにおいて成立しているのではなく，事物の実相として，対象の側において成

立しているという解釈である．ここでは,非青からの反転しか言及されていないが，

同様に，壷は非所作から反転したものであるので，所作であり，常住から反転した

ものであるので，無常でもある．このように他から反転したものとして存する在り

方が，第一相である．ツァンナクパは明言していないが， これは，実質的に《対象

の他者排除》に相当しており，ダルマキールテイが, PVinn､29=PVI.40におい

て論じたものである．

第二の相は，壷に存する青・所作・無常等の諸法の区別(*dhanna-bheda)は分

別知により増益されただけのものであり，実際には,それらの諸法は無別異の実体，

即ち，同一実体として存在することである． これもまた，ダルマキールテイが『量

評釈』第一章において論じている主要主題の一つである．例えば， 『量評釈自註』

の冒頭部においてこう説かれている．

「[質問： ］ ［自性因が］それ（＝所証）を本体とならば(tadamatve),所

証と能証の区別(sadhya-sadhana-bheda)がなくなる， と云うならば，

［回答:］法の区別を仮設する故に(dhanna-bheda-paIikalpanat,choskyibye

bragkunbrtagspa'iphyir), [能証と所証の区別が付けられる］と［後で］説

こう.｣ (PVSVadl.1,p.2.21f)

例えば， 「言葉は無常である．所作であるから」と論証するとき，証因である所

作は所証法である無常と同一実体であり，無区別であるので,前述したように， 「主

張の意味の一部分（＝所証法）を有する(prat師ﾖIthaikadeSa)証因」となる過失が

あるという論難が想定される．それに対して，ダルマキールテイは，所作と無常の

二つの法には分別知により区別が仮設されるので,その論難は妥当ではないといっ

て論駁した． ここで「 ［後で］説こう」 というのは, PVI.39以下の他者排除論の

箇所を指している．特に， この第二相の解説においてツァンナクパが「法の区別」

という場合には， 『量決択』に引かれているPVinII.30=PVI､41を念頭に置いて

いることは疑いない．同偶には「類の区別(jati-bheda) 」 という語が見られるが，

それは， この法の区別に相当する概念である30.

30実際,PVSVTでは， 「類の区別」という語が「所作や無常等の法の区別」と換言されており，

それは，分別知によって仮設されたものと註記されている． PVSVTp.112.3-5:…dharma-bheda
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第三相は，青・所作・無常等の諸法と壷という有法は，実際には，無別異の実体

であるが，それらを，阿毘達磨論者が別々の穂に振り分けたり，あるいは，世間の

者が，例えば， 「壷は無常である(ghatasyaanityatvamasti,lit.壷に無常性がある） 」

といって,第六格(§a§血属格)を用いて,壷を有法(dhannin) ,無常を法(dhanna)

として区別して言表するのは,分別知によって増益されたものであることことを指

す．実際には，そのような区別は存在していないが，そのように別異性を増益する

ことで，例えば，所作を証因として語が無常であることを論証することが出来るよ

うになる．これは，ツァンナクパは特に言及していないが，恐らくは,PVinⅡ､31=

PVI.42を念頭に置いたものである．そこでは，例えば，所作等の法によって，無

常等の他の法が理解されないので,証因と所証法の区別を立てる設定は妥当である

ことが記されている． この「法と有法の区別」については，デイグナーガにより既

に説かれているとされるが311 『量評釈』でも，特に, PVI､60以下において言語

規約(samketa,brda)の諸問題と結び付けて議論されている主題である32.

anitya-krtakadayahkalpyantevikalpairarpOyante/

3jPVSVpp.2.22-3.1: tathacaha/sarvaevayamanumananumeyavyavaharobuddhyarnjhena
4hUadhamiUegeneti/;Tib.262a7-262bl:deskadduijessudpagpadang/ijessudpagparbya
ba'i thasnyad'dithamscadniblolayodpa'iphosdangchoscangyibyebragkhonasViniiozlibskhonasyinnozhes
bshaddo〃｢同様に, [尊師デイグナーガにより］ 「この全ての推論と推論対象の言説は，知によ
って増益された法と有法の区別によって［立てられた］ 」 （典拠不明） と説かれている． 」
PVSVp.3,n. 1によれば， この－文はデイグナーガの現存する作品には見出されず，散逸作品

の一つである〃ど如加"k"からの引用である可能性が指摘されている．

32ダルマキールテイは, PVI.60の導入部の自註において， もし法と有法の区別が無いのであれ
ば，名詞の格(vibhakd)を適用することがあり得ないことになる， という対論者一恐らくは
文法学派やミーマーンサー派等一の論難を提示している(PVSVp.35.14-16) .即ち，例えば，
Devadattasyagha"(デーヴァダッタの壷） というように，第六格(sasthT)を適用することは，
法(＝壷)と有法(＝デーヴァダッタ)が別異であることを前提としている.それと同様に,ghalasya
anityatvam(壷の無常性,壷が無常であること）と言う場合にも，第六格が適用されるためには，
法である無常性と有法である壷は別異である必要があると主張する． これに対して，ダルマキー
ルテイは，種々の論駁を提示しているが，第六格や名詞の数に関する興味深い議論が含んでいる
ので，幾つか紹介しておこう．例えば, PVI､65-67にはこう説かれている．

「或る者達(i.e・ vastuvidin,cfPVSVTpl57.23)は，言葉は，事物の力から生じたもの
(vastuvaSa,cfPVSVp36､1:vasmpratibandha;cfPVSVTpl57.20:vastvayatta)であり，言
表意欲(vivaksa)に依拠するものではないと説くが，その者達に対して，第六格(sasthr)
や[単数形･複数形等の]数の区別(vacanabheda)等の論難は妥当性を有するものである．
(I.65)

何であれ，或る仕方で，言表者(vﾖcaka) として，話者(vaktr)によって，外部対象に依
拠しない(anapekgitabahyartha)言葉(vacas)は確定されるが;それ(=そのような言葉）
は，そのような仕方で，言表者(vacaka)である. (I.66)

「貴婦人(darah)｣ [という単数のものを複数形で示す語］や「六つの町(,appagaIT)｣ [と
いう複数のものを単数形で示す語］等において，あるいは， 「虚空の自性であるので虚奉件

(khasyasvabhavaPkhatvam)」 という ［第六格で語釈される語］において, [法と有法の］
13



以上，実体の三相の内容を検討したが， この三相は，上述した通り， 『量決択』

における他者排除論の唯一の所依典籍となる三つの中間偶(PVinn.29-31)を念頭

に置いたものと推定される33.

・第一相＝対象の他者排除:PVinn.29[=PVI､40]

・第二相＝諸法の無別異性:PVinn.30[=PVI.41]

・第三相＝法と有法の別異性:Pvmn.31[=PVI.42]

これらの三相は，実体(rdzas)の相として規定されているが，その理由が全く

明記されていないので，その理由は推測する他ない．それについては，排除作用の

箇所で，排除作用の対象の実相と併せて検討しよう．

このように，この定立作用の対象の実相とは，実のところ，ダルマキールテイが

説く他者排除の在り方を示すものに他ならないことが確認できた．特に，第三相に

示された法と有法の区別の増益については，後続の文章で， 『量決択』及び『量評

釈』の典拠を明示した上で， （1）増益の根拠(rgyumtshan), (2)増益の形相

(mampa), (3)増益の作用(byedpa) という三つの観点から詳しく解説して

いる．そこに引かれた典拠から，以下の対応関係が確認される．

・増益の根拠=PVinn.30ab[=PVI.41ab]

・増益の形相=PVinn.28cd[=PVIY236cd]

区別と無区別を設定することには，如何なる根拠があるのか． ［何の根拠もないのである.］

(I.67)」

ここで「 ［普遍］実在論者(vastuvadin) 」 とは，先に紹介した『タット・ヴァサングラハ・パ

ンジカー』では， 「定立を語の対象と説く者(vidmsabdarthavadin) 」に相当するが，その見解
がここで批判されている． この一連の偶において，ダルマキールテイは，単数形・複数形等の

数や第六格等の格の適用は，事物(vastu)に依拠するのではなく，話者の言表意欲(vivak") ,
即ち，分別知に依拠するということを明言している．それ故, d面鋤のように単一のものに対し

て複数形が， §amaga面のように複数のものに対して単数形が適用されることがあり，虚空(kha)
と自性(svabhava) という同一自体のものに, khasyasvabhavah(虚空の自性, i.e.khatva)と第
六格が適用されることがある． もし，言葉が実在する事物に依拠するものであれば， このよう

なことはあり得ないので， これらは分別知によって仮設されただけのものと見倣される．

33尤も，この第二相と第三相は密接に関連しているので，このように綺麗に分けられないかもし

れない．ちなみに， タルマリンチェンは， 『解脱道解明』において，同様に「事物の実相(dngos

po'ignaslugs) 」等の三科段を立てているが（同書p､70) ,そこでは，以下のような解釈を提示
している．

1．事物の実相:PVI.40-41ab

2．知の把握方法:PVI.41cd

3．知が対象を如何に理解する仕方:PVI.42

タルマリンチェンによれば，事物の実相の所依典籍は, PVI.40-42の三偶ではなく, PVI.

40-41abに限定されている． ここでツァンナクパは，特に， この三偶と対象の実相の三相の対応

関係を明記しておらず， これはあくまで筆者自身の解釈であることに留意されたい．
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・増益の作用=PVinn.30cd[=PVI､41cd]

増益の形相のみを除き, PVinⅡ､30から派生した主題であることが分かる34.そ

こには,ダルマキールテイの他者排除論に対するツァンナクパの解釈が窺われるの

で，少し長いが，その重要性を鑑み，全文を紹介しておこう．

（1）増益の根拠(sgro'dogspa'iIgyumtshan) :

壺と青・所作・無常等の無別異の実体に対して，法と有法等の区別を増益する根

拠については， こう述べている．

「それもまた，何に基づき［法と有法等の区別を］増益するのかという根拠

は， 「諸対象（＝自相）には，何であれ，或るもの（＝同類と異類）からの

反転があるが，それ（＝その他から反転）を根拠とする」 (PVinn.30ab=PV

I､41ab)と云うことにより, [法と有法等の区別の増益は,] (1)別異の反体

から反転したもの(ldogpathadadlaslogpa)と, (2)分別知において，別

異の普遍として表象すること(rtogpalaspyithadadparsharba)に基づく.」

（『善説集成』117a335)

解説があまりに簡略なので，文意を取るのが難しいが，恐らくは， こういう意味

であろう．即ち，壷と青・所作・無常等は，無別異の実体であるが，それぞれ，別

異の反体から反転したものである．例えば，青は，非青から反転したものであり，

所作は非所作から反転したものであるからである．それ故，分別知において， 「青」

や「所作」というように，別異の普遍として顕現する．そのように分別知に別異の

普遍と顕現することに基づき,青と所作等の区別が増益される，という意味である．

ここには明記されていないが，青や所作等のように，同一自体／実体であるが，別

異反体であるものを，＜同一自体／実体36にして別異反体なもの(ngobo/rdzasgcig

34実は， 『善説集成』には, PVinn.29-31に対する註釈の部分に同名の科段が見出される．そ

こでは，増益の根拠はPVinn.29に対する科段[116b2f] ,増益の形相はPVmn.30abcに対す

る科段[116b3f] ,増益の作用はPVinn.30dに対する科段[116a4]に対応するが, PVinn.31

に対しては， 「小結(skabsdonbsduba) 」という科段が立てられている．他方， ここでは，上

述の解釈が示されており，関連する偶の位置が一致しておらず，一貫性を欠いている． ここで

は増益の形相としてPVinn.28cdが引かれているが，内容的にはこれもPvinn.30に示されて

いるので，基本的には， この増益の三項目はPVinn.30から派生したものと見てもよかろう．

35deyangganglassgro'dogspa'irgyumtshannidonganglasldogpade'irgyucan[PVinⅡ､30ab
=PVI.41ab]cesbyabasldogpathadadlaslogpadangrtogpalaspyithadadparsharbalasso"
36自体(ngobo)と実体(rdzas)の関係はかなり微妙であり，学者により解釈の相異が見られる．
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laldogpathadad)>と称する． この用語は，後代のゲルク派の論理学書にも頻出

するが，既にチャパやツァンナクパの論理学書に見出されることが確認される37．

ツァンナクパによる実体と反体の設定については，後述する．

（2）増益の形相(sgro'dogspa!irnampa) :

さらに，法と有法等の区別を増益する形相については， こう述べている．

「如何に［法と有法等の区別を］増益するのかという形相は， 「それを有す

るものではないが，知覚されたものと結び付けられる」 (PVmn.28bc=PV

IV236bc38)と云うことにより，分別知の把握［対象] (=対象普遍）を, [直

接知覚により］知覚された対象（＝自相）の法と結び付けて， ［両者を］混

同することである.」 （『善説集成』117a3f39)

同一実体である壷と青・所作等は，分別知において，別異の対象普遍として顕現

するが，それを，対象の側において成立しているものと判断することを意味する．

ツルトウンは，これを， 「分別知において別異の普遍として表象した仮設されたも

のである知の法(bltagspablochos)を，知覚されたものである対象の法(mthong

badonchos)に結び付けて判断すること」 と解説している40.例えば，所作性とい

う普遍を所作という自相と同一視することの如きである．

(3)増益の作用(sgrobtagspa'ibyedpa) :

他方，増益の作用については， こう述べている．

「増益されたものの作用は， 「その特殊［により］理解されることになる41」

(PVinll.30cd=PVI.41cd) と云うことにより，単一の対象が法と有法と

いう多くの区別されたものとなり，それに対して，多くの反対項の増益を断

ツァンナクパに関して言えば，後で実体と反体の設定の箇所で言及するように，両者を同義と
して立てている．

37例えば， 『意闇払拭』40b7,42b7;『善説集成』38a5,108bl等参照．

38atadvanapisambandhatkutaScidupanryate/dMimbhedaSrayais, te'pitasmadajnataviplav恥"；
Tib.bsladpadedangdedaggi/'brelpa'ga'lasdeldannyid"minyangmthongbarsbyor,desna"de
dagbsladpa'angshesmayin"
39jiltarsgro'dogspa'imampanideldanminyangmthongparsbyor[PVinn.28bc=PVⅣ、
236bc]cespasrtogpa'igzungpademthongpadongyichossusbyorzhingsreba'o"
40 『智慧灯明』p. 13.6f参照．
41蔵訳から訳出しておくが，梵語原文からの翻訳（西沢2014,p.247)とはかなり異なる．

16



ずることである.」 （『善説集成』 117a442)

壷と青・所作・無常等は，単一の実体として無別異に存在しているが，分別知に

より，法と有法等の区別が仮設され，それに対して，反対項の増益，例えば，所作

に対しては非所作，無常に対しては常住と把握する増益を断ずることを通じて，所

作や無常等が各々別個の法として区別して理解される．それ故，壷が所作であると

理解される時には，壷を非所作と把握する増益が排除される以外に，常住と把握す

る増益は排除されないので,壷が無常であることは理解されることはない.それ故，

「壷は無常である．所作であるから」と証因を立てた場合，壷所作という宗法が理

解されても，壷無常という所証に対する論証意欲が存在するので，所作は壺が無常

であることを論証する正しい証因として認められることになる．

以上のように，無別異の自体である壷や青・所作・無常等に法や有法等の区別を

立てることは，分別知による増益であることを示してから，個体としての諸壺に対

して， 「壷」と単一の言説を与えることもまた，分別知による増益であることが示

されている43．

「また，場所と時と形相が別異の諸々の壷は， 「同類と異類の事物から反転

した」 (PVinn.29cd=PVI.40cd)という仕方で，相互に随伴しないものと

して存している．なぜならば，ある一つものに知覚される法は，他のものに

は知覚されないからである． しかしながら， ［それら別異の諸壺に対して］

「壷一般(bumpatsam44)」 といって単一の言説を為すことは増益されたも

のである．なぜならば，それもまた，全ての［壷の］根拠［を有するもの（＝

全ての壷)] (Igyumtshanthamscad45)に対して，非壺から反転したく太腹

なもの46＞等の［壺の］一般的定義の対象普遍が一つ表象することから，形

相が知覚される別々の諸対象（＝諸壺）を覆障し， 「これこれもまた，壺一

42sgobtagspa'ibyedpanikhyadpar[gyis]rtogs'gyur[PVinⅡ､30cd=PVL41cd]cespasdon
Cignyidchosdangchoscandbyebadumar'gyurzhingdelabzlogpa'isgro'dogsdumagCodpar
byedpayinno"

43ツルトウンは， この議論に対しても，先きと同様に，増益の根拠等の三つを立てて詳しく解
説している． 『智慧灯明』p. 14参照．
44ここでt32mという語は,matraという梵語の訳語であるかと思われる． これは， ここでは対
象普遍を含意している．

4sこの語の語義が判然としない．文脈的には，全ての壷を示す語が来るはずである．

“これは壷の定義(mtshannyid)に相当する．後代では， より厳密に， 「太腹・平底・水を保持
する目的を達成するもの(ltoldirzhabszhumchuskyorgyidonbyednuspa)」と定義される． 『ラ
トウドウタ』p.22.14f参照

17



般である」と一つに混同することにより，作用と定義が同一のもの(byedpa

mtshannyidcig47,全ての壺）に対して, [非壺という反対項の］増益が断ぜ

られるので，類を有する全てのもの（＝同類のもの）に対して， ［これは壷

ではないのではないかという]疑いを生じさせることはないのである.」(『善

説集成』117a4-648)

これは，相異なる個々の壷に対して， 「壷」という共通の語が適用される根拠を

述べたものである●端的には，他者排除の原義に他ならない．即ち，非壷から反転

したものとして規定される壷の普遍が分別知に顕現し，それが，諸々の壷の個別性

を覆障して， 「壷」という語が共通して適用される根拠となる．それこそが他者排

除であるが，留意すべきは， ここでツァンナクパは，それを他者排除として規定し

ていないことである． ここから，ツァンナクパは，語の適用対象が，分別知に顕現

する共通の相としての対象普遍であること，及び，その理由をもほぼ正確に理解し

ているが，それを「他者排除」と称することだけが理解されていなかったことが判

明するのである．

このように， ツァンナクパは， （1）壺と青・所作・無常等が法と有法等として

区別されることは分別知による増益であること，及び， （2） 「壷」 という語が共

通して適用されるのは,分別知において非壺から反転したものとして顕現する対象

普遍に対してであり，それは，相異なる諸々の壷の個別性を覆障して，同一のもの

と混同することを通じてであると解説していることを明らかにした． この二つは，

順に’ （1）壷と青・所作・無常等の同一実体のものを，法と有法のようにく別異

のものとして増益すること (thadaddusgro'dogspa)>と, (2)それとは逆に，

諸々の壺等の別異実体のものを， 「壷」 というく同一のものとして増益すること

(gcigtusgo'dogspa)>に対応している．そして，最後に， 『量評釈』－『量決

47この語の語義もまた判然としないが，文脈から判断して，直前のrgyumtshanthamscadとい
う語と同様に，全ての壷を指す表現かと思われる．個々の壷は，場所・時・形相が各々異なる
個体であるが，その壷としての作用（＝水を保持する能力）や定義（＝太腹なもの）は共通して
いるので， このように表現されるものと推察される．

48yangyuldusmampathadadlWibumpamamsmthundngosgzhangyidngosdaglasldog[PVI
40cd=PVinn.29cd]cespa'itshulgyisphantshunIjessumi 'grobargnaspayintegciglamthong
pa'ichosdegzhanlamamthongpa'iphyirro"'onkyangbumpatsamzhesciggithasnyadbyedpa
nisgrobtagspayinte/deyangrgyumtshanthamscadlabummayinlaslogpa'iltoldirbalasogspa
spyi'imtshannyidkyidonspyigcigsharbalas/mampamthongpa'idonsosobamamslabkabte'di
dang'di 'angbumpatsammozhescigdusrespas/byedpamtshannyidciglasgo'dogschodpas
rigscanthamscadladogspamskyebarbyeddo"
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択』ではない一から一偶を引用して， こう総括している．

「そうであれば， 自相としての対象には，別異の随伴はないが，迷乱の根拠

を有する分別知により，一と多として増益されたのである．即ち， 『量評釈』

において， 「勝義に属する諸対象は，それ自身として， ［他と］混同されず，

区別されない．それら（＝勝義に属する諸対象）に対して，単一の形相と多

数の形相［を判断するの］は，知の迷妄(upaplava)である」 (PV1.8749)

と説かれているようなものである．」 （『善説集成』117a6-750)

ここで， 「勝義に属する事物」とは， 目的達成可能な事物，即ち， 自相に他なら

ない．それに対して，上述の仕方で，－と多の形相を増益するのは，対象の実相で

はなく’ 「知の迷妄」 ，即ち，無始以来の習気から生じた迷乱した分別知5,である

と表現されている．

以上，定立作用の対象の実相に関するツァンナクパの解説を紹介した． これは，

形式上は，定立作用の科段の下に位置づけられているが，その内容は，端的に言っ

て， 『量決択』及び『量評釈』に見られる他者排除論の解説に他ならず，定立作用

の知としての直接知覚の議論を遥かに越えたものである．それは，端的には，直接

知覚ではなく，むしろ，分別知に関連する主題であり，正直，なぜこれが，排除作

用ではなく，定立作用の下で論じられているのか判然としない程である．

また， ツァンナクパの他者排除理解は，前述したように，その解説を見る限り，

かなり正確なものであり，先きに紹介したシヤーキヤチョクデンの評価52を遥かに

越えた勝れたものであることが判明した．ただ，ツァンナクパは， これが「他者排

除」に相当することだけを理解していないことは，繰り返し強調しておく．

(2)定立作用の知の把握方法：

49PVI. 87: samsIjyantenabhidyantesvato'rthaiparamarthikah/mpamekamanekamcateSu
buddherupaplavaり／

sodeltarnadonranggimtshannyidrjes'grothadadmedkyang'khrulpa!irgyumtshancangyirtog
pascigdangdumanyiddusgrobtagspayinte/jiskadduIMImgrellas/dampa'idongyidon
rnamsni/ranggis'dredangthadadmyed(min,PV)/delas(la,PV)ngobogcigpadang/duma
blo'i(bloyis,PV)bsladpayin/[PVI､87]zhesgsungspabzhinno"

5!CfPVVp. 287.8:buddheranadivasanopahatayaupaplavomithyopadarSanam/;PVSVTp.
192.21f:buddhervikalpakayaupaplavobhrantii/

52西沢2014,p､251参照．
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次に，定立作用の知の把握方法についてであるが，対象の実相の詳細な解説に比

べて，ごく簡単な解説が見られるだけである．その全文は以下の通りである．

「第二知の把握方法は，無分別知が対象を知覚するだけであり，即ち，顕

現によって作用するのである.」 （『善説集成』117a7-853)

ここには，定立作用は無分別知が対象を知覚する作用と規定されており， 「顕現

により作用するもの(snangpasiugpa) 」と換言されている． この「顕現」という

作用は，前述したように，無分別不迷乱知の知の作用としてチヤパが提示していた

ものである54． ここから，定立作用と顕現作用の同義性が確認される．

（3）知と対象が一致することを考察すること：

このように，先行する対象の実相と知の把握方法の二つの科段において，定立作

用の対象と知の在り方を解説した後で，この科段においては，対象の三つの実相と

それを理解する認識手段の対応関係について議論されている．特に，壷を把握する

直接知覚において,青と所作と無常等が無区別なものとして顕現することを論証す

る推論についてかなり詳しい論述が見られるが，ツァンナクパの主張の肝要な点は

「対象の実相」の科段において明確な形で既に示されているので，ここではその紹

介は割愛する．

Ⅲ1.他者排除に関するツァンナクパの見解：

以上のように，ツァンナクパは定立作用についてかなり詳しく解説しており，そ

れは他者排除に関する注目すべき解説を含むものであることが確認された.そこで

次に，他者排除ないし排除作用に関するツァンナクパの解説を紹介しよう．その当

該箇所の科段骨子は以下の通りである．

他者排除の作用(gzhanselpa'ilugpa) [『善説集成』118b4-119a2]

1．定義(mtshannyid) [118b4]

2．定義基体(mtshangzhi) [118b4]

3．排除が反体(ldogpa)を対象とするものであると論証すること[118b5]

53gnyispablo'i'dzmstangsnirtogmyeddonlaltabatsamstesnangpasIjuggo"
54西沢2014,p.264参照．

20



1．対象の実相(dongyignaslugs) [118b5]

2．知の把握方法(blo'i'dzinstangs) [118b6]

3．知と対象が一致することを考察すること (blodonmthunpabsampa)

[118b7]

この科段構成は，定立作用の箇所と基本的に一致している．唯一の違いは，定立

作用が実体を対象とするものであるのに対して,排除作用は反体を対象とするもの

となっている点のみである．前述したように，他者排除論を独立した主題として科

段設定して，その定義や定義基体を立てることはチヤパの『意闇払拭』には見られ

ず，現存する資料による限り， このツァンナクパの設定が最も古いものである．そ

の意味で，これはチベットにおける他者排除論の形成過程を検討する上で，資料的

に極めて重要な箇所である．

1．他者排除の定義と定義基体：

ツァンナクパの他者排除／排除作用の定義と定義基体は以下の通りである．

「[他者排除の］定義は， ＜それと判断する力により ［それより］他のもの

と把握することを排除するもの(derzhenpaiistobskyisgzhandu'dzinpasel

pa)>である55.定義基体は，例えば，煙から火［がある］と判断する［推

論］等の，判断対象に対して不迷乱［な分別知] (zhenyullama'khrulpa)

と疑念(thetshom)の分別知である.」 （『善説集成』118b4f56)

チヤパは，他者排除の意味を解説はしていたが，明瞭な形で定義は提示していな

かった．それ故， このツァンナクパの定義57は，チベット人学者による他者排除の

最も古い定義，ないし，少なくても，その一つであると言える． この定義は，チャ

パが提示した分別知の三つの作用，即ち，顕現(snangba) ・判断(zhenpa) ・排

除(selba)の三つを念頭に置く場合，なかなかに示唆的なものである．即ち， こ

の定義は，前半部分と後半部分に分けられるが，前半部分では，分別知の三つの作

55後続の箇所では， 「それに対して他のものと把握することを排除するもの(delagzhandu'dzin
paselpa) ｣ (『善説集成』 119a3) という定義も挙げている．

56mtshannyidniderzhenpa'istobskyisgzhandu'dzinpa'o"mtshangzhimdpernadubalasmer
zhenpalasogspa'izhenyullama!khrulpadangthetsom(=tshom)gyirtogpamamsso"
57この定義は， ウユクパにより批判されることになる． 『正理成立』p.98.7-10参照．それにつ
いては後述する．
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用のうちの判断の作用が，後半部分には，排除の作用の二つが示されているのであ

る．例えば，壷を把握する分別知は，壷と判断する力により，その対立項である非

壺と把握することを排除する知であるので，排除作用である． この二つの作用は，

所謂’断定(yonggcod,*pariccheda)と断除(mambcad,*vyavaccheda)に他なら

ない． この断定と断除は，一つの知の表裏一体の作用なので，別々の知の作用とし

て分けることは出来ない．そしてのこの二つの作用を備えたものこそが，排除作用

と定義されるのである．

この排除作用の定義基体として， （1）推論等の判断対象に対して不迷乱な分別

知と （2）疑念の二つが挙げられているが， ここで「判断対象に対して不迷乱な」

という限定に留意する必要がある． これは，判断対象に対して迷乱した知である有

分別誤知(rtogpalogshes)を排除するので， ツァンナクパは，有分別誤知に排除

作用を認めていなかった可能性がある．もしそうであれば，有分別誤知にも排除作

用を認めていたチヤパ58とは解釈を異にすることになるが，他方において，有分別

誤知はこの排除作用の定義を充足するようにも見える． この点は微妙であるので，

後で再度検討しよう．それ以外の憶測や再決知，確定知などは， ここには明記され

ていないが,判断対象に対して不迷乱な知であるので,排除作用として立てられる．

また，二辺に定まらない知である疑念もまた他者排除と見倣されていることは留

意すべきである．チャパもまた，疑念に排除作用を認めるので，その点で両者は解

釈を共にしている．

このように，排除作用とは，分別知の作用であり，無分別知には当然のことなが

ら認められないが， このことは，同時に，ツァンナクパが，無分別知に，判断と排

除の作用，即ち，断定と断除の作用を認めていないことを意味している．直接知覚

に対象確定作用を認めるか否かということについては，チベットのみならず，イン

ドにおいても長い議論があるが59，少なくてもこの定立作用と判断作用の設定を見

58西沢2014,p.259参照
59直接知覚に対象確定作用を認めるか否かという問題の起源は，ダルマキールテイ自身がその

件について一貫性を欠いた記述を残していることに由来する．そのため，後代のインド及びチ

ベットの学者達の間には，その件を巡って解釈の相異が起った．それについては，西沢2011b,

Vol.2,pp.450-467;2013a;2015を参照．そこで，ダルマキールテイの註釈者達の中で，シヤー
キャブッデイやアルチャタは直接知覚に対象確定作用を認めない立場であるが，ダルモーッタ

ラは条件付きで対象確定作用を認めること，そして， このダルモーッタラの解釈が後代ゴク翻

訳師を通じてチベットに流布し強い影響力を持ったことを明らかにした．
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る限り，ツァンナクパの立場は，直接知覚に，対象確定作用を認めない立場と推定

される60.

2．排除が反体を対象とするものであると論証すること：

このように，ツァンナクパにとっても，チャパ同様に，他者排除は，分別知の作

用の一つとして捉えられていたわけであるが，それは，反体(ldogpa,*vyavrtti)

を対象とするものであることが明記されている．前述したように，定立は実体

(rdzas,*dravya)を対象とするものとされ，その点で，両者は対照的である．この

「反体」という概念は，インド原典の文脈では，他者排除とほぼ同義の意味で用い

られているものであるが61,ツァンナクパは， ここで，それを他者排除それ自体で

はなく，その対象と見倣している． この第三の科段は，定立作用の箇所と同様に，

「対象の実相｣等の三つに科段分けされているが,順にその内容を検討しておこう．

(1)排除作用の知の対象の実相一反体の三相一：

まず， 「対象の実相」の科段の内容は以下の通りである．

「第一は， （1） ［煙から火を把握する］推論の判断対象である火性（＝火62）

と， （2）それ（＝火）の所作と無常が別異を欠くことと， （3）場所・時・形

相が別異の諸々の火は随伴なく存するものであること［である］が，それに

60但し， ツァンナクパ， さらにはチヤパは，認識手段を反対項の増益を排除するものと規定し

ているので，直接知覚の認識手段が反対項の増益を排除するものであるのか否かについて，矛
盾が起るように見える．その点については別稿にて検討することにする．チャパの認識手段論

については，西沢2010に簡略に紹介した他，西沢2011b,Vol.2,pp. 163-185を参照． ツアンナ
クパの認識手段論については，西沢2011b,Vol.2,pp・ 173-185を参照
6】例えば， ジネーンドラブッディは, vyavrtti (Tib・ ldogpa)/anyapoha(Tib. gzhansel)/
vyavaccheda(Tib.rnamparbcadpa)を同義語(paryaya) と明言している． PST253b6: ldogpa
danggzhanselbadangdongzhanmambargcodpazhespalasogspamamsnimamgrangsyin
zhing/...

62原文は,menyid(Skt.agnitva)とあるが， これは普遍(spyi)を指す表現である．詳細は後述
するが， ツァンナクパは，普遍を分別知によって仮設されただけ非事物とは解釈せず，単に，

＜異類から排除されたもの＞と規定している．それ故， ここで「火性」といっても，分別知によ

って仮設されただけのものではなく， 目的達成可能な事物ないし自相としての火そのものを意

味することに留意する必要がある． これが火を指すことは，推論の判断対象(zhenyul)と規定
されているところから明らかであるが，実際， 『智慧灯明』の平行句（同書p.19.18)では，mer
gnaspa(火として存するもの）と換言されている， これは火に他ならない．チャパ自身， 『量決

択チヤパ註』の平行句では，喰例が些か異なるが， この語はmirtagparglaspa(無常として存す
るもの）と記されている（同書27a5) . このようにサンプ系学者にとって，普遍と自相は対立概
念ではないので，その点に留意する必要がある．
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対して，別異や随伴が増益された仕方は，前述した通りに認められるであ

る．」 （『善説集成』118b5f63)

ここでは，分別知の判断対象である自相の在り様について解説されているが，こ

れは，多少の語の出入りは見られるが， 『意闇払拭』に見られる「事物の実相」の

科段の記述を引き写したものである．その内容については既に解説したので"， こ

こでは繰り返さない．定立作用の知の対象の実相の科段では， 『量決択』や『量評

釈』から多数の引用が見られ,他者排除論に関する主題が比較的詳しく論じられて

いたが，ここでは原典からの引用は見られず，またその内容も定立作用の対象の実

相の箇所に比べると， より簡略なものである．またここで，無別異の実体である所

作と無常に別異性が増益された仕方や，場所．時．形相が別異の諸々の火に対して

随伴一即ち，単一の「火」－が増益された仕方は，先きに紹介した定立作用の

「対象の実相」の科段において既に解説されたので， ここで， 「前述した通りに」

と言うのは，それを念頭に置いてのことである．

ところで， このように，定立作用と排除作用の設定には，共に， 「対象の実相」

という同名の科段が見出されるのであるが，その両者は一体如何なる内容的な関係

があるのであろうか．その点を次に検討しておこう．

（2）定立作用と排除作用の対象の実相の関係：

まず最初に，留意すべきは，この二つの「対象の実相」という科段が，順に， 「定

立が実体を対象とするものであると論証すること」と「排除が反体を対象とするも

のであると論証すること」という二つの科段に属している点である．その科段名に

明示されているように，定立作用は，実体(rdzas,*dravya)を対象とするものであ

り，排除作用は，反体(ldogpa,*vyavrtti)を対象とするものである以上，その対

象の実相とは，順に，実体の実相と反体の実相に相当するはずである．詳細は後述

するが，ツァンナクパによれば，実体とは，反体の諸法が離れることなく集合した

ものであり，反体とは，その実体に属する諸法を指す．例えば，火は，所作や無常

等の諸法が不可離に集合したものであるので，実体であり，その火に属する所作や

63dangponiIjesdpaggizhenyultemenyiddangde'ibyasmirtagthadadgyisstongpadangyul
dusmampathadadkyimernamsIjes'gromyedpargnaspalathadadrjes'grosgrobtagspa'itshul
sngamabzhindubltabarbya'o"

“西沢2014,p.260f参照，
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無常等の諸法は反体とされる.果たして,定立作用と排除作用の科段に示された｢対

象の実相」は，そのような実体と反体の実相となっているのであろうか． さらに，

その両者は如何なる関係にあるのであろうか．その点を比較検討するために，定立

作用と排除作用の対象の実相を以下に列挙しておく．

一見して疑問に思うのは，これらは，本当に実体と反体の実相となっているのか

という点である．例えば，反体の三相であるが， これは，火ではなく，火に属する

所作や無常等の反体の在り方を示すものであるはずであるが，実際には，所作や無

常等の在り方に言及した規定は，第二相のみであり，第一相と第三相は，実体であ

る火の在り方を示すものとなっている．他方，実体の三相においては，第一相は確

かに，実体の在り方を示すものであるが，第二相は，所作や無常等の反体の在り方

を，第三相は，実体である壷と反体である所作等の両者の在り方を示している．

実際これらの三相はむしろ逆転させたほうが妥当に見える程である．例えば，

定立作用の対象の第三相であるが，壷と所作・無常等に立てられた法と有法の区別

が増益されたものであることは,定立作用の知である無分別な直接知覚の対象の在

り方を示したものではなく，むしろ,分別知の対象の在り方を示したものであろう．

なぜならば，直接知覚には，青と所作と無常等は無別異の同一実体として顕現する

のであり，それが法と有法という形で顕現するのは，直接知覚ではなく，分別知に

おいてであるから．そもそも，増益は分別知以外には存在しない．同様に，排除作

用の対象の第三相にしても，場所と時と自性が別異である火が他のものと混合せず

25

定立作用の対象の実相（＝実体の三相） 排除作用の対象の実相（＝反体の三相）

1 壷等が非青から反転した青として存すること 火性（＝火）

2 青・所作・無常等は，無別異の実体（＝同一

実体）として存すること［＝諸法の無別異性］

火に存する所作と無常とが別異［実体］を欠

くこと（＝同一実体であること） ［＝諸法の

無別異件］

3 無別異の実体である壷と青・所作・無常等に

対して法と有法等の区別を立てることは，増

益であること［＝法と有法等の別異性］

場所と時と自性が別異である火は， ［他と］

混合せずに随伴なく存すること（＝同類・異

類の全ての他から反転したものであること）

[＝自相の唯一性］



に随伴なく存することは，直接知覚に顕現するものであり，分別知においては，場

所と時と自性が別異である諸々の火は， 「火」という単一の普遍相の仕方で顕現す

るので，それは，分別知の知の対象の在り方ではなく，無分別知の対象の在り方と

考えるのが自然かと思われる．

さらに， この両者のうち，第二相は，共に，所作と無常等が無別異であることを

示した同一の規定に他ならないので,定立作用と排除作用という相対立する知の対

象の共通の相とするのは疑問である．実際，所作と無常等が無別異に捉えられるの

は，定立作用の知によってであり，排除作用の知には，この両者は区別された形で

顕現するのである．

振り返るに，チヤパが，特に分別知の設定においてのみ， 「事物の実相」という

科段を設定し,無分別知にはそれを設定しなかったことには相応の理由があったは

ずである．チャパが「事物の実相」と言った場合，分別知の顕現対象は事物ではな

く対象普遍であるので，それは，分別知の顕現対象ではなく，その判断対象ないし

行動対象の在り方を念頭に置いていたことは疑いない．つまり，分別知には， （1）

自相としての火ではなく火の対象普遍が顕現し， （2）所作や無常等は別異のもの

として顕現し， （3）場所と時と自性が別異である諸々の火は， 「火」 という無別

異の相（＝火の対象普遍） として顕現するが，そのように事物が分別知に顕現する

在り方は，増益された在り方であり，事物の真の在り方ではない， ということを示

す為に，チヤパは「事物の実相」 という科段を立てたものと推定される．それ故，

それは，分別知に顕現する仕方を離れた，事物の真の在り方であり，ツァンナクパ

が言うように,排除作用の対象である反体の在り方を示すものではなかった.実際，

この定立作用と排除作用の対象として，実体と反体を立てることは，ツァンナクパ

独自の設定であり，チャパには全く見られないのである．その点で，両者の間には

その解釈に乖離が見出される．

他方，チャパが定立作用に， 「事物の実相」の科段を立てなかった理由は明白で

ある．なぜならば，定立作用の知である直接知覚には，分別知とは異なり，事物は

あるがままに顕現するので，その実相を設定する必要は全くないからである．あえ

て立てるならば，それは，分別知の科段に立てられた事物の実相と全くの同内容と

なる．なぜならば，事物は，それが分別知と直接知覚に顕現する仕方は異なるが，

事物それ自体の在り方は，分別知にとっても，直接知覚にとっても全く変わらない
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からである．それ故， 「事物の実相」を， 「対象の実相」 と換言し，定立作用と排

除作用に別々にそれを設定したツァンナクパの解釈は,チヤパの本来の意図からは

逸脱したものであり， さらには後退したものと言わざるを得ない．

さらに，定立作用の知が実体を対象とし，排除作用の知が反体を対象とするとい

うツァンナクパの解釈もまた，その妥当性が疑われるものである．例えば，壷を把

握する直接知覚には，壷のみならず，所作や無常等もまた顕現するので，実体のみ

ならず反体もまたその対象（＝把握対象）であることになる．また，火が無常であ

ることを理解する推論は，無常のみならず，火をも対象とするので，反体のみなず

実体をも対象とすることになる．その点をツァンナクパが如何に解釈していたのか

という点は，判然とせず，今後の検討課題として残されている．あえて，定立作用

の対象を実体に,排除作用の対象を反体に結び付ける必要性は見出されないように

思われる．

以上のように，ツァンナクパによる定立作用と排除作用の対象の実相の設定には，

多くの不明点や問題点が潜在していることが明らかとなった．但し，たとえツァン

ナクパの意図が如何なるものであったとしても,彼が定立作用の対象の実相の箇所

において， 『量決択』のみならず， 『量評釈』をも典拠として，他者排除論を議論

していることは無視できない事実である． これは，チベット人学者が他者排除論を

論じた最も初期の例の一つであり， しかも，単なる註釈としてではなく，独立した

設定として論じたものである点で，資料的な価値は極めて高い．

（3）排除作用の知の把握方法：

続く， 「知の把握方法」の科段では，推論を例として，分別知の三つの作用が列

挙されている．即ち，

「第二．知の把握方法は三つある．即ち，証因から生じた知（例：煙から峠

に火を理解する推論）には， （1）把握されたもの（＝分別知の把握対象）で

ある仮設された火の形相（＝火の普遍相）が顕現すること (snangba) と，

（2）それ（＝火の普遍相）を外部対象である事物としての火（＝火の自相）

と判断すること (zhenpa) と, (3)その力(=火が存在すると把握する推

論の力）により火は存在しないと把握することを排除すること (selpa)で
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ある．」 （『善説集成』118b6f65)

ここには，推論の作用として， （1）顕現， （2）判断， （3）排除の三つが挙げ

られている． 『意闇払拭』では，先きに引いた「事物の実相」の科段の直後に，同

名の科段が見出されるが，内容的には，この科段よりも，むしろ， 「分別知の作用」

の科段（『意闇払拭』4a2)を踏襲したものである． ここでは特に推論が例として

挙げられているが，これは分別知一般が事物を把握する仕方である．それは以下の

ように纏められよう．

（1）まずこの分別知に火の普遍相が顕現する．それは分別知により仮設された

だけのものであり， 自相のように実在するものではない． ［＝顕現の作用］

（2）次に， この分別知に顕現した火の普遍相を，外部に実在する自相としての

火と判断する，即ち，同一視する． ［＝判断の作用］

（3）火があると判断すると同時に，火がないと判断する反対項の増益を排除す

る． ［＝排除の作用］

これは直接的にはチヤパの設定を踏襲したものであるが,特にチベット人学者の

独創的な解釈というわけではなく，インド原典に遡ることが出来る解釈である．

（4）知と対象が一致することを考察すること：

「対象の実相」では対象の三相が示され， 「知の把握方法」においても三つの知

の把握方法が示されたが，この第三の科段ではその両者の対応関係が議論されてい

る．ツァンナクパによれば，対象の三相のうち，第一相については両者は一致する

が，残りの二相については一致しないことを, PVinn.8やPVI.48cdを引用しつ

つ解説している．その詳細については紙面の余裕がないので， ここでは割愛する．

IV.定立作用と排除作用の何れでもない知：

以上，定立作用と排除作用の二つの知の作用を解説した．最後に， この何れの作

用も有しない知について検討を加えておこう．ツァンナクパの解説は以下の通りで

ある．

65gnyispablo'i 'dzinstangsnigsumste/rtagslas'ongspa'iblodelagzungpame'imampasgro
btagssnangpanyiddang/denyidbi(delete:kyi?)phyimldngospo'imerzhenpanyiddang/de'i
stobskyismemyeddu'dzinpaselpanyiddo"
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「分別知と無分別知のうち’迷乱した［知］には，定立と排除の定義は両者

ともに存在しないというのも，一つの説(lugscig)である.」 （『善説集成』

119a266)

ここで， ツァンナクパは，一つの説として，迷乱した分別知と無分別知，即ち，

有分別迷乱知（＝有分別誤知）と無分別迷乱知の二つを，定立と排除の何れの作用

もない第三の知として立てる一説を紹介している．これをツァンナクパは，他説と

して立てたのか，あるいは， 自説として認めていたのかという点が問題であるが，

上述したように，ツァンナクパは，無分別迷乱知には定立作用を認めていないこと

が確認されている。ただ’同様に，有分別迷乱知（＝有分別誤知）にも排除作用を

認めていないか否かについては微妙である．前述したように，排除作用の定義基体

としては，判断対象に対して不迷乱な分別知と疑念の二つしか提示しておらず，わ

ざわざ， 「判断対象に対して不迷乱な」という限定辞を付けているところを鑑みる

と’判断対象に対して迷乱した有分別迷乱知には，排除作用を認めていないように

見える．他方，ツァンナクパは，排除作用をくそれと判断する力により［それより］

他のものと把握することを排除するもの＞と定義しているが，有分別迷乱知もまた，

この定義を充足するように見える．例えば，語を常住と把握する有分別迷乱知は，

語を常住と判断する力により，それより他のもの，即ち，語を無常と把握すること

を排除するからである．その点を如何に解釈するかが問題である．

もしツァンナクパが，有分別迷乱知に判断作用を認めていたならば，この点で彼

は師であるチヤパと解釈を共有することになる．その場合には，分別知と無分別知

の何れでもない知としては，無分別迷乱知のみを立てていたことになる．他方， も

し，有分別迷乱知に判断作用を認めていないのであれば，その点で，師とは解釈を

異にし，その何れでもない知としては，有分別及び無分別の二つの迷乱知を立てて

いたことになる．その解釈は，まさにここに「一つの説」として提示されているも

のに他ならない．結局，ツァンナクパのこの記述を見る限り，彼はこの件について

確定的な判断を保留にしていたように見える．今は，暫定的に，有分別迷乱知は判

断作用の定義を充足していることを根拠として，ツァンナクパは，チヤパ同様に，

有分別迷乱知に判断作用を認めていたと解釈しておくが，この点は検討課題である．

"rtQgpadangrtogmedpala､khmlpamamslamsgmbpadangselpa'imtshannyidgnyiskamyed
dozhesbyabanilugsciggo"
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先きに紹介したように67,チヤパは， 「自身の身体を猿等［の身体］として修習

する分別知」の如き，＜外部対象として判断しない分別知＞には，定立と排除の二

作用を認めない． この点で，ツァンナクパとは解釈を異にしている．両者の解釈の

違いを纏めるならば，以下のようになろう．

1．チャパの解釈

・定立作用：無分別不迷乱知（＝直接知覚）

・排除作用：外部［対象］として判断する分別知（推論／憶測／再決知／有

分別誤知／疑念）

・その何れでもないもの：外部対象として判断しない分別知／無分別迷乱知

2．ツァンナクパの解釈

・定立作用：無分別不迷乱知（＝直接知覚）

・排除作用：全ての分別知（有分別迷乱知も含む？）

・その何れでもないもの：無分別迷乱知

V・他者排除論に関連する一連の主題の考察：

以上，ツァンナクパの他者排除論を，彼の『量決択』に対する註釈『善説集成』

を資料として検討した．そこから，ツァンナクパは，他者排除を知の側に結び付け

るチャパの解釈を基本的に踏襲しつつも，定立作用を他者排除（＝排除作用）の対

概念として新たに設定して，その定義等を明確に規定したこと， さらには， 『量決

択』のみならず， 『量評釈』をも援用して，比較的忠実にダルマキールテイの他者

排除論を解説していることなどが明らかとなった．特に，他者排除と定立を独立し

た主題として科段設定したことはツァンナクパの貢献である．そこで，次に， この

他者排除論に密接に関係した諸主題68についても，併せて検討を加えておこう．

‘7西沢2014,pp､259f,264,n.84参照．同註84に挙げた『意闇払拭』の文章(8a5f)には，二
月等が顕現する無分別不迷乱知は，事物に対して定立によっても作用せず，他者排除によって

も作用しないと明記されている．

“筆者は前稿の冒頭部（西沢2014,p.231)において他者排除論に関する四つの関連主題を提示
した．即ち， 1．否定(dgagpa,*pratiSedha)と定立(sgmbpa,*vidhi)の設定, 2.実体(rdzas,
*dravya)と反体(ldogpa,*vyavrtti)の設定, 3.普遍(spyi,*samanya)と特殊(byebrag,*viSe5a)
の設定， 4．言表者(Ijodbyed,*adhidhana)と言表対象(*briodbya,*abhidheya)の設定である．
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1．実体と反体に関するツァンナクパの見解：

前述したように，ツァンナクパは，定立作用を，実体(rdzas,*dravya)を対象と

するもの，排除作用を，反体(ldogpa,*vyavrtti)を対象とするものと規定した．

しかし，そこでは，実体と反体とは何を意味するのかということについては解説が

見られなかった．実は， この両者は， 『善説集成』第一章（直接知覚章）に既に解

説されていたものである．そこで，実体と反体に関するツァンナクパの基本的理解

をここに紹介しておこう．チヤパの『意闇払拭』には，実体と反体の纏まった設定

は確認されず，その定義等も明確に立てられていないので，このツァンナクパの設

定は，チベット人学者による最も古い実体と反体の設定の一つである．

ツァンナクパの実体と反体の纏まった設定は，＜定義・定義対象・定義基体の三

つの設定＞に属する「自体と反体の意味(ngobodangldogpaiidon) 」 という科段

[15a5-8]に見出される．その内容は以下の通りである．

「ここで， 「自体(ngobo,*svarnpakvabhava)」ないし｢実体(rdzas,*dravya)」

と云うのは， （1）事物(dngospo,*bhava/Vasm)それ自体ではない．なぜな

らば，普遍と特殊の二つにも［実体は］知られているからである． （2）自立

的に成立しているもの(rangdbangdugmbpa,*svatantrasiddha)でもない．

なぜならば，仮有(btagsyod,*prainaptisat)にも同一と別異の実体は立てら

れるからである． （3）外教徒の如く，有法(choscan,*dhannin)と法(chos,

*dhanna)に対して実体と反体と云うのでもない．なぜならば，反体なくし

ては実体は存在しないからである．それ故，＜反体の諸法が離れることなく

集合した対象＞が，それらの「実体」と云われ， ＜［そのように反体の諸法

が］集合したものを有するもの（＝実体）の諸法＞を「反体」と云うのであ

る． ［例えば,］鎧(khrab)と［鎧の］紋章(byangbu)の如しである.」 （『善

説集成」 15a5-769)

ここで， ツァンナクパは，まず最初に， 「自体(ngobo) 」 と 「実体(rdzas) 」

が同義であることを示しているが，その点は，ツァンナクパの用語法に関連して重

69 'dirngobo'amrdzaszhesbyabadngosponyidnimayintespyidangbyebraggnyislayang
gragspasso"rangdbangdugmbpa'angmayintebtagsyodla'angIdzascigdangthadadjogpas
so"phyirolpa'i(read:pa?)ltarchoscandangchoslardzasdangldogparbIjodpa'angmayinte/
ldogpalasmagtogspa'irdzasnyidmyedpa'iphyirro"desnaldogpa'ichosmam3bralmishespar
'duspa'idonnidedaggirdzassubljodcing'duspacangyichosmamsldogparbIjodpayintekhrab
dangbyangbubzhinno"
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要である． この両概念の異同については，後代，ゲルク派においてしばしば論じら

れることになる．ツァンナクパにとっては，例えば，同一自体(ngobogcig)と同

一実体(rdzasgcig)は同義である．それから，実体と反体の定義に関して，三つ

の他説を挙げて批判しているが， この「実体」という概念は，論者により，かなり

解釈の揺れが見られる厄介な概念であり，その解釈を巡っては多くの議論があるが，

今はそれに触れず，ツァンナクパの定義70を挙げるに留めておく．

・実体の定義：反体の諸法が離れることなく集合した対象(ldogpa'ichosmams

'bralmishespar'duspa'idon)

・反体の定義:[反体の諸法が]集合したものを有するもの(＝実体)の諸法('dus

pacangyichosmams)

ツァンナクパによれば，実体とは，端的には，反体の諸法の集合体である．例え

ば，火は所作や無常等の多くの反体が集合したものであるので，実体と云われる．

これに対して，反体とは，端的には，実体に存する諸法であり，火に存する所作や

無常等を指す． このツァンナクパの規定は，かなり風変わりな規定であり，後代，

批判の対象となった．例えば，サパンは， 『正理宝蔵』第三章（普遍と特殊の考察）

において， これらの定義を批判している．それについては，サパンの実体と反体の

設定の箇所で後述しよう．

さらにツァンナクパは，上述の実体と反体の定義を挙げた後で， 《実体に依拠し

た法》と《反体に依拠した法》について解説している．即ち，

「[実体と反体とは］以上のようなものである．そして，生滅等の或る反体

は， 《実体に依拠した法》 (rdzaslartenpa'ichos,i､e・rdzaschos,実体法）で

ある．なぜならば，それとそれでないもの（＝相対立するもの）は同一実体

においてあり得ないからである．所証と証因等の或るものは， 《反体に依拠

した法》 (ldogpalartenpa'ichos,i.e. ldogchos,反体法）である．なぜなら

ば，反体が別異であるならば，同一実体にもあり得るからである.」 （『善説

集成』 15a7f71)

70 『正理宝蔵シャ大註』には，ツァンナクパ等の実体と反体の定義として以下の二つが挙げられ

ている.Defofrdzas:ldogpaduma'bralmishespa;Defofldogpa: 'duspacangyichoskhayarba.
同書Vol.10,p､ 107.5f参照.rdzaschosとldogchosの定義も併記されているが,それは後述する．
71deltayindangskyejiglasogspa'ildogpa'9a'zhigmrdzaslartenpa'ichosyintededangdema
yinldzasciglamimngpa'iphyirro"sgmb(read:bsgmb)byadanggtantshigslasogspa'ga'zhigm
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直弟子のツルトウンは， この二つの語を，順に，実体法(rdzaschos) と反体法

(ldogchos) と換言して解説を加えているが729 ここで実体法の喰例として挙げら

れている生滅のほか，ツルトウンは青と非青，常住と無常等を例示している．例え

ば，常住と無常の二つは，壷等の同一実体において共在し得ないので，実体法と云

われる．なぜならば，壷の上には無常があるほか，無常と相対立する常住はあり得

ないからである． これに対して，反体法とは，相対立するものが同一実体において

あり得るものである．例えば， ここに挙げられた所証と証因の二つは，別異反体で

あるので，同一反体の上に共在しえないが，煙等の同一実体において共在しえるの

で,反体法と云われる.なぜならば煙等は証因とも所証法ともなり得るからである．

この両概念は，筆者の知る限り，チヤパの典籍には見出されず，恐らくは，ツァ

ンナクパにより案出されたものと推定される． この設定は，後代のゲルク派のドウ

タ文献においても一章を設けて論じているものであるが73, 『ラトウドウタ』にも，

この実体法と反体法の設定はインド原典に基づかず,チベットにおいて成立したも

のと記されている74．シヤーキヤチョクデンも，実体と実体法，反体と反体法を区

別することはダルマキールティの論理学七部論書には見出されないことを明言し

ているので75,ツァンナクパの創案である可能性が高い． しかし，インド原典に辿

ldogpalartenpa'ichosyinteldogpathadadnaldzasgcigla'angnlngpa'iphyirro"
72 『智慧灯明』p.62.9-12参照

73 『ラトウドウタ』pp.98-lll; 『セードウタ』pp. 146-161; 『ヨンジンドウタ』pp.60-66; 『ロ
ーリンドウタ』pp. 14-16等参照．特に， 『セードウタ』では， これを， 「チヤパ説の実体と反体
の設定(Chapa'ilugskyirdzasldoggimamgzhag) 」と称して， 「自説の実体と反体の設定(rang
lugskyirdzasldogkyimamgzhag) 」から区別して論じている．

74 『ラトウドウタ』p.98f参照． 『ラトウドウタ』では通常，各章の冒頭部に，所依典籍である
『量評釈』の偶文を提示するのが常であるが， この実体法と反体法の設定の章では，当該の『量
評釈』の偶文が提示されずに，代わりにこの設定にまつわる興味深い挿話を紹介している．それ
によれば,この実体と反体[の設定]は，サンプの近辺の尼僧の講学院(gSangphu'inyeskorbtsun
ma'ibshadgr[w]a)の頭脳明瞭な者を惑わす為に立てられただけで，原典の理解等にも資益しな
いという伝承があるという．

75 『正理宝蔵シヤ大註』Vol.10,pp.106.7-107.6:spyirsDebdunmdzadpaiigzhungnardzaddang
rdzaschQslfyigodonsoSorbshadmamedcing/ldogpadangldogchoslayangmedmod/slobdpon
壁聖且ﾕｰ坐聖g_EhX且9_9工望皿gnagpalasogspa皿旦皿旦kyi[s]sgradangbumpaltabulardzasdang
dClistQngdUbsgrubrgyudang'gogrgyu'ichosrtagpadangmirtagpaltaburdzaschoszhesby5
zhing/shesbyadanggzhalbyaltabulaldogpazhesbyazhing/deiistengdudgagrgyudangsgrmb
rgyu'ichosmeddgagyinpadang/minpaltabulaldogchoszhesbyala/…このように述べてから
以下の一連の定義をツァンナクパ等の定義に帰している．

Defofrdzaschos:dngos'galrdzasgciglami 'duba(直接的対立が単一実体に集合しないもの）
Defofldogchos:dngos!gal ldogpagciglami 'duba(直接的対立が単一反体に集合しないも
の）

同じ定義は， 『正理宝蔵シヤ小註』p.499にもBodsngamadag(チベット前代の者達）の見
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ることが可能な概念であることを示唆する者も見られるので76，その点は慎重な検

討が必要である．その詳細については，実体と反体の設定と併せて別稿にて論ずる

ことにしたい．

2．定立と否定に関するツァンナクパの見解：

ツァンナクパの否定(dgagpa,*pratiSedha)と定立(sgmbpa,*vidhi)に関する纏

まった記述は,『善説集成』第一章に属する｢理解対象である否定と定立の自性(rtogs

parbyabadgagsgubkyirangbzhin) ｣ [18a7-20a2]に見出される．そこで，ツァ

ンナクパは，否定対象を否定して，他の法を引発するものと引発しないものの点か

ら，非否定と無否定を立てる或る者の説を前主張に立てて批判している．即ち，

「或る者は， 「否定対象を断除して断定を引発しないものが否定（＝無否定）

であるが，他法を引発するものが非否定である」 と云う.」 （『善説集成』

解として引かれている． ここでツァンナクパは, gragspa'idbangphyug(著名の主） と称されて
いるが， これは注目に値する表現である．一般にチャパは, rigspa'idbangphyug(正理の主） と
称されるが， この二つの表現は，チャパは正理に通達したことで知られているが，ツァンナクパ

は著名な人物として知られていることを示唆するものである. rigspa'idbangphyugというのは，

他書でも性々に見掛けるが， このgragspa'idbangphyugは珍しい表現で，余り見掛けない．
シャーキャチョクデンに先立ち，ラマタンパもまたツァンナクパの名前を明記した上で，以下

の定義を『要綱大論』に引いて批判している（同書p.727.1f) .
Defofrdzaschos:dedangdemnldogpagcigla'duyangldzasgcigla'dumisridpa.
Defofldogchos:[dedangdemin]rdzasgcigla'duyangldogpagcigla'dumisIidpa.

このように，後代の一連の学者達は， この実体法と反体法の設定をチャパではなくツァンナク

パに帰しており， このことは， この設定がツァンナクパの創案であるという筆者の推測を裏付け

るものである．前述したように， 『セードウタ』では， この設定は「チャパ説の実体と反体の設

定」の章に見出され，チャパの説に帰されているが，厳密には妥当性を欠いている．ちなみに，

ここでラマタンパがツァンナクパのものとして提示した定義は，チュミクパが彼の論理学綱要書

において，或る者の説として引いて批判したものと一致しており，ツァンナクパの実体法と反体

法の設定が後代サキャ系の学者のみならず，サンプ系の学者からもかなり強い批判に晒されたこ

とを示唆している． 『チュミク要綱』22a8f/53.8f参照．

76例えば， 『クンケン伝』には,恐らくは先に紹介した『ラトウドウタ』の記述を念頭において，

デスイ・サンギェギヤンツオ(sDeslidsangsrgyasrgyamtsho,1653-1705)がジャムヤンシェー
パ('Jamdbyangsbzhadpa,1648-1721) とやり取りした注目に値する会話が記録されている．

「また或る日，デスィ (sDesIid)が「ドウタの実体法と反体法というのは，典拠が明瞭で

ないので，尊師チャパが提造したもの(rtogbzod, lit・分別知により造られたもの）ではな
いのか」 と質問したところ， ［ジヤムヤンシェーパは］論理学書に，実有(rdzasyod,

*dravyasat) ・仮有(btagsyod,*prajiaptisat)と云われるものがその典拠であると回答したの
で，全ての識者達は開眼したのである.」 （『クンケン伝』p81.8-12)

ここでジャムヤンシェーパは，実体法と反体法の起源として実有と仮有を挙げている．これら

はインド起源の概念なので， もしこの解釈が妥当であれば，ツァンナクパの創案とは言い切れな

いことになる．ジャムヤンシェーパの実体法と反体法の設定を含めこの点は検討課題である．
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18a7f77)

この系統の定義は,チヤパの著作にも前主張に引かれ批判されたことは先きに紹

介した通りである78.但し，そこでは他法を引発することが直接的に理解されるも

のが非否定,他法を引発しないことが直接的に理解されるものが無否定と立てられ，

「直接的に理解されるもの」という一支に重要な意味付けが為されていたが，それ

は， この『善説集成』に立てられた前主張には見出されないので，定義の立て方に

多少の相異が確認される．また，それに対する論難の仕方もチャパの著作に見られ

るものとは相異するが，ここではその紹介は割愛し，ツァンナクパの自説の箇所だ

けを紹介しておく．

「それ故，即ち， （'）＜法であり，かつ，否定対象の普遍が表象することに

依拠せずに， 自立的に確定可能なもの＞が，定立(sgrubpa)である．顕現

(snangba)の如し． (2)<定立を否定しただけのものとして存するもの79>

が，否定(dgagpa)である．空性の如し. (3)<それら(=定立と否定）

が集合したものの反体＞は，否定の定立(bkagpa'ibsgmbpa)であり，非

否定(mayinpardgagpa) と云われるものである．虚偽のもの(brdzunpa)

の如し．それらのうち，中間のもの（＝否定)は,定立法が捨てられる(sgmb

chosdorba)ので， 「無否定(medpardgagpa)｣ [と云われ], [残りの］二

つ（＝定立と非否定）は，定立法が捨てられないので， 「非否定(mayinpar

dgagpa)」 と云われる.」 （『善説集成』 18b2f80)

ここに見られるツァンナクパの定立と否定の設定は，基本的に，チヤパの設定に

随順したものである． ここでも，否定は無否定と同一視され，定立は非否定である

77khacignaredgagbyamamparbcadnasyongsgcodmi 'phenpanidgagpayinla/chosgzhan
'phenpanimayindgagyinnozheszerro"
78西沢2014,pp.267-268参照

79原文は, sgrubpabkagldogtsamdugnaspaであるが, bkagldogtsamという表現が些か問題で
ある． この表現は， 『善説集成』に散見するが（同書9b3, 15bl, 18b2,18b4,125a6,206bl) , ldog
という語に大きい意味はないと思われる． ここでは, bkagpatsam(否定しただけ） と同様の意
味と解しておく．

8odesna'diltar[1]chosgangzhigdgagbya'ispyi'charbalamaltosparrangdbangdungessumng
panisgmbpayintesnangpaltabu'o"[2]sgrubpabkagldogtsamdugnaspanidgagpastedgagpa
(delete:dgagpa?)stongnyidltabu'o"[3]dedagtshogspa'ildogpanibkagpa'ibsgrubpastemayin
pardgagpazhesbyababrdzunpaltabu'o"dedaglasbarpanisgrubchosdorbasmyedpardgagpa
danggnyisponisgrubchosmadorbasmayinpardgagpazhesbrjoddo"
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と明言されている．その詳細は，既にチヤパの箇所で解説したので81， ここでは再

説しないが，一点，非否定の定義基体として立てられている「虚偽のもの」につい

て解説を補足しておくならば， これは，チャパの著作に見られた「幻の如きもの

(sgyumaltabu) 」に相当する．それは，真実成立(bdengmb)の如くに顕現す

るが，実際には真実成立としては成立していないので，虚偽のものと言われる．

・定立の定義：法であり，かつ，否定対象の普遍が表象することに依拠せずに，

自立的に確定可能なもの(chosgangzhigdgagbya'ispyi 'charbalamaltos

parrangdbangdungessumngpa)

・否定（＝無否定）の定義：定立を否定しただけのものとして存するもの(sgmb

pabkagldogtsamdugnaspa)

・否定の定立（＝非否定）の定義：それら（＝定立と否定）が集合したものの

反体(dedagtshogspa'ildogpa)

ここでは，これらの定義とは別に，無否定は， 「定立法が捨てられるもの(sgrub

chosdorba) ｣ ,非否定は， 「定立法が捨てられないもの(sgrubchosmadorba) 」

と規定されている． これは，チヤパの『意闇払拭』に起源し82,ツルトウンの『智

慧灯明』では，両者の定義として採用されることになるが83,後代，サパン等によ

り批判の対象とされたものである．それについては後で紹介しよう．

3．普遍と特殊に関するツァンナクパの見解：

普遍(spyi,*samanya) と特殊(byebrag,*viSepa)に関するツァンナクパの纏ま

8！西沢2014,pp.265-267参照．
82西沢2014,p.266f参照
83 『智慧灯明』p､ 78.8f参照． これについては， 『智慧灯明』p.78,n． 122に指摘されている．
ちなみに，シャーキャチョクデンは， この定義をチャパに帰して，以下のように解説している

『正理宝蔵シヤ大註』Vol､9,p.480.1f:slobdponde'igzhunglas/sgnlbchosdorbadedgagpa'i
mtshannyid/madorbadesgrubpa'imtshannyidyinzhing/dgagpalameddgaggiskhyabpadang/
mayindgagyinnadgagpamayindgospadang/mayinpardgagpadangsgrubpadongcigla'duba
yinnozhesbzheddo〃「その尊師(=チャパ）の典籍において， 「＜定立法を捨てたもの＞が否
定の定義， ＜［定立法を］捨てないもの＞が，定立の定義であり，否定は無否定により遍充され

ており，非否定であるならば，否定でない必要があり，非否定と定立は同義に包摂される」とお

認めになった． 」 これは， 「正理の主(rigspa'idbangphyug) 」の説とされるが，同様の文章
は『正理宝蔵シヤ小註』にも引かれており（同書p.619.5) ,そこでは， 「チヤパ等(Phyapasogs)」
に帰せられている．他方， ロオケンチェンは， この定義をツァンナクパに帰している． 『正理宝

蔵ロ註』p. 178.24参照． さらに， この定義は，サンプ系の学者であるチュミクパによっても引か
れ批判されている． 『チュミク要綱』pp.65.9-66.1参照．
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った見解は,『善説集成』第一章所収｢普遍と特殊の意味(spyidangbyebraggidon)」

[20a8-20b2]に見出される．前述したように，チヤパの『意闇払拭』には普遍と

特殊の独立した設定は確認できないので，ツァンナクパのこの設定はチベット人学

者による最も古いものの一つである．そこで，ツァンナクパは，最初に二つの他説

を批判してから， 自説を述べているが，他説の批判の部分は以下の通りである．

「そのうち， ここで否定と定立として理解されるべき「普遍」と「特殊」 と

云われるものは, (1)所遍(khyabbya,*vyapya)と能遍(khyabbyed,*vyapaka)

を言うのではない．特殊が成立するならば普遍が成立し，そして，普遍が斥

けられるならば,特殊が斥けられるという設定は妥当ではないから． （2） ［ま

た,］限定者(khyadpardubyedpa,*viSe5ana)と限定対象(khyadpardubyas

pa,*viSegya)でもない． 自性が同一でないものにも［普遍と特殊があること

に］なるから.」 （『善説集成』20a8-20bl84)

通常，普遍と特殊と言った場合，無常と壷のように， より遍充の大きいものが普

遍で，より遍充が小さいものが特殊と考えるのが一般的であり，後代のゲルク派の

ドウタ文献では実際そのように規定されているが85,ツァンナクパはその解釈を否

定している．その理由については， 自説の箇所で纏めて解説しよう．他方，後者に

ついては，例えば，杖と杖を有する人は，限定者と限定対象であるが，別異の自性

であり，普遍と特殊の関係にはないからである．ツァンナクパによれば，普遍と特

殊には自性が同一であることが必要である．

このように二つの他説を批判してから，その直後に自説をこう述べている．

「そうではなく，尊師（＝ダルマキールティ）が， 「[全ての事物は,］同類

84dela'dirgangzhigdgagsgrubdurtogsparbyaba'ispyidangbyebragcesbyabakhyabbya
khyabbyedlabljodpanimayintebyebraggnlbnaspyigrubpadangspyikhegsnabyebragkhegs
pa'imamgzhagmi 'thadpa'iphyirro"khyadpardubyedpadangbyaspa'angmayinte/rangbzhin
migcigpala'angthalba'iphyirro"

85例えば， 『ラトウドウタ』の普遍と特殊の定義は以下の通りである（同書p.97) .
Defofrangnyidspyiyinpa:ranggigsalbalaljes'grocangyichos「自身の個体に随伴する
法」

Defofrangnyidbyebragyinpa:khyabbyedduiugpa'iranggirigsyodpacangyichos「能遍
として働く自身の類を有する法」

例えば，無常は， 自身の個体である壷や柱等に随伴する法であるので，壷等の普遍であり，
他方，壷等は，能遍として働く自身の類，即ち，無常等を有する法であるので，無常等の特殊

である． ここでは明らかに，普遍と特殊は，能遍と所遍の関係として捉えられている．但し，

既に指摘したように，ダルマキールテイ自身，普遍と特殊に， これとは異なるかなり特殊な解

釈を与えている．それについては，西沢2014,p､248f参照
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と異類の事物から反転したことに依拠することを有する」 (PVinⅡ､29=PV

I.40cd)とお説きなっているのは, <異類から反転した法だけのもの＞が，

普遍(spyi,*samanya)ないし限定法(khyadparbyedchos,*viSegaga-dhanna)

であるが，＜その同じものが同類の中から［も］反転した第二の法により把

持されたもの＞が，その特殊(byebrag,*viSeSa)であり，異［類］によっ

て限定された法(khyadpardubyaschos,*viSe5ya-dhanna)である．例えば，

壷と黄金と黄金の壷の如し． 「異［類］により把持されたもの」 とは，他の

特殊とそれによって限定されたものである．例えば,黄金と壷と壷の黄金の

如し．二つの法が接合しただけの第三の反体が「集合体の普遍(tshogspa'i

spyi)」と云われる.」 （『善説集成』20bl_286)

ここで，まず注目すべきは，ツァンナクパが普遍と特殊を定義するに際して，特

に, PVinII.29cd(=PVI.40cd)を典拠としている点である． この偶については，

これまで既に幾度も言及したが，ゲルク派論理学においては，事物の実相を示す偶

として有名な偶である． ここでツァンナクパは，端的に，全ての異類のものから反

転したものを， 「普遍」 ，全ての異類のみならず，全ての同類のものからも反転し

たものを， 「特殊」と規定している． ここで，全ての異類のものから反転したもの

とは，例えば，壷は，無常である点で異類である無為の虚空等の常住なものや，壷

である点で異類のものである柱等の無常なものから反転したものであるので,全て

の異類のものから反転したものであり，その意味で， 「普遍」 と云われる．他方，

ある特定の場所・時間・形相により限定された壷は，異類のもののみならず，同類

のもの,例えば,壺である点で同類の他の全ての壷からも反転したものであるので，

「特殊」と云われる． この特殊の規定は，場所・時・自性の何れも他の法と混合す

ることがない唯一の個体である「自相(rangmtshan,*svalak9a9a) 」の規定に他な

らない． ここから，ツァンナクパは特殊を自相と同一視していることが分かる．

ツァンナクパは，単に遍充の大小の違いに応じて，普遍と特殊を設定しているわ

けではない．例えば，壷と無常は，所遍と能遍であるが，特殊と普遍ではない．な

86 'onkyangslobdpongyis/mthundngosgzhangyisdngosdagla//ldogpalamrtenpacan/[PV
I.40cd]zhesgsungsparigsmimthunlaslogpa'ichosrkyangpanispyi'amkhyadparbyedchosyin
la/denyidrigsmthunnanglaslogpa'ichosgnyispaszinpanide'ibyebragdanggzhangyiskhyad
pardubyaschosyintebumpadanggserdanggsergyibumpabzhinno"gzhandeszinpanigzhan
gyibyebragdangdeskhyadpardubyaspaymtegserdangbumpadangbumpa'igserzhespabzhin
no"chosgnyisphradtsamgyildogpagsumpanitshogspa'ispyizhesbya'o"
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ぜならば，壷は，特殊でないからであり，普遍であるから．壷には， さらに，黄金

の壷や銅の壺等の多数の個体があり， さらに，黄金の壷にしても，東方の黄金の壷

や西方の黄金の壺等の多数の個体を想定することができる．異類のみならず，全て

の同類からも反転したものが特殊であるので，普遍と特殊の関係は，所遍と能遍の

ように相対的なものではなく，極めて限定されたものである．

実は， この普遍と特殊の規定は，所謂’＜単独の反体が普遍二つの反体の集合

体が特殊(ldogpachigrkyangspyi/ldogpagnyistshogsbyebrag)>と称されるも

のであり，後代のゲルク派の論理学書にも見出される有名な規定である87．後述す

るように，サパンもまたこれを自説として受容することになるが，これはツァンナ

クパの独創ではなく，チヤパの『意闇払拭』にまで遡る．即ち，

「特殊は，二つの反体の集合体であるが，普遍は単独の反体であるとき， 。 ． ．」

（『意闇払拭』29b788)

ここで「単独の反体」とは，全ての異類から反転したものを， 「二つの反体」と

は，全ての異類のみならず，全ての同類からも反転したものを指す．その意味は，

直前に解説した通りである．

他方， これとは別に，二つの法が接合したものを， 「集合体の普遍(tshogspa'i

spyi)」と称している．これは，端的には，諸部分が集合したものをいう．例えば，

壷は，注ぎ口や胴体，平底などの諸部分が集合したものであるので，集合体の普遍

と云われる． これは「普遍」という名が与えられているが，真の意味での普遍では

ない．ツァンナクパの基本的見解を纏めるならば，以下の通りである．

・普遍の定義：異類から反転した法だけのもの(rigsmimthunlaslogpa'ichos

rkyangpa) [=単独の反体(ldogpachigrkyang)]

。特殊の定義：その同じものが同類の中から［も］反転した第二の法により把

持されたもの(denyidrigsmthunnanglaslogpa'ichosglyispaszinpa) [=

［同類から反転されたものと異類から反転されたものの］二つの反体の集

合体(ldogpagnyistshogs)]

、集合体の普遍の定義：二つの法が接合しただけのもの(chosglyisphradtsam)

87例えば， 『解脱道解明』p.84.llf: ldogpani/ldogpachigrkyangspyidang/logpazhespanildog
pagnyistshogsbyebraggo〃但し，筆者の知る限り，この概念は現代の研究者によってこれまで
注目されたことはないようである．

88byebragnildogpaglyistshogspayinlaspyinildogpachigrkyangyinna...
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［＝*諸部分の集合体(chashasmams'duspa)]

後代のゲルク派では，普遍は通常， （1）類の普遍(rigsspyi) , (2)対象普遍

(donspyi), (3)集合体の普遍(tshogsspyi)の三つに分類され，そのうちの類

の普遍は普遍と同義であるとされるが89， ここでは，集合体の普遍に対する言及は

あるものの,類の普遍と対象普遍に対する言及は見られない.類の普遍については，

他の箇所で，集合体の普遍と共に論じられている箇所があり，恐らく，ツァンナク

パもまた，普遍と類の普遍を同義と見倣していたと推定される．

「集合体の普遍の自体は， ＜集合したもの('duspa)>であるので，集合し

たものを有するもの（＝諸部分）が存在しなければ， ［集合体の普遍もまた］

存在しない他方，類の普遍の自体は，＜諸々の実体において存在する一味

の反体(rdzasrnamslayodpa'ildogparogcigpa)>であるが，それは，単

一の実体にも存在するからである.」 （『善説集成』94b4f")

ここで，類の普遍は， 「一味の反体(ldogparogcigpa) 」と表現されているが，

「一味」 とは， この文脈では， 「集合体('duspa) 」と対比的に使用されている表

現であり，普遍が「単一体」であることを示す表現である．ただ， ここでも対象普

遍に対する言及は見出されない．実は， この背景には，普遍と普遍相に関するサン

プ系の独自の解釈が潜在している．そこで， ここでその重要性を鑑みて，その点に

ついて少し解説を加えておきたい．

普遍(spyi,*samanya)と普遍相(spyimtshan/spyi'imtshannyid,*samanya-

lakgara)に関するサンプ系の解釈について：

前述したように，ツァンナクパの体系では，反体は，壷に存する所作や無常を指

すが，それは，必ずしも分別知によって仮設されたものとは捉えられていない．普

遍もまた，ツァンナクパの解説を見る限り，同様に，分別知によって仮設されただ

けのものとは規定されておらず,インド原典に見られる一般的な普遍の理解とは異

なっている．それは，単に， ＜異類から反転したもの＞であり，例えば，壺等がそ

れに相当する．無為の虚空や柱等の異類のものから反転したものであるからである．

89 『セードウタ』p. 127.1; 『ヨンジンドウタ』p.57.4f;『ローリンドウタ』p. 12.10f等参照．
9otshogsspyi'ingobom'duspayinpagduspacanmyednamedlarigsspyi 'ingobordzasmamsla
yodpa'ildogparogcigpanyidyinladeniIdzascigla'angyodpa'iphyirro"
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このサンプ系の解釈は，後代のゲルク派にも受け継がれている．即ち，ゲルク派の

論理学においても，普遍は，特に分別知により仮設されただけのものとは解釈され

ておらず，単に，諸々の個体に随伴する法を普遍と捉えるのが一般的である91.例

えば，壷は，事物であるが，普遍でもある．なぜならば，黄金の壷や陶器の壺等の

多数の個体に随伴する法であるからである．他方，普遍相(spyimtshan)は分別知

により仮設されただけのものとされるので92,普遍と普遍相の二つは峻別されるの

が特徴的である．ダルマキールテイの論理学書では， この普遍と普遍相の両者は，

区別されることなく同義語として用いられるのが常であるので，この点に，用語法

の違いが確認される．このように，普遍と普遍相を峻別するゲルク派の解釈の起源

は，ツァンナクパ等のサンプ系の解釈に求められるのである．他方，サパンは，後

述するように，普遍と普遍相を同一視するインド的解釈を取るので，その点で，サ

ンプ系及びゲルク系の解釈とは一線を画している．

ところで，サンプ系論理学書に頻出する「対象普遍(donspyi,*arthasamgnya) 」

という語だが， これは，分別知により仮設されただけのものであり， 「普遍」と名

付けられているが，サンプ系論理学の体系では，普遍よりも，普遍相に関連する概

念であり，ダルマキールテイの体系では，普遍相そのものである93．ツァンナクパ

のテキストのみならず，チャパのテキストでも， 「普遍相(spyi'imtshannyid) 」

という語は,皆無という訳ではないが,実は殆ど使用されておらず,大抵の場合は，

「対象普遍」 という語がその代わりに用いられている． これは， 「普遍相」 という

語が「普遍」と字句上混同されやすいので，普遍と普遍相を峻別するサンプ系論理

91ゲルク派では，一般に， 「自身の個体に随伴する法(ranggigsalbalaljessu'grolba'ichos) 」
を普遍の定義として立てる． 『ラトウドウタ』p.97.4f;『セードウタ』p. 126.15;『ヨンジンドウ
タ』p.57.3;『ローリンドウタ』p. 12.7f等参照

'2 『セードウタ』p.268.11f;『ヨンジンドウタ』p. 19.2f;『ローリンドウタ』p､4.6参照
”ダルマキールテイの普遍と特殊の解釈については，西沢2014,p.248fにおいて, PVI.40-42=
PVinn.29-31を資料にして簡単に紹介した．そこでダルマキールテイは，特殊を，壷等の事物
において，他から反転したものとして成立しているものと規定した．例えば，非所作や常住等
の他から反転した，所作(krtaka)と無常(anitya)がそれに相当する． これは，対象の側に成立
しており，所謂’対象の他者排除と称されるものに相当している．他方，普遍とは，その特殊

を根拠として，分別知によって仮設されただけの所作性(krtakatva)や無常性(anityatva)を指
す． これは知の側に成立しているもので，実在していない： この普遍もまた，他からの反転を
特徴とするものであるが，特殊とは異なり，分別知において，他から反転したものとして顕現
する相を指している． ちなみに，普遍もまた他からの反転を相とするものであることは，ダル
マキールテイにより明言されている．例えば, PVm. 30: arthanamyaccasamanyamanya-
vyavrttilakgapam/;Tib.donmamskyinispyigangyin"gzhanlaslogpa'imtshannyidcan〃「諸々の
対象の普遍は，他からの反転を相とするものである． 」
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学においては,その混同を避けるために,敢えて使用を控えたものと推察される“・

実際，ツァンナクパの体系では，対象普遍は「普遍」という名こそ付けられては

いるが，普遍とは全くの別概念であるので，この普遍と特殊の設定において言及さ

れないのである． このように，チベットの論理学書では，諸々の用語の意味がイン

ド原典に見られるものとはズレていたり一致しないことが多々あるので,注意する

必要がある．

4．言表者と言表対象に関するツァンナクパの見解：

ツァンナクパもまた，チャパ同様に，言表者(Ijodbyed,*abhidhana/vacaka) と

言表対象(b可odbya,*abhidheya/vacya)に関する纏まった設定を立てていないが，

チヤパと同じく，言表対象を， （1）直接的言表対象(dngoskyib'jodbya)と, (2)

判断の言表対象(zhenpa'ibIjodbya)の二つに分けていることは確認できる． これ

は，常識の推論の箇所に見出される．

「言葉の常識［の推論] (brda'igragspa,i､e.gagspa'irjesdpag)にもまた，

語の直接的及び判断の言表対象(sga'idn"sdangzhenpa'ibrjodbya)を論

証するものが二つがあるうち， ・ ・ ・」 （『善説集成』185b2)

残念ながら，それらの具体的内容を詳しく解説した箇所は確認できない．ただ，

直後の文章に挙げられた論証式から，直接的言表対象と判断の言表対象の内容を推

察することが可能である．即ち，

1．有兎の形相が分別知に表象したもの（＝有兎の対象普遍）が有法． 「月」と

いう語により直接的に言表されるべきものである．分別知の顕現の側に存

在するものであるから．例えば，壷の普遍の如し"、

2．有兎の事物が有法． 「月」という語により判断して言表されるべきものであ

る．存在するから．例えば，壷の如し96.

94チャパやツァンナクパのテキストでは, spyimtshanという語は，筆者が調べた限りでは，全
く見つからず,spyi'imtshannyidという語が使用されている．しかし，これは,多くの場合, soso'i
mtshannyid(個別的定義） との対で， 「一般的定義」の意味で使用される場合が殆どであり， 自
相との対概念として使用される例はむしろ稀少である．

95 『善説集成』185b2f:ribongcangyirnampartogpalasharbachoscanmzlaba'isgrasdngossu
bIjodparbyabayinstemrtogpa'isnangngoryodpa'iphyirmbumpa'ispyibzhinnozhespaste/...
％『善説集成』185b4:ribongcangyidngospochoscanmzlaba'isgraszhennasbljodparbyabayin
te[/lyodpa'iphyirmbumpabzhinnozhespaste/...
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この論証式から，直接的言表対象が，分別知に顕現する対象普遍であることが分

かる．他方， 「月」という語の判断の言表対象として，有兎の事物，即ち，月が挙

げられている．同様に， ここでは明記されていないが， 「無為の虚空」という語の

判断の言表対象は,非事物である無為の虚空であるので,判断の言表対象は,事物・

非事物を含む存在全般であることが推察される．以上のように，言表者及び言表対

象の基本的設定について，ツァンナクパは，チヤパと見解を共有していることが判

明した．言表対象をこのように二つに分類することは，後代，ゲルク派のツォンカ

パの論理学綱要書にも見出される．そこでは，チヤパやツァンナクパが明示してい

ない定義なども立てられている97．

他方，サパンは， この解釈を『正理宝蔵』為自推論の考察の章において前主張に

引いて批判している98.言表対象に関するサパンの見解については後で検討しよう．

VI.小結：

以上，ツァンナクパの『善説集成』を資料として，彼の他者排除論及びそれに関

連した諸主題を検討した．そこから判明したことは以下の通りである．

1． ツァンナクパは，他者排除を，語の対象としてではなく，分別知の知の作

用として捉えている点で，チヤパの解釈を踏襲している．

2．但し，他者排除の設定の仕方には，チヤパと解釈の相異が見られる．即ち，

チャパは，他者排除を分別知の三つの作用の一つとして立て，分別知の科

段に属する一主題と位置づけたのに対して， ツァンナクパは， より広く対

象に対する知の作用の仕方の一つとして，定立作用と対比的する形で設定

した．定立作用と排除作用という知の作用の仕方を独立した主題として立

てることは，チャパには見られず， ツァンナクパによって初めて為された

ものであり，後代流布してゲルク派等にも受け継がれた．

97 『七部論書入門』では， ツオンカパは以下の定義を提示している（同書p. 1211.l-4)
Defofzhenpa'ibljodbya:ngagkunslonggishespaszhenpa'idbanggisngaglasgobarbya
ba｢言葉を発しようと意欲する(kunslong,*samutthana)知により判断する力によって，
言葉から理解されるべきもの」

DefofdngoskyibIjodbya:ngagkunslonggirtogpalasnangba'idbanggisngaglasgobar
byaba「言葉を発しようと意欲する分別知に顕現する力によって，言葉から理解される
べきもの」

98 『正理宝蔵』p.348f参照ロオケンチェンは，その前主張者をツァンナクパに同定している．
『正理宝蔵ロ註』p.239.21f参照

43



3．定立と他者排除の定義や定義基体等を明確に規定することは，チヤパには

見られず，現存する資料に依る限り， ツァンナクパが最初である．

4．チャパが他者排除の一主題として立てた「事物の実相」 という主題を， ツ

ァンナクパは，定立と排除のそれぞれに別個に設定し，特に，定立の対象

の実相の科段において， 『量決択』及び『量評釈』に基づき，ダルマキール

テイの他者排除論を解説した．そこでツァンナクパは比較的正確にダルマ

キールティの解釈を解説しているが，それを「他者排除」 という語に結び

付けることだけをしていなかった．

5．定立と否定の設定は，基本的にチヤパの設定に随順しており，他者排除を

否定と同義と見なす解釈は，チャパ同様にツァンナクパにも見出されない．

ツァンナクパの他者排除論は， 『量決択』において唯一他者排除を論じた箇所で

あるPVinn.29-31から派生した主題であるが，チヤパの『量決択註』の当該部に

対する註釈と比較する時,両者の間には顕著な相異を確認することが出来る.即ち，

『量決択チヤパ註』では, PVinn.29-31に対する註釈は，特に他者排除には結び

付けられておらず,そこにはツァンナクパが提示したような他者排除の纏まった設

定は全く見出されないのである． しかも，その註釈は半フォリオにも充たない分量

（『量決択チヤパ註』 108bl-5)であり， この箇所の註釈を見る限り，チヤパは，

この一連の中間偶の重要性を全く理解していないことが分かる．既に指摘したよう

に， この一連の中間偶に対する無理解は，ゴク翻訳師の『量決択難語釈』にも確認

されるところであり，恐らくチャパもまた,その影響下にあったものと推定される．

『量決択チヤパ註』では，他者排除は， 『意闇払拭』と同様に，分別知一より厳

密には推論一の三つの作用の一つとしてごく簡単に触れられているだけであり，

そこにも， 『善説集成』に見られるような詳しい解説は見出されない"・ このこと

は，サンプ系論理学の学統において，他者排除論は確かにチャパに起源するが，そ

れが独立した設定として確立されたのは，このツァンナクパによることを如実に示

している．ツァンナクパもまた，他者排除を分別知の一作用に結び付けるチヤパの

解釈を踏襲しており，その点に問題を含むが，少なくても，ツァンナクパは， この

一連の偶が他者排除を論じたものであることを理解しており，ゴク翻訳師やチヤパ

”『量決択チヤパ註』26b8-27a2参照．
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と比べ，他者排除に関する理解が格段に進展していることが分かる．その意味で，

現在利用可能な資料による限り，サンプ系論理学の学統において， さらには，チベ

ット仏教論理学史において,他者排除論を初めて確立した人物はツァンナクパであ

ると言っても決して過言ではない．少なくても，ゴク翻訳師とチヤパの二人とツァ

ンナクパの間には他者排除理解に雲泥の差があるのである．

このツァンナクパの他者排除論は,彼の弟子であるツルトウンにより受け継がれ

ていくことになる．そこで，次に，ツルトウンの他者排除論を検討しよう．

第三節．ツルトウン・ションヌセンゲの他者排除論：

ツルトウン・ションヌセンゲ'"(mTshurstongzhonnusengge,ca.1150-1210)

は，ツァンナクパの弟子にして'01,サパンの師の一人であり，サンプ系論理学をサ

パンに伝受した人物として注目に値する．キヤンドウル寺(rKyang/sKyang'dur)

において活躍したので，キヤンドウルワ・ツルトウン・ションヌセンゲとも称され

る．彼の論理学綱要書『論理学智慧灯明』 （乃加d"zas/zesmbsg""碗α,以下， 『智

慧灯明』）は，チャパの『意闇払拭』や師ツァンナクパの『善説集成』，取り分け，

後者に多くを依拠しており，多数の平行句が見出される'02.但し，チヤパやツァン

ナクパの解釈に従っていない箇所も散見し，ツルトウン独自の解釈と思しきものも

幾つか確認できる．他方，既に指摘したように1031サパンは，彼の『正理宝蔵」に

おいて，この『智慧灯明｣を前提として,師の解釈を主な批判対象としているので，

サパンの他者排除論を分析するに先立ち，その予備的研究として，ツルトウンの解

1mツルトウン及び彼の『智慧灯明』については,Hugon20M,Intro.pp.vii-xixに概観がなされ
ており有益である．同書は『智慧灯明』の校訂テキストをも含む．他にも, Jacksonl987,p､ 106
に既にツルトウンに関する情報が提示されている．

101実際， ロオケンチェンは，ツルトウンを， ツァンナクパの随順者と称している． 『正理宝蔵

ロ註』p､ 161.6f:slobdpongTsangnagpadang/de'iIjes'brangmTshurstongzhonnusenggesogs/...
他にも， 『マントウ仏教史年表』には，マチャとツァンナクパの弟子と明記されている．同書
303.1f:nyishupalarKyang'duldu/rMabyabyangbrtsondanggTsangnagpa'islobmamTshur
stongzhonsengla…「［サパンが］二十歳のとき，キャンドウル寺において，マチャ・チャン［チ
ュプ］ツウン［ドウ］ とツァンナクパの弟子であるツルトウン・ションヌセンゲに， ・ ・ ・」
102部分的には, PascaleHugonにより『智慧灯明』の校訂註記に言及されているが，決して網羅
的ではない．筆者による『意闇払拭』 （第一章，第二章後半部，第三章）及び『正理宝蔵』 （第
八章後半部）のテキスト校訂の後註には，認識手段論を主題として， 『意闇払拭』と『量決択チ
ャパ註』 ， 『善説集成』 ， 『智慧灯明』， 『正理宝蔵』等の間の平行句の収集が包括的に行われ
ている．西沢2011b,Vol.3,pp. 15-135参照．
lo3西沢2007参照
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釈を確認しておくことが必要となっている．

I． 『智慧灯明』における他者排除論の位置付け：

『智慧灯明』においては，他者排除論は， 「それらの知（＝十の知）の設定(blo

dedaggimampargzhagpa) ｣ [11.10]という科段の下に見出される．即ち， ツ

ルトウンは，直前において，知を十に分けた後で，それらの知を， 1． 「定立と他

者排除(bsgmbpadanggzhansel) ｣,2． 「有分別知と無分別知(rtogbcasdang

rtogmed) ｣,3． 「認識手段と非認識手段(tshadmadangtshadmamayinpa) 」

の下位科段の下で解説している．このうち，最初の科段において，他者排除の纏ま

った設定が立てられている．チヤパは， 『意闇払拭』において，他者排除の設定を

分別知の科段の下に配置したが,その点でツルトウンは立場を異にしている．また，

他者排除を定立と共に併せて論じた点では,ツァンナクパの設定を踏襲していると

言えよう．

ツルトウンは， 「定立と他者排除」の科段冒頭部において，まず最初に諸々の知

が定立及び排除の点から如何に分けられるのかという点を簡単にこう纏めている．

「知の種類は，三つないし十でもよく104,一切の知もまた，顕現対象に対し

て定立を通じて作用し，判断対象と行動対象に対して排除を通じて作用す

る.」 （『智慧灯明』p､ 11･13flos)

このツルトウンの解釈は，チヤパやツァンナクパの解釈とは全く異なり，また，

後代のゲルク派の解釈とも相異する独自のものである．通常は，ごく大雑把に言う

ならば，定立作用は無分別知の作用，排除作用は分別知の作用と表現できるが，こ

こでツルトウンは，定立作用を，顕現対象に対して作用する仕方，排除作用を，判

断対象と行動対象に対して作用する仕方と規定している点で異色である．

・定立作用＝顕現対象に対する知の作用の仕方

'04ツルトウンは，知の三分類説と十分類説の二つを提示している． 『智慧灯明』p. 10.5参照．
前者は，先きに紹介したチヤパの設定で, (1)無分別不迷乱知(=直接知覚) , (2)分別知，

(3)無分別迷乱知の三つに分けるものである．西沢2014,p.252参照．後者は，二つの認識手段
と八つの非認識手段の知を立てるもので，同じくチャパの七分類説（二つの認識手段と五つの非

認識手段の知）を基にして，多少の改変を加えたものである． ツルトウンは， この十分類説を立

てた後で，八つの非認識手段の知は結局五つに包摂されることを認めているので，チヤパ流の

七分類説をも受け入れていることが分かる． 『智慧灯明』p.21.11-13参照

'05blorigsgsum'ambcu'angmngsteblothamscadkyangsnangyullabsgmbpa'isgonasiugla/
zhenyuldangjugyullaselbaiisgonasyugpayinno"
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・排除作用＝判断対象と行動対象に対する知の作用の仕方

これは，知の二つの作用を，知の側からではなく，対象の側から設定するもので

あり，チヤパやツァンナクパの設定とは設定の仕方自体が全く異なっている.即ち，

ツルトウンによれば，分別知であれ，無分別知であれ，対象が顕現する作用は共に

ある．無分別知には自相が顕現し，分別知には対象普遍が顕現するからである．そ

れ故，分別知と無分別知には，共に顕現対象に対して定立作用があると考えるので

ある．チヤパやツァンナクパは，分別知にも対象普遍が顕現することは認めるが，

それだけでは分別知に定立作用を認めることはせずに，自相が顕現する知の作用を

定立作用と規定することで，無分別知と分別知の作用の仕方を峻別している．この

点で両者は解釈が全く相異している．

同様に，ツルトウンは，分別知のみならず，無有分別知にも，判断対象と行動対

象に対して排除作用があると認める． これは，無分別知にも，判断作用ないし対象

確定作用を認めることに他ならない．例えば，壷を把握する直接知覚は， 自身に壷

が顕現するので，顕現対象に対して定立作用であるが，それのみならず，反対項で

ある非壺を排除する形で壷に対して働くので，壷に対して排除作用である． この場

合，壷は，その直接知覚の自身の判断対象及び行動対象とされる． これは，非壺を

排除すると同時に，壷を確定・判断することを意味するので，直接知覚に対象確定

作用を認めることを意味している． これに対して，チャパやツァンナクパは，判断

と排除を分別知の作用に限定しているので，無分別知が対象を判断したり，反対項

の増益を排除したりすることは認めない106.例えば,ツァンナクパは,排除作用を，

「それと判断する力により ［それより］他のものと把握することを排除するもの」

と定義したが， この定義は，まさに，排除作用に，判断と排除の二つの作用が含意

されていることを示唆している．この二つの作用は，排除作用である分別知にある

ほか，定立作用である無分別知には認められない．

このようなツルトウンの解釈は，或る意味，分別知と無分別知の境界線を非常に

暖昧にするものである．ツルトウンによれば，分別知にも無分別知にも，顕現・判

断・排除という三つの作用が共通して認められるからである．

'“前述したように，チヤパやツァンナクパが直接知覚に対象確定作用や判断作用を認めるか否

かという点については，彼らの認識手段論と併せて論ずる必要があるので，それについては別

稿にて検討する． ここでは，少なくても他者排除論の文脈では，チヤパやツァンナクパは直接知
覚に対象確定作用や判断作用を認めない立場であると言うに留める．
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チャパとツァンナクパは，諸々の知を，それぞれ， （1）定立作用， （2）排除作

用， （3）その何れの作用もないものの三つの何れかに振り分けたが，そのような

振り分けは，ツルトウンの体系ではあり得ない．一つの知が，対象に応じて，ある

いは定立作用，あるいは排除作用になることを認めるからである．それ故，全ての

知は，その対象に応じて，定立作用と排除作用の両者を有することになる． これは

極めて特殊な解釈であり，恐らくはツルトウン独自の解釈かと思われる．ツルトウ

ンの定立作用と排除作用の設定を検討する際には,以上の彼独自の設定を念頭に置

く必要がある．

II.定立に関するツルトウンの見解：

ツルトウンの定立／定立作用に関する見解は， 「定立を通じて作用する仕方

(bsgrubpa'isgonasljugpa'itshul) 」 という科段[11.15-19.5]において纏めた形

で示されている．それは， 1．定義［11.17］ ’ 2．定義基体を喰例として述べる

こと［11.19］ ' 3．定立は実体を対象とするものであること［12.1］の三つの科段

から成るが，それは，明らかに『善説集成』の科段構成を踏襲したものである．

まず最初に，ツルトウンは，定立の定義と定義基体を以下のように説いている．

「第一（＝定義）は，＜対象の自体を顕現を通じて対象とするもの(dongyi

ranggingobosnangpa'isgonasyuldubyedpa)>である・第二(=定義基

体）は， （1）無分別不迷乱知における［青の］顕現'07, (2) [無分別］迷乱

知における二月の顕現， （3）分別知における火の普遍（＝対象普遍）の顕現

等である.」 （『智慧灯明』pll.17-20)

火を把握する分別知は，火の対象普遍を，顕現を通じて対象とするものであるの

で，火の対象普遍に対して定立作用であると解釈する．ツァンナクパは，定立作用

を，＜自相を顕現を通じて把握するもの＞と規定し，二月が顕現する無分別迷乱知

には二月が顕現しても， 自相としての月は顕現することを認めないので’無分別迷

乱知には定立作用を認めない． これに対して，ツルトウンは’そのような無分別迷

乱知にも，二月は顕現するので，その二月に対して定立作用であることを認めてお

107rtogmedmakhrulpala[sngonpo]snangbaと補足する． sngonpoを補足するのは，直後で，
この第一の例を主題として，事物の実相等が解説されているが，そこでは，青(sngonpo)を把
握する知が主題となっているからである．
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り， この点で，両者は解釈を異にしている． このことを念頭において，ツルトウン

は， ツァンナクパの定義を基にしつつ，定義中の「自相」の部分を「対象の自体」

と改変したのである． この理論的背景には，先きに指摘したように，一切の知に顕

現対象に対する定立作用を設定するツルトウン独自の解釈が潜在している．

他方，第三の「定立は実体を対象とするものであること」の科段は， 1．対象で

ある事物の実相［12.4］ ’ 2．有対象である知の把握方法［14.15］ ’ 3．知と対象

が一致することを考察すること ［15.1］ ， という三つの科段からなるが， これらも

また，ツァンナクパの科段構成を踏襲したものであり，そこに述べられた内容も，

基本的に， 『善説集成』に見られるものと大差ない．ただ,事物の実相については，

微妙な表現の違いも見られるので，その重要性を鑑み，以下に挙げておく108.

1．非青から反転した青として存すること(sngonpominpalaslogpa'isngonpor

gnaspa)

2．青と所作・無常等の法の区別は，実体が無区別であるので，別異を欠くも

のとして存すること (sn"npodangbyasmirtaglasogspachoskyidbye!ba

mamsrdzasdbyermiphyedpasthadadkyisstongpargnaspa)

3．それら（＝青と所作・無常等）は別異なものと増益されたこと (dedagtha

daddusgrobtagspa)

ツァンナクパは，有法として壷を挙げていたが，ここにはそれが明記されておら

ず，その代わりに，青が有法として提示されている．

以下，増益の根拠，形相，作用の三つが順次に解説されている．それは基本的に

先に紹介したツァンナクパの記述を踏襲したものであるので,その紹介は割愛する

が，ツルトウンの記述は，晦渋なツァンナクパの記述をより分かりやすく解説した

ものとなっているので，ツァンナクパの『善説集成』を読解する際には，有用であ

ることを付言しておく．

他方，定立作用の知の把握方法については， こう規定している．

「把握方法は，顕現・判断・排除の三つのうち， ここ（＝青が顕現する感官

知？）では無分別知は顕現作用(snangba'ibyedpa)により作用するのであ

る.」 （『智慧灯明』p. 14.16)

108 『智慧灯明』p. 12.8-15参照
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これもまた，前出のツァンナクパの規定（『善説集成』 117a7)を踏襲したもの

である．

III.他者排除に関するツルトウンの見解：

他方，他者排除の設定は，以下の科段から構成されている．

他者排除を通じて作用する仕方(gzhanselpa'is"nasiugpa) [19.6-21.4]

1．定義［19.8］

2．嚥例［19.10］

3．排除が部分（＝反体）を対象とするものであると論証すること(selpa

Icha'i'09]yulcandubsgrubpa) [19.15]

1．対象である事物の実相(yuldn"spo'iglaslugs) [19.17]

2．有対象である知の把握方法(yulcanblo'i 'dzinstangs) [20.2]

3．知と対象が一致していると考察すること(blodonmthunparbsampa)

［20.7］

この科段は，先きに紹介したツァンナクパの『善説集成』に見られる他者排除の

科段を踏襲したものであることは明らかである.以下,その内容を,ツァンナクパ，

さらには，チヤパの解釈と比較対照しつつ，紹介して行こう．まず他者排除の定義

は以下の通りである．

・他者排除の定義：対象の反対項を排除することを通じて対象とするもの(don

gyibzlogphyogsbsalba'isgonasyuldubyedpa) [19.9]

'”『智慧灯明』p. 19,n.26には， この箇所にテキスト的問題があることを指摘し, cha'iyulcan
（部分を対象とするもの）の読みを提唱している． この場合, chaという語が何を意味するかが

問題である． この科段は，前出のbsgmbpaderdzaSkyiyulcandubsgrubpa(『智慧灯明』p・
ll.16) と対になっているものであり, rdzasとの対比を考えるならば, ldogpaに相当する語で
あるはずである．実際， この一連の科段は， 『善説集成』の引き写しであるが，同書には， この

部分は, selpadeldogpa'iyulcandubsgmbpaとある（同書118b5) .それ故, ldogpa'iyulcan
の誤記の可能性もあるのだが， 『善説集成』には， この定立と他者排除の議論の導入部において，

rtogpapha'iyulcanno(分別知は部分を対象とするものである） と典拠不明の引用文が見られる
ので， ツルトウンがこの一文を念頭において, ldogpaではなく, chaという語をあえて使用した
可能性がある．それ故，読みとしては, chaの読みを取り，意味的には, ldogpaと同様の意味
で用いられていると解釈する．恐らく, PVI．50に示されるように，言葉や分別知は，対象の部

分(chashas,amSa) ,例えば，所作や無常等の部分に対して個別的に働くことを念頭において，
chaという語を使用しているのであろう．
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例えば，無常を理解する分別知は，無常の反対項である常住を排除することを通

じて，無常を対象とするもの，無常に対して作用するものであるので，他者排除と

云われる． ツァンナクパは，他者排除を， 「それと判断する力により ［それより］

他のものと把握することを排除するもの」と定義したが，ツルトウンの定義は，そ

れとは表現上の相異は見られるが，内容的には大差はない．

次の嚥例の科段では，ツルトウンは，実質上，他者排除を三つに大別している．

1．正［知］の他者排除(yangdagpa'igzhansel)=推論／憶測／再決知

＊定義：対象と一致するものと確定することにより，一致しないものと把握す

るものを排除するもの(dondangmthunparngespasmimthunpar'dzinpa

selpa)

2．誤知の他者排除(logsheskyigzhansel)=誤知

＊定義：対象と一致しないものと確定することにより，一致するものと把握す

るものを排除するもの(dondangmimthunparngespasmthunpar'dzinpa

selpa)

3．疑念の他者排除(thetshomgyigzhansel)=疑念

＊定義：確定されるべき対象に対して他辺と分別することよって，正しい，な

いし，誤った一辺と確定するものを排除するもの(ngesbya'idonlamtha'

gzhandurtogpasyangdaggamlogpa'imtha'gcigtungespaselba)

ツルトウンによれば，全ての知は， 自身の判断対象ないし行動対象に対して他者

排除であるが,それは何を排除するのかという点から以上の三つに分けられている．

『善説集成』の当該科段では，推論等の《判断対象に対して不迷乱な分別知》と疑

念の二つが挙げられていたほか，有分別誤知は，排除作用の知とは見倣されていな

かったが， ツルトウンは，チャパ同様に，有分別誤知にも排除作用を認めており，

この点で，解釈が分かれている． さらには，分別知のみならず，無分別知にも他者

排除を認める点で，チャパやツァンナクパと解釈を異にしている．

第三の科段「排除が部分（＝反体）を対象とするものであると論証すること」に

おいては，基本的に，ツルトウンは， ツァンナクパの設定を踏襲している．即ち，

この科段もまた， 「対象である事物の実相」等の三つの同様の科段が立てられてお

り，その内容もまた，ツァンナクパの記述を踏まえた上で，それを分かりやすく解

説したものとなっている．それ故，逐一解説することはしないが，幾つか重要な点
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のみを紹介しておこう．まず，排除作用の対象の事物の実相として以下の三つが挙

げられている．

1．火として存立すること (merglaspa)

2．その法である所作・無常等が別異を欠くもの（＝無別異なもの） として存

立すること (de'ichosbyasmirtagpalasogspathadadkyisstongparglas

pa)

3．場所・時・形相が別異の火が相互に随伴することを欠くものとして存立す

ること (yuldusmampathadadb'imephantshunljes'grosstongparglas

pa)

これは，先きに紹介した『善説集成』の当該科段[118a5f.］の内容を踏襲したも

のである.それに後続する第二の科段｢有対象である知の把握方法｣の内容もまた，

『善説集成』の当該科段[118b6f.]の引き写しであるので110,その内容紹介は割愛

する．

第三の科段「知と対象が一致していると考察すること」には， 『善説集成』同様

に, PVI.48cdとPVinn.8が引用されており，内容的に対応している．但し， こ

の科段には，最後の部分に， 『善説集成』に見られない「私の上師である智慧の眼

を備えた者達(bdaggiblamablogrosIgrispyandangldanpadag) 」の見解が紹介

されている．この見解が誰のものであるのかまだ同定できないが，注目すべき内容

を含んでいるので， 当該部分を引いておく．

「事物を常住や真実[成立］と判断する誤知もまた，判断方法(zhenstangs)

が対象と一致していないので，判断対象(zhenyul,i､e・常住等）の部分に対

して誤知であるけれども,判断基体(zhengzhi)である事物のみに対しては，

顕現・判断・排除［の三つの作用］があるので，事物を判断対象として有す

るものであるが，判断の形相(zhenpa'imampa)に依拠して増益の確定を

排除するので， 「他者排除」 と云われる．それらは，他［の知］を排除して

確定する「知の他者排除(blogzhansel)」と云われるものであるが，それと

同様に，他の対象を排除して存するものとして， 「対象の他者排除(dongyi

gzhansel)｣,他[の語を]排除して言表するものとして， 「語の他者排除(sgaIi

11oこれは， 『智慧灯明』p.20,n.27に指摘されている．
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gzhansel)」 と云われるものもまた存すると，智慧の眼を備えた私の上師達

はお説きになっている.」 （『智慧灯明』pp､20.18-21.4''')

ここで注目すべきは， この論師は，他者排除を， （1）知の他者排除， （2）対象

の他者排除（3）語の他者排除の三つに分けている点である．先きに紹介したド

ウタ文献では,TS1004に基づき，非否定の他者排除を，知と対象の点から二つに

分けたが,この解釈はチャパやツァンナクパには全く見られなかった.チャパの『意

闇払拭』やツァンナクパの『善説集成』には， 「知の他者排除」や「対象の他者排

除」という用語自体全く確認されない.現在利用可能なサンプ系の論理学書の中で，

この用語を出したのは，筆者の知る限り， このツルトウンの『智慧灯明』が最初で

ある．但し， ここで挙げられている知の他者排除等は，確かに名前は後代のドウタ

文献に見出されるものと同じであるが，その意味は全く別物のようである．少なく

てもここに見られる解説によれば，知の他者排除とは，他の知を排除して確定する

知であり，恐らくそれは，例えば，語を常住と把握する知を排除して，語を無常と

確定する知の如きを指そう．これに対して， ドウタ文献に見られる知の他者排除と

は，例えば，壷を把握する分別知において，非壷から反転したものとして顕現する

壷の普遍相を指すので，その内実は全く似て非なるものである．それ故， この記述

は，必ずしも,TS1004に基づく他者排除の分類を採用したチベット人学者が既に

この時代に現れていたことを示すわけではないのであるが，その内実はともあれ，

ツルトウン以前にこの用語を使用していた学者が居たことは確かであり，チヤパ→

ツァンナクパ→ツルトウンの学統（＝チヤパ系の学統）以外に，彼らの解釈とは別

系統の他者排除論がサンプ系論理学者の間に伝承されていた可能性を示唆してい

る．これは，ゴク翻訳師由来の解釈の可能性があるが，まだ文献に辿ることができ

ない．その点は今後の検討課題として残しておく．

以上，ツルトウンの他者排除論を検討したが，そこから判明したことは，ツルト

ウンは，基本的にツァンナクパの『善説集成』に依拠して，科段構成やその内容ま

'''dngosportagpadangbdenparzhenpa'ilogsheskyangzhenstangsdondangmimthunpaszhen
yulgyichashaslalogshesyinyangzhengzhi'dngospotsamlasnangzhenselbayodpasdngospo'i
zhenyalcanyinla/zhenpa'imampalaltostesgro'dogskyingespaselpasgzhanselzhesbyaba'o"
dedagnigzhanbsalnasngespa'iblogzhanselzhesbyabayinla/debzhindudongzhanbsalnas
gnaspadongyigzhanseldang/gzhanbsalnasbIjodpasgra'igzhanselzhesbyabayanggnasso
zhesbdaggiblamablogroskyispyandangldanpadaggsungngo"
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でも大部分それに随順していることである．無論，他者排除を知の作用の一つとし

て捉えるチャパやツァンナクパの解釈はツルトウンも忠実に踏襲している．ただ，

チヤパやツアンナクパが他者排除（＝排除作用）を分別知の作用の一つに限定した

のに対して,ツルトウンは,それを判断対象と行動対象に対する知の作用と解釈し，

無分別知にも他者排除を認める点で,師達とは異なる特異な解釈を取っていること

が判明した．

Ⅵ､他者排除論に関連する一連の主題の考察：

次に，他者排除に関連した一連の主題に関するツルトウンの解釈を検討しよう．

その際，特にツァンナクパとの解釈の異同に注意を払って分析を加えておく．

1．実体と反体に関するツルトウンの見解：

ツルトウンの実体と反体の基本設定は，定義・定義対象・定義基体の設定に属す

る「認識対象である実体と反体の法を確認すること (gzhalbyardzasdangldogpa'i

chosngosgzungpa) ｣ [62.4-12]という科段において纏めて解説されているが，

これは， 『善説集成』 [15a5-8]を踏襲したものである112.その前半部分では，実

体と反体，後半部分では，実体法と反体法の設定が見られる．まず実体と反体につ

いては， こう解説されている．

「ここで， 「実体」 と 「反体」 と云われるものの意味は［何であるのかと云

うならば]，＜或る基体の上に,多数の法が離れることなく，集まったもの，

ないし，集合したもの(gzhi'ciggistengduchosduma'bralmishespar'dus

pa'amtshogspa)>が，実体である．他方, <[そのように］集まったもの

を有するもの（＝実体）の個々の法('duspacangyichoskhayarba)>が，

反体である．例えば，鎧と鎧の紋章のようなものである．それもまた，別々

の基体として確定されたものの上においては，実体は［反体より］遍充が大

きいが，それ以外のものにおいては，反体が［実体より］遍充が大きい． 「同

一実体｣と「別異実体」と云われるものもまた,法が対立なく存するものと，

法が対立して存するものを云う． ［例えば，順に,］所作と無常，青と黄の如

ll2この箇所の対応は， 『智慧灯明』p.62,n.93に指摘されている．
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し.」 （『智慧灯明』p､62.5-9113)

ツルトウンの実体と反体の設定は,基本的にツァンナクパのそれを踏襲したもの

であるので，その内容については再説することはしない．同一実体と別異実体の規

定は，ツァンナクパの解説には見出されないものだが，同一実体とは，単一の基体

において，法，即ち，反体が対立することなく共在するものである．例えば，所作

と無常は，壷という基体において共在しているので，同一実体である． これに対し

て，別異実体とは，青と黄の如くに，法自体が対立して共在しえないものである．

以上が実体と反体の解説であるが，実体法と反体法の解説がそれに続いている．

「｢実体法(rdzaschos)」と「反体法(ldogchos)」と云われるものの意味も

また， （1）それとそれでないものの二つが同一実体の基体において対立する

ならば，実体に依拠した法（＝実体法）である．例えば，青と非青，常住と

無常の如し． （2）それとそれでないものの二つが同一反体において対立する

ならば，反体に依拠した法である．例えば，証因と定義，無否定と非否定等

である.」 （『智慧灯明』p.62.9-12114)

ここで実体法と反体法とは，ツァンナクパの『善説集成』では， 《実体に依拠し

た法(rdzaslartenpa'ichos)》と《反体に依拠した法(ldogpalartenpa'ichos)》

と表現されていたものに相当している． 「実体法」と「反体法」という用語は後代

のドウタ文献に至るまで広く使用されることになるが，まだツァンナクパの段階で

は使用されておらず，ツルトウンにより提示された．実体法と反体法の意味につい

ては， ツァンナクパの箇所で簡単に説明したので， ここでは再説しない．

2．定立と否定に関するツルトウンの見解：

ツルトウンの否定と定立の基本設定は， 「理解対象である否定と定立の二つの自

性が確定されるべきものであること」という科段［76.15-82.22］において纏めて解

''3 'dirldzasdangldogpachos(read:ces,cfibid.n.92)byabaoidongzhi'ciggistengduchosduma
'bralmishespar'duspa'amtshogspanirdzasyinla/'duspacangi(read:gyi)choskhayarbamldog
payintedpernakhrabdangkhrabkyibyangbubzhinno"deyanggzhi'sosorngespaciggisteng
durdzaskhyabcheladelasgzhanduldogpakhyabchebayinno"rdzascigdangthadadcesbya
ba'angchos'galbamedpargnaspadangchos'galbargnaspalabljoddebyasmirtagdangsngonpo
dangserpobzhinno"

''4rdzaschosdangldogchoscesbyaba'idonyangdedangdeminglyisgzhi'rdzascigla'galnam
rdzaslartenpa'ichosyinte/dpernasngomisngodangrtagmirtaglasogspa'o"dedangdemin
gnyisldogpacigla'galnani ldogpalartenpa'ichosyinte/dpernagtantshigsdangmtshannyid
dangmeddgagdangmayindgaglasogspa'o"
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説されている．その内容は，基本的に，先きに紹介したツァンナクパの設定（『善

説集成』18b2-3)を踏襲したものであるので115,詳細はそれを参照されたい．ツル

トウンもまた，チャパやツァンナクパ同様に，否定対象を否定した際に，他の法を

引発するか否かに応じて，非否定と無否定を立てる説を前主張に挙げて批判してい

る．その説は， 『善説集成』では，単に， 「或る者」の説，チヤパの『中観提要』

では， 「或る通達者(mkhaspa'iskyebo'ga'zhig) 」の説に帰されたが， この『智

慧灯明』では， 「古の偉大な御方達(sngongyibdagnyidchenpodag) 」の説とさ

れている116. ここでは， ツルトウンの自説の部分だけ訳出しておく．

「無否定の定義は， ＜定立法が捨てられたもの(sgrubchosdorba)>であ

るが,非否定の定義は,＜定立法が捨てられていないもの(sgrubchosmador

ba)>と云われる．そのうち， 「定立法(bsgrubchos)」と云うのは,<自身

の顕現が自立的に表象することにより確定可能であるもの(ranggimampa

rangdbangdusharbasngessurungba)>であるが, <否定対象の形象が表

象することに依拠して確定される必要があるもの(dgagbya'irnampashar

balaltosnasngesd"spa)>は， 「否定法(dgagchos)」である．そうであ

れば， （1）壷等の定立反体(bsgmbldog)と, (2)壷の非存在(bummed)

等の否定反体(dgagldog) と, (3)壷がない場所(bummedkyisaphyogs)

等のそれら（＝定立と否定）の集合体の反体(dedagtshogspa'ildogpa)の

三つのうち，中間のもの（＝否定反体）は，定立法が捨てられたものである

ので，無否定である.」 （『智慧灯明』p78.8-12117)

ここに示された無否定と非否定の定義は，ツァンナクパの『善説集成』に由来す

るものだが， これは，後に，サパンによって批判されることになる． ここに示され

た壷，壷の非存在，壷がない場所は，順に，定立，無否定，非否定に相当する．壷

がない場所が非否定であるのは，壷の非存在という否定の法と，場所という定立の

法の集合体であるからである．ツルトウンもまた，非否定を，単純に，＜定立と否

'1sこの対応関係は， 『智慧灯明』p.78,n. 122に指摘されている．
''6 『智慧灯明』p.77.2-5参照
''7meddgaggimtshannyidnisgrubchosdorbayinla/mayindgaggimtshannyidnibsgubchos
madorbazhesbyabayinno"delabsgrubchoszhesbyabaniranggisnangparangdbangdushar
basngessurungpayinla/dgagbya'imampasharbalaltosnasngesdgospamdgagchosyinno"de
ltarnabampalasogspabsgrubldogdangbummedlasogspadgagldogdang/bummedkyisa
phyogslasogspadedagtshogspa'ildogpagsumlasbarpanisgrubchosdorbasmeddgagyinno"
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定の集合体＞と考えており，否定対象を否定する際に，他の法が引発されるものと

は考えていない． この否定理論は，チャパに由来するが，ツァンナクパやツルトウ

ンにも一貫して受け継がれていることが確認された．

3．普遍と特殊に関するツルトウンの見解：

ツルトウンの普遍と特殊の設定は， 「普遍と特殊の意味(spyidangbyebraggi

don) ｣ [87.13-88.3]に纏まった形で示されている． これは，多少語句の出入りは

あるが，基本的には， 『善説集成』 [20a8-20b2]の内容を踏襲したものである．

そこでツルトウンは，最初に，遍充の大小に応じて普遍と特殊を立てる見解を前主

張に立てて批判してから，以下のように自説を立てている．

「それ故，＜異類から反転した単独の反体(rigsmimthunlaslogpa'ildogpa

chigrkyang)>が普遍であり，そして,<それが同類からも反転した第二の

反体により把持されたもの(denyidrigsmthunnanglaskyanglogpa'ildogpa

gnyispaszinpa)>が，特殊である．即ち， 「同類と異類の事物から反転し

たことに依拠することを有する」 (PVI､40cd=PVinn.29cd) と説かれてい

る.」 （『智慧灯明』pp.87.20-88.3)

ツルトウンもまた，ツァンナクパに随順して，前述のく単独の反体が普遍，二つ

の反体の集合体が特殊(ldogpachigrkyangspyi/ldogpagnyistshogsbyebrag)>

の規定を自説として受容していることが分かる．他方，ツァンナクパは，末尾の部

分で,集合体の普遍に言及していたが,それはこの『智慧灯明』には見出されない．

4．言表者と言表対象に関するツルトウンの見解：

ツルトウンもまた，チャパ等と同様に，言表者と言表対象について纏まった設定

を行っていないが，常識の推論の議論において， 『善説集成』の記述を引き写して

いる118.ここではその解説は割愛するが， このことから，言表者と言表対象の設定

についても，ツルトウンがツァンナクパ， さらには，チヤパの見解を踏襲していた

ことが分かる．

118 『智慧灯明』p.286参照． これは，先に指摘した『善説集成』185b周辺の記述の引き写しで
ある．
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V・小結：

以上,ツルトウンの他者排除論を検討した.結論として以下の諸点が指摘できる．

1．ツルトウンは，師ツァンナクパの『善説集成』に随順し，科段の構成や内

容もまた，一部の例外を除き，ほぼ忠実にツァンナクパの記述を踏襲して

いる． ツルトウンは，他者排除を語の対象ではなく知の作用の一つとして

捉える基本的解釈をチャパやツァンナクパと共有している．

2．但し，定立／定立作用と排除／排除作用の設定に関しては，ツルトウンは，

チャパやツァンナクパとは全く異なり，対象の側からその区別を立てる独

自の解釈を提示した．ツルトウンによれば，全ての知は，有分別・無分別

の別を問わず， 自身の顕現対象に対しては定立作用， 自身の判断対象と行

動対象に対しては排除作用と見なされる．

3．実体と反体，否定と定立，普遍と特殊，言表者と言表対象の設定もまた，

基本的に， ツァンナクパの設定を踏襲している．

ツルトウンは，決して独創性に富んだ学者であるわけではないが，ツァンナクパ

の晦渋な記述をより分かりやすく解説している点に特徴がある．ツルトウンが依拠

した所依典籍は主にはツァンナクパの『善説集成』であるが，チヤパの『意闇払拭』

等にも依拠していることは言うまでもない．実際， 『智慧灯明』には，既にチヤパ

の称号である「正理の主(rigspa1idbangphyug) 」という表現が見出されるのであ

る''9．ツルトウンは，主にツァンナクパの見解に随順するが，チヤパとツァンナク

パの解釈が一致しない場合には，チヤパの解釈に従う場合も見られる．その詳細は

別稿にて紹介しよう．

'19例えば， 『智慧灯明』P､ 101.8参照．一般にこの「正理の主」という表現は，チベット仏教論
理学書においては，ダルマキールティとチャパの何れかに適用される表現であるが， 『智慧灯明』

p・ 101.5-8に示された「正理の主」の見解は， 『意闇払拭』35b4-5;『量決択チヤパ註』31alに確
認されるので， ここではチャパを指すことは疑いない． これはチャパを「正理の主」と称する最

も古い用例の一つである．ツァンナクパは， 『善説集成』において，一箇所だけ, rigspa'idbang
phyugという表現を使用している．それは奥書の偶の冒頭部に見られるが（同書209b3) ,これ
はチャパではなく，ダルマキールティを指すものと推定される． というのも，チャパは，後続の

文章において， 「吉祥なる比丘センゲ(dpalldandgeslongSengge) 」 という表現で言及されて
いるからである（同書210al) .それ故， ツァンナクパはこの「正理の主」 という表現をチヤパ

に対して用いていなかった可能性がある．
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第二章．サキヤ系論理学における他者排除論

以上，一連のサンプ系論理学者の他者排除論を検討した．そこでは一貫して，他

者排除は知の作用の一つとして解釈されたほか,語の対象という他者排除の本来的

な意味は全く理解されていなかったことが判明した．一般に，サンプ系論理学者の

解釈は,サキヤ派のサパンにより彼の『正理宝蔵』において前主張に取り上げられ，

批判されたと伝えられている．そこで，次に，以上のサンプ系学者による他者排除

論に対して，サパン及び彼の後継者達は如何なる対応を示したのかという点を検討

しよう．依用する資料は，サパンの『正理宝蔵』と， 『正理宝蔵』に対するウユク

パの註釈『正理成立』の二つである．

第一節．サキャパンディタの他者排除論：

サキヤパンデイタ・クンガギェルツェン(SaslWapanjitakundga'rgyalmtshan,

1182-1251,以下，サパン'20）は，サキヤ派の顕教教学，その中でも取り分け論理

学の確立に多大な貢献を果たした人物である．カシュミールパンデイタ・シヤーキ

ヤシュリーバドラ(SakyaSribhadra,1127?-1225)及びその随従達から,梵語を学び，

梵語原典を通じて『量評釈』を初めとする多数のインド論理学書を修学したと云わ

れている．その成果は，チベット論理学史上最も重要な著作の一つである『正理宝

蔵』として結実したが，サパンの功績は，ゴク翻訳師に由来するサンプ系論理学の

相承とは別に， 『量評釈』を主とした論理学の新しい相承をチベットに導入し，従

来のサンプ系論理学を批判的に検証することを通じて,新しい論理学の学統を打ち

立てたことである．それは主にサキヤ派を通じて後代へ伝承されたので， 「サキヤ

系論理学」 と称されるべきものであるが121,サンプ系論理学の学統と並び，チベッ

トにおける論理学の二大学統として後代のゲルク派にも伝承されることになる．

ただ忘れてならないのは，サパンはカシュミールパンディタに避遁する以前に，

前出のツルトウンに師事してサンプ系論理学を学んだことである．サパンの論理学

120サパンの生涯とその修学事情については, DavidP. Jacksonの先駆的な研究が重要である．
Jacksonl987,pp.24-31参照筆者もそれを前提としつつ，改めてサパンの修学事情に関して検
討を加えたが，それについては，西沢2011b,Vol.1,pp.329-347参照．特に，キヤンドウル寺の
ツルトウンの下でのサパンの修学事情については，同書pp､330-332を参照されたい．
121サキヤ系論理学の学統については，西沢2011b,Vol. 1,pp.318-415において紹介した．
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解釈は，このサンプ系論理学とインド直伝の論理学の相克から生まれたものであり，

このことは，サパンの『正理宝蔵』を読解する際に常に念頭に置く必要がある．そ

の相克の痕跡は，他者排除論においても顕著に確認されるが，以下，特にその点に

留意しつつ分析を進めることにしたい．

I． 『正理宝蔵』における他者排除論の位置付け：

サパンの『正理宝蔵』において，他者排除の設定は，第四章「定立と他者排除の

章(sgmbpadanggzhanselgyirabmbyedpa) 」に見出される'22． この章は， 「顕

現と排除により理解する仕方(snangbadangselbasrtogstshul) 」 という科段に包

摂されることにまず注意を促したい． これは，まさに，他者排除が，サンプ系論理

学者達と同様に，サパンによっても，知の作用の仕方の一種として捉えられていた

ことを示唆している． この章は， 1． ［知の］作用の仕方を一般的に説示すること

(Ijugtshulspyirbstanpa)と,2.各々[の知の作用の仕方]の自性(soso'irangbzhin)

の二つの科段に大別されている．まず最初に，知の作用の仕方に関するサパンの見

解を見ておこう．

「[対象に対する知の］作用の仕方を一般的に説示するならば，

［偶： ］無分別知は顕現を通じて作用する．一切の語と分別知は他者

排除である．それらは，迷乱と不迷乱の区別により二つずつで， ［合計］

四種類である．

顕現には，迷乱と不迷乱の二つ，排除には，顛倒と不顛倒の二つとで四つで

ある.」 （『正理宝蔵』p､86.3-5123）

ここでサパンは，一切の語と分別知は他者排除であると明言している．その直前

で，無分別知は顕現を通じて作用すると言っているが，これは定立作用を示してい

る．これに対して，一切の語と分別知は他者排除を通じて作用すると言う． この解

'22この第四章は福田洋一の校訂テキスト及び和訳がある（福田1992, 1993) .同書序文及び福

田1991bはサパンの他者排除論の研究であり参照した．他にも, PascaleHugonの校訂テキスト

及び仏訳もある(Hugon2008,pp.385-601) .但し，訳文に関しては，本稿では拙訳を提示して
ある．

1231ugtshulspyirbstanpani/
rtogmedsnangba'is"nasiug/sgrartogthamscadgzhanselyin"
dedag'khruldangma'khrulba'i"dbyebasgnyisgnyismampabzhi"

snangbalakhrulma'khrulgnyisdang/selbalaphyincilogmaloggnyistebzhi'O"
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釈は，実に，他者排除を語の対象ではなく，知の作用に結び付けるチャパ等のサン

プ系学者の基本的解釈を忠実に踏襲したものである．

サンプ系の学者達は,諸々の知を定立作用と排除作用の何れに振り分けるかで解

釈を異にしたが，サパンは，その件を独立した論題として設定していない．但し，

ここで一切の分別知は，他者排除であると明言しているので，疑念や有分別誤知に

も排除作用を認めていたことが分かる124.問題は，無分別不迷乱知であるが，直後

に紹介するように，サパンは，無分別迷乱知にも定立作用を認めている．それ故，

サパンの知の体系では，端的には，迷乱・不迷乱の別にかかわらず，分別知は全て

排除作用，無分別知は全て定立作用に振り分けられる．即ち，

・定立作用：全ての無分別知

・排除作用：全ての分別知

この解釈は，ツルトウンの解釈と異なる他，チヤパやツァンナクパの解釈とも異

なるものであり，恐らくはサパンの独創かと思われる． この解釈は，後代，かなり

影響力を持つことになった．

以上，知の作用の仕方に関するサパンの基本的見解を検討した．そこから，サパ

ンは，他者排除を知の作用に結び付けるサンプ系の解釈を踏襲していること，迷

乱・不迷乱の別に関わらず，全ての無分別知を定立作用に，全ての分別知を排除作

用に結び付けていることが明らかとなった． このことを念頭に置いて，次に定立と

排除の個別的設定の考察に移ろう．その際，特にツルトウンの『智慧灯明』との関

係に焦点を当てて考察する．

1I.定立作用に関するサパンの見解：

定立ないし定立作用に関するサパンの見解は，先に挙げた「各々［の知の作用の

仕方］の自性」という科段の下に見出される．即ち， この科段は， 1．顕現(snang

ba) と, 2．排除(selba)の二つの科段に大別されるが，そのうちの前者に相当

する． この「顕現」の科段の骨子をまず最初に提示しておこう．

顕現［『正理宝蔵』86.8-93.8］

124実際，サパンは，他者排除の分類の箇所で「誤知の他者排除(logsheskyigzhansel) 」や「疑
念の他者排除(thetshomgyigzhansel)」という表現を使用している． これについては後述する．

61



1．顕現の一般的定義［86.8］

2．各々の意味を確立すること［86.9］

1．分類［86.11］

2．定義基体において定義が確定されることを論証すること［86.9］

1．迷乱の顕現［86.10］

2．不迷乱の顕現［86.13］

1．定義［86.14］

2．分類［86.15］

3．定義基体において定義が確定することを論証すること ［86.16］

1．対象の実相(yulgyignaslugs) [86.17]

2．知の把握方法(blo'i'dzinstangs) [87.3]

3．知と対象が一致すること (blodonmthunpa) [88.8]

［以下，省略.］

ここで注目に値するのは， 「対象の実相」等の三つの科段である． この一連の科

段は，既に指摘したように，チヤパの『意闇払拭』の他者排除の設定に起源し，ツ

ァンナクパの『善説集成』において，定立作用の設定にも追加され，ツルトウンに

より踏襲されたものである．この科段設定は，後代のゲルク派の論理学書にも受け

継がれたものであり125,サパンもまた， 『正理宝蔵』において，同じ科段構成を恐

らくは師の『智慧灯明』から踏襲しているのである126.但し，その科段構成は踏襲

していても，その内容については，解釈の相異が確認されるのであり，ツルトウン

の解釈を単に引き写しているだけではない点に留意する必要がある．以下，順次に

その内容を検討して行こう．

1．定立の定義と定義基体：

まず最初に留意すべきは，サパンは， 「定立(sgrubpa) 」 という語を，排除の

125 『解脱道解明』pp､70-72参照
'26 『正理宝蔵』の一連の註釈には， この箇所がツァンナクパやツルトウンの論理学書を前提と

していることに対する言及は見出されない． 『正理宝蔵ヤク註』pp.462.8-467.22; 『正理宝蔵．
大註』pp､28.3.4-29.2.2; 『正理宝蔵シヤ大註』pp､ 171.4-176.4;『正理宝蔵ロ註』pp､ 101.1-106.13
等参照．
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対立概念として殆ど使用していないことである．唯一， この章の章名に， 「定立と

他者排除の考察の章」 とあるだけで，他は，大部分， 「顕現(snangba) 」 という

語が使用されている．それは，恐らくは，サパンは， 「定立」という語を，基本的

に「否定(dgagpa) 」の対立概念として使用していたことによろう． この点で，

サパンは実はチヤパと立場を共にしているのである．定立が単に否定との対立概念

としてではなく，他者排除の対立概念としても設定されたのは，ツァンナクパを初

めとし,それはツルトウンにも受け継がれたものである.それは,前述したように，

後代のドウタ文献において，定立作用と排除作用の設定という形で確立した．

サパンによる顕現の定義と分類'"を整理した形で示すならば,以下のようになる．

顕現(snangba) [=定立(sgrubpa)]

定義：無分別知により知覚するもの(rtogmedkyishespasmthongpa)

分類：

1．迷乱の顕現(snangba'ldlrulpa)

定義：自相がないものを知覚するもの(rangmtshanmedpamthongba)

分類：

1．迷乱した感官知(dbangshes'khrulpa)

2．汚された意知(yidshesbsladpa)

2．不迷乱の顕現(snangbama'khrulba)

定義：自相があるものを知覚するもの(ranggimtshannyidyodpamthong

ba)

分類：

1． 自己認識(rangrig)

2．対象認識(donrig)

ここで顕現とは，その定義から明らかなように，無分別知の知の作用である．そ

れは，分別知には認められない．それ故，師のツルトウンのように，分別知に対象

普遍が顕現するからといって，分別知に定立作用を認めることはなく，その点で，

師とは解釈を分かっている．

127 『正理宝蔵』p.86.8-15参照
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また，その分類に明確に示されているように，単に，不迷乱の無分別知のみなら

ず，無分別迷乱知にも， この顕現作用が認められている点は留意されたい．前述し

たように，ツルトウンのような一部の例外はあるが，チャパやツァンナクパ等のサ

ンプ系の学者の問では，無分別迷乱知には，定立作用が認められないという解釈が

一般的であったので， この点で，サパンは彼らと解釈を異にしている．例えば，二

月が顕現する無分別迷乱知に対象(＝一月）が顕現することはサパンは認めない128.

しかし，それには二月が顕現するので，迷乱知であっても，顕現作用を認めるので

ある．他方，不迷乱の顕現を，サパンは，＜自相があるものを知覚するもの＞と定

義しているが，これは，ツァンナクパの定立作用の定義く自相を顕現を通じて把握

するもの＞と基本的に異なるものではない．

2．定立作用の対象の実相：

定立作用の対象の実相は，前述したように，ツァンナクパやツルトウンの論理学

書においては，ダルマキールテイの他者排除論に密接に関係したものであった．サ

パンは，その科段設定を彼らから受け継いでいるが，その内容については，こう述

べている．

「対象の実相(yulgyignaslugs)とは［何であるのかというならば],

［偶： ］実際に存在する諸事物は， （1）単一のものには多数はあり得

ず， （2）多数のものは単一のものとして存することはあり得ない． （3）

単一のものに明瞭なものと不明瞭なもの［の二つ］はない'29.

（1）瑠璃において，青と所作と無常等の一切法は，実際，別異実体でない

ことは言うまでもなく，反体すらも無別異であるので,別異を欠いたもの(＝

無別異なもの)であり， (2)そして,青一般(sngotsam,*nrlamatra,i.e.matva)

という単一の普遍は存在しないので,瑠璃や蓮華等の青は,相互に随伴する

ことを欠いたもの（＝相互に随伴しないもの）として存するのである.」 （『正

128例えば， 『正理宝蔵』p､234.5-7: 「自己認識により, [一月が二月として顕現する］知がく二
月を把握するもの(zlabagnyis'dzin)>として直接的に成立することにより，対象が二月として

迷乱知には対象(vul)がない間接的に成立する」と云うこともまた妥当ではない．なぜならば，

からである． 」

'2'donlagnaspa'idngospomams"gcigladumamisridcing"dumagcigmgnasmisrid"gcigla
gsaldangmigsalmed"
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理宝蔵』pp.86.17-87.2)

ツァンナクパやツルトウンにより提示された定立作用の対象の実相とは,以下の

三条件からなるものであった．即ち，

1．壺等が，非青から反転した青として存すること．

2．青・所作・無常等の諸法は，無別異の実体（＝同一実体） として存するこ

と． ［＝諸法の無別異性］

3．無別異の実体である壷と青・所作・無常等に対して法と有法等の区別を立

てることは，増益であること． ［＝法と有法の別異性］

ここでサパンは，偶においては三条件， 自註ではそのうちの最初の二条件を挙げ

ているが，その内容は，ツァンナクパ等の規定とは全く異なるものとなっている．

即ち，青・所作・無常等の諸法が無別異の実体であることは，ツァンナクパ等とサ

パンが共通して述べている所であるが，サパンは，青・所作・無常等の諸法が同一

実体であるのみならず，反体が無別異なものと言明していることは1309サンプ系論

理学者には受け入れられない主張である．実際，サンプ系学者にとって，この青等

の三つの諸法は， ＜同一実体にして別異反体(rdzasgciglaldogpathadad)>と規

'30サパンは，青・所作・無常等の諸法の反体が無別異である肝腎な理由を明記していないので，

その点未詳である．ヤクトウクやロオケンチェンの註釈にも明瞭に解説されていないが， コラ

ンパはこう解説している． 『正理宝蔵．大註』p.28.3.6:…ldogpathadaddumedde/degsumtha
daddusnangbanirtogpakhonalasnangbayingyirtogmedkyishespalagcigmsnangba'iphyir
te(delete:te?)/｢[青や所作・無常等の三つは］反体は別異として存在しない．なぜならば，その

三つが別異として顕現するのは，分別知のみにおいて顕現するのであり，無分別知には同一のも
のとして顕現するから． 」

ゲルク派の立場では，同一反体と別異反体の区別は，その法が分別知(rtogpa)において同一
のものとして顕現するか，別異のものとして顕現するかという点から立てられるが， コランパも

またここで青・所作・無常等の諸法が分別知において別々に顕現することを認めている以上，

それらは別異反体であることを意味することになる． コランパは， 当然，そのゲルク派の解釈

を知っていたであろうから，その上で，そのように別異反体を立てることを否定し，無分別知

(rtogmedkyishespa)に別異として顕現することを別異反体の条件として立てた． しかし，そ
の場合には，別異実体の条件を如何に立てるかという点が問題となる．実際，ゲルク派では，無

分別知に別異として顕現することは，別異反体ではなく別異実体の条件となっているが， コラン
パの解釈では，その点に区別が付けられない問題がある．

後述するように，サパンの体系では，反体とは，分別知によって仮設されただけの非事物，

普遍相であり，実在するものではないので，青・所作・無常等の実在する諸法は，そもそも，
反体ではない．それ故，それらに同一反体なり別異反体なりの区別を立てることが出来ないこ

とをここでサパンは述べているのではなかろうか．その場合， ここでサパンは，青・所作・無

常等は，単に別異反体でないと言っているだけで，同一反体であると述べている訳ではないこ

とになる．或る諸法が同一反体であるためには，それらが反体であることが前提となるからで

ある．その場合には， コランパのように，無分別知に別異として顕現するか同一として顕現す
るか否かを，別異反体と同一反体の条件として立てる必要性自体がないことになる．

65



定されるからである．この規定は後代のゲルク派においても踏襲されることになる

が，その詳細は別稿にて紹介しよう．

さらに，サパンは，瑠璃の青や蓮華の青等に，相互に随伴する単一の普遍がある

ことをも認めないが，これもサンプ系論理学者や後代のゲルク派とは普遍に関する

解釈が全く異なることによる．サンプ系やゲルク系の学者は，青が瑠璃の青や蓮華

の青等に随伴する普遍であることを認め，彼らの体系では，青と瑠璃や蓮華の青は

ともに自相であり，かつ，普遍と特殊の関係にある． しかるに，普遍を普遍相と同

一視して，分別知によって仮設されただけの非事物と見倣すサパンにとっては，青

は， 自相であり普遍ではないので，その瑠璃や蓮華の青に随伴する普遍はそもそも

存在しないのである131.端的には，サンプ系やゲルク系の体系では， 自相と普遍は

対立(!galba,*virodha)ではなく，共通基体(gzhimthun,*samanadhikarapya)が

ありえるが，サパンは，その両者を対立と見倣している点で，彼らとは解釈を異に

しているのである．

偶中の第三規定は， 自註には言及されておらず，何を意味するのか定かではない

が， ここで「明瞭(gsalba) 」 というのは，恐らくは，チャパの『意闇払拭』での

用例と同様に,場所と時が他法と混合することがない自相の在り方を指すものと推

定される'32．その場合， 「不明瞭」 というのは，場所と時が他法と混合した対象普

'31参考までにコランパの註釈を引いておく． 『正理宝蔵．大註』p.28.3.6-4.1:shapadangshugpa
gnyisladonlathunmonggichoscungzadmedde/shapa'irdzasyinnashugpa'irdzasmindgos/
shugpa'iIdzasyinna/shapa'idzasmindgospa'iphyiIゾ「というのも，シャパ(i､e・simSapa,樹の
名前）と柏の二つには実際には共通の法は些かも存在しないからであり，シャパの実体であるな

らば，柏の実体でない必要があり，柏の実体であるならば，シャパの実体でない必要があるから

である． 」

また,この箇所の解釈については,ヤクトウクの註釈が参考になるので,併せて引いておこう．

『正理宝蔵ヤク註』p.462.ll-17:baidnlya'isngonpodangutpala'isngonpolasogspardzasduma
mamslasngonpotsamlasogspa'ispyidngospobamedpasphantshunIjessu'grobasstongzhmg
gcigmgnaspamisridla/rdzasgciglagsalmigsalchaglyismeddo"deskadduINam'grellas/
dampa'idongyidonmamsm"ranggis'dredangthadadmed"delangobogcigpadang/dumablo

yisbsladpayin"zhesgsungspa'iphyirro〃｢瑠璃の青と蓮華の青等の多数の実体に青性(sngonpo
tsam,*nilamatra,i.e・matva)等の実在する普遍(spyidngospoba)は存在しないので，相互に随
伴することを欠いており，同一のものとして存することはあり得ないが，同一実体において明瞭

と不明瞭の二つの部分は存在しない．なぜならば， 『量評釈』において， 「勝義に属する諸対象

は，それ自身として混同されず，区別されない．それら（＝勝義に属する諸対象）において，単

一の形相と多数の形相［を判断するの］は，知の迷妄(upaplava)である」 (PVI､87)と説かれ
ているからである． 」

これは，第二相と第三相の二つの註釈となっている．サンプ系学者が提示する普遍が，外教徒

の普遍実在論者が説くような実在するものと見なされていることが分かる．

'3zこれについては，西沢2014,p.253f参照
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遍（＝普遍相）の在り方を意味する．そのように考える時，単一のものに明瞭なも

のと不明瞭なもの二つがないというのは，単一のものに， 自相と普遍相の二つが存

在しないことを意味する． ここで，単一のものとは，青等の自相に他ならないが，

それには，普遍相は存在していない．なぜならば，普遍相は分別知によって仮設さ

れただけのもので，実在しないからである． ここでは暫定的に以上のように解釈し

ておく．

ちなみに，他者排除論の観点からは，青い壺が，非青から反転したものであると

いうサンプ系の第一規定が肝要かと思われるが，それに対しては，奇妙なことに，

サパンは何も言及していない． この背景には，恐らくは，サパンは，他者排除を，

普遍相や反体と同一視し，分別知により仮設されただけの非事物と見倣すので'33,

他者排除を実在レベルにおいて立てる《対象の他者排除》を承認していないという

事情が潜在しているものと推定される．サパンにとっては，他者排除とは，分別知

により仮設されただけの，所謂’ 《知の他者排除》のみを意味していたのである．

その点で, PVinⅡ､29=PVI.40に基づき，他者排除を実質的に対象の側に立てる

サンプ系の解釈とは立場を異にしており134. さらには，他者排除を実在レベルと概

念レベルの二つに認めるゲルク系の解釈－それは『タットヴァサングラハ』や，

さらにはダルマキールテイの『量評釈』にまで遡るのであるが－とも解釈を異に

している． 『正理宝蔵』では， このPVinn.29=PVI.40は，普遍と特殊の考察の

章に一度だけ引かれ（『正理宝蔵』p.78) ,普遍と特殊の定義の典拠となっている．

この偶に関するサパンの解釈については，後で，普遍と特殊の設定を考察する箇所

で検討しよう．

このように，サパンは， 「対象の実相」という科段設定を，サンプ系論理学書か

ら借用しつつも，それを換骨奪胎して，サンプ系とは全く異なる解釈を提示してい

ることが明らかになった．サパンの定立作用の対象の実相に関する解釈を，サンプ

系の解釈との対比で示すならば，以下の通りである．

'33 『正理宝蔵』p.295.3-5参照．但し，他方において，サパンは，他者排除を知の作用に結び付
けるサンプ系の解釈を踏襲しているので,解釈に混乱が見られる.その詳細については後述する．

'34サンプ系学者は，彼らの対象の実相の設定に如実に示されているように，実質的には，対象

の他者排除を認めているが，但し，彼らは，他者排除を知の作用の一つと見倣していたため，そ
れが他者排除であることだけが理解されていなかった．その意味で，サンプ系学者が対象の他者
排除を認めていたということには些か語弊があるのである．
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図定立作用の対象の実相に関するサンプ系及びサパンの解釈の相異

第一の規定は,所謂， 《同一実体／自体にして別異反体(ngobogciglaldogpatha

dad)》に関わるものである． これはサンプ系論理学に起源し，ゲルク派でも自説

として受容されたが，サパンはこれを認めない点に留意する必要がある．サパンの

実体と反体，普遍と特殊に関する解釈は，後で，個別的に考察しよう．

3．定立作用の知の把握方法：

他方，知の把握方法について， こう述べている．

「知の把握方法とは［何であるのかというならば]，

［偶： ］一切の直接知覚は対象の通りに顕現する．単一のものに別異

なものが顕現することはない．別異のものが単一なものとして顕現す

ることもあり得ない． ［直接知覚は，対象が］顕現することにより ［そ

の対象の全ての部分に対して］作用するが， ［対象の或る部分が顕現し

68

サパンの解釈 サンプ系の解釈

1 青・所作・無常等の諸法は，別異実体でない

のみならず，別異反体でもない． ［＝単一の

もの（＝単一の事物）には多数のもの（＝多

数の実体及び反体）はない． ］

青・所作・無常等の諸法は，同一実体である

が
は

》

p

別異反体である．それ故，単一の事物に

多数の反体がある．

2 青性（≠青！ ） という単一の普遍は存在しな

いので,瑠璃や蓮華の青等に随伴する単一の

普遍は存在しない． ［＝多数のものは単一の

ものとして存することはない． ］

青性という普遍は分別知によって仮設され

ただけのものであり，実在しない．

青性（＝青！ ） という単一の普遍は存在し，

瑠璃や蓮華の青等に随伴する．それ故，多数

のものに，単一の普遍はあり得る．

青性は， ＜非青から反転したもの＞であり，

青に他ならない．それは普遍であるが， 自相

であり実在する．

3 単一のものに明瞭なもの（＝自相？）と不明

瞭なもの(＝普遍相？)の二つは存在しない．

単一な事物（＝自相）に，普遍相（＝対象普

遍）が存在しないことは認める．



たり顕現しなかったりと］区別して働くことはない135.

瑠璃が直接知覚に顕現するとき， ［直接知覚はそれに対して］部分［の区別］

なく (chameddu)作用する．青には青性(sngonponyid,*nrlatva) [という

普遍はなく］，そして，その所作と無常もまた無区別であり，場所と時と形

相が別異の諸々の青もまた随伴する単一の普遍がないので,別異性として顕

現するのである.」 （『正理宝蔵』p.87.3-8)

ツァンナクパは,定立作用の知の把握方法を， 「顕現によって作用するもの」 （『善

説集成』 117a7-8) ,ツルトウンは， 「顕現作用によって作用するもの」 （『智慧

灯明』p. 14.16) と規定しているが，サパンの解釈もそれを踏襲したものである．

ここで「部分の区別なく顕現する」とは，例えば，瑠璃に存する所作や無常等の諸

法が，所作の部分は顕現するが，無常の部分は顕現しないというように区別して顕

現するのではなく，全ての諸法が無区別な形で一体化して顕現することを意味する．

これは他ならぬダルマキールテイ自身が明言しているところである136.

4．知と対象が一致すること：

第三の「知と対象が一致すること」という科段［87.8-93.8］は，ツァンナクパの

『善説集成』 [117a8-118b4]に由来し， ツルトウンの『智慧灯明』 [15.1-19.6]

に踏襲されたものである．サパンは，特にツルトウンの『智慧灯明』の記述を前提

としているが，この箇所はかなり込み入った議論を含んでいるので，その詳細の解

説は別稿に譲りたい．ただここで一点だけ指摘しておくならば，この箇所に見出さ

れる「顕現対象に対して語と分別知が作用しない仕方」 ［92.12-93.8］という科段

の内容は，特にツルトウン独自の見解に対する批判となっていることである．前述

したように，ツルトウンは，無分別知のみならず，分別知を含めた全ての知は， 自

身の顕現対象に対して定立作用であることを主張したが，その見解がここで批判さ

れている．

'3smngonsumthamscaddonbzhinsnang"gciglathadadsnangbamed〃madadgcigtusnangmi
srid"snangbasljuglaresljogmed"

'36例えば, PVI.45: tasmaddr9tasyabhavasyadrSiaevakhilogupaり/bhranterniSCIyateneti
sadhanamsampravartate〃「それ故, [直接知覚によって］知覚された事物には，全ての属性が必
ず知覚される． ［しかるに，それら全ての属性は知覚されるが， ］迷乱により，確定されないの

で， ［それを確定する為に］論証（＝推論）が働く． 」
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111.他者排除に関するサパンの見解：

以上が，顕現／定立の作用に関するサパンの基本的見解である．そこで次に，他

者排除の個別的設定を検討しよう．まず当該箇所の科段構成の大枠を示しておく．

他者排除［『正理宝蔵』93.9-115.22］

1．定義［93.9］

2．その自性［93.12］

1．排除の設定［93.13］

1．対象の実相(yulgyignaslugs) [93.13]

2．知の把握方法(blo'i!dzinstangs) [93.21]

2．排除の分類［96.18］

1．分類本論［96.18］

2．対象(don)において他者排除［を設定すること］を否定するこ

と［97.5］

3．個別的設定[98.18]

この科段構成は,先きに紹介したツァンナクパの『善説集成』やツルトウンの『智

慧灯明』に見られる他者排除の科段構成を前提として，それに改変や新しい科段を

加えたものに他ならない．即ち， 『善説集成』では， 「定義基体」 ， 『智慧灯明』

では， 「喰例」の科段に相当する部分が， 『正理宝蔵』では， 「排除の分類」の科

段に相当する． この「排除の分類」の科段は，前二書に比べて，かなり詳細な解説

を含んでおり，そこには，サパン独自の解釈が盛り込まれている．その点に大きな

相異が見られるが，科段構成の大枠には大きな違いは見られないここにも『智慧

灯明』から基本的な科段構成を採用しつつ，それを換骨奪胎して，サパン自身の解

釈を盛り込むというサパンの基本的なスタイルが再確認できるのである．

1．他者排除の定義と定義基体：

そこで，サパンの他者排除の解釈を，サンプ系学者，特に師のツルトウンの解釈

と比較しつつ検討しよう． まずサパンは，他者排除を偶の形でこう定義している．

「[偶：］＜直接的対立を断じて作用するもの＞が，他者排除であり， ［それ

は］有対象(yulcan,*vigayin)であると［尊師ダルマキールティは］お認め
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になっている.」 （『正理宝蔵』p.93.9_11137)

先きに，＜対象の反対項を排除することを通じて対象とするもの＞というツルト

ウンの他者排除の定義を紹介したが，このサパンの定義は，表現に多少の相異が見

られるとはいえ，内容的には異なるものではない． しかも，サパンはここで他者排

除が有対象であると明記していることに留意されたい．有対象とは，ここでは特に

知を含意しているが，サパンは， ここで他者排除を知の側において設定し，他者排

除が対象の側に成立するものであることを明確に否定している138.それは「対象に

おいて他者排除［を設定すること］を否定すること (donlagzhanseldgagpa) 」

という科段において詳しく論じられているが，その冑頭部にはこう明記されている．

「[偶:］他者排除は,知の作用の仕方(bloyiiugtshul)であり，物質(bems

po,fjaja)である対象には他者排除はない.」 （『正理宝蔵』p.97.6-7'39)

この上もなく明瞭な記述であり，疑念を挟む余地はない．実際後続の偶におい

て，サパンは，対象の他者排除(dongyigzhansel)を明示的に否定していること

からも，明らかである．即ち，

「[偶：］対象の他者排除(dongyigzhansel)は， 自相であるので，顕現対

象となり，排除であることが退失する.」 （『正理宝蔵』p.97.11-12'40)

ロオケンチェンの註釈には， この「対象の他者排除」を認める論師として，ツア

'37dngos'galbcadnasiugpani"gzhanselyulcanyinparbzhed"
'38後代の註釈者達にとっては，他者排除を知の側のみに結び付けるサパンの解釈は，受容しが
たいものであったようであり，多くの註釈者達は，他者排除を対象に結び付ける解釈をも併置
している．例えば， 『正理宝蔵ヤク註』p.468.l-3:dngos'galbcadnasljugpanigzhanselba'iyul
里旦gyimtshannyidyinparslobdpongyisbzheddo"dngos'galgcodpaniyulgzhanselgyimtshan
nyidyinno〃「＜直接的対立を断じて作用するもの＞は，他者排除の有対象の定義であると尊師
［ダルマキールティ］はお認めになっている． ＜直接的対立を断じたもの＞は，対象の他者排除
の定義である． 」

他にも， ロオケンチェンは， この記述を，有対象である排除作用(selljug)の定義を直接的に
述べることを通じて，対象である排除(selba)の定義もまた間接的に説示したと註釈している．

即ち， 『正理宝蔵ロ註』p. 106.16-17: 'disniyulc旦旦_ggl_i旦ggimtshannyiddngossusmospa'isgonas
XuL§且l_La'imtshannyidkyangshugslabstanpayinpalas/…ここでロオケンチェンは， ドゥタ文

献に見られるように，排除作用(seliug)と排除(selba, i.e.gzhansel)の二つを峻別している
ことが確認される． しかし，直後に述べるように，サパンは対象の側に他者排除を立てる解釈
を明確に否定しているので， この註釈は妥当とは思われない．ただ， これら一連の註釈者達の
記述は，サキャ派でも，後代，他者排除を対象の側に結び付ける解釈が流布し，その結果，そ
れを知の側のみに結び付けるサパンの記述に会通を加える必要性が生じたことを如実に示して

いるのである． ちなみに，他者排除を対象の側に結びつける解釈は，他ならぬサパンの直弟子
のウユクパにより提示されることになる．その詳細は後述しよう．

'39gzhanselbloyiiugtshulyin"bemspo'idonlagzhanselmed"
'dodongyigzhanselrangmtshanphyir"snangyul 'gyurgyiselbanyams"
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ンナクパの名前が挙げられているが141,妥当ではない．ツァンナクパの他者排除の

解釈は先きに紹介したが，彼の『善説集成』には，対象の他者排除を認める記述は

確認できず，そもそも「対象の他者排除」 という語それ自体全く見出されないから

である'42. さらに，チヤパの『意闇払拭』にも， この語は見出されない． この「対

象の他者排除」という表現の典拠は，まず間違いなく，サパンが依用した『智慧灯

明』である．そこには，前述したように， 「私の上師である智慧の眼を備えた者達」

の見解が紹介されているが，そこに，知の他者排除と語の他者排除の他に，対象の

他者排除という語が見出されるのである143.サパンは，恐らくはこれを念頭におい

て，他者排除を対象レベルに立てる解釈をここで批判したのである．

前述したように，他者排除を語の対象としてではなく，知の作用の一つとして，

知の側に設定することは，チヤパを初めとするサンプ系学者の特徴であった．ここ

でサパンは,そのサンプ系の解釈を忠実に踏襲していることが確認されたわけであ

る.他者排除を事物の実相として対象の側に設定することは,既に指摘したように，

ダルマキールテイの『量評釈』に見出されるのが1441サパンは，カシュミールのパ

ンディタ達に師事して， 『量評釈』を梵語原典から修学したにもかかわらず，実際

には，ダルマキールティの密意を正しく理解しておらず，サンプ系の古い解釈を取

っているのである． これは， 『正理宝蔵』に少なからず見出されるサンプ系論理学

の残津の一例である．

2．他者排除の設定に関するサパンの一貫性を欠いた記述とその思想的背景：

このように，サパンは，明らかに，他者排除を語や分別知等の有対象の側に立て

'41 『正理宝蔵ロ註』p､ lll.1-3:slobdpongTsangnagpalasogspa'ga'zhigdonrangmtshangyi
gzhanselzhesbyabayulbemponyidgzhanselmtshannyidpar'dodpaniChoskyigragspa'i
dgongspalalogpadngospodangldogpadngosmedmaphyedparzaddo〃｢尊師ツァンナクパ等の
或る者は， 「自相として対象の他者排除」と云う物質に他ならない対象を，真の他者排除と認め

ているが，それは，ダルマキールテイの密意において，反転したもの(logpa,*vyavrtta)は事物

(dngospo,*vastu) ,反体(ldogpa,*vyavrtti)は非事物(dngosmed,*avasm)であると区別し
ていないに過ぎないのである． 」

'42尤も， ツァンナクパは，普遍を対象の側において認めており，それは，実質的に，対象の他
者排除に相当することは指摘しておく必要がある．彼は，他者排除をあくまで知の作用として立

てるので，それを「他者排除」とは呼ばないが，実質的には，対象の他者排除を認めていると言

っても過言ではない．

'43 『智慧灯明』p､21.2参照．
'44西沢2014,p.248参照．
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ていることが確認された． しかし，混乱を招くのは，彼の『正理宝蔵』には，決し

て多くはないが，それを対象の側に立てる記述が散見していることである'43.そこ

でここに幾つか用例を挙げておこう．例えば，第五章「言表対象と言表者の考察」

には，他者排除を言葉の対象に結び付ける記述が確認される．即ち，

「また， ［尊師ダルマキールティは,］

［｢樹」 という言語規約（＝語）は，排除されるべき非樹等の］他のも

のに知覚されないことに依拠しているから，そして， ［排除されるべき

ものでない樹等の］或るものには，それが知覚されることに依拠して

いるから，語に対して， ［他者］排除は結び付けられるのであり，それ

は，事物に対しては適用されない」 (PVm. 172146)

とお説きになったことにより,事物に対して語が結び付けられるのではなく

他者排除に対して［語が］結び付けられる理由もまた，枝葉等を有しない石

等の他のもの（＝異類のもの）には， 「樹」の語は認められず，枝葉等を有

する他のもの（＝同類のもの）である栴檀等の或るものには， 「樹」の語が

認められるので，同類のものに対しては語が認められ，異類のものに対して

は認められないことの二つに依拠して,その語が結び付けられる必要がある．

［それ故，

もし， ’もし， ［

γ〕てか万フリー塁

語が］事物と関係するならば，それ（＝或る特定の事物）のみに結

び付けられることにより理解されるが，他のものに［その語が］無いことに

依拠する必要はないからである.」 （『正理宝蔵』pp. 124.19-125.5)

ここでサパンは, PVm. 172に依拠して，語が結び付けられるのは，事物ではな

く他者排除であり，他者排除が語の対象であることを明記している．他にも，第三

章｢普遍と特殊の考察｣において,他者排除を普遍に結び付ける記述が見出される．

「[問い： ］

［偶： ］もし，対象に普遍がないならば，他者排除は仮設された非事

物において成立するが，対象に対して関係しないので，一切の言説は

'45サパンの他者排除に関する記述の一貫性の欠如については，既に福田1992,pp.3-8において
も指摘されている．

'46anyatradrStyapekSatvatkvacit taddr乳yapek5apat Srutausambadhyateapoho, naetadvasmni
yllyate";Tib.gzhandumamthonglaltosdang"lalardemthonglaltosphyiIWgzhanselsgradang
'brel 'gyurgyi"denidngoslamrungngo"
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減する， と云うならば147,

自相としての対象において普遍はなく，他者排除を普遍として把握するとし

ても，それは事物として存在していないので，対象と関係しない．それ故，

特殊が成立することにより普遍が成立すると［論証する］自性因と，普遍が

斥けられることにより特殊が否定されること［を論証する］能遍の不知覚等

の弁証(rtogge,*tarka)の設定と，世間の一切の行為が減することになる，

と云うならば，

［回答： ］

[偶:］ 対象と排除を同一として迷乱して(＝同一のものと判断して）

対象に対して行動を起こすとき， 自相を獲得させる［知］ のみが，認

識手段であるので, [他者排除を普遍と把握することは]妥当である148．

自性により迷乱した分別知(rtogpan"boJkhrulpa)によって，他者排除

に対して自相であると迷乱して行動を起こすとき,対象を獲得することのみ

により，認識手段の行為が成立するので，全く妥当である． ・ ・ ・ 」 （『正理

宝蔵』p､85.7-20）

先きの例では，他者排除は，言葉の対象に結び付けられていたが， ここでは，普

遍に結び付けられている． ここで説かれているのは，例えば， 「これは壷である」

という壺を把握する分別知には，壷それ自体ではなく，壺の普遍（＝他者排除）が

顕現している． しかし，それを自相としての壷と判断することを通じて，壺に対し

て行動を起こし，それを獲得することが出来る， ということである．

さらに，第十章「為自推論の考察」では，他者排除と反体(ldogpa,*vyavrtti)

を同一視する記述が見出される．

｢[偶： ］ 他者排除より他に反体は存在しない

． ・ ・反体とは他者排除であるが，それには，分別知により仮設されただけ

のもの以外に， 自体として成立しているものは存在しないので，非事物に他

ならないのである．」 （『正理宝蔵』p.295.4-9'49)

'47galtedonlaspyimedna"gzhanselsgrobtagsdngosmedla"grubkyangdondangma!brel
phyiⅡ〃thasnyadthamscadljigcena"

'48dondangselbagcignyiddu"'khmlnasyul laiugpana"ranggimtshannyidthobpatsam"
tshadmaymphyir'thadpayin"
'49gzhansellasgzhanldogpamed"
...ldogpanigzhanselyinladelartogpassgrobtagspamagtogspangoborgrubpamedpasdngos
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ここでサパンは，他者排除を反体と同一視して，それは分別知によって仮設され

ただけの非事物であると明言している．

このように，サパンは，一方において，他者排除を知の作用の仕方に結び付け，

知の側に設定しつつ，他方において，他者排除を，語の対象や普遍，反体などの対

象の側に結び付けた記述を残していることが確認される．この点について我々は如

何に解釈すべきであろうか．

これについては，端的にサパンの見解は矛盾しており，首尾一貫性に欠けている

と言わざるを得ないと考える．例えば，第一の用例を例に挙げるならば，実は，サ

パンはその直前において,Pvm.171に基づき，語の対象でなく，語それ自身が他

者排除であると明言しており，前後の文章で解釈が一定していない．即ち，

「他にも， これらの意味は，詳細に『量評釈』において，

「それ故，言語規約時(samketa-kala)においても， 自身の認識の結果

を有する，説示された対象に対して結び付けられた他者排除は， ［実在

対象ではなく,］語に対して結び付けられている」 (PVm､ 171'50)

と説かれているので，言説時において，意図されていない他のものを断じて

行動するので，命名時においても，分別知に顕現したもの（＝対象普遍）と

自相としての事物の二つを一つに迷乱して， ＜それでないもの(demayin,

反対項）＞を断じて命名するので， 命名時の語(brda'it

非除であると論証されたのである .」 （『正理宝蔵』p. 124.14-19)

ここで典拠として引かれたPVm.171には確かに他者排除が語の対象ではなく，

語それ自体に結びつ,ﾅられているその周辺のダﾙﾏｷｰﾙﾃｲの記述を見てみる
と, PvIn. 169では，先に引いたPvm. 172と同様に，他者排除が語の対象に結

び付けられているが，その直後のPvm. 170では， 「あるいは(v5) 」 という語

を導入して，一転して，他者排除が語に結び付けられていることが分かる151.つま

mednyidyinno"

l"tasmat samketakaleapi nirdi"rthenasamyutai/svapratrtiphalenaanyapohahsambandhyate
§ruiPu"Tib.dOphyirbrdayidusnayang"rangnyidmthongba'i 'brasbucan"bstanpa'idondang
'brelpa'iphyir"gzhanselsgradang'brelpar'gyul"
'5!PVm.169: tadmparopagatyanyavyavrttadhigatehpunaj/Sabdartho'rthahsaevetivacanena
virudhyate〃「それ(=対象）の形相(mpa,i.e.対象の部分である他者排除）を［知の形相に対し
て］増益することを理解することにより， ［その対象の形相と知の形相を同一のものと判断する
ことによって］他者から反転した［対象］を理解するので，その対象（＝対象の形相＝他者排除）

こそが語の対象であると云っても，矛盾ではない. j ;PVm. 170:mithyavabhasinovaite
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り，ダルマキールテイ自身，他者排除を，語と語の対象の両方に結び付ける両義的

な解釈をしており，そのことがサパンの解釈の混乱を生み出す一因となっているの

である．先に，他者排除を語の対象に結び付けることが，デイグーガに由来する他

者排除の本来的な意味であると指摘したが，ダルマキールテイは，その点に関して

も，デイグナーガとは異なる解釈をしていることが分かる．ダルマキールテイの他

者排除論の詳細は，本稿の主題から外れるので，稿を改めて検討しよう．

さらにサパンにこのような解釈の揺れが生じた背景として考えられるのは,サパ

ンが受容した論理学の学統に全く別の二つの系統があったことである．即ち，サパ

ンは，カシュミールパンディタ・シャーキャシュリーバドラ及び彼の随従達に師事

して，梵語原典を通じて， 『量評釈』を初めとする一連の論理学書を学んだ． しか

し，その前に，キャンドウル寺において，ツァンナクパの弟子の一人であるツルト

ウン・ションヌセンゲに師事して，師の『智慧灯明』を初めとするサンプ系の論理

学書を修学したことが知られている．このように二つの相異なる論理学の学統を受

け継いだことが，彼の他者排除理解に解釈の揺れを商したと推定されるのである．

この二つの学統のうち，サパンの他者排除の基本的解釈は，実は前述したように，

他者排除を知の作用と見倣し，知の側に設定するサンプ系の解釈であるが，カシュ

ミールパディタ達に師事して『量評釈』等を学んだことから，他者排除を普遍や語

の対象等に結び付ける解釈が混入したものと推察される．その結果として，他者排

除に関して，その記述に首尾一貫性を欠くことになったのである．

他者排除を知の側に結び付ける解釈は， 『正理宝蔵』の他の章でも繰り返し確認

される．例えば， 「普遍と特殊の考察」の章においてサパンはこう明言している．

「第二．それ（＝事物の実相）を確立する仕方は，

［偶： ］実体と反体，普遍と特殊，定立と他者排除分別と無分別，

他の者達は， ［これらの］設定を［典籍とは］別に説く．私は典籍の通

pratyay鋤§abdanirmitah/anuyantinnamarthamSamiticapohakrc*chrutiM「あるいは(va) , これ
らの語によって形成された知(pratyaya)は，誤った顕現を有するものであり， この対象の部分
に随伴するので，語は， ［他者の］排除を為すものであ量． 」

＊宮坂本では, Vaの読みを示すが，戸崎1972p270,n. 161に示されているように9 caの読
みを取る．内容的に見て， この語はitiの直前に示された二つの理由を列挙するために置か

れているからである．

この周辺の偶の内容については，戸崎1979,pp､268-267周辺参照．翻訳は拙訳を挙げている．
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りに解説することを欲する．

チベット人達(Bodrnams'52)は，実体と定立と，普遍と反体等は，或る時

は一致するように説き，或る時は一致しないように説き，或る時は知の法

(blochos,知の属性）の如くに説き，或る時は対象の法(donchos,対象の

属性）のように説き，或る時は普遍を定立のようになし，或る時は普遍を否

定のようになすので，確固とした分別は見られないのである．私は，先に説

いたように，教義を確固としたものとして説く．そうであれば，実体と普遍

は対象,分別と無分別は知， 顕現と排除は｢知の1把握方法で曲 (rdzasdang

spyiyul/rtogpadangrtogmedblo/ ).」Daq． selDaqzmS[an2SSc

（『正理宝蔵』p.76.11-19)

従来は，サパンは『正理宝蔵』においてカシュミールパンデイタ伝来のインド正

統の解釈に基づき，チベット的偏向を多分に含むサンプ系論理学を痛切に批判した

と解釈するのが一般的であった．しかしこの他者排除論からもその一端が伺えるよ

うに，サパンの解釈は，決してインド原典に忠実なものではなく，多分にサンプ系

論理学の解釈が残存しているのである． 『正理宝蔵』を読み解く際には，その点に

留意する必要がある．

3．他者排除の対象の実相：

他者排除の設定において，チャパは， 「事物の実相(dngospo'ignaslugs) ｣ (『意

闇払拭』4a6-7) ,ツァンナクパは， 「対象の実相(dongyignaslugs) ｣ (『善説

集成』118b5-6) ,ツルトウンは， 「対象である事物の実相(yuldngospo'ignaslugs)」

（『智慧灯明』pp. 19.17-20.1) という科段を立てて，対象153の在り方を解説した．

サパンも，同様に， 「対象の実相(yulgyignaslugs) 」という科段を立てて， この

件を論じている．

'52ヤクトウクは， 「チベットの或る［論理学］要綱(Bodbsduspakhacig) 」に同定している．
『正理宝蔵ヤク註』p､443.15f参照．他の一連の註釈では特に前主張者の同定は見られない．
'53ここで共に「対象」という訳語を与えた,donとyulの語義について少し解説を加えておきた
い．一般に， これらは，順に, arthaとvigayaという梵語の訳語であるが， この両者には，微妙

な意味のズレがある．文脈にもよるが，基本的に, donは目的達成可能な(arthakriyasamartha)
な事物を含意し，外部対象(bahyartha)を指すことが多い． これに対して, yulは，事物・非事
物を問わず，知の対象となるものを指す．その微妙な差異を日本語で表現するのは困難であるの
で，今は同一の訳語を当てておくが，その点は一つ留意しておく必要がある．
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「対象の実相とは［何であるのかというならば]，

［偶： ］ ［排除の対象は分別知により］仮設されたものであるので，排

除［に］は，実在の対象（＝自相）はない．迷乱［知］ （＝分別知）の

行動対象は自相である．

（1）他者排除は， ［その対象が］仮設されたものであり，実際には成立して

いないので，実在の対象(dngoskyiyul'54)はないが, [分別知が他者排除

の対象（＝普遍相）を自相と］迷乱（＝判断）して行動を起こすとき，獲得

される対象は自相に他ならないのである. (2)その自相としての対象もまた，

所作と無常等は，実際には別異無く，同一性(gcignyid)として存立し, (3)

諸々の別異なものは，相互に混合することなく，別異性(thadadnyid) と

して存立する.」 （『正理宝蔵』p､93.14-17155)

この記述は些か暖昧であり，排除が対象の側に結び付けられ，それが，分別知に

より仮設されただけのものなので,実在の対象でないといっているのか,あるいは，

排除が有対象の側に結び付けられ,排除の対象は仮設されただけのものであるので，

排除には実在の対象がないといっているのか判然としない.ただ,直前でサパンは，

他者排除を明確に知の側に結び付けており，また一連の註釈でも，そのように解釈

しているので156, ここでは知の側に結び付けて解釈し，補足して訳しておいた．

'54対象には，直接的対象(dngosyul) と間接的対象(shugsyul) という分け方があるが， ここ
で, dngoskyiyulというのは，直接的対象の意味ではなく，実在する対象，即ち，事物(dngos
po)ないし自相を意味している．
'55brtagsphyirselbadngosyulmed"'khrulpa'iljugyulrangmtshanyin"
gzhanselbrtagspayingyisdonlamagrubpasdngoskyiyulmedla!khrulnasIjugpanathobpa'iyul

rangmtshannyidyinno"donrangmtshandeyangbyaspadangmirtagpalasogspadonlathadad
medpargcignyiddugnas/thadadmamsphantshun'drebamedparthadadnyiddugnasso"

'56例えば， 『正理宝蔵ヤク註』p.468.7-9:gzhanselphyincimalogpa'ishespachoscan/khyodkyi
dngosyuldonlamedde/khyodkyidngosyuldesgrobtagsyinpa'iphyi〃「不顛倒の他者排除の知
が有法． 甲の直接的対象は実在しない．なぜならば， 甲の直接的対象は増益されたものである

から． 」 （注意：ここで「甲(khyod,liL汝） 」は，有法(choscan)を受ける問答用語である． ）

他にも， 『正理宝蔵．大註』p.33.3.5:gzhanselgyiyulcanni/Ijodbyedkyisgradang/rtogpa
gnyisyinla/degnyiskyidngosyuldngospormedcing/zhenyulrangmtshanlabyasmirtagsogs

donlathadadmedpamamsgcigmgnas/kabumsogsdonlardzasthadadpamamsgzhandang'dre
bamedpargnaspayinte/…「他者排除の有対象とは，言表者の語と分別知の二つであるが，その
二つの直接的対象は事物として存在しておらず（＝実在しておらず） ， ［その］判断対象である

自相には所作や無常等，実際には無別異のものが単一なものとして存しており，柱や壷等の実

際には別異実体であるものが他と混合することなく存している． 」 ； 『正理宝蔵ロ註』p. 110.4-6:
donniselbasjugpaladngosyulmedpasde'isgonasyulgyignaslugsdpyaddumedkyang/Ijugyul

rangmtshanlalugtshulgyisgonasyulgyignaslugsdpyadparzaddozhespa'o〃「 ［『正理宝蔵』
の記述の］意味は，排除作用には実在の対象が存在しないので，その点から対象の実相を考察す
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ツァンナクパやツルトウンは，定立作用の対象の実相とは別に，排除作用の対象

の実相を立て，それぞれ三つの相を提示した．定立作用の対象の実相に関しては，

サパンは，彼らの設定を前提としつつ，それを換骨奪胎して，独自の解釈を提示し

たことを指摘した．それは基本的に三特性からなるものであったあったが， この他

者排除の対象の実相の設定では，その点が明瞭ではない．偶には，三特性が明記さ

れていないことは疑いないが， 自註の内容は，三特性に分けられないこともない．

そこで，参考までに，サパンの解釈とサンプ系の解釈を比較対照しておこう．

図排除作用の対象の実相に関するサンプ系及びサパンの解釈の相異

ここでサパンは,排除作用の対象を分別知によって仮設されただけの実在しない

ものと見倣しているが，サンプ系の解釈では，それは火等の実在する事物と見倣さ

れるので，その点で解釈を異にしている．他方，第二相の所作や無常等が同一実体

であることについては，両者は解釈を共有している．第三相については，先に指摘

した通り，サパンは，サンプ系学者のように，瑠璃の青や蓮華の青等の諸事物に，

青という単一の普遍が随伴することを認めないので，諸々の別異な事物は，別異な

ものとして成立していることを主張する．一方，サンプ系の第三相は， 自相の唯一

性を示すものであるが，これは或る意味，このサパンが提示した第三相に通底する

ることはないが，行動対象である自相に対して作用する仕方の点から対象の実相を考察してい
るに過ぎないのであるという ［意味］である． 」
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サパンの解釈 サンプ系の解釈

1 他者排除は[分別知により］仮設されたもの

であり，実在しないこと．

火性（＝火）

2 所作･無常等は,無別異の実体(＝同一実体）

として存すること［＝諸法の無別異性］

火に存する所作と無常とが別異［実体］を欠

くこと （＝同一実体であること） ［＝諸法の

無別異性］

3 諸々の別異なもの（＝瑠璃の青や蓮華の青

等）は,別異であること［＝諸事物／諸有法

の別異性］

場所と時と自性が別異である火は， ［他と］

混合せずに随伴なく存すること （＝同類・異

類の全ての他から反転したものであること）

[＝自相の唯一性］



ものである．なぜならば，サパンが説く事物の別異性は，個々の事物が他と混合す

ることなく存するという自相の唯一性に他ならないからである．

結局，サパンとサンプ系学者の根本的な解釈の相異は，サパンが普遍と普遍相を

同一視して，それを分別知によって仮設されただけの非事物としたのに対して，サ

ンプ系学者は，普遍を， ＜異類のものから反転したもの＞と規定して，必ずしも，

非実在のものとは見倣さない点に帰着する．サパンにとっては，諸事物は， 自相で

あり，相互に混合することが決して無い独立した個体であった．そのこと自体は，

サンプ系学者も認めるが，サンプ系学者は，その相互に交わることのない単体とし

ての諸事物の間に，青のように，共通して随伴する普遍を実在レベルで認めたのに

対して，サパンは，それは，外教徒が認める普遍実在論と変わるところがないとい

って批判し，それを認めない点に違いがある．サパンにとっては，普遍は，あくま

で分別知によって仮設されただけのものであり，分別知に顕現するほか，実在レベ

ルで存在することは決して認められない．それ故，サパンは，排除作用の対象とし

ては，分別知の顕現対象である普遍相を立て，サンプ系学者のように，火等の自相

を立てない．

サンプ系学者は,前述した通り'57,分別知に火の対象普遍(＝普遍相)が顕現し，

それを自相としての火と判断することを通じて,人はその対象に対して行動を起こ

すことを認める．その点ではサパンも解釈を共にしているが，サンプ系学者は，分

別知に顕現する火の対象普遍に対応する普遍が対象の側において成立しているこ

とを認めるのに対して，サパンはそれを認めない点で両者は快を分かっている．こ

こで， 「分別知に顕現する火の対象普遍に対応する普遍」とは， 《対象の他者排除》

としての火に他ならないこれは，非火から反転したものとして，実在レベルにお

いて成立している他者排除であり，サンプ系学者の用語では， 「普遍」に相当する

ものである．サンプ系学者の解釈では，概念レベルにおいて成立している対象普遍

を，実在／対象レベルにおいて成立している普遍と同一視することを通じて，人は

その対象に対して行動を起こすことが出来る． この解釈は，実は, PVinn.29-31=

PVI.40-42に示されたダルマキールティの解釈に他ならないが，サパンは，他者

排除を概念レベルでしか認めないので,概念レベルにおいて成立している対象普遍

157 『善説集成』 118b6f参照． これは， 「排除作用の知の把握方法」の節で解説した．
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（＝火性）に対応するものを，対象の側に欠くことになる．サパンの解釈では，あ

る特定の時間と場所に限定された自相としての個々の火が無数に存在するが,対象

の側には，火一般は存在しないからである．ダルマキールテイは， ＜他から反転し

たもの＞としての火や所作や無常等を， 「特殊(viSega) 」 と称して実在レベルに

おいて認めたが，それは端的には，サンプ系学者達が認める普遍に他ならない．そ

のことがサパンには理解されなかった．全てはその点に帰着している．一言で言え

ば，ダルマキールテイは，実在レベル，対象レベルで，実質的に「特殊」と云う名

の普遍を認めているのである158.その意味で，ダルマキールティは，実はある種の

普遍実在論者といっても過言ではない．ヴァイシェーシカ派等の普遍実在論との違

いは，ヴァイシェーシカ派等にとって，普遍は，個々の実体(dravya)に内属する

単独の実在物であったのに対して，ダルマキールティは，それを，＜他から反転さ

れたもの＞として他との差異の下に捉えた点にある．このく他から反転されたもの

＞は，デイグナーガの段階では，分別知の側において概念レベルにしか成立してい

ないものであり，それは分別知によって仮設されただけの非事物であったが，ダル

マキールテイは，それを対象レベルにまで拡張した．その点がダルマキールテイの

独創であり，デイグナーガと他者排除の解釈を根本的に分かっているところである．

ダルマキールティがそれを対象レベルにまで拡張した理由は,他者排除が単に概念

レベルに留まる限り，それは実在する対象との結び付きを欠くことになるので，実

在する対象に対して人に行動を惹起することが出来なくなるという理由による．

そのように考える場合， 「サンプ系学者は，インド原典から離れた特殊な解釈を

しており，それをサパンはインド原典に基づく正当な解釈に基づき批判した」とい

う従来の解釈の見直しが必要となっている．

4．他者排除の知の把握方法：

他方，次の「知の把握方法」の科段では，サパンは，ツァンナクパやツルトウン

とは全く異なる解説を与えている．即ち，

「知の把握方法とは［何であるのかというならば]，

［偶： ］同一と別異の自相に対して，排除の把握方法は四境域があり

158ダルマキールテイの普遍と特殊の解釈については，西沢2014,p.248f参照．
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得る．

自相としての対象はそのように存立するが,分別知によって増益されて, （1）

同一に対して別異， （2）別異に対して同一， （3）同一に対して同一， （4）別

異に対して別異と把握することとで， ［合計]四境域があり得る．そのうち，

同一に対して同一と，別異に対して別異［と把握すること］は，分かり易い

が，反対のものの二つは［難解であるので,］解説する.」 （『正理宝蔵』pp

93.21-94.3）

ここで， 「反対のものの二つ」 とは， （1）別異なものに対して同一と増益する

ことと， （2）同一なものに対して別異と増益することの二つを指しており，以下

にその解説が続いている．別異なものに対して同一と増益するものは，例えば，栴

檀やシンシャパー樹に対して，共通して「樹」 と把握する知の如きであり，他方，

同一なものに対して別異と増益するものとは，例えば，実際には同一の実体である

所作や無常に対して，それぞれ， 「所作」と 「無常」と区別して把握する知の如き

を指す．以下，サパンは， この二つの知の在り方について，それぞれ， 1．増益の

根拠(sgo!dogspa'iIgyumtshan),2．増益の知の形相(sgro'dogspa'iblo'imam

pa),3.増益の必要性(sgo'dogspa'idgospa)という三つの科段を立てて詳し

く解説している'59．

ツァンナクパとツルトウンは，前述したように，同名の科段において，分別知の

三つの作用，即ち，顕現，判断，排除の三つを挙げていた．サパンの解説はそれと

は全く異なるものである．但し，それに先立ち，チャパは，同名の科段において，

ツァンナクパやツルトウンらとは全く異なる解説を与えており，実はその内容は，

サパンの『正理宝蔵』に見出されるものと内容的に変わらないことを指摘しておく

必要がある．既に別稿においてその箇所は紹介したが'60,サパンの記述との比較対

照のため，再出しておこう．

「[分別知の］知の把握方法は, (1)火に対して火と把握するが, (2)所作・

無常［の対象普遍］と，火の対象普遍は別々に表象するので，別異を欠くこ

とから反転し,即ち,別異として顕現し， (2)そして,場所と時と自性が別々

のもの（＝諸々の火）に対しては，単一の火の対象普遍が表象することによ

159 『正理宝蔵』pp.94.4-96.17参照．
16o西沢2014,p.262参照
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り，随伴を欠くことからも反転して，即ち，共通のものとして顕現するので

ある.」 （『意闇払拭』4a7)

ここでチヤパは，知の把握方法として三つを提示しているが，そのうちの後二者

は，順に， （1）無別異な実体である火と所作・無常等が分別知において別異なも

のとして顕現することと， （2）別異な実体である諸々の火が，分別知においては

「火」という単一の相（＝普遍相） として顕現することを現している． これはまさ

に，サパンがここで提示した「反対のものの二つ」に相当している．

さらに注目すべきは，ツァンナクパとツルトウンは，この他者排除の箇所ではな

いが，先行する定立作用の箇所の「対象の実相」の科段において， 『正理宝蔵』と

同様の科段を立てている．ツァンナクパは，科段として明記しているわけではない

が， ＜同一実体のものに対して別異のものと増益すること＞を， 1．増益の根拠，

2．増益の形相， 3．増益の作用(byedpa)の三つの点から解説している161. >y

ルトウンの『智慧灯明』では，これらは，明確に科段分けされており， さらに， 『正

理宝蔵』同様に，＜別異実体に対して同一のものと増益すること＞も科段として設

定して，同様の三つの下位科段を付加している162． ここでは，逐一その内容を比較

検討することはしないが，サパンの解説は，ツァンナクパやツルトウンらの解説と

内容的に大きな解釈の相異が認められるわけではなく，この二者の解説をより詳し

く敷術して論じたものである．

以上，サパンの他者排除の定義及びそれに関連する諸主題を解説したが，そこか

ら，サパンの解釈は，他者排除を知の作用の仕方の一つとして知の側に結び付ける

サンプ系の解釈を踏襲していることが判明した． 『正理宝蔵』には,他者排除を《語

の対象》として対象の側に結び付ける解釈が皆無であるわけではないが，稀少であ

り，基本的には，知の側に結び付ける解釈を自説として明示している． さらに，科

段設定や内容なども，その多くをサンプ系学者の論理学書,特に,ツルトウンの『智

慧灯明』に負うていることが具体的にテキストに基づき確認された．サパンに対す

るサンプ系論理学の影響は予想以上に大きいのである．但し，ツルトウンの解釈を

念頭に置いてそれを批判していると思しき箇所も見出されるので,サンプ系の解釈

16！ 『善説集成』117a3-7参照この箇所は，先にツァンナクパの定立作用の設定の当該箇所で訳
出し，解説してある．

162 『智慧灯明』pp・ 12.12-14.14参照
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をそのままの形で受け入れているわけではない.むしろ,それを批判的に検討して，

受け入れられるべきものは受け入れ，そうでないものは，それを斥け自説を新たに

立てるという論述の仕方を取っていると言える．次に，その点を念頭に置きつつ他

者排除の分類に関するサパンの解釈に考察を移そう．

5．他者排除の分類'63：

サパンは，事物の実相と知の把握方法を解説した後で，他者排除の分類を提示し

ている．他者排除の分類については，チヤパとツァンナクパは提示しておらず，ツ

ルトウンが他者排除の定義基体の科段において，他者排除を， （1）正［知］の他

者排除， （2）誤知の他者排除， （3）疑念の他者排除の三つに大別したことが見ら

れる程度である．サパンは，それとは全く異なる分類を提示しているので，以下に

紹介しておこう．他者排除の分類を示す文章の全体は以下の通りである．

「第一．分類本論

［偶： ］存在(yodpa)及び非存在(medpa) と把握する観点から，他

者排除は二種類である．

所証を論証することと，否定対象を否定する仕方により，存在の他者排除

(yodpagzhansel) と，非存在の他者排除(medpagzhansel)の二つと，

［偶： ］語(sga) と知(blo)の分類により，その存在と非存在［の

他者排除］もまた，二つずつである．

語の他者排除(sgra'igzhansel) と知の他者排除(blo'igzhansel)の二つに

より分けられたことにより，四つになる．存在の語の他者排除(yodpasgra'i

gzhansel) と，存在の知の他者排除(yodpablo'igzhansel)の二つと，非存

在の語の他者排除(medpasga'igzhensel)と，非存在の知の他者排除(med

pablo'igzhansel)の二つずつで，四つとなる．それもまた『量評釈』に，

「[或る対象の］部分(amSa,i.e.dhanna,PVV)の増益の数だけ，それ

（＝その増益）を断ずるには，それと同じ数だけの諸確定［知］ と諸

語が［働く］．それ故，それら（＝諸確定［知］と諸語）は，異なる行

境を有するものである'64｣ (PVI.50)

'63サパンの他者排除の分類については，福田1993,pp.3-13において詳しく検討されている．
'“これは，確定知（＝分別知） と語が異なる対象を有するという意味ではなく，或る確定知と
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と説かれているからである.」 （『正理宝蔵』pp､96.18-97.4)

この分類がサパンの独創であるのか，あるいは，何らかの典拠があるのか不明で

ある．少なくても， ここに典拠として引かれたPVI.50は， このような分類を示す

典拠には全くなっていない． これらは， さらに後続の文章において細分化されてい

るが165,以下に，サパンによる他者排除の分類を纏めて示しておこう．

1．存在の他者排除（＝存在の語の他者排除／存在の知の他者排除）

1．現前者を確定する他者排除(mngongyurlangespa'igzhansel) [=確定

知］

2．非現前者を確定する他者排除(1koggyurlangespa'igzhansel)

1．推論の他者排除(Ijesdpaggigzhansel) [=推論］

2．誤知の他者排除(logsheskyigzhansel) [=誤知］

3．疑念の他者排除(thetshomgyigzhansel) [=疑念］

2．非存在の他者排除（＝非存在の語の他者排除／非存在の知の他者排除）

1．排除対象が所知に存在するもの(gsalbyashesbyalayodpa)

2．排除対象が所知に存在しないもの(gsalbyashesbyalamedpa)

ここで，存在の他者排除は，後で，事物の他者排除(dngospo'igzhansel) とも

換言されているが，それは， 「目的達成不可能なものを断ずるもの(donbyedminus

pagcodpa) 」と定義されている166.例えば，無常を理解する分別知は，無常の反

対項である常住という目的達成不可能なものを断じたものであるので,事物の他者

排除と言われる．

これは,現前者を確定する他者排除と非現前者を確定する他者排除の二つに分け

られるが167,前者は，例えば，直接知覚の後に生じた， 「これは壷である」と壷を

確定する全ての確定知を指す．これは，壷という現前者を非壺という反対項を排除

することを通じて理解する知であるからである．他方，非現前者を確定する他者排

除は，非現前の真実の対象に対して働くか，非真実の対象に対して働くか，その二

辺に対して働くかという点から，順に， （1）推論 （2） ，誤知， （3）疑念の三

他の確定知が異なる対象を有し，或る語と他の語が異なる対象を有するという意味である．

'“『正理宝蔵』pp､98-100参照
166 『正理宝蔵』p.98.6f参照．
167 『正理宝蔵』p､98.10-12参照．
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つの他者排除に分けられる．先きに紹介したように，前述のツルトウンの分類に通

底するものである．以上が存在（＝事物）の他者排除の分類である．

これに対して，非存在の他者排除は，まず， 「目的達成可能なものを断ずるもの

(donbyednuspagcodpa) 」 と定義されており1681 さらに排除対象が存在するも

のであるか否かの点から， （1）排除対象が所知に存在するものと， （2）排除対象

が所知に存在しないものに二分される.前者の例は， 「壷の非存在(bumpamedpa)」

である．排除対象である壷は存在するものなので，排除対象が所知に存在するもの

と云われる．他方，後者の例は， 「兎角の非存在(ribongrwamedpa) 」である．

排除対象である兎角は非存在であるので,排除対象が所知に存在しないものと云わ

れる．ここで留意すべきは,存在の他者排除では知に結び付けて解説してきたのに，

この非存在の他者排除では，一転して，知ではなく対象に結び付けられており，一

貫性を欠いていることである． この点は正直理解できない．

この二つの非存在の他者排除は， ドウタ文献に見られたく無否定の他者排除＞の

二分類，即ち， （1）自身の否定対象が所知にあり得る無否定(ranggidgagbyashes

byalasridpa!imeddgag)と, (2)自身の否定対象が所知にあり得ない無否定(rang

gidgagbyashesbyalamisridpa'idgagbya)に対応している169． この分類が仮にサ

パンの独創であるならば， ドウタ文献に見られるく無否定の他者排除＞の分類は，

この『正理宝蔵』に由来することになる．あるいは，他にサパンが依拠した第三の

文献があるならば， さらにその起源が遡ることになるが，その点は今後の検討課題

である．サパンは，非否定と無否定の設定は，別の箇所で解説しており，それにつ

いては直後で検討しよう．

IV・他者排除論に関連する一連の主題の考察

1．否定と定立に関するサパンの見解

（1）否定と定立の設定の位置付けと科段構成：

『正理宝蔵』においては，否定と定立の設定は，奇妙なことであるが，独立した

一章を設けて論じられているのではなく，また， 「定立と他者排除の考察」の章に

おいて併せて論じられているのでもなく，第八章「定義の考察」の後半部に見出さ

168 『正理宝蔵』p. 100.9f.参照
169この無否定の他者排除については，西沢2014,p､240f参照
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れる認識手段の設定において，それに属する一主題として置かれている'70．これは

恐らく，ツァンナクパの『善説集成』やツルトウンの『智慧灯明』の科段構成を反

映したものと推定される．なぜならば， この両著作においても，否定と定立の設定

は，認識手段の設定に属する主題として立てられているからである．実際，その科

段構成や内容を検討してみると，サパンは，明らかに， これらの著作，特に，ツル

トウンの『智慧灯明』を前提としている．即ち， 『智慧灯明』の科段構成や内容を

踏まえた上で，ツルトウンの見解を前主張に立てて批判しているのである．その点

を念頭に置いて，以下にサパンの否定と定立の設定を分析しよう．まず最初に，当

該部全体の科段構成の骨子を挙げておく．

それ（＝認識手段）により否定と定立を為す仕方［『正理宝蔵』229.20-236.16］

1．否定と定立の一般的設定［229.20］

2．それ（＝否定と定立）の自性を確立すること［230.9］

1．定義［230.10］

1．他説の否定［230.10］ （＝ツルトゥン批判）

2． 自説の設定［230.20］

3．議論の断滅［231.2］ （＝ツルトウン批判）

2．対象を如何に理解するのかという仕方［231.16］

1．他説の否定［231.16］ （＝ツルトウン批判）

2． 自説の設定［234.15］

3．議論の断滅［236.8］

このうち，最初の科段「否定と定立の一般的設定」では， 『正理宝蔵』第四章で

論じられた顕現と他者排除の二つの知と，ここで論じられるべき定立と否定の関係

が論じられている．そこでサパンは，顕現と他者排除を知の作用の一つとして知の

側に結び付けているのに対して，定立と否定は対象の側に結び付けているのである．

前述したように，後代のドウタ文献では,TS1004に基づき，否定と他者排除を同

'7oこの『正理宝蔵』第八章は，定義と定義対象の設定を扱った前半部分と，認識手段の一般的
設定を扱った後半部分に分けられる． このうち，後者については，筆者は，その校訂テキスト

と訳註研究を既に発表している．西沢2011,Vol.3,pp.222-342参照
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一視する解釈が提示されたが171,サパンにはそのような解釈は全く見出されず，否

定と他者排除は基本的に別概念として峻別されていることが分かる．

他方，定立と否定の定義や分類等の一般的設定は，次の「それ（＝否定と定立）

の自性を確立すること」という科段で論じられており，そこにサパンの定立と否定

に関する理論を見出すことが出来る．注目すべきは，この科段ではツァンナクパや

ツルトウンの見解が前主張に立てられ批判されている点である．以上の点を確認す

る為に，以下， 『正理宝蔵』の記述に基づきサパン自身の解釈を確認していこう．

(2) 「否定と定立の一般的設定」の科段内容：

まず最初に科段全体の翻訳を挙げておく．

「第一．否定(dgagpa,*pratigedha)と定立(sgubpa,*vidhi/Vidhana)の一

般的設定．

［偶：］顕現(snangba,*pratibhasa)は事物を対象とするものであり，

排除(selba,*apoha)には否定と定立の二つがある172.

顕現は，実体を対象とするものであるので，直接知覚は対象を知覚するだけ

(donltabatsam)であり，それ以外に, [直接知覚には］否定と定立の言説

（＝否定と定立を為すこと）はないのである． しかしながら，それにより引

起された確定と推論［の二つ]，要するに，排除により否定と定立を為すの

である．

［論理学七部論書の］或る箇所において，顕現に対して「定立」と［表現

することが］知られているが，それは，仮設された［だけの］もの(btagspa

ba,仮に名付けられただけもの）である．そうであれば, [定立は,] (1)顕

現の定立(snangba'ibsgrubpa) と (2)排除の定立(selba'ibsgrubpa)の

二つに分けられる．そのうち，顕現の定立により，直接的に否定と定立は為

されないが，確定して［否定と定立を］為すならば， ［その否定と定立を為

す知は］排除となるので， この箇所において排除の定立を説いたのである．

ダルマキールティもまた，

「否定と定立以外に，語から生じた他の言説はない」 (PVIV225ac=

17！西沢2014,p.232f参照
'72snangbadngospo'iyulcanyin"selbalanidgagsgrubgnyis"
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PVinm､16ac)

とお説きになったが，それもまた，排除の定立を密意している．それ故，排

除の否定と［排除の］定立の二つと，無否定(meddgag) と非否定(mayin

dgag)は［順に］同義である.」 （『正理宝蔵』pp､229.20-230.8)

ここでまず留意すべきは，サパンは，否定と定立を共に対象ではなく，知の側に

結び付けていることである．前述したように，定立と排除の二つは，それを対象の

側に立てるか，知の側に立てるかということから二つに解釈が分かれたが，同様の

ことはこの否定と定立の設定についても当て嵌まる．後代のゲルク派では，否定と

定立は共に対象の側に立てられるので,その点でサパンとは対照的である.例えば，

ゲルク派の設定では，定立とは，否定対象を否定することなく理解されるべきもの

で，例えば，壺等がそれに相当する．それに対して，否定とは，否定対象を否定す

ることを通じて理解されるべきものを指している．実は，サパンは直後では，一転

して否定と定立を対象の側に結び付けて解説しているので,解説に一貫性を欠き混

乱を招くが，そのことについては，後述しよう．

さらに留意すべきは，サパンは， 「定立」という概念を両義的に用いていること

である．冒頭の偶中で，サパンが「顕現」や「排除」と言っているのは，知の作用

の一つとしての定立作用と排除作用に他ならない.即ち,ここで,《顕現(snangba)》

とは，直接知覚が対象に対して働く仕方を意味しており，直接知覚には，対象が顕

現するだけであり，直接知覚が対象を定立したり，否定したりすることはない． こ

れに対して，直接知覚により引起された「これは壷である」という確定知や，煙を

証因として火を理解する推論等の分別知が対象に対して働く作用は， 《排除(sel

ba) 》と云われが，それにより，対象の否定と定立が為される．即ち， 「これは壷

である」といって対象を定立したり， 「これは壷でない」といって対象を否定した

りするのは，あくまで排除の作用であると解釈する．

サパンは， 《定立(sgmbpa)》を, (1)顕現の定立(snangba'ibsgrubpa)と，

（2）排除の定立(selba'ibsgubpa)の二つに分けているが， このうち顕現の定立

というのは，顕現に対して「定立」という名称が仮設されただけであり，真の意味

での定立ではないという．先に第四章において,サパンは,排除の対概念として｢定

立」 という用語を用い，それを顕現と同一視したが，それは，仮にそう名付けただ

けで， 「定立」の本来的な意味ではないとここで明言しているのである．サパンに
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とって本来的な意味での定立とは，例えば， 「これは壷である」等々と対象を確定

する知の作用を意味しており，それは排除作用に他ならないこれは，定立と顕現

を同義として捉えていたチャパ等のサンプ系学者の解釈とは一線を画する解釈で

あり，そのようなサンプ系の解釈をサパンは念頭に置いた上で，それを否定してい

るのである．サパンの「定立」の概念は，端的には， 「判断(zhenpa) 」や「確

定(ngespa) 」に相当しており，まさに，排除作用の一つに他ならない．

このようなサパンの解釈の背景には,サパンが無分別な直接知覚に対象確定作用

を認めないということがある．直接知覚に対象確定作用を認めるか否かということ

については，前述したように，かなり複雑な議論の歴史があるが，サパンは基本的

に直接知覚に対象確定作用を認めず，その点で，ゴク翻訳師等のサンプ系学者達と

解釈を異にしている．そのことが，この定立と排除の設定にも解釈の違いを及ぼし

ているのである．定立を対象確定作用と見倣すサパンにとっては，それを直接知覚

の顕現作用と同一視するサンプ系の解釈は受容できるものではなかった．

他方， 《排除(selba) 》は， ここで, (1)排除の否定(selba'idgagpa) と (2)

排除の定立(selba'isgrubpa)の二つに分けられ，順に，無否定(meddgag) と非

否定(mayindgag)と同義であるとされる．無否定と非否定は，後続の科段で解説

されており，それについては後で検討するが，そこでサパンは，無否定の嚥例とし

て,壷の非存在(bumpamedpa) ,非否定の嚥例として，壷が存在しない場所(bum

pamedpaiisaphyogs)を挙げている． しかし， これは共に，知ではなく，対象に属

するものである．サパンは，直前では，排除や，その下位区分である否定と定立を

共に知の側に結び付けて解説していたのに，ここでは一転して，対象の側に結び付

けているので，混乱していると言わざるを得ない173.実際直前で，定立の二分類

1万後代の註釈者達は，定立や否定をサパンのように知に結び付けるのではなく，対象の側に結

び付けて解説している．その一例として，ヤクトウクの定義を挙げておこう．

・定立の定義:知により断定されたものとして理解されるべきもの(blosyongsgcoddurtogs
parbyaba)

・否定の定義：知により断除されたものとして理解されるべきもの(blosmambcaddurtogs
parbyaba)

『正理宝蔵ヤク註』p. 570.18-21参照ロオケンチェンは， 「定立と排除」 という際の定立を自
相に， 「否定と定立」という際の定立を普遍相に結び付けているが，その妥当性はともあれ，何

れの場合にも，知の側ではなく，対象の側に結び付けている点ではヤクトウクと同様である．

『正理宝蔵ロ註』p. 178.20f:dela'dirbsgmbselgnyissuphyebanabsgrubparangmtshanyinla/
dgagsgrubgnyissuphyebanasgrubpayangspyimtshanyinpas/selbalanidgagsgrUbgnyis"
[RigsgIEI･,p.229.22]zhesgsungsso"
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の一つとして，排除の定立を挙げ，それは対象を確定する知を意味していたが， こ

こでは，排除の二分類の一つとして，同名の排除の定立を挙げ， しかも，それを非

否定に結び付けているのである．否定を知の側に結び付けたのであれば， （1）無

否定を対象とする否定と （2）非否定を対象とする否定の二つに分類しても良さそ

うであるが,そのような分類はここには見出されない.同様の首尾一貫性の欠如は，

前出の他者排除の分類の箇所にも見出されたが，ここでも依然として引き継がれて

いるのである．

以上，種々の問題を含むが，顕現と排除に関するサパンの基本的設定を纏めるな

らば，以下の通りになろう．

1．顕現(snangba) [=定立作用(=無分別の作用)]

2．排除(selba) [=排除作用(=分別知の作用)]

1．定立(sg'ubpa)

1．顕現の定立(snangba'ibsgrubpa) :仮の定立

2．排除の定立(selba'ibsgrubpa) :真の定立[=対象確定作用］

2．否定(dgagpa)

ここに図示した諸概念は,何れも知の作用として知の側に結び付けられたもので

ある．対象に結び付けた箇所は挙げていないので，留意されたい．

（3） 「それ（＝否定と定立）の自性を確立すること」の科段内容：

以上のように，サパンは，否定と定立を排除の下位区分として知の側に結び付け

解説したが，その直後に立てられた「それ（＝否定と定立）の自性を確立すること」

という科段では，今度はそれとは一転して，否定と定立を対象の側に結び付けた解

説を行っており，我々を困惑させる．その点に留意して，以下，サパンの記述を見

ていこう．

まずこの科段は， 1．定義と， 2．対象を如何に理解するのかという仕方という

二つの科段に大別されているが，前者の「定義」の科段において，定立と否定の定

義を論じ，その後で， 「対象を如何に理解するのかという仕方」という科段におい

て， （1）定立を理解する仕方(bsgmbpartogspa'itshul)と (2)否定を理解する

仕方(dgagpartogspalitshul)を論じている． このような科段設定それ自体が，実
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はツルトウンの『智慧灯明』の科段構成を踏襲したものであることをまず指摘して

おきたい．即ち， 『智慧灯明』には以下のような科段において上述の主題が論じら

れているのである．

理解対象を対象の力により分類すること174 ［『智慧灯明』76.10-85.6］

1．理解対象である否定と定立の二つの自性を確定すること［76.15］

1． ［否定と定立の］各々の定義［76.17］

2． ［否定と定立が］相互に別異であることを考察すること［79.6］

3．否定と定立の二つに所知が区別される仕方［82.17］

2．それら（＝否定と定立の二つ）を理解する仕方［83.1］

1．定立を理解する仕方［83.3］

2．否定を理解する仕方［83.12］

興味深いのは，サパンは， この『智慧灯明』の科段構成を踏襲しつつも，ツルト

ウンの見解を前主張に取り上げて批判している点である．その点を文献に即して具

体的に検証しておこう．

（4）否定と定立の定義一サパンのツルトウン批判一：

サパンは,否定と定立の定義を論ずるに際して,まず最初に他説を批判している．

その全文は以下の通りである．

「他説を否定するならば，或る者が，無否定と非否定の定義を，＜定立法が

捨てられたもの＞とく[定立法が]捨てられていないもの>(bsgrubchosdor

mador)として，非否定と現前者(mngongsum,i.e.mngongyur)の二つを

同一とすることは，文法学と論理学の学説を広く見ていないことにより，顕

現の定立と排除の定立を区別せず,非否定の定立と否定の部分を区別してい

ないに過ぎないのである．即ち， 『量決択』において，

「非否定のみが，否定の対象であるのではない．それならば，何であ

るのかというならば，無否定もまた［否定の対象］である」 (PVinm.

'74テキストでは, rtogsparbyaba'iyulgyisgonasdbye'baと記されているが，これは，直前に示
されたrtogsbyayulgyidbanggisdbye'ba(『智慧灯明』p.76.8)の換言なので, rtogsparbyaba
yulgyisgonasdbye'baに訂正して読む．
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と説かれていることを思い出さないでいるのである．また，定立法が捨てら

れていないものが非否定であるならば,現前者もまた非否定であることにな

る．なぜならば，定立法が捨てられていないからである.」 （『正理宝蔵』p･
230.10-19）

ここで立てられた他説は，無否定の定義として， ＜定立法が捨てられたもの

(bsgrubchosdorba)>,非否定の定義として,<定立法が捨てられていないもの

(bsgrubchosmadorba)>を立てるものである． この定義は，前述した通り，チ

ヤパに起源し，ツルトウンとツァンナクパに共通して認められるものである175.

このように，サンプ系の定義を批判してから， 「自説の設定」の科段において，

サパンは以下のような定義を挙げている．

「第二． 自説．

［偶： ］否定は，定立を断滅したものと断滅していないものの点から

二つある．

無否定と非否定の定義は，順次に，＜否定対象を断じて他法を引発しない

もの(dgagbyabcadnaschosgzhanmi'phenpa)>と<[それを］引発する

もの('phenpa)>である．例えば，壷が無いこと (bumpamedpa)や，壷

が無い場所(bumpamedpa'isaphyogs)のように，単独の否定(dgagpa

rkyangpa) と否定と定立の集合体176 (dgagsgmbtshogspa)である.」 （『正

理宝蔵』pp.230.20-231.1)

まずここでサパンは，肝腎の否定と定立の定義は挙げずに，いきなり否定の下位

区分である無否定と非否定の定義しか挙げていない点に留意する必要がある．さら

に，ここで無否定と非否定の二つは，その定義や喰例から判断して，明らかに対象

の側に結び付けられたものである．直前でサパンは，否定と定立を排除の下位区分

'75 『意闇払拭』62alf;『善説集成』8b3;『智慧灯明』p.78.8f参照この前主張者については，
ヤクトウクやコランパは特に註記していないが（『正理宝蔵ヤク註』p.570;『正理宝蔵．大註』
p.67.3.4-67.4.2) , ロオケンチェンはツァンナクパに同定している（『正理宝蔵ロ註』p. 178.24)
他方，シヤーキヤチョクデンは，チヤパに同定している（『正理宝蔵シヤ大註』p.480.1f) .
'76例えば， 「壷がない場所(bumpamedpa'isaphyogs)」は， 「壷がないこと(bumpamedpa)」
という否定と， 「場所」という定立の集合体である．それは，壷という否定対象を断じて，それ
がない場所という他法を引起するので，非否定と云われる． これは，後代， 四種の非否定のう
ちの「他法を直接的に引発する非否定(chosgzhandngossu'phenpa'imayindgag) 」と称される
ものに相当する． これについては，西沢2014,p､239f参照

93



として知の側に設定したばかりであるが，いきなり，直前に述べられたことと矛盾

すること述べており，徒に混乱を招いている．

また，ここに示されたこのサパンの定義は，否定対象を否定した際に，他法を引

発するか否かに応じて，非否定と無否定を立てるものであるが， この解釈は， 『智

慧灯明』では， 「古の偉大な方々」の説として引かれたものに当たる'77，この説は，

『思択炎』に由来するが，チャパ，ツァンナクパ，ツルトウンらは， これを前主張

に立てて否定したことは先に紹介した通りである．サパンは，この説を自説として

採用しているので,その点でツルトウン等のサンプ系学者とは解釈を異にしている．

但しここでサパンは，無否定をく否定のみ＞，非否定をく否定と定立の集合体＞

と規定しているが，これはチヤパに由来するサンプ系の解釈に他ならない178．同様

の記述は，本稿において既に紹介した通り，ツァンナクパの『善説集成』 [18b2-3]

やツルトウンの『智慧灯明』 ［78.8-12］にも見出されので，チヤパ系の標準的解

釈である． このように，サパンは，一方においてサンプ系の解釈を批判しつつも，

他方においてサンプ系の解釈が依然として根強く残存していることが確認される

のである．後代のゲルク派では，非否定は，否定の下位区分であり，それ故，否定

そのものであって，それをく定立と否定の集合体＞と見倣す解釈は見出されない．

続く 「議論の断滅」 ［231.2-15］の科段においても，サパンは，再度，ツルトウ

ンの解釈を批判の対象として取り上げている．即ち，

「或る者'79は， 「否定対象が，断定されるべきものと直接的に対立するもの

(dn"s 'gal)であるならば180,非否定はあり得ない．なぜならば，一切の

所知は直接的対立を断じただけのもの(bcadldogtsam)のみとして存立す

るから． ［断定されるべきものと］間接的に対立するもの(brgyud'gal)で

あるならば，無否定はあり得ない．なぜならば，間接的対立を断じて他法を

177 『智慧灯明』p.77.2-5参照．
178西沢2014,p.266f参照．
,79この前主張者については，一連の註釈者達は特に註記していない． 『正理宝蔵ヤク註』p.571;

『正理宝蔵．大註』p､68.3;『正理宝蔵ロ註』p. 179f等参照．
180テキストでは, yongschoddangdngoJgalgcodna (断定されるべきものと直接的に対立する
ものを断ずるならば）とあるが， この文章の典拠である『智慧灯明』の文章(同書p.77.8)では，

yongschoddangdngos'galzhigXimnam(断定されるべきものと直接的に対立するものであるの
か)とある．内容的にも, gcodでは意味が通じないので, yongschoddangdngos!galXinnaに訂
正して訳しておく．直後のbrgyud'galgcodna(『正理宝蔵』p. 231.4)も同様の理由により，
brgyudigalyinnaと訂正する．
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引発しないことはないからである」 と云う.」 （『正理宝蔵』p.231.2-6)

これは， 『智慧灯明』の以下の記述を踏まえたものである．

「断除対象(mampargcadbya,i.e.dgagbya)は, (1)断定されるべきもの

と直接的に対立するもの(dngos 'gal)であるのか，あるいは, (2)間接的

に対立するもの(blgyud!gal)であるのか．第一の如きであれば，非否定は

あり得ないことになる．なぜならば，一切の所知は，直接的対立を断除した

だけのもの(bcadldogtsam) として存するので，直接的対立を断じて，他

法を引発することはないからである．第二の如きであれば,無否定はあり得

ないことになる．なぜならば，間接的対立を断じて他法を引発しないことは

ないからである.」 （『智慧灯明』p77.8-11)

ここで， 「断定されるべきもの(yongschod,*paricchedya) 」 とは，断除される

べきもの(mampargcadbya,*vyavacchedya)を断ずることを通じて確定されたも

のを意味する．例えば，壷の如きである．壷は，断除されるべきもの，即ち，非壺

を断ずることを通じて確定されたものである．ツルトウンによれば，非否定と無否

定の定義中の「否定対象を断じて」 という語が， （1）断定されるべきものと直接

的対立するものを断じてという意味であれば，壷等の一切の法は，非壺等の直接的

に対立するものを排除することを通じて成立するので,一切法は無否定であること

になり，それ故，非否定がないことになると云う． （2）他方，それが，断定され

るべきものと間接的に対立するものを断じてという意味であれば，逆に，無否定が

ないことになる．なぜならば，断定されるべきもの（＝壷等） と間接的に対立する

もの（＝常住等）を断じて,他法が引発されないことはないから．例えば,常住は，

壺と間接的に対立するものであるが，常住を断ずるならば，無常という他法が引発

される．それ故，一切法は，否定対象を断じて他法が引発されるもの，即ち，非否

定であることになる， と云う． これは，ツルトウンが「古の偉大な方々」の説とし

て直前に前主張として立て批判し,後にサパンが自説として受容することになる説

に対する批判である．

これに対するサパンの論難は，以下の通りである．

「[論主：］ ［否定対象は，断定されるべきものと］直接的対立と間接的対立

の何れであったとしても，その際に， ［その否定対象は］意図されない一法

(mi'dodpa'ichosgcig)であるが, [その否定対象を否定する]際に(shuldu),
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引発された法もまた，その際に意図された法であるので， ［非否定と無否定

とは,］意図されない一法（＝否定対象）を断じて，意図された他法を引発

するものと引発しないものである．それ故，非否定は，＜否定と定立の集合

体(dgagsgmbtshogspa)>であるので，事物の部分(dn"spo'icha)が主

であるならば，定立とも名称が与えられる．即ち，

「否定と定立以外に，語から生じた他の言説はない」 (PVIV225ac)

と説かれている通りである．排除の部分(selba'icha)が主であるならば，

否定とも［名称が］与えられる．即ち， 『量評釈』に，

「これ（＝不知覚因）により，事物（＝有法，否定基体）において，

事物の部分が認められない［純粋な］否定(ni5edha, i.e. prasajya-

pratigedha)が論証される．他方，前の二つ［の能証(=結果因と自性

因)］によって，非否定(paryudasa)は, [他を断除することにおいて，

一方が]定立されることから(vidhanatah)[論証される181]｣(pVIV262)

と説かれているようなものである.」 （『正理宝蔵』p.231.6-15)

サパンのこの回答は，ツルトウンの論難に対して真っ向から回答したものではな

く，むしろ，サパンの自説を解説したものである．即ち，サパンによれば，断定さ

れるべきものと対立するもの，即ち，否定対象が，それと直接的に対立するもので

あっても，間接的に対立するものであったとしても，その否定対象は，要するに，

意図されない法である．それを否定することを通じて，他の意図された法が引発さ

れるものが非否定であり，引発されないものが無否定である．例えば，＜非壺から

反転したもの(bumpamayinpalaslogpa)>は，壷を含意するが，否定対象であ

る非壺(bumpamayinpa)を断じて，壷という他法が引発されるので，それは非

否定といわれる．他方， ＜壷がないこと (bumpamedpa)>は，否定対象である

'8［サパンの解釈から離れた， この偶自体の意味は，不知覚因によっては，事物の部分が全く認

められない，純粋な意味での否定(msedha) ,即ち，無否定(prasajyapratigedha)が論証される
が，結果因と自性因の二つによっては，他を排除した際に，一方が定立されることを通じて，

非否定(paryudasa)が論証されるという意味である．例えば，非火を排除することを通じて，火
が論証され，常住を排除することを通じて，無常が論証される． ここで注目すべきは，結果因

や自性因によって論証されるべき火や無常が，非否定(paIyudasa)と規定されている点である．
サンプ系論理学では，非否定は否定ではなく，定立に結び付けられたが，そのような解釈の一

端は，実はダルマキールティの著作に既に潜在していると言えるかもしれない. CfPVVp.
450.17f:pUrvabhyamkaryasvabhavabhyamtvanyavyavacchedenaikasya(delete:na?)vidhanatah
paryudasa#sadhyate/yathaanagnivyavacchedenagnil,nityatvavyavacchedenanityatvam/
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＜壺の存在(bumpayodpa)>を否定しただけでものであり，他の法を引発しない

ので，無否定といわれる． この際，非否定は，否定対象を断ずることを通じて他の

定立の法を引発するので，＜否定と定立の集合体＞であり，定立の部分が主体であ

るならば否定，定立の部分が主体であるならば定立とも云われる．ここに明記され

ているように，サパンにとっては，非否定は否定ではなく，否定と定立の両側面を

有するものであった．

（5） 「対象を如何に理解するのかという仕方」の科段内容：

以上，サパンの定立と否定の基本設定を概観した．サパンは，続く， 「対象を如

何に理解するのかという仕方」 ［231.16-236.16］という科段で，否定と定立を知が

如何に理解するのかということを論じている．ここには，直接的理解(dngosrtogs)

と間接的理解(shugsrtogs)の設定が見られるが，それは，否定と定立の一般的設

定から派生した主題であり，かつ，かなり長く込み入った議論を含んでいるので，

ここでその全体を紹介することはしない'82．ただ，その他説の設定では，ツルトウ

ン批判が見出されるので，その点だけを確認しておこう．

「第一．他説を否定するならば，

［偶： ］或る者は，直接的・間接的［理解］の点からも定立と否定と

云う．

チベット人達'83が認める直接的･間接的[理解]には三つあるうち,第一．

定義． ［直接的理解と間接的理解の定義は,］順に， （1）＜その対象自身の形

相が顕現することを通じて増益が断ぜられるもの(denyidkyimampasnang

ba'isgonass厚oidogsgcodpa)>と, (2)<[その対象自身より］他のもの

の形相が顕現することを通じて増益が断ぜられるもの(gzhangyimampa

snangba'is"nassgo'dogsgcodpa)>である．また，直接的対象を理解す

るならば，間接的に増益が断ぜられるので， ［直接的理解と間接的理解には］

182この箇所の翻訳については，西沢2011b,Vol.3,pp､334-342を参照
183この前主張者については，ヤクトウクは， 「チベットの或る［論理学]要綱(Bodbsduspakha
cig) 」 と評している． 『正理宝蔵ヤク註』p.571.19f参照． ここで「チベットの或る［論理学］
要綱」とは，特に，チャパの論理学要綱(Tshadmabsduspa,abbr.Tshadbsdus) ,即ち， 『意闇
払拭』を指し， さらにはその著者であるチャパやその随順者達をも含意する表現である．
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前後の知の順序はない'84.｣ (『正理宝蔵』p.231.16-22)

これはツルトウンの『智慧灯明』の次の文章を念頭に置いたものと推定される．

「まず第一に，直接的・間接的理解の定義は，順次に，その対象の形相が顕

現する力により増益が断ぜられるものと,他の対象の形相が顕現する力によ

り増益が断ぜられるものである．個別的には，無分別［知］の直接的理解と

間接的理解は， ［順に］その対象の自身の相が顕現する力により増益が断ぜ

られるものと,他の対象の自相が顕現する力により増益が断ぜられるもので

ある．他方，有分別［知］の直接的・間接的理解は，その［対象の］対象普

遍が顕現する力により増益が断ぜられるものと,他の対象の対象普遍が顕現

する力により増益が断ぜられるべきものと云われるものである.それもまた，

その直接的対象を理解するとき，間接的対象の増益が断ぜられるのであり，

［直接的理解と間接的理解には］知の順序があるわけではない.」 （『智慧灯

明』pp､85.16-86.2)

ツルトウンは，直接的理解と間接的理解の定義を挙げた後で，無分別知と有分別

知の直接的理解と間接的理解の定義を個別的に立てているが，それは『正理宝蔵』

では省略されている． ここで注意すべきは，ツルトウンがこれらの定義を立てると

き， 「と云われるものである(zhesbyabayinno) 」 と引用符を付けていることで

あり， これはこの定義が，ツルトウンの独創ではなく，先学の定義を引いたもので

あることを示唆する． これは， 『意闇払拭』や『善説集成』の記述を念頭に置いた

ものと推定される'85．現在利用可能な資料に依る限り，直接的理解と間接的理解の

'84対象理解と増益排除は単一の知の表裏一体の作用である．例えば，語を無常と理解する知は，

語を常住と把握する増益を排除することを通じて，語無常を理解する．反対項の増益を断ずる

ことなしに，対象を理解することはあり得ない． これは，即ち，断定(yongsgcod,*pariccheda)
と断除(mambcad,*vyavaccheda)に他ならない．語を無常と断定する知は，同時に，語が常住
であることを断除する． 《理解》をこのように対立項の増益排除と解釈するのは，チヤパに由来

する解釈であり， 《理解》の三類型の一つである． この三類型については，西沢2012を参照．

後代のゲルク派では，語が常住であることを断除する知は，語が常住空(rtagstong)を理解する
知に他ならず，語が無常であると直接的に理解する知は，間接的に語が常住空であることを理

解すると解釈される．

“『意闇払拭』36a9-36bl:dangponigzhalbyadelatshadma'iblokhaphyogsnassgro'dogsgcod
panidngosrtogsyintemngonsummamljesdpaggislHabyinrgyalpo'ikhabnayodparngespalta
bu'o"tshadmadela[blo]khamaphyogskyangsgo'dogsskyeba'igoskabsbcompanishugsnges
tede'itshetshadmadesgrongkhyerKan'dzidangYangspacandangmNyanyoddangBasdIishtan
talasogspa'angmthongladedagnalHabyinmedcesngespamngondurgyumedkyangdedagna
yodpa'idogspamiskyebaltabu'o"

『善説集成』20a6-8:reshigrngos(read:dngos)dangshugslartogspa'imtshannyidnidonde
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設定を最初に明瞭に説いたチベット人学者はチヤパと推定されるが，それは後代の

ゲルク派にも受容された'86. しかし，サパンはこの設定自体を批判し，間接的理解

は，直接知覚の作用ないし推論そのものに他ならず，独立した知として存在しない

と言って否定している． これは， この第八章の末尾の箇所に「議論の断滅」の科段

内容として見出されるので，引いておこう．

「第三．議論の断滅

［偶:］[尊師ダルマキールテイが］｢間接的に理解する(shugslartogs)」

とお説きになったこともまた， ［直接知覚の］作用(byedpa),ないし，

推論を密意なさったのである．

［対論者：］ ［汝が間接的理解を否定することは,］尊師が，典籍の或る部

分において， 「間接的に理解する」ないし｢意味的に理解する(dongyis"ba,

*arthapatti)」 とお説きになったこと187と矛盾する， と云うならば，

［論主：］それは直接知覚の作用，ないし，三相に習熟したことから迅速

な推論が生じたことを密意なさったのである． 『量決択』において，

「[直接知覚］自身により成立したものでない一切のものは， 自身と関

係した他の不逸脱の能証に依拠しているので，直接知覚でない認識手

段は，推論より他のものではないのである」 (PVinI.p.4.2-4)

とお説きになっている通りである.」 （｢正理宝蔵』p､236.8-16）

サパンによれば，間接的理解とされるものは，実際には，直接知覚の作用や，三

nyidkyimampasnangpadangdongzhangyimampasnangpa'isgonassgo'dogsgcodpaste/des
namgos(read:dngos)surtogspanidongzungpa'amzhenpasyuldubyasnassgo'dogsbcadpa
yinla/shugslartogspanidonlablophyogsshingyuldubyaspameddebzlogpa'idbye'bamtha'
yaspa'iphyirsngonpomirtagpargrubpanagangzagthamscadlasngonpo'irtag'dzingyiblo
khegspabzhinno"'onkyangdedangdedaggisgro'dogggalbasdedagrtogsparbIjodpayinno"
rtOgspadedagkyangdusmtshungsparyingyisngaphyirmayinterjesdpagdu'gyurba'iphyirro"
'“例えば， 『正理荘厳』p.321.10ff参照
187偶に言及された間接的理解は， ここで「意味的理解(dongyisgoba)」と換言されているが，
これは, arthapattiに相当する語である．例えば, PVI.28にはこう述べられている．

tenaivajiiatasambandhedvayoranyataroktitai/旦血旦旦且lUadvitiye'pismrtiPsamupajayate"
denyidkyiphyir'brelshesna"gnyislasgangyangrungsmraspas"
dg旦Eyisgo匹§cigshosla"dranpayangdagskyebar'gyuIW
「それ故にこそ， ［証因と所証法の必然的］関係が知られているならば，両者（＝随伴遍充

と排除遍充）の何れか一方を述べることから，アルターパッティ (arthapatti, [直接に言明
されていない］意味に帰着すること*）によって，第二のものに対しても，想起が生ずる.」
*Apteの梵英辞典では,arthasyaanuktarthasyaapattilsiddhihという語釈が記載されている．
同辞典p225参照．
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相に習熟したことから生ずる迅速な推論を意味しており，独立した知の作用として

は存在していない． これもまたサパンのサンプ系論理学批判の一例である．

2．実体と反体の設定に関するサパンの見解：

サパンの『正理宝蔵』には，実体と反体の設定は，独立した一章として，あるい

は，纏まった形で解説されていない．そこで， 『正理宝蔵』に散見する実体と反体

に関するサパンの記述を地道に収集し，分析する作業が必要となる． ここでは，そ

の全体的な検討は今後の課題として残しておき，特に，他者排除との関係に焦点を

当てて，サパンのこの二つの概念に関する解釈を検討しておきたい．

まず最初に，サパンは， 『正理宝蔵』第三章｢普遍と特殊の考察」の章において，

サンプ系の実体と反体の設定を前主張に引いて批判していることを指摘する必要

がある．

「[或る者は]， ｢実体と反体の定義は，順次に， ＜多数の反体が離れること

がないもの(ldogpaduma'bralmishespa)>が実体, <集合を有するもの

（＝実体）の単独の法('duspacangyichoskhayarba)>が反体である．そ

れもまた，各々の基体として確定されたものの上において，実体は［反体よ

り］遍充が大きいが，それより他のものにおいては反体は遍充が大きい．例

えば，鎧(khrab) と鎧の紋章(khrabbyang)の如きである」と云う.」 （『正

理宝蔵』pp.76.21-77.2)

これは，先に紹介したツアンナクパやツルトウン等の見解に他ならない188． これ

に対するサパンの論難は以下の通りである．

「[論主： ］これは妥当ではない．即ち，反体は，知により増益され，他者

排除により対象(don) と結び付けられたものに過ぎず，実際には反体は存

在しないので，多数の反体が離れることなく集合したものは存在しない．も

し［多数の反体が］集合する［ことがある］ならば，外教徒が，別異の諸部

分(yanlag,*avayava)は有部分(yanlagcan,*avayavin,全体） と同一実体

であり， ［その有部分から］離れることなく集合したものであると認めるこ

188 『善説集成』 15aS-7;『智慧灯明』p.62.5-9参照．訳文と解説は先に挙げた通りである． これ
がツァンナクパ等の見解であることは『正理宝蔵』の註釈者達にも理解されていた.例えば， 『正

理宝蔵ロ註』には， 「尊師ツァンナクパ等のチベット人達(slobdpongTsangnagpalasogspa'iBod
mams) 」の説とされる（同書p.81.12-17) .
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とと如何なる相異があるのか．また， ［仮に］そのようであったとしても，

この定義はあり得ない.即ち,実体を理解することは反体[を理解すること］

に依拠し，他方，反体を理解することは実体［を理解すること］に依拠する

ので，相互依存の過失(phantshunbrtenpa'iskyon)である.」 （『正理宝蔵』

p77.2-8)

この部分と有部分（＝全体）の設定は，ヴァイシェーシカ派等の外教徒の見解で

あるが，ツァンナクパ等の実体と反体の設定は，ヴァイシェーシカ派の部分と有部

分の設定と異なるものではないというのがサパンの論難である． さらに，後半部分

の論難では，実体を理解するには，その定義であるく多数の反体が離れることがな

いもの＞を理解する必要があり，それを理解するには,その定義の一部分である｢反

体」を理解する必要がある．他方，反体を理解するには，その定義であるく集合を

有するものの単独の法＞を理解する必要があり，それを理解するには，＜集合を有

するもの＞，即ち，実体を理解する必要があるので，理解の相互依存の過失がある

といって批判している．

さらに，続く 「それ（＝実体と反体）に依拠した法を否定すること」 という科段

［77.9-78.8］では，ツァンナクパ等が提示した実体法と反体法の設定を前主張に挙

げて批判しており'89，その点でもサンプ系学者とは立場を異にすることが分かる．

'”この前主張者については， 『正理宝蔵ヤク註』では， 「 ［チベット］前代の或る者(sngarabs
pakhacig) ｣ (同書p､444.6) , 『正理宝蔵ロ註』では， 「チベット人達(Bodmams) ｣ (同
書p､81.18） としか記されておらず，具体的な論師名は挙げられていない．興味深いのは， 『正
理宝蔵ヤク註』において， この「 ［チベット］前代の或る者」の説の直後に， 「現今のチベット
の或る［論理学]要綱(dalta'iBodbsduspamlacig)」に見られる説をも列挙している点である．

即ち， 『正理宝蔵ヤク註』p.444.6-13:sngarabspakhacigrdzaschoskyimtshannyid/dngoggal
rdzasgciglami 'duba/ldogchoskyimtshannyid/dngos'galldogpagciglami 'dubazheszerla/da
ltaiiBodbsduspakhacig[1]
ma?)yin/khVodmayindeyangkhyodmayinpa/[2]
9－－．－U 、－－－ 」 ___ _－ －－－－＝－ ．－ローp一Jロ ‘ロ ー ーコロ n 、 ① 君 争

alyodpagangzhig/kh
ldogchoskyimtshannVid/khyodbidngos

yodkhyodmaVinpadeympa'am/khyodmaVindekhvodlasthadadDa'i
sgonaskhyodyinpagangrungvinpa/ khaciggzhigmbrdzaschosmayinpa/gzhigmbldogchos
mayinpazerro"

ここで「現今のチベットの或る［論理学］要綱(dalta'iBodbsduspakhacig) 」に見られる実
体法と反体法の定義は，ヤクトウクのやや年少の同時代人であるツオンカパ(1357-1419)の『七
部論書入門』にも， 「最近良く知られたもの(dengsanggragstshod) 」として引かれているもの
と，ほぼ一致する．同書では，以下の定義が提示されている（同書pp.1224.20,1225.2) .

Defofrdzaschos:khyodgzhigub/khyodkhyodrangyin/khyodmayindekhodmayinpa.
Defofldogchos:khyodgzhigmb/khyodkhyodrangmayinpa'am/khyodmayindekhyodym
pagangmngyinpa.

これらの定義は，ゲルク派のドウタ文献に見られる定義に基本的に相応するものである．例え
ば， 『ラトウドウタ』p. 110f参照．但し， 『ラトウドウタ』では，反体法は三つに分けられ，そ
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この「普遍と特殊の考察」の章では，以上のように，サンプ系学者が提示した実

体と反体の設定を批判した後で， 自説として，実体と反体の設定を立てるのではな

く，普遍と特殊の解説に移っており，些か読者を困惑させる．しかし，このことは，

サパンが，実体を事物や自相と同義，反体を他者排除や普遍と同義と見倣している

ことに依るのである． このことは， この「普遍と特殊の考察」の章には明記されて

いないが，他の箇所から窺うことが出来る．例えば，サパンは， 「為自推論の考察」

の章において， こう述べている．

「[偶： ］実体は，事物(dngospo,*bhava/Vasm)より他のものではない．

他者排除より他の反体は存在しない．それ故，実体と反体を同一のものと迷

乱（＝判断） したものに対して，否定と定立を為す.」 （『正理宝蔵』p･

295.3-5'90)

実体が事物や自相と同義であるか否かという点については,多くの議論があるが，

今は触れないでおく．ただサパンが両者を同義と見倣す立場であることはここに確

認された．また， ここでサパンは，他者排除は反体に他ならないと明言している．

これは他者排除を対象の側に結び付けた記述であるが，前述したように，他者排除

を知の側に結び付けるのか，あるいは，対象の側に結び付けるのかという点につい

てサパンの解釈には一貫性に欠けていることが再確認されるのである．

続く自註においては， この実体と反体の規定が見出されるので，引いておこう．

「｢実体」と云うのは，外教徒(Mustegsbyedpa,*ITrthika)に知られてい

るが如き，多数の法が一つに集積したもの(chosdumagcigm'duspa)では

あり得えない． 自相としての対象(donrangmtshan)こそが実体であると認

めるならば，命名することに依拠するのである（？'，')．反体とは他者排除

の個別的な定義が列挙されている点では異なる． ここに示された定義は， 『ラトウドウタ』から

さらに遡った古い定義であろう．ヤクトウクはサキャ派ではあるが，その活動拠点はサンプ寺で

あるので， このことは，ゲルク派成立以前に，少なくても，ヤクトウク （1350-1414）の時代に

は，サンプ寺にドウタに相当する文献が成立していたことを示唆している．そして，その知識は

ツォンカパも共有するところであった．筆者は，以前， ドウタ文献はサンプ寺の伝統ではなく，

ゲルク派の伝統において成立した文献である可能性を指摘したが（西沢2013,pp. 138-140) ,そ
のことは再考の余地があるかもしれない．実際， ここで「チベットの要綱(Bodbsduspa) 」 と
記されているので，単なる口承ではなく，文献として成立していた可能性が高いからである．

'9o dzasnidngospolasgzhanmn"gzhansellasgzhanldogpamed"desnardzasldoggcignyid
du"'khmlpanyidladgagsgrubbyed"

'9【テキストは， …mingdu'dogspalaraggo〃であるが，文意が取れない． ここに挙げたのはあ
くまで試訳である．サパンは実体が自相であることを認めるので， 内容的にはそれに相当した
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であるが，それには，分別知により増益されたもの(rtogpassgrobtagspa)

以外に，自体として成立しているもの(ngoborgmbpa)は存在しないので，

非事物(dngosmed)に他ならないのである．

それ故,語の対象に対して否定と定立を行うことにより， 自相に対して理

解が[起こること］の妥当性と，事物と反体の二つもまた,解説する時('chad

pa'itshe)には別々に区別するが，言説の時(thasnyadkyitshe)には同一の

ものと迷乱して，行動対象を理解することの妥当性は， 「他者排除の章」 （第

四章）において解説した通りである.」 （『正理宝蔵』p.295.6-13)

ここで，サパンは，＜多数の法が一つに集積したもの＞を実体とする説を外教徒

の説としているが， これは，前述したように，ツァンナクパやツルトウン等が共通

して認める実体の規定に他ならない.それがここで批判されている.他方,反体は，

分別知によって仮設されただけのものであり，非事物とされる．ツァンナクパやツ

ルトウンにとっては，反体とは，実体に属する所作や無常等の諸法を指すが，それ

は分別知により仮設されただけの非事物とは見なされないので，その点で，サパン

は彼らとは解釈を異にしている．端的には，サパンにとって，反体とは，分別知に

よって仮設されただけの普遍相に相当する概念であり，それは唯一実在する自相＝

実体の対立概念となっている．サパンの実体と反体の基本的設定を纏めるならば，

以下の通りである．

・実体＝ 自相／事物＝ 目的達成可能な唯一実在するもの

・反体＝普遍相／非事物＝分別知により仮設されただけの実在しない

もの

このように，実体と反体の設定に関しては，サパンは，ツァンナクパやツルトウ

ン等のサンプ系学者とは解釈を全く異にしていることが明らかになった．実際，サ

パンは，実体を事物や自相と，反体を他者排除や普遍相と同義と見倣しており，そ

れ故にこそ，普遍と特殊の設定より別に，実体と反体の独立した設定を立てなかっ

たものと推定される．

ものであるはずである．例えば，ヤクトウクはこう註釈している． 『正理宝蔵ヤク註』p.631.8f:
donrangmtshanlardzassubyaspanadngospolasgzhanminla/…「自相としての対象を実体とな
すときには， ［それは］事物より他のものではないが， ・ ・ ・ 」
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3．普遍と特殊に関するサパンの見解：

サパンは， 『正理宝蔵』第三章「普遍と特殊の考察192｣ [75-85]において，普

遍と特殊の設定を纏めて論じている． ここではその細かい議論には立ち入らずに，

普遍と特殊の一般的規定に焦点を当てて，サパンの解釈を検討しておこう．

まずサパンは，章頭において， 「事物の実相(dngospo'ignaslugs) 」 という科

段を立て，そこで自相と普遍の一般的設定を明記している．即ち，

「最初に，事物の実相を考察することとは［何であるのかというならば,］

［偶： ］自相を把握するものが無分別知であり，普遍を把握するもの

が分別知である．そのうち， 自相は事物であり，普遍は事物として成

立することがないもの（＝非事物）である193.

自相(ranggimtshannyid,*svalak5"a) と，個体'94 (gsalba,*vyakti) と，

事物(dngospo,*bhava/vastu)と，実体(rdzas,*dravya)と，反転したもの

(logpa,*vy5vrtta) と，勝義(dondampa,*paramartha) と云われるもの等

は， 目的達成可能なもの(donbyednuspa,*arthakriyasamartha),実体が相

互に混合しないもの(rdzasphantshunma!drespa'95),因果として成立する

もの(rgyudang'brasburgrubpa),一切の人の取捨の行動を起こすことと停

止することの行動対象(skyesbuthamscadkyiblangdorbyaba'iiugldoggi

iugyul)であるので，事物の意味として［それらは］同義である．即ち， 『量

評釈』 (PVI. 171bd-172)において, e e ・ 」 （『正理宝蔵』p75.7-13)

ここでサパンは， 自相を無分別知の対象，普遍を分別知の対象と規定し， 自相は

目的達成可能な事物であるが，普遍は事物として成立していないもの，即ち，非事

物であると規定している． ここで留意すべきは，第一に，特殊が自相と同一視され

ている点であり，第二に，普遍は， 自相と対比的に使用されており，明らかに，普

'92この第三章の訳註研究として，福田1991aがある．

'93rangmtshan'dzinpartogmedde"spyi 'dzinpanirtogpayin"elarangmtshandngosposte"
spyinidngosporgrubpamed"
'94先ほどは， 「明瞭なもの」というチベット語からの直訳を与えたが，それと同じ意味である．

'95例えば, PVSVp.24.24fad1.42: sarvaevahibh諏苅svarnpasthitayah/tenatmanampa1℃na
miSrayanti/tasyaparatvaprasangat/;Tib､274bl:dngospothamscadniranggingobolaglaspacan

degzhanmayinpanyidduthalbar
って存立するものである．それら

rangdan22zhandu'dIEbarmibvedde/khonayinno"dedagni

'gyurm〃「全ての存在キigyurm〃「全ての存在物(bhava,dngospo)こそは， 自体によって存立するものである．それら
は本体が他のものと混合することはない．なぜならば， ［もし自身の本性が他と混合するなら

ぱ， ］それは［自身より］他のものとなることになるから． 」
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遍相(spyimtshan,*samanyalakSaﾘa) と同一視されている点である．ダルマキール

テイの論理学書では，一般に，普遍と普遍相は同義とされるが，チベットでは， こ

の両者の関係についてはかなり議論がある．例えば，前述したように，ゲルク派で

は，普遍相は，分別知によって仮設されただけの非事物であるが，普遍は， ＜自身

の［下位］個体に随伴する法(ranggigsalbala可eJgrocangyichos)>と定義さ

れる． これは，普遍を，非事物に限らず， 自相にも認める解釈であり，例えば，壺

は，普遍相ではなく， 自相であるが，銅の壺や黄金の壺等の複数の下位個体に随伴

する法であるので，普遍と見なされる．サパンは， ここで，普遍と普遍相を同一視

することで，インド原典に沿った解釈を取っているのである．

ここには， 自相の同義語が列挙されているが，後続の文章では，普遍の同義語が

列挙されているので，その箇所を挙げておく．

「普遍(spyi,*samanya)と，他者排除(gzhansel,*anyapoha)と，反体(ldog

pa,*vyavrtti)と，断除(mamgcod,*vyavacchedya)と，混合したもの('d,℃S

pa,*miSIgbhnta)と,関係('brelba,*sambandha)と,世俗(kunrdzob,*samvrtti)

と云われるもの等は，実際には存立しないもの(donlamignaspa),事物と

して成立していないもの(dngospormagrubpa),感官の対象でないもの

(dbangpo'iyulmayinpa),知によって増益されたもの(blossgrobtagspa),

仮設された法(btagspa'ichos),事物に対して目的達成不可能なもの(dngos

poladonbyedminuspa),他者排除に関係したもの(gzhanselgyis'brelpa),

無関係なもの('brelmedpa) と，否定と定立等を通じて行動を起こしても

目的達成不可能なもの(dgagpadangbsgrublasogspa'isgonasyuggidon

byedminuspa) として意味が共通する．即ち， 『量評釈』 (PVI. 169)にお

いて， ・ ・ ・」 （『正理宝蔵』pp75.21-76.5)

以上の記述から，以下の同義性を抽出することが出来る．

・自相＝個体＝事物＝実体＝反転したもの＝勝義

・普遍（／普遍相） ＝他者排除＝反体＝断除＝混合したもの

＝関係＝世俗

ここでサパンは，普遍と他者排除を同義と見倣し，共に対象の側に結び付けてい

るが，その直後の「それ（＝事物の実相）を確立する仕方」 ［76.11-19］ という科
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段においては，一転して， 「実体と普遍は対象，分別と無分別は知，顕現と排除は

［知の］把握方法である」 （『正理宝蔵』p.76.18f)と言って，普遍を対象に，排

除を知の把握方法に結び付けているので，我々を困惑させる．その科段では，サパ

ンは，チベット人学者，具体的には，サンプ系学者の解釈は混乱していると批判し

ながら，他ならぬ自らの解釈にも他者排除の位置付けに関して深刻な混乱が見られ

るのである．

サパンの解釈の首尾一貫性の欠如は，この点のみならず，普遍と特殊の定義に関

しても確認されるので，次にその点を検討しておこう．サパンは，以上のように普

遍と特殊の一般的設定を立ててから，その個別的設定において普遍と特殊の定義や

分類について， こう解説している．即ち，

「第一．定義．

［偶：］他と自の事物から反転したものが普遍と特殊である'96.

＜異類から反転したもの(rigsmimthunlasldogpa)>が,普遍[であり],

＜［異類から反転したのみならず,］それが同類の中からも反転した二つの

反体の集合体(denyidrigsmthunnanglaskyanglogpaiildogpaglyistshogs)

＞が特殊である'"．なぜならば， 『量評釈』において，

「全ての事物（＝自相）は， 自性によって， 自身の自性に存するので，

同類と異類の事物から反転したことに依拠することを有する」 (PVI.

40）

と説かれているからである.」 （『正理宝蔵』p.78.9-15)

ここでサパンは, PVI.40を典拠として, <全ての異類から反転したもの＞を普

遍，＜全ての同類と異類から反転したもの＞を特殊と定義している． ところで， こ

の偶は，既に繰り返し解説したように，事物の実相，即ち， 自相の在り方を示した

ものであり，このく全ての同類と異類から反転したもの＞とは，自相に他ならない．

それ故，サパンによれば，特殊とは自相に他ならないことになる．問題は，普遍で

あり， もし普遍をこのように定義するならば，壷等の事物もまた， この定義を充足

するので，普遍となることになる．なぜならば，壺は，常住な法である無為の虚空

'96gzhandangranggidngospolas"ldogparbyedpaspyibyebrag"
'97 『正理宝蔵』p.78.11f:rigsmimthunlasldogpaspyi/denyidrigsmthunnanglaskyanglogpa'i
ldogpagnyitshogsbyebragyinte/…この前半部は，民族出版社本では偶の如くに太字で示され
ているが，偶ではなく， 自註の文章である．
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等の異類のものから反転したものであるから． しかし，サパンは，普遍を普遍相と

同一視し，分別知によって仮設されただけの非事物と見倣しているので，その点に

深刻な内的矛盾を含んでいると言わざるを得ない．なぜサパンはこのようなちぐは

ぐな解釈をしているのであろうか．

その疑問を解決する鍵は， 『智慧灯明』に見出される．実は，サパンのこの普遍

と特殊の定義は，サパン自身の解釈ではなく，サンプ系の伝統的解釈が混入したも

のに過ぎないのである．即ち，サパンの師匠筋のツルトウンやツァンナクパらは，

同じ偶を引いて，全く同様の定義を提示しているのである'98．それは，所謂, <単

独の反体が普遍,二つの反体の集合体が特殊(ldogpachigrkyangspyi/ldogpagnyis

tshogsbyebrag)>と称される規定であり，後代のゲルク派にも受容されることに

なる．この規定では,普遍は異類から反転した単独の反体とされるので,必然的に，

壺等の自相もまた普遍と見倣されることになる．それ故，普遍と普遍相を同一視す

る立場からは絶対に受容できない見解であるが,サパンはこの点を厳密に検討して

おらず，安易にこのサンプ系論理学の規定を受容してしまったため， 自らの体系の

中に矛盾を内包することになってしまったのである．

以上,サパンの普遍と特殊の設定を紹介した.そこから判明したのは,サパンは，

一方においては，普遍と普遍相を同一視し，それを分別知により仮設されただけの

ものと，インド原典に沿った解釈をしておきながら，他方において， ＜単独の反体

が普遍,二つの反体の集合体が特殊＞というサンプ系の伝統的な解釈をも採用して

おり，その解釈に一貫性を欠いていることである.別の箇所でも何度か指摘したが，

サパンの『正理宝蔵』を仔細に分析するならば,インド原典に比較的忠実な解釈と，

サンプ系の独自の解釈が混在しているのであり，その背景として，サパンが二つの

全く異なる論理学の学統を受け継いだことがある.即ち,サパンは,一方において，

カシュミールパンデイタ達からインド直伝の解釈を受け継ぎつつも，他方において，

その修学時代に師事したツルトウン等のサンプ系論理学の影響から完全に脱却す

ることは出来なかった.そしてこのことが往々にしてサパンの解説に内的矛盾や首

尾一貫性の欠如を間す結果となっているのである．

ただ我々はこのことを持って安易にサパンを批判することは慎みたい.サパンの

'98 『善説集成』20blf;『智慧灯明』pp.87.20-88.3参照訳文は先に挙げたので，再説しない．
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『正理宝蔵』は，この二つの異なる学統に対してサパンが真蟄に真っ向から取り組

み，格闘した産物と評すべきである． 『正理宝蔵』に見られる上述のちぐはぐさや

一貫性の欠如は，その痕跡に他ならないのである．

4．言表者と言表対象に関するサパンの見解：

インドにおいては，言葉の対象こそが，他者排除の本来的な意味であったが，サ

パンは，サンプ系の解釈に随順して，他者排除を対象に対する知の作用の一種と解

釈していたことが明らかとなった．それでは，サパンにとっては，言葉の対象は如

何なるものと考えられていたのであろうか．その点を最後に検討しておきたい．サ

パンは， 『正理宝蔵』において， この主題を，第五章「言表対象と言表者の考察」

において論じている199.ここで， 「言表者(可odbyed,*abhidhana/vacaka) 」とは，

言葉を表す表現であり， 「言表対象(bIjodbya,*abhidheya/vacya) 」とは，その

言表者の語により言表される対象，言葉の対象に相当する概念である．ちなみに，

特にチベットの論理学書では， 「語(sgra,*Sabda,音） 」と「言表者の語(Ijodbyed

kyisga) 」が峻別されていることに留意する必要がある．言表者の語とは，発話

者の意志的努力により発声された言葉を意味し，言表対象，即ち，言葉の意味を表

示するものであるのに対して，単なる「語」であれば，風の音などの言表対象を持

たない音声一般をも含むからである2"・このことは特にチベットに限定されたこと

ではなく，インドにおいても同様であるが，チベット人学者は， 「言葉」といった

場合,一般に, sgraという語よりも,bljodbyedkyisgraという語を使用するので，

留意されたい．

サパンによる言表者と言表対象の定義を挙げるならば，順に以下の通りである．

「第一（＝定義)．

［偶：］ ［言表対象と言表者は，順に］言葉から理解されるべきものと，

［対象を］理解させるものである．

言表対象の定義は， ＜言葉により理解されるべきもの(bldasgobarbya

'”この第五章「言表対象と言表者の考察」には福田洋一訳（福田1994)があり，参照した．但
し，以下には拙訳を挙げた．

2m日本語としての「語」 という語は，特に音声一般を意味しないので, sgraを「語」 と訳すこ
とには些か語弊があるかもしれない．しかし，ここではテクニカルな用語として用いているので，
その点ご了承頂きたい．
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ba)>であり，他方，言表者［の定義］は,<対象を理解させる言葉(dongo

barbyedpaiibrda)>である.」 （『正理宝蔵』p. 121.17-20)

ここで， 「言葉」 と訳したbrdaという語は, samaya/samketa等の梵語の蔵訳で

ある． これは，通常， 「慣用」や「規約」 ， 「印」等を意味する．例えば，太腹平

底で水を保持する目的達成可能なものに対して， 「壷（つぼ） 」という或る一定の

音声を結び付けることは,その言語が使用されている共同体における言語的な慣用

や規約に基づいた窓意的なものである．そのような言語使用上の取り決め（言語規

約）をsamaya/samketaというが， この文脈では，実質的には， 「言葉」そのもの

を意味しているので，以下， 「言葉」 という訳語を当てておく．例えば, brda'iyul

とは，言葉の対象を意味する．それは，語の対象(sga'idon,*Sabdartha)とほぼ同

様の意味で使用されている．

問題は，サパンが何を言葉の対象として立てていたのかということであるが，同

章の冒頭部において， （1） 自相を言表対象と認める説と， （2）普遍を言表対象と

認める説の二つを前主張として立てて否定している201.最初に， 自相を言表対象と

認める説についてだが，それは文法学派(brDasprodpa,*VaiyakaraZa)の説に帰

せられている．文法学派によれば，例えば， 「壷を持って来い」 と言表するとき，

水を保持する能力を有する自相としての壷を持って来るのであり，それ故， 自相が

言表対象として立てられるという． これに対して，サパンは， （1）場所・時・形

相が混合することがない自相は無数に存在するので,その一つ一つに命名すること

は不可能であることや， （2）言説時において，最初に命名された自相を獲得する

ことは不可能であること等の理由を提示して論難した後で.次のように自説を述べ

ている．

「最初に［対象に対して言葉を］関係させる時（＝命名時に)， 自相は示さ

れても，言葉(brda)は普遍に対して結び付けられる．なぜならば,言説(tha

snyad,*vyavahara,日常活動）のために命名するからである.」 （『正理宝蔵』

p､ 117.20-22202）

ここでサパンは，言葉が適用される対象として， 自相ではなく，普遍を立ててい

201前者については， 『正理宝蔵』pp. 116.4-119.10,後者は，同書pp､ 119.11-121.16参照
2PzdangpO'brelpabyedpa'itshe"ranggimtshannyidbstannayang"brdanispyilasbyorbyedde"
thasnyaddondu'dogsphyirro"
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る．但し， ここで普遍とは，外教徒が立てる実体的な普遍ではなく，分別知により

仮設されただけの非事物の普遍を指すものと思われるが,解せないのは,サパンは，

この後の科段において,普遍を言表対象に結び付ける解釈を批判していることであ

る．そこではヴァイシェーシカ派等が認める実在物としての普遍を否定するばかり

でなく，分別知に顕現する対象普遍を言表対象とする説－それはチベット人学者

の説とされるが一もまた否定していることである．即ち，

「語対象(sgradon,*Sabdartha203)を言表対象と認めることを否定すること

は， ［以下の通りである.］

［偶：］有雪国の者(Gangscanpa)と声聞の二者は，語対象を直接的

言表対象(dngoskyib可odbya)として認める．

対象と知の二つの自相と，対象に存立する普遍を言表対象とするならば204,

外教徒に対して述べた過失があるので，分別知の対象である対象普遍(rtog

palayodpa'idonspyi)が直接的言表対象である， とチベット人達(Bod

mams)は認め' ｡ ・ ・」 （『正理宝蔵』p､ 120.6-10)

これに対して，サパンは直後にこう批判している．

「対象普遍，ないし，不相応行に対して言葉が結び付けられるので，言葉が結

び付けられていない壷の自相を理解することはあり得ない．なぜならば， 「壷」

と言表することにより， ［壷とは］無関係な牛が理解されないようなものであ

る.」 （『正理宝蔵』p. 120.18-20)

ここでサパンは，対象普遍を直接的言表対象とした場合には，言表者の語と自相

としての対象との結び付きがないので,壺等の自相を理解することが出来ないとい

って批判している． ここで問題となっているのは，言葉の対象として対象普遍を立

てた場合，それは分別知によって仮設されただけのものに過ぎないので，如何にし

て， 自相としての外部の対象を言表することが可能となるのかということである．

さもなくば， 日常活動において，例えば， 「壷を持って来い」 と言った場合，水を

保持する目的達成能力を有するものである自相としての壷を持って来ることはな

いことになるからである205.

これは，普遍相ないし対象普遍を指す．

テキストでは, bljodbyarbyasnasとあるが, bljodbyarbyednaに訂正．
『正理宝蔵』p・ 118.1f:…phyisthasnaydbyedpa'idussunabumpa'oncigcesbljodnachusyor
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そこでサパンは，言葉の対象に，直接的言表対象(dngoskyibljodbya) と判断

の言表対象(zhenpa'ibljodbya)の区別を立てることにより， この問題の解決を計

っている．このうち直接的言表対象として普遍を立てるが，判断の言表対象として

は自相を立て，そして， この普遍を自相と判断することを通じて，言語活動が可能

となることを主張する．しかるにこの設定は,別段,サパンの独自の解釈ではなく，

先に紹介した通り，チャパ，ツァンナクパ，ツルトウンに一貫して見られるサンプ

系の解釈に他ならないのである．

この言表対象の分類についてであるが，まずサパンは，言表対象を解説時と適用

時の区別の点から二つに大別して， さらに，直接的言表対象と判断の言表対象の二

つずつに細分しているので，合計四つに分けられる．それぞれの具体的内容は以下

の通りである．

「第二．分類

［偶： ］解説［時] ('chadpa) と適用［時] (1ugpa)の人の区別によ

り， ［言表対象は］各々二つあり， ［合計］四種類である．

解説と適用の時の言表対象と言表者の二つずつで四つである．

［偶： ］ ［言葉を］解説するとき， ［直接的言表対象と判断の言表対象

等を］区別することにより， ［実相に］通達する． ［実際に言葉を］適

用するとき， ［自相と普遍を］一つに迷乱することにより， ［対象を］

獲得する．

(1)[言葉を]解説するとき,語の直接的言表対象(sgraiidn"skyib可odbya)

は語の対象(sgradon,*Sabdartha)であり，そして，判断の言表対象(zhen

pa'ib可odbya)は自相としての対象(donrangmtshan,*svalakSana)である

が,直接的言表者(dngoskyiljodbyed)が語普遍(sgraspyi,*Sabdasamanya),

判断の言表者(zhenpaii可odbyed)は自相としての語(sgraranggimtshan

nyid)であるという区別を知って，実相(gnaslugs)に対して通達するよう

になる． （2） ［言葉を］適用する時， 自相と普遍を別々に分けずに，一つに

迷乱したものに対して言葉を結び付けることにより，言説（＝日常活動）の

時， 自相としての対象を獲得するのである.」 （『正理宝蔵』pp.121.21-122.6)

balenpa'iphyirro"
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先ほど，サパンは言葉の対象として普遍を立てたが，それは， ここで言う所の直

接的言表対象に当たる．ここでは， 「語の対象(sgradon) 」と表現されているが，

これは後続の文章に示されているように，普遍に相当する．これは分別知により仮

設されただけのものであるので，実在するものではない．これに対して，判断の言

表対象とは，分別知の判断対象(zhenyul,*adhyavaseyavi9aya)に相当するもので

あり， 自相に当たる．分別知では，例えば，火の普遍を自相としての火と判断する

ことを通じて，その火に対して行動を起こして，それを獲得することが出来るが，

言葉の場合にも同様の過程が想定されている．即ち，例えば， 「火」という言葉は，

直接的には，火の普遍を言表するが，それを， 自相としての火と判断することを通

じて， 自相としての火に対して適用される． このような過程を経て，言葉が外部世

界の事物に対して結び付き， 日常的な言語活動が可能となるのである．このことを

意図して，サパンは， この「言表対象と言表者の考察」の章末に，以下のような要

約偶(bsduba'itshigssubcadpa,*samgrahaSloka)を立てている．

「語の直接的言表対象(i.e.普遍）は存在しない．判断の言表対象は自相で

ある． ［言表者の言葉と言表対象の］関係は迷乱によって立てられるが，行

動を起こす人を欺くことはない206.」 （『正理宝蔵』p128.12-14)

ここでサパンは，語の直接的言表対象としては普遍を立てるが，その普遍は存在

しないと明言している．それは分別知によって仮設されただけのものであり，サパ

ンにとっては存在するのは，唯一自相のみであるからである．直接的言表対象とし

ては普遍を，判断の言表対象としては自相を立て，普遍を自相と判断することを通

じて言語活動が可能となるという解釈自体は，サンプ系学者達と共通しているが，

違いは，サンプ系学者達は，普遍を存在するものと認めるのに対して，サパンはそ

れを認めないという一点にある．前述したように，他者排除論に関してサンプ系学

者とサパンの解釈の違いは色々あるが，煎じ詰めれば， この普遍に対する解釈の違

いに帰着すると言っても過言ではない．

このサパンの解釈は，後に直弟子のウユクパにより批判されることになる．その

件については，後で紹介しよう．

2"sgrayidngoskyibIjodbyamed"zhenpa'ibIjodbyarangmtshanyin"brelpa'khrulpasbyasna
yang"ljugpa'iskyesbubslubamed"

ll2



V.小結：

以上， 『正理宝蔵』を資料として，サパンの他者排除論を検討した．その結果と

して以下のことが結論として導出される．

1．サパンは，基本的に，他者排除を対象に対する知の作用の仕方の一つとし

て捉え，それを対象の側ではなく，知の側に設定している． これは，チャ

パ等のサンプ系学者の解釈であり，師のツルトゥンを通じて，その解釈が

サパンに伝承され，サパンはそれを自説として受容した．

2． しかし，他方において， 『正理宝蔵』には，他者排除を語や分別知の対象に

結び付ける記述も散見する． これは，サパンが師事したカシュミールパン

デイタ達から受け継いだインド的な解釈が反映したものと推定される．

3．その結果， 『正理宝蔵』には，他者排除を基本的に知の側に設定しておきな

がら，部分的に，それを対象の側に立てる記述も見出され，その意味で，

首尾一貫性に欠けている． この首尾一貫性の欠如は，サパンの論理学が，

サンプ系とインド系の二系統の解釈の相克から生じたものであることを示

唆している．

4．サパンは，後代のドウタ文献に見られるように，他者排除と否定を同義と

する解釈を取っておらず，その点でも，サンプ系学者と一致する．但し，

定立と否定を排除の下位区分と見倣し，共に知の側に結び付ける点では，

サンプ系学者と解釈を異にしている．

5．サパンは，実体／自相／定立を同義と見倣し，実在する事物として立てる

一方，その対概念としての，反体／普遍相／他者排除を同義と見倣し，分

別知によって仮設されただけの非事物として立てる． この点で，サンプ系

の解釈と一線を画している． （尤も，ここでは他者排除を対象に結び付けて

いるので，他者排除という概念については解釈の一貫性を欠いている.）サ

ンプ系の解釈では， これらの同義性は認められていない．

6．サンプ系の解釈では，普遍は， ＜異類から反転したもの＞であり，それは

分別知によって仮設されただけの普遍相（＝対象普遍）から峻別されてい

るが， これに対して，サパンは，基本的に，普遍と普遍相を同一視するイ

ンド正統の解釈に基づいている． しかるに，他方において， ＜単独の反体

が普遍，二つの反体の集合体が特殊＞というサンプ系の伝統的な規定をも
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受け入れており，その結果，その解釈に首尾一貫性を欠くことになってい

る．

7．言表対象の設定では，サパンは，それを，直接的言表対象と判断の言表対

象に二分し，前者を普遍に，後者を自相に結び付けているが，それはチヤ

パ等により説かれたサンプ系の解釈に他ならない． これは後にウユクパに

より批判されることになる．

既に指摘したように207,サパンは， 『正理宝蔵』を著作するに際して，サンプ系

論理学書，特に，ツルトウンの論理学書『智慧灯明』を下敷きにして，そこから多

くの科段設定や前主張等の記述をも借用しつつも，それらを換骨奪胎して， 自説を

提示するという著作方法を取っている．その際，サンプ系の解釈を批判的に考察し

た上で， 自説として受け入れられるものは受け入れ，受容不可能なものは斥けるこ

とを通じて， 自身の学説を確立した．特に，サパンは，チヤパやツァンナクパとい

うよりも，より直接的には，嘗ての師ツルトウンこそを第一の批判対象として想定

していることは再度指摘しておく必要がある．そして，そのことは， この「定立と

他者排除の考察の章」においても確認されるのである．但し，サパンの『正理宝蔵』

には，想像以上に，サンプ系論理学の解釈が払拭されずに残存しており，必ずしも

インド原典に忠実な解釈を提示しているわけでない．その意味で，サパンの論理学

思想は，サンプ系の伝統的な解釈と，カシュミールパンデイタ伝来の解釈の混合物

の様相を呈している．

第二節． ウユクパ・リクペーセンゲの他者排除論：

ウユクパ・リクペーセンゲ('Uyugparig/rigspawisengge,ca.1170-1253?208)は，

サパンの直弟子にして，サンプ寺のニェルシク・ジャンペルドルジェ(gNyalzhig

ljamdpalrdolje,ca､ 1150-123｢09)の「九子」の一人としても知られている．伝記

資料が伝えられていないため，彼の生涯は未詳であるが，サンプ寺にて基礎的な修

学を積んだ後に，サキヤ寺でサパンに師事し，サパンを通じてカシュミールパンデ

ィタ達の学統を受け継いだ．それ故，彼の論理学思想には，サパン同様にサンプ系

ｍ
“
”

２
２
２

西沢2007,pp.373-376;西沢2011b,Vol.2,p.34fなど参照．
ウユクパの年代及びその事績については，西沢2011b,Vol.1,pp.369-373を参照．
ニェルシクの年代及びその事績については，西沢2011b,Vol.1,pp.240-242を参照
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とカシュミール系の学統の学統の両者が入っていることを念頭に置く必要がある．

彼は,チベットで初めて『量評釈』全章に対する註釈『正理蔵』 (Rjg3pq'imdzod)

を著したことで知られている．他にも，サパンの『正理宝蔵』の註釈『正理成立』

(RjgspagFwbpq)が現存している． これは『正理宝蔵』の最古の註釈であり，そ

の意味でも資料的価値は極めて高い． ここでは， この『正理成立』を資料として，

ウユクパの他者排除論を検討しよう．

I. 『正理成立』における他者排除論の位置付けと科段構成：

『正理成立』では，定立と他者排除の設定は， 「定立と排除の理解の仕方(sgmb

padangselba'irtogspa'itshul) 」 という科段において論じられている．そこでまず

最初に，その全体の科段構成の骨子を挙げておく．

定立と排除の理解の仕方［『正理成立』84.8-lll.20]

1．定立作用(sgurbpalaiugpa,定立に対して作用するもの) [84.10]

1．定義［84.14］

2．分類［84.16］

3．定義の能証(mtshannyidkyisgmbbyed) [85.3]

1．対象の実相(yulgyignaslugs) [85.5]

2．知の把握方法(bloii 'dzinstangs) [91.10]

3．知が対象と一致すると論証すること (blodonmthunparbsgrubpa)

［91.19］

2．排除作用(selbala!jugpa,排除に対して作用するもの) [97.12]

1．対象である排除の自性(yulselba1irangbzhin) [97.14] [=他者排除］

1．定義［97.14］

2．分類［97.17］

3．同義語［98.4］

2．有対象である語と分別知の自性(yulcansgrartoggirangbzhin) [98.6]

［＝排除作用］

1．定義［98.7］

2．語義[99.1]

3．分類［99.4］
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3． ［対象を理解する知の］作用の仕方が［定立作用と排除作用の］二つに確定

される根拠(1ugtshulglyissungespa'irgyumtshan) [111.9]

一見して明らかなように， 「対象の実相」等の三つの科段などツァンナクパ，ツ

ルトウン,サパンの論理学書に共通して見られるお馴染みの科段が確認される一方，

大きな違いも見出される．それは， ウユクパが定立と排除を知の側ではなく，対象

の側に設定していることである． これを受けて， ウユクパは，排除作用の科段を，

対象としての排除と，それを把握する語と分別知という有対象の二つに大別してい

る.チャパ以下,サパンまでの論師は,みな定立と排除を知の側に結び付けたので，

この点に決定的な相異が見出されるのである．このことは他者排除論の歴史的展開

を鑑みる際に極めて重要な点であるので,まず最初にその点について論じておこう．

II. 「定立作用(sellug) 」及び「排除作用(sgrUbiug) 」の両義性：

後代のドウタ文献では，定立作用と排除作用は, sgmbiugとseliugと表記され

るのが常であるが,実は,この語には全く異なる二つの語義が確認されるのである．

既に紹介したように，チヤパ等のサンプ系学者は，定立(sgmbpa)や排除(selba)

を知の作用の一つとして知の側に結び付けた．それ故，彼らの論理学書では，定立

作用と排除作用に相当する原語は，概して, sgmbpasiugpa(定立によって作用す

るもの）やselbasiugpa(排除によって作用するもの）と具格助辞とともに表記さ

れるか，あるいは, sgonas (を通じて） という語と共に表記される210.

これに対して， ウユクパは， この二つを, sgrubpalaliugpa (定立に対して作用

するもの）とselbalaiugpa(排除に対して作用するもの）というように, sgmbpa/

selbaにlaという於格助辞を結び付けて表記している． このことは， ウユクパが，

定立と排除を共に，知の側ではなく，その知により把握されるべき対象の側に設定

したことを如実に示しているのである．

このような表現は，サパンの『正理宝蔵』には全く確認されず，現存する資料の

中ではウユクパの著作が最初である． 『正理宝蔵』には,むしろ, selbasiugpa(『正

理宝蔵』p.92.6f),gzhalselgyisgonasiugpa(同書p.92.9),gzhanselgyisiug

2'o例えば， 『意闇払拭』4a8,8a5; 『善説集成』116a7,116b8,118M; 『智慧灯明』pp. 11.15,19.9
等参照．
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pa(同書p.89.1)という表現や, snangbasIjugpa(同書pp.87.5,89.1),snangba'i

sgonasiugpa (同書p.88.3) という表現が確認されるが， このことは，サパンが

サンプ系学者と同様に，定立や排除を知の側に結び付けたことを明確に示している

のである．

このように， 「定立作用(sgmbiug) 」及び「排除作用(selliug) 」の語義とし

ては，以下の二つの用例が確認される．

1． sgrubpa/selbaを，具格助辞ないしsgonas (を通じて） という語と結び付

ける用法（＝定立及び排除を知の側に結び付ける解釈） ：チャパ等のサンプ

系学者及びサパン

2.sgrubpa/selbaを，於格助辞に結び付ける用法(=定立及び排除を対象の

側に結び付ける解釈） ：ウユクパ

但し， ウユクパの『正理成立」には, sgrubpasiugpa/selbasljugpaの用例も確

認されるので2111必ずしも, sgrubpa/selbalaiugpaの用例に統一されているわけ

ではない．ちなみに，この両義性は，後代のゲルク派の論理学書においても確認さ

れるところである212.ゲルク派の他者排除論については別稿にて論ずる予定なので，

詳細はその際紹介しよう．

前述したように，他者排除の原義は， 《語の対象(Sabdartha)》であり，他者排

除は本来，知の側ではなく，分別知や語の対象として，対象の側に結び付けられる

べき概念であった． しかし，チベットにおいては，当初から，それを知の側に結び

付けるサンプ系の解釈が流布したため,他者排除の本来的な意味が久しく誤解され

てきた．その誤解は，カシュミールパンディタから『量評釈』を初めとする論理学

書を梵語原典を通じて学んだサパンにおいても払拭されずに残されてきたが，ウユ

クパに至ってようやくその誤解が払拭されたことになる．その意味で，チベットの

他者排除論の歴史的展開においてウユクパの占める位置付けは極めて重要である．

211例えば， 『正理成立』には, sgrubpasljugpalartsodpaspangba(定立によって作用すること
に対する議論の断滅） とselbas!jugpalartsodpaspangba(排除によって作用することに対する
議論の断滅） という二つの科段が見出される（同書p. 112) .

212例えば， ツォンカパの『論理学大備忘録』には，以下のような用例が確認される．同書pp･
719.6-8:debzhindusgrartogthamscaddngospo'idbanggisiugpayinpasSgrubpakhonalaliug
.aymRy elbala 贋pama inno zhessmra'o";724.12f:rtogpa'ingesyulsgrobtagsyinpasggl
bagiu2dgoskVibs2rubpas'iugminuste/ ●G
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以下，そのことを念頭において， ウユクパの他者排除論を検討しよう．検討の順序

としては， これまで通り，まず最初に定立と排除の設定を検討してから，それに関

連する諸主題に考察を移すことにする．

III.定立作用に関するウユクパの見解

1．定立の定義と定義基体：

ウユクパによれば，定立作用(sgrubpalayugpa)の定義と分類は以下の通りで

ある．

定義：知であり，かつ，対象をその形相が顕現して把握するもの(blogang

zhigyulde'irnampasnangnas'dzinpa) [84.14f]

ここでまず最初に留意したいのは， これは，定立作用(sgrubpalaiugpa)の定

義であって，定立(sgrubpa)の定義ではないことである． ウユクパ以前では，定

立(sgmbpa)や排除／他者排除(selba/gzhansel)は，知の作用と解釈されたの

で，それらは，定立作用(sgrubpasiugpa)や排除作用(selbasiugpa)とは殆ど

区別されずに用いられてきた． これに対して， ウユクパは，定立や排除を対象の側

に結び付けているので，知を指す定立作用と排除作用は，その対象である定立と排

除から峻別される必要がある．

前述したように，サパンは，定立作用をく無分別知により知覚するもの＞と定義

し,ツァンナクパは,＜自相が顕現することを通じて作用するもの＞と定義したが，

無分別知の知覚／顕現作用と認める点では， これらの定義と大差はないと言える．

この定立作用の定義の後で， ウユクパはその分類を列挙しているが213,纏めるな

らば，以下の通りである．

1．真実の対象の形相が顕現するもの(donbdenpaiimampasnangba) [=直接

知覚］

1．知の自相が顕現する自己認識

2．対象の自相が顕現する五つの感官知と意の直接知覚の六つ

3．それら（＝知と対象の自相）の無自性を理解する爺伽行者の直接知覚

2．虚偽の対象の形相が顕現するもの(donrdzunpa!imampasnangba) [=無分

213 『正理成立』pp､84.16-85.2参照．
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別迷乱知］

例：二月や対象普遍等［が顕現する知］

テキストには,後者の嚥例として二月や対象普遍等が挙げられている214.しかし，

これは知を指すので,二月が顕現する知,対象普遍が顕現する知とするべきである．

後述するように，無分別知は定立作用に，分別知は排除作用に結び付けるのがウユ

クパの基本的見解である．

2．定立作用の対象の実相：

次の「定義の能証」という科段は， 「対象の実相」等の三科段から構成されてい

る．そのうち， 「対象の実相」の科段は，サパンの『正理宝蔵』の記述に比べ分量

的にかなり多く内容的にも多岐に渡っている．そこには『正理宝蔵』に見られない

興味深い議論も多数含まれているのであるが,その全体をここで紹介することは紙

面の関係上困難であるので，ここでは，その要点のみを簡略に紹介するに留めてお

くことにする．

この対象の実相としては，サンプ系の学者達は，三つの相を立てた．即ち， 1．

非青から反転した青として存すること， 2．青と所作・無常等が無別異の実体であ

ること （＝諸法の無別異性） ， 3．法と有法等の別異は増益されたものであること

（＝法と有法等の別異性）である．

これに対して，ウユクパは，まず対象の実相を， 1．勝義を主題としたもの(don

dampaiidbangdubyaspa)と, 2.言説を主題としたもの(thasnaydpa'idbangdu

byaspa)の二つに大別し， さらに，後者を, 1.諸事物が同一なものとして存立す

ること (dngos[po]mamsgcigtugnaspa)と, 2.別異なものとして存立すること

(thadaddugnaspa)の二つに分けている．対象の実相に勝義と世俗の区別を立て

ることは，チヤパ，ツァンナクパ， ツルトウン，サパンの何れも行っておらず， ウ

ユクパの独自の設定かと思われる． さらに，言説を主題とした対象の実相に，二相

しか立てておらず,三相を立てる見解を前主張に挙げて批判していることもまた注

目に値する．即ち，

214 『正理成立』p.85.3:gnyispanizlabagnyisdangdonspyilasogspa'o"､このうち対象普遍は
無分別知ではなく，分別知に顕現するものなので， この点些か判然としない．一切法が顕現す
る仏智を念頭に置いているのかもしれないが，再考を要する箇所である．
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「或る者は, 「[上述の二つに加えて,］青一般として存立すること(sngotsam

dug'aspa)とで三つである」と云うが，それは妥当ではない．なぜならば，

同一と別異より他のものである青一般は感官［知］の対象として妥当しない

からである.」 （『正理成立』p.85.13-15)

これは，明らかに，ツァンナクパ等が立てた対象の実相の三相のうちの第一相を

念頭に置いて，それを批判したものである． ウユクパは，定立作用の対象の実相の

三相説を批判して，二相説を立てているわけである．前述したように，サパンは，

『正理宝蔵』の偶においては三相， 自註においては二相を説いたが，その内容は，

サンプ系学者が示した三相とは余り一致していなかった． ウユクパの二相説は，こ

のうち『正理宝蔵』の自註の記述に基づいている．

ウユクパの定立作用の対象の実相に関する見解を整理した形で示しておこう．

1．勝義を主題としたもの(dondampa'idbangdubyaspa)

＝一切［の対象］の顕現は知と同一事物（＝同一実体）であること215

2．言説を主題としたもの(thasnaydpa'idbangdubyaspa2'6) [=無分別知の対

象］

1．諸事物が同一なものとして存立すること (dngospornamsgcigtug'aspa)

＝青等と所作と無常は無別異であること217

2．諸事物が別異なものとして存立すること (dngospomamsthadaddugnas

pa)=場所と時と自性が別異の青等は同-[実体］でないこと218

このうち,勝義を主題としたものは,ここに挙げた一文しか解説されていないが，

この記述は,本書におけるウユクパの思想的立場を考える上でかなり示唆的である．

即ち， この一文は，まさに唯識説を示しているからである． ウユクパの思想的立場

の詳細については，本稿では扱う余裕がないが， 「自相の確立(rangmtshangtanla

dbabpa) ｣ [18-40]の科段において，ダルマキールテイの思想的立場を以下のよ

215 『正理成立』p.85.5fdondampa'idbangdubyasnasnangbathamscadshespa'idngospogcig
yintedeltar面gspasgmbpa'iphyirro"

2'6 『正理成立』p.85.6-8:thasnyadpa'idbangdubyasnartogmedkyiyullagnyistedngos[po]
mamsgcigtugnaspadang/thadaddugnaspa'o"

217 『正理成立』p.85.12f:sngonpolasogspadangbyaspadangmirtagpathadadmedpa'o"
218 『正理成立』p.89.16f:yuldangdusdangrangbzhinthadadkyisngonpolasogspagcigmayin
teyinnasnangmisnangdangskyeljigthadadmedparthalba'iphyirro"
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うに規定していることが注目に値する．

「外教徒を論駁する時， ［外部］対象(don)を承認する必要があるので, [外

部］対象は存在する［と主張する］二つの教義のうち，毘婆娑師の説を捨て

て，経量部の説に依拠している． ・ ・ ・内教徒(nangpa,仏教徒）の教義を

議論する時， ［外部］対象に対する拒斥が多いので， ［ダルマキールテイは］

唯識(semstsam)をお認めになっている.」 （『正理成立』p20.8-15)

ここでウユクパは，外教徒を論駁する際には外部対象を認める経量部説，仏教の教

義を論ずる際には，唯識説を取ることを明言している．後述するように， ウユクパ

は，本書において二諦説を導入しているので，世俗として経量部説，勝義としては

唯識説に依拠していると換言できよう．実際，後続の文章では，三つの外境否定論

証と三つの唯識性論証が論じられている219．

3．定立作用の知の把握方法：

ウユクパの「知の把握方法」の科段内容は，以下の通りである．

「第二.知の把握方法は, (1)対象において青と刹那が無別異であるように，

眼知においても青が顕現する通りに刹那も顕現し,自己認識によって楽等が

直観され通りに，それらの刹那も直観され，そして， （2）場所と時が別異の

青は同一でないように，眼によっても別異として把握され，苦楽は別異であ

るように， 自己認識によっても別異として直観されるので，対象の実相と知

の把握方法は一致する．例えば，印章の凹面と凸面［が一致する］ようなも

のである (Igyadang'burbzhinno220).｣ (『正理成立』p.91.10-15)

この記述は，実は， 『正理宝蔵』では， 「知の把握方法」の科段ではなく，その

直後の「知と対象が対応すること」という科段の内容に相当している221.実際， ウ

ユクパ自身，この科段で，対象の実相と知の把握方法が一致する仕方を解説してい

219三つの外境否定論証については， 『正理成立』pp.22.14-24.4,三つの唯識性論証については，
同書pp.24.5-40.17を参照

22oこれは『正理宝蔵』p.87.15では, rgyamadadkyi 'burbzhinnoと表記されており，テキスト
的な問題が潜在している可能性がある．内容的には，対象の実相と知の把握方法が一致してい
ることを示す比嚥表現である．語義の詳細未詳だが， イメージとしては，正方形の印鑑で真ん
中で分かれており，一方の面は凸面，他方の面は凹で，会わせるとピッタリと一致するものを

意味するのではないか． ちなみに， 『正理宝蔵』の先の一文は,福田1992,p.23では， 「例えば，
相異なった印面［の印字の模様の］凸凹が相異なっているのと同様である」 と訳されている．

22！ 『正理宝蔵』p､87.8-15参照．
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る．恐らくは， （1）青と刹那が無別異なものとして顕現することと， （2）場所と

時が別異な諸々の青は別異なものとして顕現することが,定立作用の知の把握方法

を表現している．

1V・排除作用に関するウユクパの見解：

他方，排除作用(selbalajugpa)の設定は，以下の科段構成を有する．

排除作用(selbalajugpa,排除に対して作用するもの)[『正理成立』97.13-111.13]

1．対象である排除の自性(yulselba'irangbzhin) [97.14] [=他者排除］

1．定義［97.14］

2．分類［97.17］

3．同義語［98.4］

2．有対象である語と分別知の自性(yulcansgrartoggirangbzhin) [98.6]

［＝排除作用］

1．定義［98.7］

2．語義［99.1］

3．分類［99.4］

1．知が他者排除に対して作用するもの［／知の他者排除］ ［99.4］

2．語が他者排除に対して作用するもの［／語の他者排除］ ［101.3］

以上の科段はさらに細かい下位科段を含んでいるが，それは省略する．この科段

構成に明確に示されているように，他者排除は対象(yul)として位置づけられ，

それに対して作用する語と分別知は有対象(yulcan)に位置づけられている． この

ような科段構成は『正理宝蔵』には全く見られないものである． このように，対象

の側に設定された《他者排除》と，それを把握する知の作用である《排除作用》を

別々の設定として峻別することは， ドウタ文献に明確に見られるが，その原型は，

この『正理成立』に見出されるのである．

1．他者排除の定義・分類・同義語：

既に指摘したように， ウユクパは， 『正理宝蔵』の註釈であるにも関わらず，サ

パンの解釈とは全く異なり，定立や排除を知の側ではなく，対象の側に立てており，
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それはウユクパの他者排除論の最大の特徴の一つといってよい．このように他者排

除を対象に側に設定するウユクパの解釈は,彼の他者排除の定義にも如実に反映し

ている．即ち， ウユクパによる他者排除の定義は以下の通りである．

・定義:法であり，かつ,他と混合しないもの(chosgangzhiggzhandangma

'dI℃spa) [97.15]

先きにチャパ等は，事物の実相を示す際に三つの特性を挙げたが，そのうちの第

三相は， 「場所と時と自性が別異である火は， ［一切の他のものと］混合しないの

で，随伴を欠くものとして存するもの」 （『意闇払拭』4a7)であった． ここでウ

ユクパの他者排除の定義は，基本的にそれに対応するものである． ウユクパは， こ

の定義を提示した直後にその理由として， 「各々の自体に存するから(rangranggi

ngobolaglaspa'iphyir) 」 と述べている222． これは，疑いなくPVI.40bを踏まえ

た表現である．実際，他と混合しないことというのは, PVI､40に示された異類と

同類の全ての他のものから反転した自相の在り方に他ならない． このように， ウユ

クパは，他者排除を自相の在り方として捉え，諸々の自相に対して仮設された共通

の相としての普遍ないし普遍相とは全く別のものと見倣していたことになる．これ

は他者排除を普遍と同一視したサパンとは全く異なる解釈であると言わざるを得

ない．

実際このウユクパの定義は，後代，サキヤ派のラマタンパ・ソナムギェルツェ

ン(Blamadampabsodnamsrgyalmtshan,1312-1375)により明示的に批判された．

「ウユクパは， ［他者排除の定義は］ 「法であり，かつ,他と混合しないもの」

と云うが，それは［妥当ではない.］なぜならば，普遍は他者排除でないこ

とになるからである.」 （｢要綱大論』p.752.3f)

ラマタンパのこの批判は，まさに， ウユクパの定義では，他者排除は自相のみで

あることになるという点を突いたものである．前述したように，サパンは，他者排

除を自相ではなく，普遍に結び付け，両者を同一視していたので， ウユクパの解釈

はそれに反していることになる．

但し， ここで留意すべきは，後で言及するように， ウユクパは他者排除の対立項

である定立を自相と同一視しており，さらには,他者排除に普遍を認めているので，

222 『正理成立』p.97.15f参照
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ウユクパは,この定義をもって,他者排除を普遍と規定した可能性がある.その点，

ラマタンパによっても批判されているように，ウユクパの解釈は非常に問題を含む

ものである． この問題については，後で再度検討しよう．

他方，他者排除の分類［97.17-98.3］としては，以下の二分類を挙げている．

1．他から離れた（＝反転した）ものとして真実なもの(gzhandangbralba[r]

bdenpa)

2．他から離れた（＝反転した）ものとして虚偽なもの(gzhandangbralba[r]

rdzunpa)

前者は,非壺から反転したものとして真実なものであるく自相の壷＞の如きであ

り，後者は，非壺から反転したものとして分別知に顕現するが，壷として存在して

いないく分別知に顕現した壷（＝壷の普遍相）＞の如きものを指す223． これらは，

内容的に判断して，順に， 《対象の他者排除》と《知の他者排除》に他ならない．

ウユクパは,この二分類の典拠として,TS10"を引いているわけではなく，また，

その用語を使用しているわけでもないが，実質的に，それと同様の分類を行ってい

る．彼が何を典拠ないし根拠としてそのような設定を為したのかは不明であるが，

これは，実質的に，チベット論理学書において， 《対象の他者排除》と《知の他者

排除》の分類の最も初期の用例の一つである．実際， この分類は，サパンの『正理

宝蔵』にも見出されなかったものである．

次の「同義語」の科段［98.4-5］においては， ウユクパは，他者排除の同義語と

して，断除(mamgcod)等を挙げているが，それは， 『正理宝蔵』において，他

者排除の同義語の一つとして，同じく断除が挙げられたからであろう． 『正理宝蔵』

では，他者排除は、知の側に結び付けられていたので，それと断除を同義とするこ

とには問題ない．但し，それを対象に結び付けるウユクパの解釈では，その同義性

に検討の余地を残す．恐らくここでウユクパは,mamgcodを, rnampargcodpar

byedpa/vyavaccheda (断除するもの）ではなく, rnampargcodparbyapa/

vyavacchedya(断除されるべきもの／断除対象)の意味で使用しているようである．

実際,後続の文章を見ると，ウユクパは,断定と断除の二つを知の在り方ではなく，

223 『正理成立』pp.97.19-98.3:dangponirangmtshangyibumpamgzhanbummayingyirang
bzhindangbralbarbdendebumpayinpa'iphyilygnyispartogpalasnangba'ibumpanibumma
yindangbralbarsnangyangdermibdentebumpamayinpa'iphyirro"
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対象の側に結び付けている224． この語もまた，他者排除同様に，対象の側に結び付

けられる場合と知の側に結び付けられる場合があるようであり，両義的に用いられ

ている点に留意する必要がある．

2．排除作用の定義・語義・分類：

以上， ウユクパの他者排除の設定を考察した．次に有対象である語と分別知の排

除作用の考察に移ろう． これは定義，語義，分類の三つの科段において論じられて

いる．まず最初に定義の科段においては,以下の説を前主張に挙げて批判している．

「或る者は， 「[他者排除とは,］それと判断することにより，それでないも

のと判断することを排除するもの(derzhenpasdeminduzhenpaselba)で

ある」 と云うが，それは妥当ではない．なぜならば，語には，それと判断す

ることはないので,それ(＝語)には他者排除がないことになるからである.」

（『正理成立』p.98.7-9)

判断(zhenpa,*adhyavasaya)は，知の作用であるので，聴覚対象である語には

存在しない．それ故，その定義は語に対して不遍充の過失がある， という論難であ

る．この論難は，恐らくは，ツァンナクパの他者排除の定義くそれと判断する力に

より ［それより］他のものと把握することを排除するもの(derzhenpa'istobskyis

gzhandu'dzinpaselba)>(『善説集成』118b4)を批判したものである． このよ

うにツァンナクパの説を批判してから，自説として排除作用の定義を以下のように

立てている．

・定義：自身の対象の反対項を排除して作用するもの(ranggiyulgyibzlog

phyogsbsalnasliugpa) [98.10f]

この定義は,明らかに，サパンの定義く直接的対立を断じて作用するもの(dngos

'galbcadnasljugpa)>(『正理宝蔵』p､93.9f)を踏襲したものである．サパンに

とっては， これは他者排除の定義であったが， ウユクパは， これを，他者排除に対

して働く有対象の定義として立てている．

「他者排除(gzhansel) 」の語義解釈については， こう解説している．

「何によって排除するのかというならば,語と分別知によってである．何を

224 『正理成立』p､ 111.14f参照この箇所は後で解説する．
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排除するのかというならば， 「他(gzhan)｣,即ち， 自身の対象の反対項であ

る．如何に排除するのかというならば,否定対象が存在しないものを否定す

る［仕方] (dgagbyamedpa<r>bkagpa['itshul]) と, [否定対象］でないも

の否定する仕方([dgagbya]mayinbkagpa'itshul)によってである.」 （『正

理成立』p､99.1-3）

ここでは特に喰例は挙げられていないが，内容的に判断して， 「否定対象が存在

しないものを否定する仕方」とは，例えば， 「壷無から反転したもの(bumpamed

palaslogpa) 」のように， 自身の否定対象である壷が無いこと (bumpamedpa)

を否定することにより，壷があること(bumpayodpa)を引発するものであり， 「非

壺から反転したもの(bumpamayinpalaslogpa) 」は， 自身の否定対象である壷

でないもの(bumpamayinpa)を否定することにより，壷を引発するものである

かと思われる．

他方， この他者排除に対して作用する排除作用は， 1．知が他者排除に対して作

用するもの(blogzhansellaiugpa) と, 2.語が他者排除に対して作用するもの

(sgagzhansellaiugpa)の二つに分けられている（同書p.99.4) .両者の定義は

順に以下の通りである．

・定義：知であり，かつ， 自身の対象の反対項と把握することを欠いたものに

対して作用するもの(blogangranggiyulgyibzlogphyogssu'dzinpasdben

palaiugpa) [99.5f]

・定義:語であり，かつ，自身の対象の反対項を排除して言表するもの(sgragang

ranggiyulgyibzlogphyogsbsalnasb可odpa) [101.4f]

例えば，無常を把握する分別知は， 自身の反対項である常住と把握することを欠

いたもの，即ち，無常に対して作用するので， 《知が他者排除に対して作用するも

の》である．同様に， 「無常」 と言表する語は， 自身の反対項である常住を排除し

て， 「無常」 と言表するものなので， 《語が他者排除に対して作用するもの》であ

る． このうち，後者は語の他者排除(sgraiigzhansel) と換言されている（同書p、

101.3）が，他者排除は，ウユクパの他者排除論では，対象の側に設定されるので，

この点で用語法に一貫性を欠いている．

この二つは,さらにそれぞれ, 1.顛倒した他者排除に対して作用するもの(gzhan

selphyincilogpalaiugpa)と,2.不顛倒の他者排除に対して作用するもの(gzhan
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selphyincimalogpalajugpa)の二つに分けられる（同書p. 101.10ff.) . 《知が

他者排除に対して作用するもの》を例に挙げるならば， 《顛倒した他者排除に対し

て作用するもの》は， 三つの非認識手段の知（不理解(martogspa) ,誤理解(log

rtogs) ,疑念(thetshom) )のうち，誤理解のみを指す．なぜならば，疑念には他

者排除がなく，不理解は誤理解に包摂されるからであり，同書には語常住を把握す

る誤理解が例に挙げられている2五． これが《顛倒した他者排除に対して作用するも

の》である理由は，それに基づいて行動を起こしても行動対象を獲得することが出

来ないからである． これに対して， 《不顛倒の他者排除に対して作用する知》の例

としては，二つの認識手段の後に生じた確定知(ngesshes)と推論の二つが挙げら

れている． これらは， 自身の行動対象に対して欺かない知であるからである．纏め

るならば，以下の通りである．

排除作用の分類

1．知が他者排除に作用するもの(blogzhansella!jugpa)

1．顛倒した他者排除に作用するもの＝誤理解(logrtogs)

2．顛倒していない他者排除に作用するもの

1．二つの認識手段（＝直接知覚と推論）の後に生じた確定知

2．推論

2．語が他者排除に作用するもの(sgragzhansellaiugpa)

ここで注意すべきは， ウユクパが疑念に排除作用を認めていない点である．チヤ

パ等の一連のサンプ系学者とサパンは何れも疑念に排除作用を認めたので，この点

で解釈を異にしている．

V.対象理解の知が定立作用と排除作用の二つに限定されること：

ウユクパは，この二つの知の作用の設定の最後の箇所で，知が対象を理解する仕

方は， この定立作用と排除作用の二つに限定されることを明言している．即ち，

「知の対象を理解する仕方(blo'idonrtogstshul)は二つに限定される．な

225 『正理成立』p.99.1l-15:dangpo(=gzhanselphyincilogpa)nitshadmingyiblogsumlasthe
tshomlagzhanselmedpar'ogm'chadlamartogspanidonbdenpamartogspayinpaslogrtogssu
'du'o"desnasgrartagparzhenpalasogspanizhenselphyinciloglaljugpayinte/de'iljessu
zhugspasjugyulmithobpa'iphyirro"
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ぜならば，対象は，断定［対象] (yongsgcod,*palicchedya) と断除［対象］

(rnambcad,*vyavacchedya)の二つ，知は，分別知と無分別知の二つに限

定されるからである．それ故,断定[対象]は,定立を通じて理解されるが，

断除［対象］は，排除を通じて理解されるものである．なぜならば， 「対象

に対する知の作用は，二種類である」 (AS281b7) と説かれているからであ

る.」 （『正理成立』p.111.14-18)

ここには,定立作用と排除作用に関するウユクパの基本的見解が簡潔に纏められ

ている．即ち，対象を理解する知は，無分別知と分別知の二つに二分され，無分別

知が断定された対象を理解する仕方は，定立作用であり，分別知が断除された対象

を理解する仕方は，排除作用である． しかし， ここで注意すべきは， これは，対象

を理解する知が定立作用と排除作用の二つに限定されることを述べているのであ

り，誤知や疑念を含めた全ての知がこの二つに限定されることを示しているわけで

はない点である．即ち，直前に示した通り， ウユクパは，有分別誤知には排除作用

を認めているが，疑念にはそれを認めていない．疑念は定立作用でもないので， ウ

ユクパ自身は明記していないが，知の作用には，定立作用と排除作用の何れでもな

い知の作用の三つがあることになる226．他方，二月の知等の無分別迷乱知は，定立

作用であることを認めており227，その点では，サパンと一致している．知の作用に

関するウユクパの見解を纏めるならば，以下の通りである．

1．定立作用＝全ての無分別知（無分別迷乱知も含む）

2．排除作用＝疑念以外の分別知（有分別迷乱知を含む）

3．その何れでもない作用＝疑念

ところで，このように対象理解の知の作用を定立作用と排除作用の二つに限定す

一

226疑念に定立作用と排除作用の何れも認めない解釈は，チヤパの師であるギヤマルワ (rGya

dmarba)の説として知られている．西沢2014,p.258f参照．
227 『正理成立』p. 112.2-6: ｢ [対論者: ]全ての無分別知が定立によって作用するならば’二月
を把握する［知］ （＝無分別迷乱知）等もまた，定立により作用することになるが， ［それを］

認めるならば，それに自相が顕現することになる， と云うならば， ［論主：］第一の帰謬に対し
ては，認められるが（＝二月を把握する［知］等もまた,定立により作用することは認められる

が） ，第二［の帰謬］は，不確定である．なぜならば，定立に対して作用するものには， 自相が

顕現することによって遍充されていないからである． 」

ここで第二の帰謬は不確定であるというのは，無分別迷乱知に自相が顕現するか否かは確定さ

れていないという意味である．つまり，無分別迷乱知には， 自相も顕現するものもあれば，顕現

しないものもあるとウユクパが解釈していることが分かる．
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る解釈の典拠として偶が引用されている．この偶は，その全体がこの章の冒頭部に

挙げられているが（『正理成立』p.84.11f) ,シヤンカラナンダナの『アポーハ・

シッデイ』 (Apo"sithMからの引用である． この著作はチヤパ等のサンプ系学

者の他者排除論に多大な影響を与えた可能性がある．それについては後述しよう．

以上，定立作用と排除作用の設定の内容を検討した．そこでウユクパは，サンプ

系学者や師のサパンと異なり，定立作用と排除作用の設定を，定立と排除の設定か

ら別立したことが明らかとなった．これは，後代， ドウタ文献に明確に見られるこ

とになる設定を先取りしたものであり，その雛形となった可能性がある．前述した

ように，定立作用と排除作用の設定は，チャパに起源し，ツァンナクパによって確

立されたが228，彼らは，定立と定立作用，他者排除と排除作用を区別していなかっ

た． この両者を最初に峻別したのは， このウユクパに他ならない．その意味で，彼

の『正理成立』に見られる設定は，チヤパの『意闇払拭』から， ドウタ文献に至る

中間形態にあると言ってもよかろう．その意味で， ウユクパの他者排除論は，ゲル

ク系論理学の形成過程を明らかにする好例でもある．それはまさに，サンプ系論理

学とサキャ系論理学の二大相承を受け継ぐことを通じて形成されたものであるこ

とが， この他者排除論の歴史的展開の分析を通じて如実に確認されるのである．

このように， ウユクパは， 『正理宝蔵』の註釈であるにも関わらず，他者排除論

の根本的な理解に関して，サパンとはかなり異なる解釈を提示しており，師の単な

る随従者ではないことに留意する必要がある．そのことを念頭に置いて，以下に，

他者排除論に関連する一連の主題についても検討を加えておこう．

W・他者排除論に関連する一連の主題の考察

1．否定と定立に関するウユクパの見解：

前述したように，後代のドウタ文献では，他者排除と否定は同義とされたが，そ

の同義性は一連のサンプ系学者やサパンには見出されなかった．その点についてウ

ユクパはどのように考えていたのかということが最初の考察のポイントである．彼

の否定と定立の設定は， 「否定と定立の区別を確立すること」という科段［61-67］

に見出される．そこには，否定と定立の定義や分類等が議論されている．まず最初

228西沢2014,p.274参照
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に定立の定義と分類に関するウユクパの見解を確認しておこう．定義の科段の冒頭

部では，ウユクパは，或る者の説として，＜定立法が捨てられないもの(sgrubchos

madorba)>という定義を前主張に立てて批判しているが，これは，既に幾度か言

及したように，非否定の定義として，ツァンナクパやツルトウンにより提示され，

サパンにより批判されたものである． ウユクパもまたこれを批判するが，留意すべ

きは， これを非否定ではなく，定立の定義として取り上げていることであり，その

点に相異が見られる229．

ウユクパ自身の定立の定義は以下の通りである．

・定義：知に自身の形相が顕現可能なもの(blolaranggimampasnangdurung

ba) [61.11f]

さらに,《無分別不迷乱知(＝直接知覚)の定立(rtogmedma'khrulba!isgrubpa)》

の定義をも以下のように立てている．
～

・定義：事物の実相が無分別不迷乱知に明瞭に顕現するもの(dngospo'ig'as

lugsrtogmedma'khrulbalagsalbarsnangba) [61.14-16]

サパンは，定立の定義を明確に立てていないが， ツァンナクパは， ＜法であり，

かつ，否定対象の普遍が表象することに依拠せずに， 自立的に確定可能なもの＞

（『善説集成』18b2) ,ツルトウンは, <自身の顕現が自立的に表象することによ

り確定可能であるもの＞（『智慧灯明』p.78.9)と立てているように， 自身の形相

が顕現して確定されるものを定立として規定している．内容的には， ウユクパの定

義は，それと大きく異なるものではない．ちなみに， ウユクパの設定では，無分別

迷乱知は定立作用に含まれるので,無分別不迷乱知の定立の定義が定立の一般的定

義から敢えて別立されているのは，その点を含意してのことである．

他方，定立の分類［61.18-62.2］については，ツァンナクパ等やサパンは特に明

記していなかったが， ウユクパは，それを， 1．対象(don)と, 2.知(shespa)

の二つに大別し，それぞれに， 「あるもの」の定立(yodpa'isgmbpa)と 「である

もの」の定立(yinpa'isgrubpa) ,あるいは，同一自体(ngobogcigpa)と別異自

体(ngobothadadpa)の二つを立てている．但し，殆ど解説を与えていない．

定立の語釈としては， 『量評釈』を典拠として挙げ，以下の二つを立てている．

一

229 『正理成立』p.61.4-11参照
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「（1）所知が有形相として成立するので， 「定立」 と云われる．あるいは，

（2）事物の実相が知により汚されることなく，同一のものと別異のもの，

あるいは， 「あるもの」 と 「であるもの」 として成立しているので，定立で

ある．即ち'『量評釈』において， 「勝義に属する諸対象は,それ自身として，

混同されず，区別されない」 (PVI.87ab)と説かれている通りである.」 （『正

理成立』p.62.3_6230)

前述の定義やこの語釈から明らかなように， ウユクパにとっては，定立とは， 自

身の形相が知に顕現するものに他ならない．実際，彼は，定立の同義語として以下

のものを列挙している231.

．無分別不迷乱知（＝直接知覚）の対象＝事物＝定立＝ 自相

＝勝義

サパンは,前述したように， 自相／個体／事物／実体／反転したもの／勝義を同

義と見倣したが，そこには定立は含まれていなかった．定立を自相や事物と同義と

見倣すのは， ウユクパの独自の設定かもしれない．

ただ前述したように， ウユクパは，他者排除をく法であり，かつ，他と混合しな

いもの＞と定義した.それは内容的に判断して,PVI､40を前提としたものであり，

自相を指すものと解釈すべきかと思われるが， しかし， ここでウユクパは，他者排

除の対立項である定立を自相と同義としているので，この点を如何に解釈するかが

問題である．先にラマタンパの批判を紹介したが,端的に言って,他者排除と定立，

普遍と自相の関係についてウユクパの解釈は混乱している．ウユクパの普遍の設定

は後で検討するので，詳細はその際に論ずるが，そこでウユクパは，他者排除を普

遍に設定しているので，先の他者排除の定義は， 自相ではなく，普遍に結び付ける

ことがウユクパの意図のようである．

他方，否定の定義については，サパンは，無否定と非否定の定義についてはサン

プ系の解釈を前主張に立てて批判したが,否定一般の定義には特に言及しなかった．

他方， ウユクパは，まず最初に，否定一般の定義に関する或る者の説を前主張に挙

23oshesbyamamldandugrubpasnasgrubpazhespa'amdngospo'ignaslugsblosmabsladpar
gcigdangthadaddamyodpadangyinpargrubpasnasgrubpaste/dampa'idongyidonmamsni"
ranggis'dredangthadadmed"cespaltarro"

231 『正理成立』p.62.6f:desnartogmedma'khrulba!iyulni/dngospodangsgubpadangrang
mtshandangdondampazhesmamgrangsso"
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げて否定している．

「或る者は， 「[否定の定義は,］自反体（＝否定それ自体）が直接的に理解

されること (rangldogdngossurtogspa)が，否定対象(dgagbya)の形相

が表象することに依拠して理解されるべきものである」と云うが，それは妥

当ではない．なぜならば，それ（＝否定）は，否定基体(dgaggzhi)の形

相が表象することに依拠して理解されるものもまたあるからであり，そして，

［汝の否定の定義は]汝の直接的理解と間接的理解の定義とも矛盾するから

である.」 （『正理成立』p.62.8-12)

この定義は，明らかにチヤパ系統の否定の定義232を念頭に置いたものであるが，

ここでウユクパが特に念頭に置いていると思われるのは，ツルトウンの定義く否定

対象の形象が表象することに依拠して確定される必要があるもの＞（『智慧灯明』

p､78.10）である． この定義に対しては， ウユクパは，否定対象ではなく，否定基

体の形相が表象することに依拠して理解されるべき否定もまたあることや,直接的

理解(dngosrtogs)と間接的理解(shugsrtogs)の定義と対立するといって論難し

ている．その具体的内容については全く解説がないので，詳細は不明であるが，例

えば，前者の例では， 「山がない平原(rimedpa'ithang) 」等を念頭に置いている

ものと推定される． これは既に紹介したように， 《他法を直接的に引発する非否定

(chosgzhandngossu'phenpawimayindgag)》の一例であるが233p もし否定が，

単に否定対象の形相が表象することをに依拠して理解されるべきものであるなら

ば，これはその定義を充足しないので，不遍充の過失があると考えているものと思

われる．即ち， ここで否定対象とは「山があること (riyodpa) 」であるが， 「山

がない平原｣が理解されるためには,否定対象のみならず,その否定基体である「平

原」の形相も表象する必要があるからである．

他方,ウユクパ自身はこの定義に一部修正を加えたものを自説としている.即ち，

・定義：分別知において，否定基体ないし否定対象の形相が表象することに依

拠して確定されることが可能であるもの(rtogpaladgaggzhi'amdgagbya'i

rnampasharbalabrtennasngesparbyarrungba) [62.12-14]

ウユクパが加えた修正箇所は， 「分別知において」 という限定と， 「否定基体」

塑2チヤパの否定の定義については，西沢2014,p､265参照．

233西沢2014,p.239参照．
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という追加条件の付加である．

否定の分類［62.17-63.4］については，無否定と非否定の二種の否定が立てられ

ている．注目すべきはその典拠が二つ引用されていることである．これは順に， 『量

評釈荘厳』と「量決択』からの引用であるが， 『正理宝蔵』には引かれていないも

のである．参考までに挙げておこう．

「非否定と無否定より他の否定は存在しない.」 (PVAk.202cdadm.37234)

「事物の形を引発する否定（＝非否定）は非存在に対してはあり得ないこと

になる.なぜならば,非否定一つだけが,否定の対象であるわけはないから．

それならばどうなのか．無否定もまた［否定の対象］である．なぜならば，

それ（＝無否定）には，非存在に対する矛盾はないからである.｣ (PVinnl.

ad83235)

ウユクパの二種の否定の定義は以下の通りである．

・非否定の定義：否定対象を否定する際に，定立を知の側に引発するもの(dgag

byabkagpa'ishuldusgrubpablongor'phenpa) [63.2f]

・無否定の定義：否定対象を否定する際に，定立を知の側に引発しないもの

(dgagbyabkagpa'ishuldusgmbpablongormi 'phenpa) [63.3]

ここでウユクパは，二種の否定を，否定対象を否定する際に，他の定立の法を引

発するか否かの点から立てている．チヤパ等のサンプ系学者はこれを批判したが，

それは『思択炎』等に見られる伝統的な解釈であり，サパンも自説として採用した

ものである． さらに，否定は， この無否定と非否定の二つに数が限定される236．非

否定は，否定の下位区分として否定それ自体であり，サパンやサンプ系学者のよう

に，それを否定と定立の集合体と見倣し，否定よりも定立に結び付ける解釈は払拭

されている．

234PVAp. 204.29: paryudasa-prasajyabhyam(read: -prasajyaprati9edhabhyam?) aparanna
nigedham";Tib.D190a6f:meddangmayinpadaglas"dgagpagzhanniyodmayin".
ウユクパ所引の偶は,meddgagmayindgagpalas〃とあり，二種の否定であることが明確に

分かるように語形が改変されている．

235PVinm.p. 125.4-6:vasturnpanukargrkhalvasatipratigedhonasambhavet/nahipalyudasa
evaikonanovigayai/kimtarhiprasajyaprati9edho'pi/namtasyasativirodhai/;Tib.226a4-5:dngos
po'irangbzhin'phenpa'idgagpamedpalamisridkyangmayinpardgagpagcigpunidgagpa'iyul
mayinno"'onacizhena/medpardgagpayangyinladenimedpala'angmi 'gallo"

236 『正理成立』p.63.5-7:grangsngespanidgagpatsamlameddgagdang/mayindgaggnyislas
meddedgagbyabkagnasshulduchosgzhan'phenmi 'phengnyissukhatshonchodpa'iphyirro"
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他方,否定の語釈については， こう解説している．

「定立を欠いているので，否定であるが’特に,如何なる定立もなく否定され

たので'無否定，他の定立であるので，非否定である．」(『正理成立』p63.11_13237)

以上， ウユクパの否定の定義と分類を検討した．それは基本的に師サパンの解釈

に随順したものであるが，定立と否定一般の定義や語釈等，サパンが特に論じてい

ない主題をも論じていることが明らかになった． さらに，サパンは，サンプ系の伝

統的解釈を批判する一方，彼の定立と否定の設定には，依然としてサンプ系の古い

設定の残津が多数見られたが， ウユクパにおいては，それがかなり払拭されている

ことが確認された．

他者排除論との関係では,特に否定と他者排除の同義性を検討課題の一つとして

取り上げたが， 『正理成立』には,その明確な関係を示す記述は確認されなかった．

ウユクパは典拠としてインド原典をかなりしっかり引用するほうであるが,否定と

他者排除の同義性を示すTS1004に対する言及は見られない． しかし，後続の定立

と否定の別異性を考察する科段において,否定と他者排除の関係に言及した注目す

べき記述が見られるので，紹介しておこう．

「第二． 自説．否定と定立の二つは同一実体ではない．なぜならば，事物と

非事物であるから．それもまた，定立とは,有形相の自相(rangmtshanmam

ldan)であるが,否定とは,他者排除の対象(gzhanselEvivul)であるので，

無形相の普遍相(spyimtshanmammed)であるからである.」 （『正理成立』

. pp､64.20-65.3)

ここでウユクパは，否定が他者排除の対象であると明言している． これを字句通

りに取るならば,否定と他者排除は全く別異の概念として捉えられていることにな

る．但し， ここで他者排除は，対象としての他者排除ではなく，有対象の側に立て

られた排除作用を意味すると解釈すべきであろう．さもなくば意味が理解できない．

そして，前述したように，排除作用の対象は，他者排除に他ならないので， この文

章は，むしろ逆に，否定が他者排除に他ならないことを示していると解釈される．

237sgrubpasstongpasnadgagpayinlakhyadpardusgrubpagangyangmedparbkagpasnamed
dgagdang/sgrubpagzhanyin*pa(read:pas?)namayindgaggo"*ここでは原文通りに訳出して
おくが，内容的には, sgrubpagzhan'phenpayinpasna(他の定立を引発するものであるので）
と読むべきかと思われる．
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サパンは，他者排除と否定を全く別概念として捉えていたので， ウユクパは， この

点でもサパンと立場を異にしている．チャパ，ツァンナクパ，ツルトウンの著作に

は,他者排除と否定を同義とする解釈は確認できないので,このウユクパの記述は，

余り明確ではないが，内容的に見て，他者排除と否定の同義性を示唆した最も早い

資料の一つと見なしてよかろう．

またこの記述から，以下の諸概念の同義性が回収される．

・定立＝事物＝有形相の自相［＝定立作用の対象］

・否定＝非事物＝無形相の普遍相＝排除作用の対象［＝他者排

除］

この同義性が妥当であれば， ウユクパは，他者排除と否定を同義と見倣していた

のみならず，その両者の対概念としての二つの定立，即ち, (1)定立と否定の二

つに分けた場合の定立と， （2）定立と他者排除の二つに分けた場合の定立の二つ

をも同義と見倣していたことになる．これは，後にドウタ文献に見られる設定を先

取りしたものであると言えよう．

2．実体と反体に関するウユクパの見解：

サパンは， 『正理宝蔵』において，実体と反体の独立した設定を特に設けていな

かったが， ウユクパは， 「実体と反体の区別を確立すること」 ［42-46］という独

立した一章において詳しく論じている．ここではその全体を紹介する紙面の余裕が

無いので，ポイントとなる点だけを抜粋して紹介しておこう．

まずウユクパは，最初に，実体と反体の定義を論じているが，そこでは， ＜多数

の反体が集合したもの(ldogpaduma1duspa)>を実体の定義,<集合したものの

単独の法('duspa1ichoskhayarba)>を反体の定義とする或る者の説を前主張に立

てて批判している．これは,既に紹介したツァンナクパやツルトウンの定義であり，

それはサパンもまた批判したことは既に紹介した通りである． ウユクパは，この説

に対して,三つの科段を立てて詳しく論難しているが238,その内容紹介は割愛して，

ここではウユクパ自身の定義のみを紹介しておく．

・実体の定義： 目的達成可能な事物(donbyednuspa'idngospo) [45.7]

238前主張は『正理成立』p.42.9-11,それを否定する三つの論証は，同書pp.42.12-44.2参照
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・反体の定義：法であり，かつ，語と分別知の対象となっているもの(chosgang

zhigsgrartoggiyuldugyurpa) [45.11]

ここで実体の定義である目的達成可能な事物とは， 自相に他ならない．ウユクパ

の体系では，実体は自相と同一視される．他方，それに対する反体は普遍相に相当

することになる．ちなみに， 自相と普遍相の定義は以下の通りである．

・自相の定義：法であり，かつ，個体画9であり， 目的達成可能なもの(chosgang

zhiggsalladonbyednuspa) [18.8]

・普遍相の定義：非個体240であり， 目的達成可能を欠くもの(migsalladonbyed

nuspasstongpa) [41.3f]

このように，実体と自相，反体と普遍相を同義と見倣す見解は，前述した通り，

サパンの『正理宝蔵』に確認されるものであり， ウユクパもそれを踏襲している．

サンプ系の諸学者は，実体とは，所作や無常等の諸反体法の集合体であり，反体と

は，実体に存する諸属性を意味すると解釈するのが一般的であるが，その点で，サ

パン師弟は彼らから快を分かっていることが分かる．

さらにウユクパは，後続の文章において．サパン同様に， この反体は他者排除で

あると明言している．

「反体は,他者排除であるので，その法もまた，単独の反体と別異［の反体］

等である.」 （『正理成立』p.45､17f24')

実際，他者排除の設定の科段では，対象として他者排除，有対象として語と分別

知が立てられていたが，これは，他者排除が語と分別知の対象であることを示して

いる．そして，反体はここに定義されたように，語と分別知の対象に他ならないの

で，他者排除と反体は， ウユクパによれば同義であることにある．

・実体＝ 自相 ［＝定立］

・反体＝普遍相＝他者排除

239この「個体(gsalba,*vyakd) 」 という語は， この定義の直後に， こう規定されている． 『正
理成立』p. 18.8f:gsalbayangyuldusmampama'drespayinte/denimunmongmayinpa'idngos
po'irangbzhinteranggimtshannyiddozhespasso〃「個体もまた，場所と時と形相が混合してい
ないものである．それは，非共通な事物の自性である． 「自相である」と説かれているからであ

る． 」 このgsalbaという語については，西沢2014,p.253fにおいても．チヤパの論理学書の
文脈で論じたので，参照されたい．

2“ 「非個体(migsalba) 」は, <場所と時［と形相］が混合したものとして顕現するもの(yul

dus[mampa?] 'dresparsnangba)>と規定されている． 『正理成立』p.41.4参照
241 ldogpanigzhanselyinpaschoskyangldogpagcigrkyangdangthadadlasogspayinno"
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この実体と反体の二つは，それぞれ，同一と別異の点から二つに分けられるが，

その定義は以下の通りである．

・同一実体(rdzasgcig)の定義：法であり，かつ，無別異の原因の集合体('gyu

tshogs,*samagrr)から生じたもの(chosgangzhigrgyutshogsthamidadpa

lasskyespa) [45.8f]

・別異実体(rdzasthadad)の定義：別異の原因の集合体から生じたもの(rgyu

tshogsthadadpalasskyespa) [45.9f]

・同一反体(ldogpagcig)の定義：同一の語と分別知の対象となっているもの

(sgrartoggciggiyuldugyurpa) [45.12f]

・別異反体(ldogpathadad)の定義：別異の語と分別知の対象となっているも

の(sgrartogthadadkyiyuldugyurpa) [45.13]

以上， ウユクパの実体と反体の設定を紹介したが，実体と反体の設定から派生し

たものとして，実体法('dzaschos)と反体法(ldogchos)の設定がある．これは，

前述したように，その内容は，ツァンナクパにより説かれ，ツルトウンによって用

語が定められたが， ウユクパは，このサンプ系の実体法と反体法の定義を明確に否

定している242．そこでは，或る者の見解として， ＜それとそれでないものが同一実

体において集まらないもの(dedangdemayinrdzasgciglami 'duba)>が実体法

の定義， ＜それとそれでないものが同一反体において集まらないもの(dedangde

mayinldogpagciglami 'duba)>が反体法の定義として提示されているが，それ

は，先に紹介した通り，ツァンナクパやツルトウンの論理学書に確認されるもので

ある243．それに対する批判は既にサパンの『正理宝蔵』に見られたが2"， ウユクパ

もまた，その点では師と同様に，サンプ系学者達とは立場が異なることが分かる．

3．普遍と特殊に関するウユクパの見解：

このように， ウユクパは，反体を語と分別知の対象として規定し，他者排除と同

一視していることを確認した．語と分別知の対象，厳密には，直接的言表対象及び

242これは， 「実体と反体の法の否定(1dzasldoggichosdgagpa) 」という科段において論じら
れている． 『正理成立』pp.44.3-45.6参照．
243 『善説集成』 15a7f;『智慧灯明』p､62.9-12参照
2“『正理宝蔵』pp､77.9-78.8 (dedaglabrtenpa'ichosdgagpaという科段）参照
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顕現対象としては，普遍(spyi,*samgnya)が設定されるので，次に，普遍と他者

排除の関係を検討しよう． ウユクパの普遍と特殊に関する纏まった解説は， 「普遍

と特殊の区別を確立すること」 という章［48-60］に見出される．

まず注目すべきは， ウユクパは，冒頭部分で，普遍を， 1．対象に存在する他者

排除の普遍(donlayodpa'igzhanselgyispyi)と, 2.知に存在する普遍(blolayod

paiispyi)の二つに分けて，それぞれ別概念として規定している点である． これは

サパンの『正理宝蔵』に見出せない独自の設定である．対象に存在する普遍を，特

に「他者排除の普遍」と明記しているのに対して，知に存在する普遍には「他者排

除」という語は付されていないので，他者排除は対象に存在する普遍として位置づ

けられていることが示唆されている． これは， ウユクパが典拠に引いた『量評釈』

の以下の偶に基づくものである．

「諸対象の普遍は,他者からの反転(anyavyavrtti)を相とするものである． 」

(PVIn.30ab245)

ウユクパは，普遍の一般的定義は立てておらず，同上の二つの普遍のうち， 《対

象に存在する他者排除の普遍》の定義しか立てていない． これは，この二種の普遍

に共通する定義は存在しないことを示唆している． 《対象に存在する他者排除の普

遍》の定義は，以下の通りである．

・定義:異類の普遍から反転したもの(rigsmimthunpa'ispyilaslogpa)[48.3-4]

普遍を定義するのに，その定義中に定義されるべき「普遍」の語が入っているな

ど問題が多い定義であるが，その点は今は措いておく．端的には，異類から反転し

たものであり，これがさらに，全ての同類からも反転したものが， 「特殊(byebrag,

*viSeSa)」である．ウユクパは,それを｢対象に存在する他者排除の特殊(donlayod

pa'igzhanselgyibyebrag) 」 と特に命名して，以下の定義を提示している．

・定義：それ（＝異類から反転したもの）が［さらに］同類からも反転したも

の(denyidrigsmthunnanglaskyanglogpa) [48.6f]

この二つは，何れも分別知によって仮設されただけのものではなく，対象の側に

事物の実相として存在するものである．即ち，

「そのように， ［知の側のみならず,］対象にも(donla'ang)普遍と特殊が

24sarthanamyaccasamanyamanyavyavmlakgaPam/
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存在することになる．なぜならば，一切の事物は同類と異類のものから反転

したものであるからである.」 （『正理成立』p､48.7-12)

以上のウユクパの普遍と特殊の規定は,サンプ系学者により提唱されたく単独の

反体が普遍，二つの反体の集合体が特殊(ldogpachigrkyangspyi/ldogpagnyis

tshogsbyebrag)>の設定に他ならない．それは，前述したように, PVI.40に由

来し，サパンによっても自説として受容されたものである． ウユクパは，他者排除

を， 「法であり，かつ，他と混合しないもの」 ［98.10］ と定義したが，それは，

ここで，対象の側にも存在するものであり，かつ， （1）異類から反転したもので

ある普遍と， （2）同類・異類から反転したものである特殊の二つに大別されるこ

とが判明した．

他者排除

1．対象に存在する他者排除の普遍＝異類から反転したもの［＝普遍］

2．対象に存在する他者排除の特殊＝同類・異類から反転したもの［＝

自相］

ところでウユクパは，この「対象(don,*artha) 」という語を特に外部対象(phyi

don/phyirolgyidon)の意味で用いている点に留意する必要がある246.直前に紹介

した実体と反体の設定では， ウユクパは，他者排除を，語と分別知の対象にして目

的達成不可能の非事物である反体と同一視する解釈を示したので,その点で解釈に

一貫性が欠けているように見える．実際他者排除を，分別知によって仮設された

だけのものとして知の側に立てるのか，あるいは，事物の実相として対象の側に立

てるのかということは，インドにおいて既に議論とされてきた難問であり，論者に

よっても解釈が異なるものである．他者排除に関するウユクパの解釈の揺れは，そ

のような背景を如実に反映していると言える.サパンは,普遍と普遍相を同一視し，

それを分別知によって仮設されただけの非実在と見倣し,対象の側に他者排除を認

めないので， ウユクパは，師とはその点で解釈を異にしており，むしろサンプ系の

解釈に随順しているように見える．

以上は，対象の側に立てられた他者排除としての普遍と特殊の定義であるが， ウ

ユクパは，知の側にも，普遍と特殊を設定しているので，その規定を見ておこう．

246例えば， ウユクパは，外界実在説をdonyodpa'ilugsと表現し，唯識説(mamrigpa'ilugs)
と対比的に使用している． 『正理成立』p.21.6"参照．
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「《知に存在する普遍(blolayodpa!ispyi)》は，多数の壺の形相が分別知に

顕現したものに対して，同一のものと判断されたもの247 (bumpaduma'i

mampartogpalasnangbalagcigtuzhenpa)であり， ・ ･ ･ [以下，典拠と

してPVI､69cd-70ab;PVm.31ab等を引用］ ・ ・ ・それ(=知に存在する普

遍）が同類のものからも反転したものとして分別知に顕現したもの(denyid

rigsmthunnanglaskyanglogparrtogpalasnangba)が， 《[知に存在する］

特殊([blolayodpa'i]byebrag)》である．以上のように， 『量評釈』には，

［普遍と特殊を］知と対象の二つに分けて解説している」 （『正理成立』pp

48.13-49.1）

この《知に存在する普遍》の定義に示されたのは,端的には,対象普遍(donspyi)

に相当するものである．例えば，壷を把握する分別知において，壷それ自身ではな

いが，壷と類似した形相が顕現するが，それを壷の対象普遍という248． ここには明

記されていないが， 《知に存在する特殊》の定義から，それは，＜異類のものから

反転したものとして分別知に顕現したもの(*rigsmimthunlaslogparrtogpala

snangba)>に相当すると類推される．例えば，壷を把握する分別知に，非壺から

反転したものとして顕現したものである．それは分別知によって仮設されただけの

ものであり， 自相のように外部に実在するものではない． これは，端的には， 《知

の他者排除(blo'igzhansel)》に相当するものである．ウユクパは，この両者には，

敢えて「他者排除」の語を付加していないので，他者排除から区別している可能性

もあるが，先に指摘したように， ウユクパは，実質的に，対象の他者排除と知の他

者排除を認めているので， この《知に存在する普遍》は， 《知に存在する他者排除

の普遍(blolayodpa'igzhanselgyispyi) > ,即ち，知の他者排除と見倣しえるか

もしれない．実際，最後の一文には， 『量評釈』に， この普遍と特殊が対象のレベ

ルと知のレベルの二つのレベルで説かれていることが示されているが，これは，所

謂’対象の他者排除と知の他者排除に相当するものと解釈できる．もしこの解釈が

247ここで, zhenpaを， 「判断するもの」ではなく，特に， 「判断されたもの」 と訳したが， こ
れは，知に存在する普遍は， 同一のものとして判断する知ではなく，そのような知により同一

のものとして判断された対象を意味することを考慮したものである．直後の特殊の定義中では，

snangbaという語が見られるが， これは，知に顕現した対象を意味するのと同様である・
248例えば， 『ヨンジンドウタ』p.57.8-10:bumpa'idonspyi'imtshannyidyodde/bum'dzinrtogpa
labumpamayinbzhindubumpaltabursnangba'isgrobtagskyichadedeyinpa'iphyir/

140



妥当であれば，ウユクパはインド原典に説かれる意味でのこの二つの他者排除を説

いたチベット人学者の最も早い一例と見倣される.実際,前述した通り，サパンは，

他者排除をあくまで知の作用として，対象の他者排除は承認しないからである．

以上は，普遍と特殊の定義であるが， 「定義基体の実相」の科段では，具体例に

結び付けてより明確に解説しているので，参考までに挙げておこう．

「第二． 自説.別異自性の個々の樹に異類から反転したものとして共通する

ものが， 《対象に存在する他者排除の普遍》の定義基体であるが，それら類

似したものに対して，無始以来の習気から生じた分別知，即ち，別異のもの

を同一のものと混同する誤知によって同一のものと増益されたものが《知に

存在する普遍》である． ・ ・ ・ ［以下, Pvm､28を引用］・ ・ ・特殊の定義基

体は［普遍の定義から］間接的に知られるべきである.」 ［『正理成立』p

53.3-9］

普遍の分類については,サパンは,平行の普遍(thadka'ispyi)と垂直の普遍(gong

ma'ispyi)の二つに分け249,後代のゲルク派では，一般に，類の普遍（ngsspyi) ,

対象普遍(donspyi) ,集合体の普遍(tshogsspyi)の三つに分けられるが250, '

ユクパは，特に普遍と特殊の分類は独立した科段として提示してない．類の普遍や

対象普遍の概念は，この章では，チベットの論理学者達－恐らくはサンプ系の学

者一の見解として提示され，ヴァイシェーシカ派やサーンキャ派の説と共に批判

されているのであるお'．それ故， ウユクパは，それらを普遍の分類として認めてい

ないことが分かる．

4．言表者と言表対象に関するウユクパの見解：

最後に，他者排除と言表対象との関係に関するウユクパの解釈を検討しておく．

『正理成立』では，言表者と言表対象の設定は，実は，独立した一章ではなく，定

立と排除の設定に帰属する一主題として位置づけられている．即ち，排除作用は，

対象としての他者排除と有対象としての語と分別知に二分されたが，このうちの後

者は， さらに，知の他者排除と語の他者排除の二つに二分され， このうちの後者の

249

2釦

251

『正理宝蔵』p.78.16ff参照．
『ヨンジンドウタ』p､57.4f参照
『正理成立』p.49.10丘参照．
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科段に，言表者と言表対象の設定が含まれているお2．それ故，それは他者排除から

の派生主題であることは一つ留意する点である．これは種々の主題を含むが，ここ

では,特に言葉の対象に相当する言表対象と他者排除の関係に焦点を当てて検討を

加えていくことにする．

言表対象が一体何であるのかという主題は， 「言表対象の自性(brjodbyaiirang

bzhin) 」 という科段[105-107]に詳しく論じられている．そこでは，まず最初に

「他説の否定」の科段において， ウユクパは，以下の三つの説を他説として立てて

批判している．

（1） 自相のみが言表対象であるという説［105.3-106.10］

（2）対象普遍のみが言表対象であるという説［106‘11-20］

（3）直接的言表対象は対象普遍であるが，判断の言表対象は自相であるという

説［106.20-107.4］

以下，順にその内容を検討していこう．

(1) 自相のみが言表対象であるという説に対する批判：

まずこの説は以下のように立てられている．

「或る者は， 「語の言表対象は， ［例えば,］自相としての壷(bumparang

mtshan)のみである．なぜならば， 「壷を取って来い」 と言表したとき，水

を保持する目的を達成することが可能なもののみを持って来るからである」

と云う.」 （『正理成立』p､105.3-5）

これは， 『正理宝蔵』では文法学派(brDasprodpa,*Vaiyakarana)等の説とし

て前主張に立てられ批判されたものである253．この説によれば， 「壷を取って来い」

といって，言表対象を言表した時，実際に何を持って来るのかというならば，それ

は水を保持する能力がある自相としての壷を持って来るのであり，分別知によって

仮設されたものを持って来るのではない．それ故，語の言表対象は普遍相ではなく

自相であるという説である．

それに対しては，三つの科段が立てられ批判されている．第一の論難「言語規約

の不能性(brda'iminuspa) ｣ [105.6-11]は，壷は無数に存在するので，それに

252 『正理成立』pp.101-111参照

253 『正理宝蔵』pp. 116.5-119.10参照．
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対して命名することは出来ないという論難である．場所・時・自性が異なる無数の

壷に対して一つ一つ命名することはないので， 自相としての壷と「壷」という語の

間には言語規約(brda,*samketa)がない．それ故，語が自相を言表することはな

いと批判する．

これに対して，第二の論難「言語規約の対象は［語の適用時には］存在しないこ

と」 ［105.12-14］は，言語規約の対象，即ち，命名時の対象は，刹那減であるの

で，その語を実際に適用する際には既に減しており，それを言表することは出来な

いという論難である． この科段には，その旨を示す『量評釈』の一偶(PVI､92)

が引用されるだけで， ウユクパ自身の解説は見られない．即ち，

「諸語は，言語規約されたもの(samketita)を言表する．それ(=言語規約

されたもの）は，言説(vyavahara, 日常活動）の為に，想起される．その

時（＝言語規約が想起された時）には， ［刹那減であるので,］自相は存在し

ない．それ故，それ（＝自相）には，言語規約は存在しない･｣ (PVI.92254)

最後の論難「過大適用に陥ること」 ［'05.15-106.10］は，三つ程の論難を含む．

論難の典拠として， 『量評釈』や『量決択』を引用しているが255, ここではその内

容の紹介は割愛する．

(2)対象普遍のみが言表対象であるという説：

他方,ウユクパは,対象普遍のみを言表対象とする説もまた批判している.即ち，

「また或る者は， 「対象普遍のみが言表対象である．なぜならば，命名する

(brda'dogspa,言語規約を立てる）のは，分別知のみであるが，それは対

象普遍のみに対して作用するからである」と云う． ［論主:］そうであれば，

壷という語により，水を保持するものは理解されないことになる．なぜなら

ば，それにより， ［壷の］対象普遍のみが言表されるから． ［例えば,］壷と

いう言葉により虚空が理解されないのと同様である．即ち， 「名称等が， ［話

者・聞者・言表対象と］結び付いていなくても，対象に対して働くことにな

254Sabd"samketitamprahur,vyavaharayasasmrtai/tadasvalakSanamnasti,samketastenatatra
na";Tib.sgramamskyisnibldarbtagsston"denithasnyadcheddubyas"detsheranggimtshan
nyidmed"desnadelabrdarmayin"
255順に, PVm. 18cd;PVinm.55;PVm. llabである．
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る」 (PVm.12ab256) と説かれているから.」 （『正理成立』plO6.11-15)

もし語が対象普遍のみを言表し， 自相を言表しないのであれば，例えば， 「壷」

という語により言表されるのは,水を保持する能力を有する壷という自相ではなく，

単に分別知によって仮設されただけの壷の普遍相であることになるので,壺が水を

保持するという目的達成可能な事物であることが理解されず,また,それ故にこそ，

それに対して行動を惹起することまたあり得ないことになるので， 日常的な言語活

動が成立しなくなる， という論難である． これは， 『正理宝蔵』では，ヴァイシェ

ーシカ派等の普遍実在論者の見解として批判されている257. 『タットヴァサングラ

ハ・パンジカー』 「語の対象の考察」の章では， 「定立を語の対象と説く者

(vidhiSabdarthavadin) 」 と云われる者の見解に相当するお8.それがここで批判さ

れているのである．

（3）直接的言表対象は対象普遍であるが，判断の言表対象は自相であるという説

（＝サパン説） ：

第三の説は,言表対象を直接的言表対象と判断の言表対象の二つに分けて,順に，

対象普遍と自相に結び付ける解釈であり，最も妥当と思われる見解である．これは，

前述したように，チャパに由来しサパンも認める説に他ならないが，それがここで

批判されているのである．サパンの直弟子のウユクパが，他ならぬ『正理宝蔵』に

対する註釈において師の説を批判していることは注目すべき事実であるが，この解

釈の何処が問題なのであろうか．まずウユクパ自身の論難を見ておこう．

「また或る者は， 「直接的言表対象は対象普遍であるが，判断の言表対象は

自相である」 と云う． ［論主： ］これもまた妥当ではない．なぜならば，単

独の普遍（＝対象普遍）と自相を［それぞれ］言表対象と認めることに対し

て立てられた二つの過失が起るからであり，そして， 「壷を持って来い」 と

言表するのは，それ（＝壷）の普遍と自相の何れを言うのかと疑念が生ずる

256戸崎1979,p.73参照
257 『正理宝蔵』pp.119.13-120.5参照． 『正理宝蔵』では, 「普遍を言表対象として認めること」
という科段は， 「対象普遍(donspyi)を言表対象と認めること」という科段と， 「語普遍(sgra
spyi)を言表対象と認めること」 という科段の二つに大別されるが, これはそのうちの前者に相
当する．

258西沢2014,p.227f参照．
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ことになる．なぜならば， ［汝によれば,］その二つ（＝普遍と自相）の共通

の語（＝普遍と自相の両方に適用される語）であるからである． ［例えば,］

Sendhabaという語の如しあ9.｣ (『正理成立』pp.106.20-107.4)

ここでウユクパは， この説を批判するのに，二つの論拠を提示しているが，その

論難の有効性は些か疑問である．なぜならば， この説では，直接的には対象普遍が

言表対象として立てられるが，それを自相と判断して言語活動を行う点から， 自相

を判断の言表対象として立てる解釈であり，単に二つの言表対象を立てているので

はないからである．ただここでは， ウユクパがサパンの説を批判していることを確

認したことでよしとしておく．

以上，言表対象に関して三つの説を批判した後で， 自説をこう提示している．

｢第二（＝自説）には三つあるうち，第一．

些三_ととは,所知には自相と普遍相の二つしかないが，その両者は言表対象

ではないので，正しくは(yangdagparna,i.e.勝義としては), 「虚空の華」

という ［語の］如<に，一切の語句は対象を欠いたもの(dongyisstongpa)

である．即ち， 「これらは全て名前のみである．名称('dushes,*samjii5)の

みに存している．言表者より他に言表対象は存在しない」 （『遷有経』260） と

説かれている通りである．

第二.言説として言表対象は存在すると示すこと とは，対象普遍のみが言

表対象である．なぜならば，分別知により同一・別異として把握されたもの

は，語によってもその通りに言表されるからである．それ故，語と分別知は

対象が同一のものである．なぜならば， 「言表対象であるので，それ（＝普

遍）は非事物である」 (PVm.11a261)と説かれており， 「これらの諸語によ

2s，このSendhabaという語は梵語の音写語であるが，原語未詳である．同様の語は『正理成立』
p､83.17にも見られるが，そこでは, rtasga(馬の鞍）の意味とされる．ただ文脈から判断して，
この語は，両義的な語であり，二つの言表対象を表示する語であることは疑いなかろう．
2釦入ﾉyEz-6hava"mk噸""-"グ""-"mhqy面"α-s"m,D226,176b4:

'didagthamscadmingtsamste/'dushestsamdugnaspayin"
bljodpalasnigzhangyurpa"bljodparbyayodmayin"
namamatramidamsarvamsaInjiiamatreprati5Ihitam/
abhidhanatprthagbhntamabhidheyamnavidyate"

梵語原文は，津田2014,p. 111より転写.VinrtaTseng校訂本による． ウユクパが引用したも
のは，第三脚が, bIjodparbyedlasmartogs(read:gtogs)pa'i〃となっている．
26! tadavastvadhidheyatvat/;Tib.bIjodbyanyidphyirdedngosmin"
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って言表されたもの（＝普遍）には，如何なる自体も存在しない」 (pvm.

30cd262) と説かれているから． 」 （『正理成立』p.107.5-14)

ここで注目すべきは， ウユクパは，言表対象を設定するに際して，二諦説を導入

していることである．即ち，彼によれば，勝義としては，一切の言表対象は存在し

ない．所知は自相と普遍相に二分されるが，その何れも言表対象ではないと明言し

ている．他方，言説としては， 『量評釈』を典拠として，対象普遍のみを言表対象

として認めるが，如何なる形でも自相が言表対象となることを否定している．これ

は先の第二説に相当するように見えるが，恐らくは，第二説は，普遍を実在として

立てるヴァイシェーシカ等の外教徒の説と考えられているのであろう．そのような

普遍はウユクパは認めない.対象普遍とは分別知によって仮設されただけのもので

あり，勝義としては存在しないが，言説の立場で言表対象として立てるのがウユク

パの解釈である．ウユクパ自身は,以下の言表対象の定義を自説として立てている．

・定義：言語規約がなされた語に依拠して，分別知により理解されることが可

能であるもの(brdasbyarba'isgralabrtennasrtogpasgobarbyarrungba)

[107.15f]

以上のようなウユクパの解釈に対しては，当然のことながら，先きに第二説を批

判するのに自らが提示した論難，即ち， 目的達成可能な事物が理解されないことに

なる， という論難が向けられよう． これに対して，彼はこう回答している．

「[問い： ］ ［語は,］対象普遍を言表するので， 自相は理解されないことに

なる， と云うならば， ［回答： ］ （1）対象普遍として確定されたものを言表

すること［を「自相が理解されないこと」を論証する証因として立てるなら

ば，それ］は，不成立であるが， （2）対象普遍に対して自相と把握されたも

のを言表するからというならば， ［その証因は］対立して遍充は成立しない

（＝対立遍充となる)．なぜならば，対象普遍に対して自相と迷乱すること

即ち， 「対象

と説かれていの自性に対して増益されたものが理解される」 (Pvm. 169a)と説かれてい

るようなものである.」 （『正理成立』p. 107.16-20)

前述したように，対象普遍に対して自相と迷乱すること，即ち，判断することを

262yanniSIhastaimeSabda,nampamtasyakificana";Tib.sgra'didaggisgangbIjodpa"delango
bocungzadmed"
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通じて言語活動が外部の事物に対して可能となることは，サパン自身が認めるとこ

ろであり，その点では解釈を共有している．サパンとの解釈の相異は，サパンが自

相を判断の言表対象として認めるのに対して， ウユクパはそれを認めず，言表対象

としては対象普遍のみを立てる点にある．実は， ウユクパが自説の典拠として引い

たPVm． 169において，ダルマキールテイは，知の形相として分別知により仮設

された普遍と，対象の形相として対象の側に成立している他者排除（＝特殊）を同

一視することを通じて，言語活動が実在する対象に関与するので，その他者排除こ

そが語の対象であることを主張しているのである．即ち，

「それ(＝対象)の形相(mpa,i､e・artham§ﾖpoha)を[知の形相(buddhyakara)

に対して］増益することを理解することにより， ［その対象の形相と知の形

相を同一のものと判断することによって］他者から反転した［対象］を理解

するので，その対象（＝他者排除）こそが語の対象である263と云っても，矛

盾ではない． 」 (pvm・ 169264)

しかし， ここでダルマキールテイは， ウユクパの解釈とは裏腹に，分別知によっ

て仮設されただけのものとして知の側に成立している普遍それ自体ではなく，対象

の側に成立している他者排除，即ち，対象の他者排除の方を語の対象として認めて

いるように見える265.知の形相としての知の他者排除と対象の形相としての対象の

他者排除の何れが語の対象であるのかということは微妙な問題であるので，ダルマ

キールティの原典を資料として検討するのは，稿を改めてのことにしたい．ただこ

こではウユクパの見解は， 自相ではなく対象普遍（＝普遍相）を語の対象として立

てるものであることが確認できたことで良しとしておく．

二諦説に基づくウユクパの解釈は,サパンの『正理宝蔵』や，さらには,チヤパ，

ツァンナクパ，ツルトウン等のサンプ系学者の何れの論書にも見出されない特異な

263PVVp.151.20-22:buddhyakaretadrnpasyarthamSapohasyaropagatyヨekatvadhyavasayenanya-
vyavrttasyarthasyadhigatep§abdarthamSapohahSabdarthaucyate,natusamanyacchabdadartha-
pratitei/

264 tadrnparopagatyaanyavyavrttadhigatellpunall/Sabdarthoarthaisaevaitivacanenarvirudhyate/;
Tib.dedngossgrobtagsrtogspayis"gzhanlasbzlogpartogsphyiryang"sgradongangyindenyid
ces"bljodpalani'galbamed"

＊宮坂本ではvacanenaであるが，戸崎本のvacanenaの読みに従う．戸崎1972p269n.
159参照

2“ダルマキールテイは，直前のPvm. 167-168において分別知の形相，即ち，対象普遍が語の
対象である解釈を否定している．戸崎1979,p､267f参照．
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解釈である．典拠として引かれた『遷有経』は，ナーガールジュナが重視した経典

の一つであり，その経典に基づき，同名の論書(B伽vasα"zk頑""）を著作したこと

が知られている．所引の一偶は同書にも収録されている266．その意味で， ウユクパ

の設定は中観派の言語観を反映しているように見える．但し， 『タットヴァサング

ラハ・パンジカー』 「語の対象の考察」の章の冒頭部には， 「他者排除論者

(apohavadin)達にとっては，勝義として(paramarthatah) ,事物を自体とする，

語の言表対象(vacya)は何も存在しない」 (TSPp.274.22f)という一文が見られ

ることは注目に値する267． ウユクパがこの文章を知っていたかは定かではないが，

カマラシーラは同書において，無相唯識説に立脚しているので，必ずしも，これを

中観派の立場に結び付ける必要はない268．ただ何故に， ウユクパは， 『遷有経』の

一文を引用して，二諦説に基づき，これまでチャパやサパン等の誰にも示されたこ

とのない解釈を提示したのかは定かではない．実際，この言表対象の議論は， 日常

の言語活動に基づくものであるので，敢えて，二諦説を導入する必要性があるとは

思えないからである．

二諦説が導入されたのは， この箇所だけでなく，例えば，定立作用の対象の実相

の箇所にも見出されたが，そこでは勝義の立場として唯識説が示されていた．前述

したように， ウユクパは， 自相の設定の議論において，ダルマキールテイの思想的

立場を，世俗としては経量部説，勝義としては唯識説に立脚するものと規定してい

る．もしこれがウユクパ自身の思想的立場をも示すものであるならば，ウユクパが

ここで『遷有経』に基づき勝義として言表対象を否定したのもまた，中観説ではな

く，唯識説に立脚したものであることになる．ただウユクパの思想的立場について

は，より多くの資料を集めて包括的に検討する必要があるので，その思想的背景の

2“テンギュルにはBhavasα"1A面"〃の三本の蔵訳(P5240,5472,5662;D3840,4558,4162)が収

録されており，異読が見られるが，梵語原文と最も一致する読みを示すのは, P5472/D4558で

ある.その蔵訳から判断して,経典の偶と同一偶であることは疑いない.参考までに挙げておく．

'didagthamscadmingtsamste"'dushestsamlarabtugnas"
Ijodparbyedlasthadadpa'i"bIjodparbyabayodmayin"

津田2014には，三本の蔵訳の校訂テキスト及び和訳が掲載されており， ここに挙げたテキス

トはそれに基づく （同論文p. 122) ．また同論文p. 111には，同偶と内容的に通底するものとし
て， このB"vammkﾉ面"〃の他に，同じくナーガールジュナの『不可思議讃』 (AcjWO'""vq)第
35偶と『梼伽経』m.78を挙げている．

267西沢2014,p.228に， この文章を含む同章冒頭部の全体を訳出してある．
2“『タットヴァサングラハ』におけるシャーンタラクシタ及びカマラシーラの思想的立場は，

中観説ではなく，無相唯識説である．それについては，渡辺1967,p.74参照
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解明は今後の検討課題として残しておきたい．

VH.小結：

以上， ウユクパの他者排除論を彼の『正理宝蔵」の註釈を資料として検討した．

その特徴は以下の通りである．

1．現在利用可能な資料によるかぎり，チベットにおいて他者排除を明確に対

象の側に設定したのは， ウユクパが最初である．その点で，それを知の側

に設定したサンプ系学者やサパンとは一線を画している．

2． ウユクパは，定立作用と排除作用を定立と排除から別立して設定した．そ

れは後のドウタ文献に見られる設定の雛形となった．

3． ウユクパは，実質的に，他者排除に，対象の他者排除と知の他者排除の二

つの区別を認めた最も初期のチベット人学者の一人である． この点で，対

象の他者排除を否定したサパンとは解釈を異にしている．

4． ウユクパは，他者排除や言表対象の設定において二諦説を導入したが， こ

れはサパンやサンプ系学者達にも見出されなかった． ウユクパはダルマキ

ールティの思想的立場を世俗としては経量部説，勝義としては唯識説と解

釈したが，それは自身の思想的立場をも表していると推定される．

第三章．他者排除論に関連する諸問題

第一節． 《排除(selba)と定立(sgrubpa)》と《否定(dgagpa)と定立(sgrUb

pa)》を巡る用語法上の諸問題：

以上，サンプ系学者からは，ツァンナクパとツルトウンの二者を，サキャ系学者

からは，サパンとウユクパの二者を取り上げ，彼らの他者排除論をそれに関連する

一連の主題とともに考察した．その結果，種々の問題が浮き彫りにされて来たこと

が分かる．そのうちの一つとして， ここでは特に， 《排除(selba) と定立(sgmb

pa) 》と《否定(dgagpa) と定立(sgmbpa) 》を巡る用語法上の諸問題について

簡単に触れておきたいなぜならば，これらは，他者排除論の中核的概念であるに

も関わらず，諸論師に応じてその使用法にかなりのズレがあり， さらに場合によっ
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ては両義的に用いられているので,その用法を正確に把握しておく必要があるから

である．

まず，サンプ系学者は，排除と定立の二つを知の側に結び付ける一方，否定と定

立の二つは,共に対象の側に結び付けられた．それ故,彼らの著作においては， 「定

立」 という語は，それが排除の対概念であれば，顕現という知の一作用を意味し，

否定の対概念であれば，壷等の肯定的存在を意味する点で両義的である．定立と排

除の他に，定立作用(sgrubpasiugpa)と排除作用(selbaslugpa)という表現も

見られるが，両者は順に定立と排除とほぼ同様の意味で用いられている．

これに対して，サパンは，排除を知の側に結び付ける点ではサンプ系学者と一致

するが，定立と否定をその下位区分と見倣し，共に知の側に結び付ける点では，解

釈を異にしている．定立を排除の対概念とする解釈は，サパンに全く見られない訳

ではないが，それは仮の用法であり，排除の対概念としては，むしろ顕現という語

を使用している．混乱を招くのは，サパンが否定という語をも両義的に用いている

ことであり，それは，一方においては知の側に結び付けられるが，無否定と非否定

の上位概念としては対象の側に結び付けられている．

ウユクパは，サパンの弟子であるが，師とはかなり異なった解釈である．まず，

彼は，定立と排除を共に知ではなく対象の側に結び付けた点で，サンプ系学者とも

サパンとも一線を画している． さらに，定立と否定の両者もまた対象の側に結び付

けた点で，サンプ系学者とは軌を一にするが，サパンとは立場を異にしている．排

除と定立とは別に，それに対して作用する知として，排除作用(selbalaiugpa)

と定立作用(sgmbpalaiugpa)を設定したが，それは，後代のドウタ文献に見ら

れる設定の雛形となっている．排除と定立及び否定と定立の関係については，ウユ

クパは明瞭な解説をしていないが，彼の記述を分析した結果，恐らくは，排除と否

定,その両者の対概念としての二つの定立をそれぞれ同義と見倣していたもの推定

される．これもまたドウタ文献に見られる設定を先取りしたものであると言えよう．

ゲルク派のドウタ文献では，前述した通り，排除は否定と同一視され，共に対象

の側に結び付けられる点でサンプ系学者ともサパンとも異なっている269． ドウタ文

献では，知の作用としての排除や定立は，排除作用と定立作用と表現され，対象の

269西沢2014,p.232参照
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側に結び付けられる排除（＝否定）と定立から峻別されているが，そのような設定

は， ウユクパの著作に見出されるのが最初であり，サンプ系学者やサパンの著作に

は全く確認されない

このように，全く同じ用語が，サンプ系，サキヤ系，ゲルク系の三つの学統にお

いて， さらには，その内部においても別様に用いられているので，非常に紛らわし

く，この点に十分な注意を払う必要がある．このような用語上の差異はこれだけに

限らず，非常に広範囲に見られる．本稿では，他にも，実体と反体，普遍と特殊，

言表者と言表対象などの一連の関連主題も併せて考察したが，これらの諸概念につ

いても，論師に応じてかなり大きな解釈の相異が確認された．この点を等閑視して

は，彼らの論理学書を正確に読み解くことは不可能である．

以下,これら一連の用語に関して,諸論師の用語法の違いを一覧に纏めておこう．

注：図中の「‘→」の記号は，対立概念であることを示す. 1.,2. という番号を付けて列挙したも

のは，直上に示した概念の分類を示す． 「否定」の下に円括弧で「 （＝排除） 」 と記したのは，

否定と排除が同義であることを示す．

第二節． 「定立(sgmbpa) 」の梵語原語について－排除の対概念としての「定

立」と否定の対概念としての「定立」－：

ここで「排除(selba) 」の原語としては, apoha, 「否定(dgagpa) 」の原語と

しては, pratigedhaが想定されるが， 「定立(sgubpa) 」の原語については些か議

論がある．特にそれが排除の対立概念で用いられている場合と否定の対立概念とし

て用いられている場合とでは，同じ原語を想定してよいのか，あるいは，別の原語
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サンプ系論理学書 『正理宝蔵』 『正理成立』 ドゥタ文献

知
の
側

排除 ←。 定立

(排除作用←･定立作用）

排除←・顕現（＝定立）

l.定立

2．否定

排除作用←・定立作用 排除作用←・定立作用

対
象
の
側

否定 ←。 定立

1．無否定（＝否定）

2．非否定（＝否定と定

立の集合体）

否定 ←・ ［定立？］

1．無否定（＝否定）

2．非否定（＝否定と定

立の集合体）

否定 ←。 定立

(＝排除）

1．無否定（＝否定）

2．非否定（＝否定）

否定 ←。 定立

(＝排除）

1．無否定（＝否定）

2．非否定（＝否定）



を想定すべきなのかという問題である．まず排除の対立概念としての「定立」の原

語は，先に引いた『タットヴァサングラハ・パンジカー』の文章から, vidhiであ

ることは疑いない270．特にそこでカマラシーラは，定立を語の対象とする論者を，

「定立を語の対象と説く者(vidhi-Sabdarthavadin,bsgmbpasgraiidondusmraba)」

と称して，排除を語の対象とする「排除論者(apohavadin,selbasmraba) 」 と対

比的に使用していることから明らかである．

問題は，否定の対立概念としての「定立」の原語である．チョムデン・リクペー

レルテイ (bComldanrigpa'iralgi,1227-1305)は，彼の論理学綱要害『荘厳華」

において，否定と定立の定義を立てる際に， 『量評釈』と『量決択』の以下の文章

を典拠として引いている271．

PVIV221cd:pratigedha-ni5edhaScavidh麺迦krdrSo'parah";Tib.bkagpa'"g

parbyedpani"sgmbpalasgzhanci'drazhig〃「否定を否定したものは，

定立以外の何であろうか.」

PVinm.p.76.8:…vidhinivrttimpatvatpratigedhasya/; 'IYb・D211bl:dgagpa

nisgmbpalogpa'irangbzhinyinpa'iphyirro〃「否定とは，定立から反転

した形を取るものであるから.」

チュミクパは， この『量決択』の一文と共に，以下の文章も引いている272．

PVinm.p. 121.4:pratigedha-nigedhasyaVidhimpatvat";TYb.D225a2-3:de

dgagpabkagpa'ingoboniSgrubpa'irangbzhinyinpa'iphyirro〃「否定の

否定は，定立の形を取るものであるから.」

他にも，定立と否定に関しては以下の偶が注目に値する．

PVIV228: tasmadaSrityaSabdaIhambhavabhavasamaSrayam/abahyaSrayam

atre9tamsrvarnXidlli-ni5edhanaml/;TYb.dephyirdn"sdn"smedrten

can"phyirolltenminsgradonla"brtennas'dirniSgrubpadang"dgagpa

thamscad'dodpayin〃「それ故，事物と非事物に依拠し，外的対象に依拠

しない，語の対象に依拠して， ここで，全ては，定立と否定であると認

められる.」

270西沢2014,p.228参照．
27！ 『荘厳華』pp､78.24-79.2参照他にも, PVinm.207b2も引いているが，そこにはsgrubpa
の語は見出せないので， ここで挙げないでおく．

272 『チュミク要綱』28alf参照．
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後続のPVIV.230や231では,このvidhiとmsedhaというペアの語が, vidhana

とpratigedhaという語に換言されており, vidhiとvidhana, niSedhaとpratigedha

という語の同義性が確認される．但し, nisedhaは, TS10"に見られるように，

無否定(prasajyapratigedha)の意味で用いられることもあるので，その点が微妙で

ある. nisedhaがpratiSedhaと同義であり，かつ, prasaiyapratigedhaと換言可能で

あるということは273,本来的な意味での否定(pratiSedha/ni.edha)は，二種の否定

のうちのprasajyapratigedhaに他ならず, paryudasaは， 「否定」 という語は適用さ

れても，本来的な意味での否定ではない可能性を示唆しているように見える．この

点は用例を集めて慎重に検討すべき課題である．

以上の一連の典拠から，否定の対立項としての定立の原語は, vidhiないし

vidhZnaであることが確認された． これらは共にf~Vidh5(規定／定立する）という

動詞から派生した名詞である．排除の対立項としての定立の原語は，同じく, vidhi

であったので，否定(pratiSedha/nigedha) と排除(apoha)の対立項は共に同じ原

語であることが確認されたことになる．この事実は，否定と排除の同義性を考える

場合に，極めて示唆的であると言えよう．つまり，シヤーンタラクシタに先立ち，

既にダルマキールテイが実質上その両概念を同義と見倣していた可能性である．そ

の件については，本稿の主題を越えるので，稿を改めて検討することにしたい．

ちなみに, sgmbpaには，他にも, sun'byinpaと対比的に用いられる場合もあ

るが，それらの原語は, sadhana(論証） とdnsana(論駁）であり，否定ないし排

除の対立項としてのsgmbpaとは原語自体が異なっている． このように同じチベ

ット語が異なる原語を有しており，異なる意味で用いられていること， さらには，

同じ原語，同じ訳語であっても， このsgubpa/vidhiという語の場合のように，文

脈に応じて意味に微妙な差異があることは,チベット仏教論理学文献を読解する際

には常に留意すべき事項である．

第三節．他者排除を知の作用に結び付けるサンプ系の解釈の起源について：

以上，サンプ系とサキャ系の二つの他者排除論を検討したが，最後に他者排除を

知の作用に結び付けるサンプ系の解釈の起源について簡単に考察を加えておこう．

273pVIV､262においても, ni9edhaがparyudasaの対概念として登場し, prasajyapratiSedhaの意
味で使用されている． この偶は本稿でも先に訳出して紹介した．
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問題は，これがチャパの独創であるのか，あるいは，何らかの原典に基づく解釈で

あるのかという点である．チャパは特にこの点に関して原典から何も引用していな

いのであるが，実は， この解釈はシャンカラナンダナ(Sankaranandana)の解釈で

ある可能性がある.例えば,ウユクパは,定立作用と排除作用を設定するに際して，

シャンカラナンダナの『アポーハ・シッデイ』から冒頭の偶を引用している．

「対象に対する知の作用は，二種類である．そのうち，定立が存在しないも

のから生じ，他者を断除するもの(gzhangcod,*anyavyavaccheda)が， 「排

除(selba,*apoha)」であると云われる.｣ (AS281a7274)

原典に見られる偶形と比較的大きい異読が見られるが,今はウユクパが引いた偶

文から訳出しておいた． 『アポーハ・シッデイ』では， この偶の直後に， この二種

類の知の作用とは，定立(sgrubpa,*vidhi/vidhana)と断除(mampargcodpa,

*vyavaccheda)の二つであることが明記されており． さらに，断除を「他者排除

(gzhanselba,*anyapoha) 」と換言しているので2751知の作用として，定立と他者

排除の二つを設定していることが分かる．シャンカラナンダナの他者排除論の詳細

は，今後の検討課題として残しておくが， ここでは，定立と他者排除を知の作用に

結び付けるチヤパ等の解釈は，シヤンカラナンダナの『アポーハ・シッデイ』に依

拠している可能性を示唆しておく276.

274 『正理成立』に引かれた偶形は以下の通り．

donlashespa'ibyedpani"mampagnyistededagla"
sgrubpamedpalasbyungzhing"gzhangcodselbayinparbljod"

デルゲ版テンギュル所収の原文は以下の通り．

selbagzhangcoddonlani"sgrubpamedpalasbyungba'i"
shespa'ibyabademamgnyis"dedaglanibljodpayin"

275AS281bl-2: gidonlashespabyabagnyisdangldanpayinErubpadanmamparRc。，padaf

pa'iphyirsgmbpa'ibdagnyidkyibyedpamednazlabagnyislasogspa'ishespabzhindudonla
mamparrtogpamam3brasbumedpanyidnimayinte/mampargcodpasyugpa'iphyirro"皿且皿
］ar odan idn】Rzhanselba inno

276知の作用を定立と排除の二つに限定する解釈は，その二つを順に，断定(pariccheda)と断除

(vyavaccheda) と同一視することを通じて起ったものである．他方，知を断定の断除の二つに
限定する解釈は，別段，シャンカラナンダナの独創ではなく，既にダルマキールテイが明言し

ているところである．例えば,HBpp.80.29-82.1/250b5-6: tshadma'ibyedpani 'ga'zhiglatshad

maiugpadeni/yongssugcodcingdelasgzhanpani<na>rnampargcodla"mampagsumpa
gzhannimedparsgrubparbyedpazhesbyaba'diyinno〃「認織手段の作用とは，或るものに認識
手段が働くとき，それを断定し，それより他のものを断除するが， ［断除と断定より］他の第三

の在り方はないと論証すると云われるものである． 」

問題は定立と排除を断定と断除に同一視する解釈が誰に依って提示されたのかということで

ある．シャンカラナンダナにそれが見られることはここに紹介した通りであるが，マノーラタ

ナンディンやカルナカゴーミン等の『量評釈／自註』の註釈には, anyapohaという語がanya-

154



もしこの想定が妥当であるとすると，次の問題は，如何にしてチヤパがシヤンカ

ラナンダナの解釈を知ったのかということである． この著作は，前述した通り，ま

さにゴク翻訳師により翻訳され， しかも，註釈までも記されたものであるので277,

ゴク翻訳師経由でこの解釈をチャパが知ったことは疑いない.そこで問われるべき

は，ゴク翻訳師の他者排除論に対する立場である．前述したように， 『量決択難語

釈』を資料として考察したところ，ゴク翻訳師の他者排除論に対する関心と理解は

かなり低いものであったと推定した． しかし，ゴク翻訳師は， 『量評釈』の改訳者

であり， さらには，シャンカラナンダナやダルモーッタラの他者排除論の著作の翻

訳者でもあるので，当然のことながら，チヤパ以上に彼らの他者排除論に知悉して

いたはずである．それ故，前稿（西沢2014）では，ゴク翻訳師の『量決択難語釈』

を資料として上述の評価を下したが，今後，新出資料の発見と共に，この評価は見

直される可能性も十分ありえることを付言しておく．

総括：

以上，本稿においては，サンプ系の論理学者としては，チヤパの弟子筋に当たる

ツァンナクパ・ツウンドウセンゲとツルトウン・ションヌセンゲの二人，サキャ系

の論理学者としては，サキヤ系論理学の創始者であるサキヤパンデイタ・クンガギ

ェルツェンとその直弟子であるウユクパ・リクペーセンゲの二人の論理学書を取り

上げ,他者排除論,及び,それに密接に関連する諸設定を主題として分析を加えた．

その際に特に留意した点は，サンプ系の伝統的解釈に対して，サパンやウユクパ等

のサキャ系学者が如何にそれを受け止め,それを踏まえた上で自らの解釈を打ち立

てていったのかということ，端的には，サキヤ系論理学の形成過程を明らかにする

ことである．上記一連の学者達の解釈はそれぞれ「小結」の形で纏めてあるので，

ここではそれを逐一再説せずに，サンプ系とサキャ系というチベット仏教論理学の

二大相承の相克の歴史を，他者排除論を主題として概観し，併せて，今後の検討課

vyavacchedaという語に換言されている用例が見られる. PVVp､274.7adI.47;PVSVTp. 127.10
adl.47等参照他にも，ジネーンドラブッデイが反体と他者排除と断除を同義語と見倣したこ

と (PST253b6)は既に紹介した通りである． さらにはダルマキールテイ自身, anyavyavaccheda
という語を使用している（例えば, PVSVp.33．9adI.61)ので，ダルマキールテイ自身にまで遡
る可能性がある．その詳細については稿を改めて検討したい．

277西沢2014,p.245f参照．
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題をも予示しておくことにする．

筆者は，前稿（西沢2014）の序論において， 『タットヴァサングラハ』及び『パ

ンジカー』を資料として，インドにおいては後代に至るまで他者排除は《語の対象》

に結び付けられていたことを示し，併せて，後代のドウタ文献を手掛かりとして，

チベットの他者排除論の歴史的展開において,TS1004が非常に大きな意味を担っ

たことを示唆した．即ち，そこでは，他者排除が否定と同一視されており， さらに

は，二種の否定に結び付けられ，無否定の他者排除と非否定の他者排除の二つに大

別され，後者はさらに，対象の他者排除と知の他者排除の二つに細分された．その

設定は，ほぼ忠実な形で後代のドウタ文献に受け継がれているのである．但し，そ

のような後代のゲルク派の解釈が,チベット仏教論理学史の伝統の中で如何に形成

されていったのかということは，これまで殆ど研究がなく，解明すべき重要課題の

一つであったが，前稿及び本稿は，そのための予備的研究をも兼ねている．

前稿においては，サンプ教学の創始者にして，チベット仏教論理学の祖と目され

るゴク翻訳師ロデンシェーラプと，その孫弟子に当たり，サンプ教学の大成者とさ

れるチヤパ･チューキセンゲの他者排除論を考察した.そこで明らかとなったのは，

ゴク翻訳師の他者排除論に関する関心と理解は予想以上に低かったことと，サンプ

系論理学の学統で初めて他者排除論を明瞭な形で説いたのは,チヤパであることで

ある． しかし，そのチヤパにせよ，他者排除を《語の対象》に結び付けるインドの

伝統的な解釈は伝承されていなかった模様であり，チヤパは，他者排除を，語の対

象として対象の側に結び付けるのではなく，分別知の作用の一つとして知の側に結

び付けて捉えていたことが判明した．

本稿においては,そのチャパの弟子筋に当たるツァンナクパとツルトウンの論理

学書を資料として取り上げ，サンプ系論理学の学統において，他者排除論が如何に

確立し展開していったのかということを分析した．そこで明らかとなったのは，ま

ず第一に，チヤパの論理学書においては，他者排除は，分別知の三つの作用のうち

の一つと規定され，あくまで分別知の付属議論の域を出ることはなかったが，ツァ

ンナクパは，チャパの記述を踏まえつつも，それを初めて独立した主題として科段

設定し包括的に論じたことである．ツァンナクパは，他者排除を定立の対立概念と

して設定し，後代， ドウタ文献において確立されることになる定立作用と排除作用

の設定を初めて立てた． さらには，定立と他者排除の定義や定義基体等を明瞭な形
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で提示した． これはチャパには見られなかった新しい展開である．同様のことは，

実体と反体の設定や，普遍と特殊の設定についても見られる．概して，ツァンナク

パは，師たるチャパの見解を踏襲しつつも，チャパが断片的に解説した記述を，独

立した科段設定をした上で，定義や定義対象を明示し，より秩序立てた形で解説し

た点に特徴がある278．他方，他者排除の理解に関しては， 『量決択』における他者

排除論の所依典籍となっているPVinn.29-31に対する一連の註釈書を見る限り，

ゴク翻訳師やチヤパに比べ，ツァンナクパの他者排除理解は格段に進んだものであ

ることが明らかになった．

続くツルトウンは，その科段構成や解釈の多くをツァンナクパの『善説集成』に

負うているが，一部独自の解釈を提示している箇所も見られることが判明した．例

えば，ツルトウンは，定立と排除を，チヤパやツァンナクパ同様に知の一作用と見

倣す点では立場を等しくするが,師達が定立と排除を順に無分別知と分別知に結び

付けたのに対して，彼は，顕現対象に対する知の作用として定立を，判断対象と行

動対象に対する知の作用として排除を設定した． これは，対象の側から両者を区別

したものであり，この点で全く解釈を異にしていることが明らかとなった．ただこ

れは例外的であり，基本的にはツルトウンはツァンナクパの解釈に随順しているこ

ともまた再確認された．

以上が，サンプ系学者に伝承された他者排除論の概要である．それは端的には，

ゴク翻訳師ではなく，チヤパに由来し，その弟子であるツァンナクパにより確立さ

れ，孫弟子であるツルトウン等を介して， さらにはサパンヘと伝承されたものであ

る．彼らの解釈は，他者排除を語の対象ではなく，知の作用に結び付けるものであ

るが， これは，シヤンカラナンダナの『アポーハ・シッデイ』に見られる解釈を反

映したものである可能性を示唆した． もしこの想定が妥当であれば，チベットにお

いては，他者排除を語の対象に結び付ける他者排除本来の解釈は，少なくてもその

初期の段階では伝わらず,また仮に伝わっていたとしても,影響力を持たなかった．

その代わりに,他者排除を知の側に結び付けるシヤンカラナンダナの解釈が強い影

響力を及ぼし,その影響下においてチャパ等のサンプ系学者達により他者排除論が

形成されたことになる．その点の検証作業は今後の検討課題である．

278その一例として， 《理解(rtogspa)》の設定があるが，それについては，西沢2012,pp.97-99
参照
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このように，チャパに由来する学統がサンプ系論理学の伝承における他者排除論

の主流であったが，それとは別に，ダルモーッタラやシヤンカラナンダナの他者排

除論の著作を翻訳し，さらにはそれに対して註釈をも著したゴク翻訳師の学統も存

在していたことも否定できない.現在利用可能な資料に依る限り他者排除論に対す

るゴク翻訳師の貢献とその影響はかなり低いものと言わざるを得ないが，今後，そ

の方面の資料が発掘されることを通じて,解釈の見直しが必要となるかもしれない．

このようなサンプ系の他者排除論に対して，それを批判的に検証して新しい解釈

の流れを打ち立てたのが,サパンを初めとするサキヤ派の論理学者達である.特に，

他者排除をチヤパ等のように知の側に結び付けるのではなく，語や分別知の対象の

側に結び付ける解釈は,ウユクパにより初めて明確な形で提示された.その解釈は，

サパンの『正理宝蔵』にも全く見られない訳ではないが，実はサパンの基本的な解

釈は,他者排除を知の側に結び付けるサンプ系の伝統的解釈であることが今回初め

て明らかになった．

従来学界では,サパンはカシュミールパンデイタ達から梵語原典を通じてインド

直伝の相承を受け継ぎ，それ故，サパンの『正理宝蔵』は，インド原典に比較的忠

実な解釈を取っていると解釈されてきた．実際， 『正理宝蔵』の諸註釈者は『正理

宝蔵』に見られる前主張者の多くをゴク翻訳師やチャパ，ツァンナクパ等のサンプ

系論理学者に帰していることから，サパンはサンプ系の解釈を原典から乖離した誤

った見解と見倣し,原典に沿った立場からそれを批判したと解釈されてきたのであ

る． しかし， 『正理宝蔵』の記述を近年利用可能となったチヤパの『意闇払拭』や

ツルトウンの『智慧灯明』等の論理学書に照らし合わせてみると，予想以上に多く

の部分をサパンはサンプ系論理学から受け継いでいることが明らかになって来た．

その学的背景として，サパンは，単にカシュミールパンデイタを通じてインド直

伝の相承を受け継いだのみならず，それ以前に，ツルトウンに師事することを通じ

て，サンプ系論理学の相承を受け継いでいたことを指摘した． 『正理宝蔵』は彼が

受け継いだこの二大相承に対するサパンの思想的格闘の産物に他ならない．そこで

サパンは，多くのサンプ系の解釈を批判したが，同時に， 自説として採用したサン

プ系の解釈も少なからずあり，その意味で，彼の『正理宝蔵』は，インド直伝の解

釈とサンプ系の解釈の混合物の様相を呈していると言っても過言ではない.そのこ

とは，本稿において扱った他者排除論においても改めて確認されたところである．
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その点で興味深いのは， ウユクパの思想的立場である． ウユクパは，実はサンプ

教学の外部伝播に主導的な役割を果たしたニェルシク・ジヤンペルドルジェ(gNyal

zhigiamdpalrdolje)の｢九子」と称される九人の筆頭弟子279の一人であり，元来，

サンプ寺の学僧としてサンプ教学の伝統を受け継ぐ者であった．後にサパンに師事

することを通じて， 『量評釈』や『正理宝蔵』の相承を受け継ぎ，サンプ教学から

距離を置くことになるが，サパン以上にサンプ教学との関係が強い人物であったは

ずである． しかし，彼の『正理宝蔵』に対する註釈『正理成立』を見る限り， ウユ

クパの思想的立は，師であるサパン以上に，サンプ教学に対して批判的であり，そ

れから独立したものであることが明らかになった.実際,この他者排除論において，

他者排除をその本来的な意味である語の対象に結び付ける解釈を,最初に明示した

のは，サパンではなく， このウユクパに他ならない．

その背景として， ウユクパがチベットにおいて初めて『量評釈』全章に対する註

釈を著したことが挙げられよう．それまでサンプ寺で学ばれてきた主要な論理学書

は， 『量決択』であったが， この『量決択』においては，他者排除論は主要な論題

ではなく，殆ど論じられていなかった． しかし， 『量評釈』では，特に第一章にお

いて他者排除論に関する膨大な記述があり，ウユクパはそれを註釈することを通じ

て，他者排除の本来的な意味を理解することが出来たものと推察される．チベット

における『量評釈』の学統は，確かにサパンに起源するが，実際にそれを確立した

のは，サパンではなく， ウユクパであると評価すべきかと思われる．今回は，その

点を他者排除論を資料として明らかにしたが,その検証作業は今後より多くの主題

において引き続き行う必要がある．

最後に一つ付言するならば，サパンやウユクパ等のサキヤ派の学者達は，インド

直伝の論理学の学統に基づき，旧来のサンプ系論理学を批判することを通じて， 自

らの学説を打ち立てたが，それは，単に，サンプ系論理学を自身より《外》のもの

として否定したのではなく，彼ら自身,サンプ系論理学の継承者として,自らの《内》

にサンプ教学の伝統を背負いつつ，新たに授かったインド直伝の教学と相対時し，

それに真っ正面から取り組み格闘したことである．その内的な相克の結果として生

み出されたサキャ系論理学は，カシュミールパンディタから受け継いだ学統の単な

27，このニエルシクの九子の事績については，西沢2011b,Vol.1,pp.239-291において詳しく検
討したので，参照されたい．
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るコピーではなく，独立した新しい学統として捉えるべきである．その相克の歴史

は，後代，サンプ系学者としては，例えば，ナルタン寺のチョムデン・リクペーレ

ルテイ(bComldanrigs/rigpa'iralgi,1227-1305)やチュミクパ・センゲペル(Chu

migpasenggedpal,ca､1200-1280) ,サキヤ系学者としては， ラマタンパ・ソナム

ギエルツエン(Blamad2unpabsodnamsrgyalmtshan,1312-1375)や，ニヤウン・

クンガペル(Nyadbonkundga1dpal,1345-1439)とレンダワ・ションヌロトウ(Red

mda!bagzhonnublogros,1349-1412)師弟にも受け継がれていくことになる．そし

て，この論理学の二大学統は，相互に複雑に絡まり合いながら，後代のゲルク派へ

と伝承され，その教学形成に直接的に関わることになる．それについては，稿を改

めて論ずることにしよう．

付録

初期サンプ系及びサキャ系学者による他者排除論関連用語の定義一覧：

所依典籍:rN"glo=rNamngesdka' 'grel;Phyapa=Yidkyimunsel(YM)/dBumastong

thun(BT);gTbangnagpa=Legsbshadbsduspa;mTbhurston=Shesrabsgronma;Sapap

=Rigsgter;Uyugpa=Rigsgrub

定立(sgmbpa,*vidhi/Vidhana)

160

論師名 系統 定義(Def)

INgog lo gSangphu om．

Phyapa gSangphu om．

gTbangnagpa gSangphu ranggimtshannyidsnangpa'isgonas'dzinpa[117al]

mTbhurston gSangphu dongyiranggingobosnangpa'isgonasyuldubyedpa[11.17]

Sa pa9 Sasba om．

＃

U yugpa Saskya Defofsgrubpa:om.

Defofsgrubpalaiugpa:blogangzhigyulde'imampasnangnas

'dzinpa[84.14]



注意：ウユクパは，定立と定立作用，他者排除と排除作用を順に，対象と有対象に結び付けて別

立したので，項目はそれに合わせて二分しておく．

他者排除／排除(gzhansel/selba,*anyapoha/apoha)

実体(Idzas,*dravya) と反体(ldogpa,*vyavrtti)
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論師名 系統 定義(Def)

INgog lo gSangphu OIn．

Phyapa gSangphu om．

gTbangnagpa gSangphu derzhenpa'istobsbisgzhandu'dzinpaselpa[1181W]

mThhurston gSangphu Defdongyibzlogphyogsbsalba'isgonasyuldubyedpa[19.9]

Sa pm Saskya Defofgzhansel:dngos'galbcadnasljugpa[93.9]

1

U yugpa Saskya Defofgzhansel:chosganggzhiggzhandangma'dI℃spa[97.15】

Defofselbalajugpa:ranggiyulgyibzlogphyogsbsalnasiugpa

[98.10]

論師名 系統 定義(Def)

IN卸9 lo gSangphu om．

Phyapa gSangphu om．

gTbangnagpa gSangphu Defofrdzas: ldogpa'ichosmams 'bralmishespar 'duspa'idon

[15a7]

Defofldogpa: 'duspacangyichosmams[15a7]

mTShursmn gSangphu Defofrdzas:gzhi'ciggistengduchosduma'bralmshespar'dus

pa'amtshogspa[62.5]

Defofldogpa: 'duspacangyichoskhayarba[62.6]

Sa pap Saskya Defofrdzas/ldogpa:om.

Syn.ofrdzas:dngospo,donrangmtshan[295]

Syn.ofldogpa:gzhansel,dn"smed,rtogpassgrobtagspa,*spyi

mtshan[295]

U yugpa Saskya Defofrdzas:donbyednuspa'idngospo[45.7]



否定(dgagpa,*pratigedha) と定立(sgrbupa,*vidhi/Vidhana)
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Defofldogpa:chosgangzhigsgmrtoggiyulduWurpa[45.11]

論師名 系統 定義(Def)

INgog lo gSangphu om．

Phyapa gSangphu Defofbsgmbpa'ichos:
9

galzlablosyuldubyaspalamaltospar

ldogpadenyidkyidonspyirangdbangdusharnaszhenparbyaba

[YM61b9;BT,p.87.2]

Defofdgagpa'ichos:dgagbya'idonspyisharbalaltosnasdelas

bzlogparzhenparbyaba[YM61b9;BT,p.87.4]

Defofmayindgag:ldogpadekhayarbalazhenpanabsgrubpa'i

chamadorbarzhenparbyaba[YM62al;BT,p.87.11]

Defofmeddgag: ldogpadekhayarbalazhenpanadgagpa'ba'

zhigparzhenparbyaba[YM62a2;BT,p.87.9]

gTbangnagpa gSangphu Defofsgmbpa:chosgangzhigdgagbya'ispyi 'charbalamaltos

parrangdbangdungessurungpa[18b2];sgrubchosmadorba

[18b3]

Defofdgagpa(i.e.meddgag):sgmbpabkagldogtsamdugnaspa

[18b2];sgrubchosdorba[18b3]

Defofbkagpa'isgrubpa(i.e.mayindgag):dedag(=dgagsgrub

gnyis)tshogspa'ildogpa[18b3];sgrubchosmadorba[18b3]

m'1bhurston gSangphu Defofbsgrubchos/bsgrubpa:ranggimamparangdbangdushar

basngessurungba[78.9]

Defofdgagchos/dgagpa:dgagbya'imampasharbalaltosnas

ngesdgospa[78.10]

Defofmeddgag:sgrubchosdorba[78.8]

Defofmayindgag:sgrubchosmadorba[78.8]

Sa paU Saskya Defofdgagpa:om.;DefofsgIubpa:om.

Defofmeddgag:dgagbyabcadnaschosgzhanmi'phenpa[230.22]



普遍(spyi,*samanya) と特殊(byebrag,*viSega)
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Defofmayindgag:dgagbyabcadnaschosgzhan'phenpa[230.22]
9

U yugpa Saskya Defofbsgrubpa:blolaranggirnampasnangdurungba[61.ll]

Defofdgagpa:rtogpaladgaggzhi'amdgagbya'imampasharbala

bltennasngesparbyarrungba[62.12]

Defofmayindgag:dgagbyabkagpa'ishuldusgmbpablo
『

phenpa[63.2]

Defofmedd

9

ngor

gag:dgagbyabkagpa'ishuldusgmbpablongorm

phenpa[63.3]

論師名 系統 定義(Def)

rN即9 lo gSangphu om．

Phyapa gSangphu om．

gTbangnagpa gSangphu Defofspyi:rigsmimthunlaslogpa'ichosrkyangpa[20bl]

Defofbyebrag:denyidrigsmthunnanglaslogpa'ichosgnyispas

zinpa[20b2]

Defoftshogsspyi:chosgnyisphradtsam[20b3]

m'Ibhurston gSangphu Defofspyi:rigsmimmunlaslogpa'ildogpachigrkyang[87.20]

Defofbyebrag:denyidrigsmthunnanglaskyanglogpa'ildogpa

gnyispaszinpa[87.21]

Sa paQ Saskya Defofspyi:rigsmimthunlasldogpa[78.ll]

Defofbyebrag:denyidIigsmthunnanglaskyanglogpa'ildogpa

gnyistshogs[78.11]

9

U yugpa Saskya Defofdonlayodpa'igzhanselgyispyi:rigsmimthunpa'ispyilas

logpa[48.3]

Defofdonlayodpa'igzhanselgyibyebrag:denyidrigsmthun

nanglaskyanglogpa[48.6]

Defofblolayodpa'ispyi:*gsalbaduma'imampartogpalasnan

balagcigtuzhenpa[48.13]

9
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